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機械設備　器具表　機器表　桝明細

便所２　給排水衛生設備　外構図
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〃Ａ-２５ 敷地求積図

〃Ａ-２６ 日影図

〃Ａ-２７ 全体平均地盤面算定表



便所（南）

　　４）塗料はホルムアルデヒド、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンを放散させない 18 完成写真 1 支持地盤 ・杭基礎 (4.3.4,5)(4.5.4,5)4工  事  特  記  仕  様  書
　　　　か、放散が極めて少ないものとする。 ※ デジタルカメラで撮影し、全てL版相当サイズで印刷する。（A4版用紙に1ページあたり3枚）

地
業
工
事

　支持地盤の位置及び種類（基礎ぐいの先端位置含む）

　　５）１）、３）及び４）の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器 ・ アルバム 1部 （大きさ 335mm×290mm程度） 　・図示による（　　　　　）　　・　

Ⅰ　工事名 西野公園便所（南）建替工事 　　　　等は、ホルムアルデヒドを放散させないか、放散が極めて少ないものとする。 ※ 箇所数は 外観4面 各室2面 程度とする。 ・直接基礎

　　また、設計図書に定める「ホルムアルデヒド放散量」は、次のとおりとする。 　 規定の箇所数が確保できない場合には、監督員と協議すること。 　支持地盤の位置及び種類（基礎底部の位置含む）

Ⅱ　工事概要 ホルムアルデヒド放散量 該当する材料 　・図示による（　構造図による　）　　・　

1．工事場所　　三重県亀山市野村二丁目　地内 規制対象外  ① JIS及びJASのF☆☆☆☆品 19 電子納品 　試験掘り（根切り底の状態の確認等） (3.2.1)

2．敷地面積　　65,846.84 ｍ2  ② 建築基準法施行令第20条の7第4項による国土交通大臣認定品 ※ 工事写真は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編）」等に基づき 　・行わない

3．工事内容  ③ 下記表示のあるJAS適合品 　 電子媒体も提出すること。 　・行う

　 　　　　　　棟名称 　ａ．接着剤等不使用 　（提出部数    ※ 2部    ・  部） 　　位置等　　・図示による（　　　　　）　　・　

　 　　　　　　構造 木造　平屋建 　ｂ．非ホルムアルデヒド系接着剤使用 ・杭の載荷試験 (4.2.3)

38.82 m2　 　　　　　　建築面積　 　ｃ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを ※ 工事完成図書は、「営繕工事に係る電子納品マニュアル（工事完成図書編）」に基づき 　試験の位置，方法等

　 　　　　　　延床面積  　 　放散しない材料使用 　 電子媒体も提出すること。 　・図示による（　　　　　）　　・　

建築工事　 　　　　　　工事項目 　ｄ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを 　（提出部数    ※ 2部    ・  部） ・地盤の載荷試験 (4.2.4)

 　 　放散しない塗料使用 　試験の位置，方法等

Ⅱ　建築工事仕様 　ｅ．非ホルムアルデヒド系接着剤及びホルムアルデヒドを 20 設備工事との取合い 　・図示による（　　　　　）　　・　

1．標準仕様  　 　放散しない塗料等使用 施工範囲

 　 　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は，国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕様書（建 　ｆ．ホルムアルデヒドを放散しない塗料等使用 ※ 図示した鉄筋コンクリート部の貫通孔、開口部の補強 2 既製コンクリート杭 種類 (4.3.2)

第三種  ① JIS及びJASのF☆☆☆品 ※ 図示した壁、天井の仕上材、下地材の切り込み及び補強 地業 　・遠心力高強度プレストレストコンクリート杭（PHC杭）

2．特記仕様書の表記  ② 建築基準法施行令第20条の7第3項による国土交通大臣認定品 ※ 駆動装置又は電動建具等による建具等の2次側配管配線及び操作スイッチ施工図 　・プレストレスト鉄筋コンクリート杭（PRC杭）

（1）項目は，番号に　　印の付いたものを適用する。 ※ 設備機器の位置、取合い等の検討できる施工図を提出して、監督員の承諾を受けること。 　・外殻鋼管付きコンクリート杭（SC杭）

・

（2）特記事項は，　 印の付いたものを適用する。 7 材料の品質等 (1.4.2) 　　　SC杭の鋼管材料　　・SKK400　・SKK490　・　

・

　　 　　印の付かない場合は，※印の付いたものを適用する。特記事項に記載される内容が複数ある事項については○印の 　本工事に使用する材料は、設計図書に定める所要の品質及び性能を有するものとし、JIS又 21 設計GL

　　 　付いたものを適用し、※印の付いたものは適用しない。 はJASのマーク表示のない材料及びその製造者等は、次の（1）～（6）の事項を満たすものとする。 寸法，継手，性能等（種別：種類，性能及び曲げ強度区分） （4.2.2)（4.3.2)（4.3.3)

継
手
数

※

・

　　　　 印と　 印の付いた場合は，共に適用する。 　（1）品質及び性能に関する試験データが整備されていること    (現状地盤は Ｂ.Ｍ　　　　　　　　　　　　mm) コンクリート 杭径 厚さ 杭長 セッ 長期設計支持力
種類 備考

2　　　使用材料等で、複数の材料に○印が付いたものは図面による。 　（2）生産施設及び品質の管理が適切に行われていること 強度(N/mm ) (mm) (mm) (mm) ト数 (kN/本)

（3）特記事項に記載の（  ．  ． ）内表示番号は，標準仕様書の当該項目，当該図又は当該表を示す。 　（3）安定的な供給が可能であること 22 養生その他 上杭

Ｇ（4）　 印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」 　（4）法令等で定める許可、認可、認定、免許等を取得していること   工事施工に際し既存部分を汚損した場合又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、既存にならい 試験杭 中杭

　　に定める判断の基準を満たす物品を示す。 　（5）製造又は施工の実績があり、その信頼性があること 補修すること。 下杭

　（6）販売、保守等の営業体制が整えられていること 上杭
本  杭

　なお、これらの材料を使用する場合は、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明とな 23 事故報告 中杭
章 項　　目 特　　記　　事　　項

る資料又は外部機関（（社）公共建築協会等）が発行する「建築材料・設備機材等品質性能評価事   工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、事故発生報告書 下杭

業」の評価書等の写しを、監督職員に提出して承諾を受けるものとする。ただし、あらかじめ監督 （三重県公共工事共通仕様書第13号様式）を監督員に速やかに提出すること。1

一
般
共
通
事
項

1 適用基準等 員の承諾を受けた場合は、この限りではない。   また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、

・営繕工事写真撮影要領（平成24年版）　　同解説 　また、備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を 検証等に協力すること。

・工事写真の撮り方　建築編　　　　　　　国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 使用する場合は、監督職員の承諾を受ける。 杭先端部形状 (4.3.2)

24 調査協力 　・開放形　　・半開放形　　・閉そく形　　・　

・ 8 建築材料等 受注者は、発注者が行う生コンクリートに関する調査に協力すること。 施工方法 (4.3.3～5)

・ 　品質が求められる水準以上であれば、県内生産品の優先使用に努めること。 　※調査内容については、購入先、購入価格、資材の搬入と施工に条件に関すること等。詳細は 　・打込み工法　（・油圧ハンマー　・ディーゼルハンマー　・　　　　　　　　　）　　　　

　また、建設工事で得られた再生資源の活用はもちろんのこと、他産業の廃棄物で得られた再生資 　　監督員と別途協議によるものとする。 　　　プレボーリングの併用

2 工事実績情報の登録 (1.1.4) 源についても利用促進を図るものとし、「みえ・グリーン購入基本指針」に基づく環境配慮を行う 　　　　・行わない

・請負者は、受注時において工事請負代金額が、500万円の工事について、(財)日本建設情報総合 こと。（同指針に基づき、木材を使用する場合において、原料として使用される原木は、県産間伐 25 市内企業優先使用 　　　　・行う

　センター工事実績情報サービ（以下「JACIC」）が運営する工事実績情報サービス(CORINS)に、 材、林地残材又は小径木等とするか、又はその伐採にあたって生産された国における森林に関する   本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を亀山市内に事業所（建設 　　　　　掘削深さ及び径

　「CORINS入力システム」により当該工事に係るデータ登録を行わなければならない。 データ登 法令に照らして合法な木材とすること。） 業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。 　　　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

　録は、受注時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、契 ※ 本工事に使用する木材は、原則として亀山市内の森林から産出された「地域材」を使用し、調 　　　杭の精度

　約締結後10日以内にJACICに対し登録申請を行い、JACICから｢工事カルテ受領書｣が請負者に届 　 達できない場合は県産材、国産材の順に利用するものとする。 26 環境保全活動への 　　　　水平方向の位置ずれ　　・杭径の1/4かつ100mm以下　　・　

　いた際には、その写しを直ちに監督員に提出しなければならない。 　 　なお、県産材については「三重の木」利用促進協議会が承認する「三重の木」を優先して 協力   受注者は、亀山市が取組んでいる環境保全活動に協力するものとする。詳細は監督員と別途協議 　　　　杭の傾斜　　　　　　　・1/100以内　　　　　　　　 ・ 

　　なお、工事請負代金額が2500万円以上の工事の場合は、受注時に加えて、変更及び完成時に 　 使用する。 するものとする。 　　　試験杭 (4.2.2)(4.3.3)

　おいても同様に「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受けたうえ、登録内容の変更時にあっ 　　　　試験杭の位置

　ては、変更契約締結後10日以内に、完成時にあっては、工事完成後10日以内にJACICに登録申請 9 技能士 (1.5.2) 27 工法の提案 　　　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

　しなければならない。 ※ 職種別に可能なものについては積極的に活用のこと。   設計図書に定められた工法以外で所要の品質及び性能の確保が可能な工法並びに環境の保全に 　　　　打込杭の推定支持力の算定方法

　　なお、変更時と完成時の間が10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 有効な工法の提案がある場合は、監督職員と協議する。 　　　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

　　ただし、期間には土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日等は含ま 10 化学物質の濃度測定 (1.5.9) 　・セメントミルク工法　　　　 （4.2.2)（4.3.4)

　ない。 ※ 測定物質(○で示したものとする。) 28 提出書類 　　　アースオーガーの支持地盤への掘削深さ

適
 
用

・請負者は、下請負に付する場合は、別に定める三重県建設工事執行規則施工に関し、必要な書類 監督員より別途指示するものとする。 　　　　　　・1.5m程度　　　・　ホルム エチル パラジクロロ
施設用途 トルエン キシレン スチレン

アルデヒド ベンゼン ベンゼン　に様式を定める要綱に従い、部分下請通知書（第9号様式）を監督員に提出しなければならない。 　　　杭の支持地盤への根入れ深さ

・請負者は、工事を施工するためのに下請負契約を締結した場合には下請代金にかかわらず、施工 学校,教育施設 1 足場その他 (2.2.4) 　　　　　　・1.0m以上　　  ・　2
　体制台帳を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督員に提出しなければならない。 住宅

仮
設
工
事

※ 枠組足場を設ける場合は、「手すり先行工法に関するガイドライン（厚生労働省 平成21年４月 　　　杭の精度

・請負者は、各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい その他 　 策定）」の「手すり先行工法等に関するガイドライン」によるものとし、足場の組立、解体、 　　　　　　・水平方向の位置ずれ

　場所と公衆の見やすい場所に掲げなければならない。 　 変更の作業時及び使用時には、常時、すべての作業床について手摺、中さん及び巾木の機能を 　　　　　　　・杭径の1/4かつ100mm以下　　　・　

　　また、請負者は、施工体系図を別に定める様式により監督員に提出しなければならない。 ※ 測定箇所( ※ 図示    ・ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　)  　有するものを設置しなければならない。 　　　　　　・杭の傾斜

※ 測定方法( ※ パッシブ法    ・ アクティブ法                   ) 　 また、定置させる足場及び作業構台の類は、別契約の関係請負者に無償で使用させる。 　　　　　　　・1/100以内　　　・　

3 品質計画等 (1.2.2) ※ 試料は、内装工事完了から2週間以上の通風換気を行い、また、換気行いながらを空気調和を 　　　試験杭

建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 　 行う設備がある場合は、設備の試運転が終了してから採取することとし、困難な場合は監督員 2 監督職員事務所 (2.3.1) 　　　　試験杭の位置

・風圧力 　 協議すること。 ※ 設置する（協議による） 　　　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

　　風速（Vo=３４ m/s） ※ 報告書提出部数　２部 監督職員事務所の規模 (単位 :m2 ) 　・特定埋込杭工法　　　　 (4.2.2)(4.3.5)

　　地表面粗度区分（・Ⅰ　・Ⅱ　・Ⅲ　・Ⅳ　） 規模 ※ ・ ・ ・ ・ 　　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法

・積雪荷重等 11 特別な材料の工法 面積 (10程度) (20程度) (35程度) (65程度) (100程度) 　　・H13国土交通省告示第1113号第6による地盤の許容支持力式の内α，β，γが以下の値を採用

　　垂直積雪量：４０cm　積雪の単位荷重：２０N/m2 標仕に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 監督職員事務所の仕上げ 　　　できる工法

・ 部 位 等 仕   上   げ 　　　　α=（　　），β=（　　），γ=（　　）

12 リサイクル認定 床 合板張り 又は ビニール床シート張り 　　　工法

製品の利用 ※ 本工事では三重県リサイクル製品利用推進条例に基づき性能、品質、数量、価格等に考慮し、 内壁、天井 合板 又は せっこうボード張り、合成樹脂エマルジョン塗り 　　　・プレボーリング拡大根固め工法

4 電気保安技術者 (1.3.3) 　 優先的に認定製品を使用すること。入手困難な　 場合は監督員と協議すること。 屋  根 溶融亜鉛めっき合板張り、又は鉄板張り、調合ペイント塗り 　　　・中掘り拡大根固め工法

※適用する 　　杭の精度 (4.3.5)

13 施工中の安全管理 3 監督職員事務所 　　　・水平方向の位置ずれ

5 発生材の処理等 (1.3.11) ※ 接着剤及び塗料の塗布にあたっては、使用方法及び塗布料を十分に管理し、適切な乾燥時間を の備品等 備品等の設置 　　　　・杭径の1/4かつ100mm以下　　　・　

　 とるものとする。また、施工時、施工後の通風、換気を十分に行い、室内に発散した等を室外・引渡しを要するもの　　　(                                   ) 種類 机・いす 書棚 黒板 掛時計 温度計 　　　・杭の傾斜

・特別管理産業廃棄物  ※有(                                   ) 　 へ放出させること。 数量 組 台 個 個 個 　　　　・1/100以内　　　・　

  　　　　　　　　処理方法(                                   ) 種類 長ぐつ 雨がっぱ 保護帽 懐中電灯 衣類ロッカー 　　　試験杭

・現場において再利用を図るもの(                               ) 14 騒音・振動の防止 数量 足 着 個 個 台 　　　　試験杭の位置

・再生資材の利用を図るもの ※ 低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定に基づき指定された建設機械を使用する。 種類 消火器 湯沸器 掃除具 請負者加入電話機 冷暖房機器 　　　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

　・アスファルトコンクリート塊 数量 個 台 個 台 台 杭継手工法　　　　 (4.3.2)(4.3.6)(7.2.5)

　・セメントコンクリート塊 15 排出ガス対策 　・アーク溶接継手

　・建設発生木材 建設機械の使用 ※ 排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用する。 4 工事用水 　　溶接材料

・引渡しを要するもの、再生資源の利用を図るものについては調書作成し、監督員へ提出すること。 構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償） 　　　・標準仕様書7.2.5(a)(b)による

・引渡しを要しないもの、再生資源化を図るもの以外のものは、全て構外に搬出し、建設工事に係 16 工事写真 　　　・図示による（　　　　　　）

　る資材の再資源化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清 ※ 工事写真の撮り方／建築、及び同／建築設備に従い撮影する。 5 工事用電力 　　　・　

　掃に関する法律、その他関係法令よるほか、「建設副産物適正処理推進要綱｣に従い適切処理し、 ※ 電子納品とし、次のものを提出する。 構内既存の施設　　※利用できない　　・利用できる（※有償　・無償） 　・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）

　監督員に報告すること。(マニフェスト A、B2、D票を提示し、E票は、写しを提出すること。) 　 ※ CD  部数は「19 電子納品」を参照 　　工法

   ※ 全写真のサルネームを印刷したもの（A4版用紙） 1部 1 埋戻し及び盛土 　　　※審査（評定等）を受けた工法　　　　　　　　　・　(3.2.3)3
6 環境への配慮 (1.4.1)    ※ 代表的写真を抽出し、L版相当サイズ（A4版用紙に1ページあたり3枚）で印刷したもの 1部

土
工
事

埋戻し及び盛土の種別 　　検査

　建築物内部に使用する材料等は，設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に，次の 　・Ａ種　適用場所（　　　　） 　　　※審査（評定等）により定められた項目　　　　　・　

１）から５）を満たすものとする。 17 完成図等 (1.7.1～3)(表1.7.1) 　・Ｂ種　適用場所（　　　　） 　　施工

　　１）合板，木質系フローリング，構造用パネル，集成材，単板積層材，ＭＤＦ，パーティ ※ 作成する ( ※ 完成図    ・ 保全に関する資料 ) 　・Ｃ種　適用場所（　　　　）土質(　　)　受渡場所（　　） 　　　※審査（評定等）された施工管理基準による　　　・　

　　　　クルボード，その他の木質建材，ユリア樹脂板，壁紙，接着剤，保温材，緩衝材， ※ 完成図作図範囲(配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表等) 　・Ｄ種 （細粒分（75μm以下）の含有率（重量百分率）の上限を50％未満とする。） 杭頭の処理 (4.3.7)

　　　　断熱材，塗料，仕上塗材は，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散 　 なお、完成図の著作権にかかる使用権は発注者に移譲するものとする。           適用場所（　　　　） 　・処理しない

　　　　が極めて少ないものとする。 ・ CADによる作成 ( ※ 要    ・ 不要 ) 2 建設発生土の処理 (3.2.5) 　・処理する

　　２）保温材、緩衝材、断熱材はホルムアルデヒド及びスチレンを放散させないか、放散 　 ただし、作成できない場合は監督員との協議による。 ・構外搬出適切処理  　　処理方法（切断に伴う補強方法含む）

　　　　が極めて少ないものとする。 ・ CADによる提出 ( ※ 要    ・ 不要 ) ・構内指定場所に堆積　　　　　　・構内指定場所に敷均し 　　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　３）接着剤は，可塑性（フタル酸ジ－ｎ－プチル及びフタル酸ジ－２－エチルヘキシル等 　 ただし、提出できない場合は監督員との協議による。 3 山留めの存置 (3.3.3) 杭頭の中詰め材料 (4.3.7)

　　　　を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されていない材料を使用する。 存置範囲（※図示　・　　） 　・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　

特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 西野公園便所（南）建替工事 図面番号 A-01

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
平成31年 3月 8日 図 面 名 称 建築工事特記仕様書№１ 縮 尺 NS

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

※ 図示のベンチマーク (B.M) 　・便所（北）　KBM+10　　・便所（南）　KBM-905

　  築工事編）（平成31年版）」（以下「標準仕様書」という。）による。

・建築工事標準詳細図　（平成31年版）　　国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

・建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部

33.45 m2



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS

・

地
業
工
事　

続
き

3 鋼杭地業 (5.3.5)4 種類の記号

　・SKK400　　・SKK490　　・　

（4.4.2)

　・高炉セメントB種　 　　　　・　

　・図示による（　　　　　）　　・　

2

(4.5.3)

コンクリートの設計基準強度(Fc)

(4.5.4)(4.5.5)

(4.5.4)(4.5.5)

2

(4.6.2)

(4.5.3)

Ｇ

帯筋

　・図示による（　　　　　　　）

　・

(4.5.3)

杭先端部形状　　 （4.4.2)

　・開放形　　・半開放形　　・閉そく形　　・　

先端部の補強　　

　・標準仕様書 図4.4.1，表4.4.2による　　 ・　

先端部の補強（補強バンド等）及びその他付属品の材質　　

　・SS400と同等又はそれ以上　　　　 　　　・　

（4.4.2)

寸法，継手等 （4.2.2)（4.4.2)

試験杭

本  杭

上杭

中杭

下杭

上杭

中杭

下杭

種類
杭径 板厚 杭長 セッ 長期設計支持力

(kN/本)ト数(mm)(mm)(mm)
継手数 備考

（4.4.1)

（4.2.2)(4.4.3)

施工方法

　・打込み工法　（・油圧ハンマー　・ディーゼルハンマー　・　　　　　　　）

　　　プレボーリングの併用

　　　　・行わない

　　　　・行う

　　　　　　掘削深さ及び径

　　　　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

　　　杭の精度

　　　　・水平方向の位置ずれ

　　　　　・杭径の1/4かつ100mm以下　　　・　

　　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

　　　　・杭の傾斜

　　　　　・1/100以内　　　・　

　　　試験杭

　　　　試験杭の位置

　　　　打込杭推定支持力の算定

　　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

　・特定埋込杭工法　　　　 (4.4.4)

　　・平13国交告第1113号第6による地盤の許容支持力式でα=250を採用できる工法

　　・平13国交告第1113号第6による地盤の許容支持力式の内α，β，γが下記の値を採用

　　  できる工法

　　　　α=（　　），β=（　　），γ=（　　）

　　　工法

　　　　・中掘り拡大根固め工法

　　　　・　

　　　杭の精度

　　　　・水平方向の位置ずれ

　　　　　・杭径の1/4かつ100mm以下　　　・　

　　　　　・1/100以内　　　・　

　　　　・杭の傾斜

　　　試験杭

　　　　試験杭の位置

　　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

杭の現場継手　　　

(4.4.3)

(4.4.5)

　・溶接継手

　　　形状

　　　　・JIS A 5525による　　　　・　

　　　溶接材料

　　　　・標仕 7.2.5(a)(b)による

　　　　・図示による（　　　　　　）

(4.4.2)

　　　　・　

　・無溶接継手（継手部に接続金具を用いた方式のもの）

　　　工法

　　　　※審査（評定又は大臣認定）を受けた工法

　　　検査

　　　　※審査（評定又は大臣認定）により定められた項目

　　　施工

　　　　※審査（評定又は大臣認定）された施工管理基準による

杭頭の処理 (4.3.7)(4.4.6)

　・処理しない

　・処理する

　　　処理方法（切断にともなう補強方法含む）

　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

杭頭の中詰め材料

　・基礎のコンクリートと同調合のもの　　・　

(4.3.7)(4.4.6)

場所打ち

コンクリート杭地業

掘削工法

　・アースドリル工法（安定液　　※使用する　　・使用しない）

　・リバース工法

　・オールケーシング工法（孔内の水張り　　・行う　　・行わない）

併用する工法

　・場所打ち鋼管コンクリート杭工法

　・拡底杭工法（安定液　　・使用する　　・使用しない）

　・

　(4.5.1)(4.5.4)

　(4.5.1)(4.5.5)

（4.2.2)寸法等

備　考
(kN/本)数(mm)

杭長 セット 長期設計支持力拡底径

(mm)

軸径

(mm)

試験杭

本　杭

鉄筋の種類

種類の記号

・SD295A

・

・SD345

呼び径（mm）

　(4.5.3)

備　考

4

鉄筋かごの補強

　・杭径1.5ｍ以下の場合は鋼板6×50(mm)，1.5ｍを超える場合は鋼板9×50～75(mm)の補強リン

　　グを３ｍ以下の間隔で，かつ，１節につき３箇所以上入れ，リングと主筋との接触部を溶接

　　する。溶接長さは，補強材の幅とする。

　・

鉄筋の最小かぶり厚さ

　・100mm　　　・　

鉄筋の重ね継手長さ，主筋の基礎底盤への定着長さ

　・図示による（　　　　　　　）　　・　

セメントの種類

コンクリートの種別

　・A種　　　　・B種　　　　・審査（評定又は大臣認定）された内容による

試験杭

構造体強度補正値(S)

　・3N/mm

　・図示による（　　　　　）

　・審査（評定又は大臣認定）された内容による

(4.5.3）

(4.5.3）

(4.5.3)

(4.5.3)

(4.5.3～4.5.5)

（4.2.2)(4.5.4)(4.5.5)

　試験杭の位置

　　・図示による（　　　　　　）　・　

孔壁測定

　測定箇所

　　・試験杭（　　　）箇所及び本杭（　　　）箇所　　　・　

杭の精度

　水平方向の位置ずれ

　　・　

材料砂利地業5

砂利厚さ

適用箇所

　・基礎梁下，土間コンクリート下，土に接するスラブ下

捨コンクリート地業6 捨コンクリートの厚さ

  ※50mm　　　　・　

　・基礎梁下，土に接するスラブ下

施工範囲

設計基準強度

　※18N/mm           ・　

スランプ

　※15cm又は18cm　　・　

(4.6.3)

(4.6.4)

(4.6.4)(6.14.1)

(4.6.4)(6.14.1)

(4.6.4)(6.14.1)

床下防湿層7 材料

　・ポリエチレンフィルム厚さ0.15mm以上         ・　

施工範囲

(4.6.2)

(4.6.5)

　・

　・建物内の土間スラブ及び土間コンクリート下

5

鉄
筋
工
事

1 鉄筋 (5.2.1)

鉄筋の種類

種類の記号

・ SD295A

・ SD345

・ 

・ 

呼び径(mm) 備　考

溶接金網2 (5.2.2)

形状等

種類の記号 網目の形状，寸法，鉄線の径(mm) 使用部位種 類

・溶接金網

・鉄筋格子

鉄筋の継手

（　　　　）

耐力壁の鉄筋

柱，梁の主筋

部位

その他の鉄筋

・ガス圧接　　　・機械式継手　　　・溶接継手

・重ね継手　　　　　　・　

・重ね継手　　　　　　・　

継手方法

継手方法等

呼び径(mm)

(5.3.4)(5.5.2)(5.5.3)3

耐力壁の重ね継手の長さ

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）3.1(a)(2)）

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）3.1(a)(3)）

継手位置図

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）5.1, 6.1, 7.1, 7.3, 8.1）

　・

鉄筋の定着長さ4

(5.3.4)

(5.3.4)

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）3.1(b)）

　・

(5.3.4)

鉄筋の定着長さ

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）3.1(b)）

　・

(5.3.4)

鉄筋の定着方法

鉄筋のかぶり厚さ

及び間隔

(溶接金網含む)

5

最小かぶり厚さ

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）表4.1）

　・

　　　柱及び梁の主筋にD29以上の使用の有無

　　　　・無し

　　　　・有り　　　適用箇所（　　　　　　　　　）

　　　　　　主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保する

　　　軽量コンクリートで土に接する部分

　　　　・無し

　　　　・有り　　　適用箇所（　　　　　　　　　）

　　　　　・最小かぶり厚さに加える厚さ　　（　　　）mm

　　　　　・　

　　　耐久性上不利な部分（塩害等を受けるおそれのある部分等）

　　　　・無し

　　　　・有り　　　適用箇所（　　　　　　　　　）

　　　　　・最小かぶり厚さに加える厚さ　　（　　　）mm

　　　　　・　

鉄筋相互のあき（機械式継手及び溶接継手を除く）

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）4.1）

　・

(5.3.5)

機械式継手6

使用箇所

　・図示による（　　　　　　）　　　・　

H12建告第1463号に適合する性能

機械式継手の種類及び工法　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

(5.5.2)

(5.5.2)

(5.3.5)鉄筋相互のあき

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）4.1）

　・

　・Ａ級　　　・　

品質の確認方法

　・図示による（　　　　　　）　

不良となった継手の修正方法等

(5.5.2)

(5.5.2)

　・図示による（　　　　　　）　

溶接継手7

使用箇所

　・図示による（　　　　　　）　　　・　

H12建告第1463号に適合する性能 (5.5.3)

(5.3.5)鉄筋相互のあき

　・Ａ級　　　・　

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図）4.1）

　・

継手の工法

　・図示による（　　　　　　）　

品質の確認方法

　・図示による（　　　　　　）　

不良となった継手の修正方法等

　・図示による（　　　　　　）　

(5.5.3)

(5.5.3)

(5.5.3)

各部配筋 (5.3.7)8

各部配筋

　・図示による（構造関係共通図（配筋標準図））

　・

圧接完了後の試験9 外観試験

　※行う（全数）

抜取試験

　※超音波探傷試験

　・引張試験

　　試験ロット：1組の作業班が1日に行った圧接箇所とする。なお、200箇所を超えるときは

　　　　　　　　200箇所ごととする

(5.4.9)(5.4.10)

(5.4.9)(5.4.10)

6 1 コンクリートの

気乾単位容積質量に

よる種類及び強度

・普通コンクリート

設計基準強度（N/mm ）

・24

・

スランプ 適用箇所コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事

(6.2.1～4)

・軽量コンクリート

2

(6.2.1～3)(6.10.1,2)

設計基準強度（N/mm ）

・24

スランプ 適用箇所
2

コンクリートの類別 (6.2.1)2

6 気乾単位容積質量

・普通コンクリート

　・2.3t/m　程度　　・　
3

・軽量コンクリート

　・

7

類別

　※Ⅰ類（JIS A 5308への適合を認証されたコンクリート）

　・Ⅱ類（JIS A 5308に適合したコンクリート）

3 セメント (6.3.1)種類

　※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのＡ種（普通ポルトランドセメントの品質は、

　　JIS R 5210に示された規定の他、水和熱が7日目で352J/g以下、かつ28日目で402J/g以下の

　　ものとする）　　　　　　　　　　　使用部位（　　　　　）

　・高炉セメントB種　　 　　　　　　　使用部位（　　　　　）Ｇ

Ｇ

　・

　・フライアッシュセメントB種 　　　　使用部位（　　　　　）

5 混和材料 ・混和剤

　混和剤の種類

　　※標準仕様書6.3.1(d)(ⅰ)による　　　・　

・混和材

　混和材の種類

　　※標準仕様書6.3.1(d)(ⅱ)による　　　・　

(6.3.1)

(6.3.1)

4 骨材 (6.3.1)アルカリシリカ反応性による区分

　※A　　　　　・B

種類

　・1種　　・2種

適用箇所

軽量コンクリート

　・図示による（　　　　　）　　・　

寒中コンクリート8 適用期間

　・図示による（　　　　　）　　・　

(6.2.3)

(6.10.1)

(6.10.1)

　・積算温度を基に定める場合

　　・図示による（　　　　　）　　・　

暑中コンクリート

　※6N/mm　　・　
2

9

10

(6.11.2)

(6.11.1)

(6.12.2)

(6.2.1)(6.13.1)適用箇所

　・図示による（　　　　　）　　・　

マスコンクリート

(6.13.2)セメントの種類

　・中庸熱ポルトランドセメント

　・低熱ポルトランドセメント

　・高炉セメントB種 Ｇ

　・フライアッシュセメントB種

　・普通ポルトランドセメント

　・

混和材料

・混和剤

　　混和剤の種類

　　　※JIS A 6204に適合するAE減水剤または高性能AE減水剤

(6.13.2)

　　　・　

スランプ

　※15cm     ・　

無筋コンクリート11 設計基準強度

　※18（N/mm ）
2

スランプ

　※15cm 又は 18cm     ・　

　セメントの種類

　　※普通ポルトランドセメント又は混合セメントのA種

　　・高炉セメントB種

　　・フライアッシュセメントB種

Ｇ

Ｇ

適用箇所

　※標準仕様書6.14.1(e)による箇所

　・図示による（　　　　　）

(6.13.2)

(6.14.1)

(6.14.1)

(6.2.1)(6.14.1)

(6.2.1)(6.15.1)12 流動化コンクリート 適用箇所

　・図示による（　　　　　）

目地寸法ひび割れ誘発目地

打継目地

13 (6.6.3)(6.8.2)(9.7.3)

　・標準仕様書9.7.3による　　・　

間隔，位置，形状

　・図示による（　　　　　　　　）

コンクリートの

仕上り

14 部材の位置及び断面寸法の許容差の標準値

　・標準仕様書表6.2.3による

合板せき板を用いるコンクリートの打放し仕上げ

(6.8.2)

(6.2.5)

(6.2.5)(6.8.3)

種　別 適用箇所

・B種

・A種

・C種

打増し厚さ

（打放し仕上げ部）

型枠

15

16

打放し仕上げの打増し厚さ（外部に面する部分に限る）　　　　

　・20mm　　　・　

打放し仕上げの打増し厚さ（内部に面する部分に限る）　　　　

　・10mm　　　・20mm

Ｇ　・合板（※12mm　・　　　　　　）

せき板の材料及び厚さ

(6.8.2)

　・断熱材の兼用した型枠材の使用

　・MCR工法用シート

　　　打増し厚さ

　　　打増し範囲

　　　　・図示による（　　　　　　）　・　

　　　　・20mm　　　・　

スリーブの材種

　※標準仕様書6.8.3(i)(2)(ⅰ)から(ⅳ)による　　・　

(6.8.3)

(6.8.3)

(6.8.3)

(6.8.3)

17 コンクリートの

単位水量測定

実施要領

　・　

　・図示による（構造関係共通図（構造関係共通事項）構-４施工方法等計画書関連等

存置範囲（※図示　・　　）

　　　　　　　　コンクリートの単位水量測定）

構造体強度補正値(S)

建築工事特記仕様書№２

A-02

　※60mm　　　・100㎜　

　・図示による（　構造図　）　・　

　・図示による（　構造図　）　・　

　D16以下

・21

　15

　18

　土間以外躯体

　土間

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

　・再生クラッシャラン　ＲＣ４０　　　・切込砂利及び切込砕石Ｇ

西野公園便所（南）建替工事
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図面番号
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特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS

補強コンクリート

ブロック造

1 ブロックの種類

圧縮強さによる区分
断面形状及び 正味厚さ

（mm）

ﾓﾃﾞｭｰﾙ呼び

寸法(mm)

長さ 高さ

※空洞ブロック-16

・型枠状ブロック-20

・

適用箇所
化粧の
有無

・無 ・有

・無 ・有

・無 ・有

備考

透水性　・普通　　・防水

各部の配筋　　　　※図示　　・　

コンクリート

ブロック帳壁及び塀

2 ブロックの種類

圧縮強さによる区分
断面形状及び 正味厚さ

（mm）

・

備考

長さ 高さ

ﾓﾃﾞｭｰﾙ呼び

寸法(mm)
化粧の
有無

・無 ・有

・無 ・有

・無 ・有

（表8.3.1）以外の
適用箇所

・空洞ブロック-16

・空洞ブロック-08

・

透水性　・普通　　・防水

各部の配筋　　　　※図示　　・　

3 ＡＬＣパネル

パネルの 耐火性能 構法の種別

パネル

区分

・間仕切壁用

・屋根用パネル

・床用パネル

単位荷重
2

（N/m ）

・外壁用パネル
・100

・

・100

・

・100

・

・100

・

（mm） （mm）

長さ厚さ

・有（１）時間

・無

平

表面加工

有（１）時間

有（0.5）時間

有（　）時間

・平

・意匠

・平

・意匠

・A種　・B種

・C種　・D種

・E種

F種

外壁パネルの構法

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対

　　　　　　　　応した工法）

　　・適用しない

　パネル幅の最小限度(mm)

　　※300　　・300未満は図示（　　　　　）

　外壁パネルの出隅及び入隅のパネル接合部，並びにパネルと他部材との取合い部の目地幅

　　目地幅(mm)　・20　・　

　伸縮目地への耐火目地材の充填　　・適用する　・適用しない

押出成形セメント板

（ECP）

4

表面

形状

パネルの

種類
厚さ（mm） 幅（mm） 工法の種別

・Ｆ

・Ｄ

・Ｔ

・Ｆ

・Ｄ

・Ｔ

・間仕切壁

・外壁
　パネル

　パネル

・50 ・60 ・　

・50 ・60

　60

・50 ・60 ・　

・50 ・60

　60

600
・Ａ種

・Ｂ種

・Ｂ種

・Ｃ種

備考

外壁パネルの工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対

　　　　　　　　応した工法）

　　・適用しない

　パネルの相互の目地幅(mm)

　　長辺の目地幅　※8以上　　・図示

　　短辺の目地幅　※15以上　 ・図示

　出隅及び入隅のパネル接合目地は伸縮調整目地としシーリング材を充填する

　　目地幅(mm)　※15　・図示

　原則として，欠き込み等は行わない。やむを得ず行う場合の開口の限度

　　・図示（　　　　　　）

8

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
・
Ａ
Ｌ
Ｃ
パ
ネ
ル
・
押
出
成
形
セ
メ
ン
ト
板
工
事

(8.2.2,5)

(8.3.2,3)

(8.4.2～5)

(8.5.2～5)

・30分耐火

・

開口部補強要領（補強金の定着長さ等を含む）

(7.1.1)(7.1.3)1 鉄骨製作工場の加工能力

2 施工管理技術者 (7.1.3,4)

　・

鉄骨製作工場

・適用する

・適用しない

　・トルシア形高力ボルト

3 鋼材

(7.2.2)4

　　　セットの種類　　※2種(S10T)　　　・　

　・JIS形高力ボルト

　　　セットの種類　　※2種(F10T)　　　・　

(7.2.2)

(7.3.2)

(7.4.2)

　・

　・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）１－１縁端距離，ボルト間隔）

(7.2.3)ボルト及びナットの材料

(7.2.3)座金

　・標準仕様書7.2.3(d)による　　・　

(7.2.3)ボルトの径

　・図示による（　　　　　　）　　・　

5

　※標準仕様書表7.2.3による　　・　

　・

(7.3.2)

高力ボルト

セットの種類

溶融亜鉛めっき高力ボルトの径

溶融亜鉛めっき高力ボルトのめっき前の孔径　

　・

(7.2.2)

(7.2.2)

　・図示による（　　　　　　）　　・　

6 溶融亜鉛めっき

(7.3.8)

　※1種(F8T相当)　　　・　

ボルトの縁端距離，ボルト間隔，ゲージ等

　・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）１－１縁端距離，ボルト間隔）

材質等

規格

(7.2.1)

種類の記号 適用箇所（主要な部分）

・JIS規格による　・　

・JIS規格による　・　

・JIS規格による　・　

・JIS規格による　・　

・JIS規格による　・　

・JIS規格による　・　

ボルトの区分高力ボルト

高力ボルトの径

　・図示による（　　　　　　）　　・　

ボルトの縁端距離，ボルト間隔，ゲージ等

・すべり係数試験

　　試験方法等

　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

普通ボルト

　・審査（評定又は大臣認定）を受けた内容による

(7.3.2)

　・

　・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）１－１縁端距離，ボルト間隔）

ボルトの縁端距離，ボルト間隔，ゲージ等

(7.12.4)

摩擦面の処理

　・ブラスト処理以外の特別な処理方法

　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　すべり耐力等の確認方法

　　　※すべり耐力試験

　　　　　試験方法等

　　　　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　・ブラスト処理（表面粗度50μmRz 以上）

(7.2.4)(7.10.3)

　・構造用アンカーボルト

7

　　　　※標準仕様書表7.2.3による　　・　

　　　・　

アンカーボルト 適用

　　形状，寸法

　　　・図示による（　　　　　　）　　　・　

　・建方用アンカーボルト

　　　種類　　　・SS400　　　・　

　　　アンカーボルト及びナットのねじの公差域クラス及び仕上げの程度

　　形状，寸法

　　　・図示による（　　　　　　）　　　・　

(7.3.2)ボルトの縁端距離，ボルト間隔，ゲージ等

　・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）１－１縁端距離，ボルト間隔）

　・

溶接材料 (7.2.5)

　・標準仕様書 7.2.5(a)(b)による

　・図示による（　　　　　　）

　・

溶接材料8

種類

　建築用ターンバックルボルト

(7.2.6)

(7.2.6)

　　※羽子板ボルト　　　・　

ターンバックル9

　建築用ターンバックル胴

　　※割枠式　　　・　

　ねじの呼び

　　・図示による（　　　　　　）　　　・　

10 (6.8.3)(7.2.7)デッキプレート 材質，形状及び寸法

・デッキプレートとコンクリート

・デッキプレート単独の構法

・床型枠用

　との合成スラブとする構法

適用箇所 備　考材質・形状・寸法

　・図示による（　　　　　　）　　・　

鉄骨部材への溶接方法

　・図示による（　　　　　　）　　・　

(7.7.8)

・耐火認定

　耐火時間　　　・図示による　　　・　

11 レール及び

その付属品

形状及び寸法等

　・図示による（　　　　　　）　　・　

(7.2.8)

12 スタッド 材質、形状及び寸法

※頭付きスタッド　JIS B 1198

種類等

呼び名 呼び長さ　（mm） 適用箇所

・16

・19

・22

13 柱底均しモルタル モルタルの種類

　・無収縮モルタル

　　　無収縮モルタルの材料，調合等

　　　　材料，調合等

　　　　　※標準仕様書7.2.9(b)(1)から(4)による　　・　

(7.2.9)

　・標準仕様書7.2.9(a)によるモルタル

　・

溶接接合

(7.6.7)

　・

　適用箇所

　　・図示による（　　　　　　）　　・　

14 工作図 監督員による現寸調査

　・行う

　・行わない

　H12建告第1464号第二号イ(1)(2)のただし書きによる補強は，「突合せ継手の食い違い仕口の

※標準仕様書7.3.3及びH12建告第1464号第二号イによる製作精度15

増築工事を含め、既存建築物との取り合い箇所がある場合は現場実測の上作成を行う。

　ずれの検査・補強マニュアル」による

(7.3.3)

(7.3.2)

鉄骨の仮組16 ・行わない

・行う

　　仮組を行う範囲

　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

　　確認方法、確認項目

　　　・図示による（　　　　　　）　　・　

17 溶接技能者の

技量付加試験

試験の要領

　・図示による（　　　　　　）　　・　

(7.6.3)

(7.3.10)

18 開先の形状

　・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）1－2）

　・

スカラップの形状

　・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）1－4）

(7.6.4)

(7.6.7)

(7.6.7)・エンドタブを切断する部分

　　エンドタブを切断する場合の仕上げは標準仕様書7.6.7(a)(6)(ⅱ)による

溶接部の余盛り高さ

　・JASS6付則6「鉄骨精度検査基準」付表3［溶接］による

低応力高サイクル疲労を受ける部位（7,6,7）

　・図示による（　　　　　　）　　・　

(7.9.2～7)

・1時間耐火

・2時間耐火

・3時間耐火

・耐火材吹付け

種類

・耐火板張り 

19 現場溶接の有無 ・無し

・有り

20 入熱、パス間温度の

溶接条件

鋼材と溶接材料の組合せと溶接条件

　・図示による（構造関係共通図（鉄骨標準図）1－4）

　・

適用箇所

　・図示による（　　　　　　）　

　・柱、梁、ブレースのフランジ端部の完全溶込み溶接部

(7.6.11)溶接部の試験 完全溶込み溶接部の超音波探傷試験21

　・工場溶接の場合

　　　AOQL (%)

　　　　※4.0      ・2.5   　

検査水準

節 ・

・

・

・

・

・

・全て

※第6水準

　・工事現場溶接の場合

　　　　AOQL (%)

　　　　　※4.0      ・2.5   　

　　・　

　　※標準仕様書　表18.3.1　A種

　　　　塗料の種別

　　　　　※4.0      ・2.5   　

突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査

　「突合せ継手の食い違い仕口のずれの検査・補強 マニュアル」による

　　・抜き取り検査①

　　※抜き取り検査②

錆止め塗装18 塗料の種別

　・鉄鋼面の錆止め塗料

　　　屋外

　　　　※標準仕様書　表18.3.1　A種

　　　　・　

　　　屋内

　　　　・標準仕様書　表18.3.1　（　　）種

　　　　・　

　・亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料

　　・標準仕様書　表18.3.2　A種

　・鉄骨鉄筋コンクリート造の鋼製スリーブの内面（鉄骨に溶接されたものに限る）

　　・　

　・耐火被覆材の接着する面への塗装

　　・塗装を行う

　　　　適用箇所

　　　　　・図示による（　　　　　　　　）　　　・　

　　　　　・標準仕様書　表18.3.1　（　　）種

　　　　　・標準仕様書　表18.3.2　（　　）種

　　　　　・　

(7.8.3)

(7.8.3)

(7.8.3)

耐火被覆19

・

・高断熱ロックウール 

・

・繊維混入けい酸カルシウム板 

・

・湿式ロックウール 

・半乾式吹付けロックウール 

・乾式吹付けロックウール

材料・工法 適用箇所（部位・部分）種　類

　材料及び工法は，建築基準法に基づき定められたもの又は認定を受けたものとする

・ラス張りモルタル塗り 

・耐火材巻付け 

性能

適用箇所（部位・部分）性　能

アンカーボルト等の

設置

構造用アンカーボルト及びアンカーフレームの形状並びに寸法 (7.10.3)

　・図示による（　　　　　）　　・　

建方用アンカーボルトの保持及び埋込み工法

　種別

　　・A種　　・B種　　・C種

(7.10.3)

柱底均しモルタルの厚さ及び工法の種別

　※標準仕様書表7.10.2（※A種［厚さ50］　・B種［厚さ30］）による

(7.10.3)

軽量形鋼構造 接合部（ボルト接合の場合）

　・普通ボルト接合　　　　・　

(7.11.2)

24

25

アスファルト防水1 屋根保護防水

断熱材施工箇所

防水層の種別

種別 立上り部の保護

・乾式保護材

・ｺﾝｸﾘｰﾄ押え

絶縁用シート

厚さ0.15mm以上

※ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ

・

※ﾌﾗｯﾄﾔｰﾝｸﾛｽ

70g/㎡程度

・

（材質）※JIS A 9521(建築用断

熱材)による押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑﾁ

ﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材の保温板３種bA(ｽｷ

ﾝ層付き)又はJIS A 9511(発泡ﾌﾟ

ﾗｽﾁｯｸ保温材)によるＡ種押出法ﾎﾟ

ﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材の保温板３種b

(ｽｷﾝあり)

・

（厚さ）・25mm　・50mm　・　

　改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　※標準仕様書表9.2.3から表9.2.8による　 ・　

　部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシートの種類及び厚さ

　　※標準仕様書表9.2.5から表9.2.8による 　・　

　平場の保護コンクリートの厚さ

　　こて仕上げ　　※水下　80mm 以上　　　　・　

　　床タイル張り　※水下　60mm 以上　　　　・　

　　立上り部の保護

　　　・乾式保護材

　　　　窯業系パネル：無石綿の繊維質原料等を主原料として，板状に押出成形しオートク

　　　　　　　　　　　レーブ養生したもの。

　　　　金属複合板　：金属板と樹脂を積層一体化したもの。

　屋上排水溝　※図示　・　

屋根露出防水

防水層の種別

断熱材

高日射反

射率防水

・

・

・

・

・

・

仕上塗料

・製造所の

　指定による

・

種別 施工箇所
種類 使用量

・

・製造所の

　指定による

硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種1号若

（材質）※JIS A 9521による

しくは2号で透湿係数を除く

規格に合格するもの又はJIS 

A 9511によるＡ種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫ

ｰﾑ保温材の保温板2種1号又は

2号で透湿係数を除く規格に

適合するもの

　・

　（厚さ）・25mm　・　

　屋根露出防水絶縁断熱工法の場合の，ルーフドレン回り及び立上り部周辺の断熱材の張りじまい

　位置

　　※図示　・　

・D-1

・D-2

・D-3

・D-4

・DI-1

・DI-2

・A-1

・A-2

・A-3

・B-1

・B-2

・B-3

・AI-1

・BI-1

・BI-3

・BI-2

・AI-3

・AI-2

屋内防水

防水層の種別

施工箇所種別 種別 施工箇所

・E-1 ・E-2

　防水層の下地，立上りコンクリート打放し仕上げ　

　保護層　・設ける（※図示　・　　　　）　・設けない

　　※標準仕様書表6.2.4[打放し仕上げ種別]のB種　・　

　押え金物の材質及び形状寸法

　　※アルミニウム製　L-30×15×2.0mm程度　・　

　防水層の下地のモルタル塗り

　　・適用する　（施工範囲　・図示　・　　　　　）

　　・適用しない

改質アスファルト

シート防水

2

防水層の種別

仕上塗料

種類 使用量

・

・

・

・

・

・

・

・AS－T1

・AS－T2

・AS－T3

・AS－T4

・ASI－J1

・ASI－T1

・AS－J1

施工箇所種別

高日射反

射率防水

の適用

・

・製造所の

　指定に

　よる

・

・製造所の

　指定に

　よる

断熱材 防湿層

（材質）※JIS A 9521(

建築用断熱材)による硬

質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種1号

若しくは2号で透湿係数

を除く規格に合格するも

の又はJIS A 9511(発泡

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温材)によるＡ

種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材の

保温板2種1号又は2号で

透湿係数を除く規格に適

合するもの

・

（厚さ）・25mm　　・　

・設ける

　（改質

　アスフ

　ァルト

　製造所

　の仕様

　による）

・設けな

　い

　改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　　※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による 　・　

　粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　　※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による 　・　

　部分粘着層付改質アスファルトシートの種類及び厚さ

　　※標準仕様書表9.3.1から表9.3.3による 　・　

　押え金物　

　　※改質アスファルト製造所の仕様による   ・　

7

鉄
骨
工
事

防
水
工
事

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

の適用Ｇ

(7.9.2～7) (9.2.2～5)(表9.2.3～9)

(9.3.2,3)(表9.3.1～3)

建築工事特記仕様書№３

A-03

9

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事
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設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS

　　　　・MCR工法

9

防
水
工
事　

続
き

合成高分子系

ルーフィング

シート防水

3

種別 絶縁用シー施工箇所
トの材質

・

・

高日射反

射率防水

の適用
使用量

仕上塗料

種類

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・製造所の

・

　指定による

・

・製造所の ・製造所の

・

　指定による　指定による

・

・

・

・

・

・

・S-M1

・S-F2

・S-F1

・S-M3

・S-M2

・SI-F1

・SI-F2

・SI-M1

・SI-M2

（材質）※下記に

示すもののほか，

JIS A 9521(建築

用断熱材)による

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温

材の密度及び熱伝

導率の規格に適合

するもの又はJIS 

A 9511(発泡ﾌﾟﾗｽ

ﾁｯｸ保温材)による

A種ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保

温材の密度及び熱

伝導率の規格に適

合するもの

・

（厚さ）・25mm

・

（材質）※JIS A 

9521(建築用断熱

材)による硬質ｳﾚ

ﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材2種

1号若しくは2号で

透湿係数を除く規

格に合格するもの，

JIS A9521(建築用

断熱材)による押

出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

断熱材の１種ｂ，

2種b又は3種ｂ，J

IS A9511(発泡ﾌﾟﾗ

ｽﾁｯｸ保温材)によ

るＡ種硬質ｳﾚﾀﾝ

ﾌｫｰﾑ保温材の保温

板2種1号又は2号

で透湿係数を除く

規格に適合するも

の，JIS A 9511(

発泡ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ保温

材)によるＡ種押

出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ

保温材の保温板

・

（厚さ）・25mm

・

※発泡ﾎﾟﾘ

　ｴﾁﾚﾝｼｰﾄ

・

・

・製造所の

　指定による

・製造所の

・

　指定による

屋内防水層の種別

防水層の種別

種別

・S-C1 ・

保護層

平場のモルタル塗り

・

塗り厚さ ・床塗り工法 ・下地モルタル塗り

施工箇所 立上り部の保護

モルタル塗り厚さ

※7㎜以下

・

※標準仕様書

　15.2.5(c)(1)に

　準ずる

・

※標準仕様書

　15.2.5(b)(2)

　及び(3)に準

　ずる

・

　屋内防水で平場を保護コンクリート仕上げとする場合の厚さ　・　

ＡＬＣパネル下地の場合機械的固定工法は適用しない

ルーフィングシートの種類及び厚さ

　※標準仕様書表9.4.1から表9.4.3による　・　

固定金具の材質及び形状

　材質　　　※防錆処理した鋼板，ステンレス鋼板及びそれらの鋼板の片面及び両面に樹脂

　　　　　　・　

　厚さ(mm)　※0.4以上

　　　　　　・　

　　　　　　　を積層加工したもの

防水下地かＰＣコンクリート部材下地の場合の処理

　目地処理　　　　　※図示　・　

　入隅部の増張り（S-F1,SI-F1,S-C1の場合）

　　　　　　　　　　※図示　・　

防水下地がＡＬＣパネル下地の場合の処理

　目地処理　　　　　※図示　・　

　入隅部の増張り（S-C1の場合）

　　　　　　　　　　※図示　・　

機械的固定工法の場合の一般部のルーフィングシートの張付け

4

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力及び

　　　　　　　積雪荷重に対応した工法）

　　・適用しない

保護層の施工（屋内保護密着工法の場合）

　※図示　　　・　

塗膜防水

防水層の種別

仕上塗料

保護層
種類

施工箇所

高日射反

射率防水

の適用
使用量

・ ・

・製造所の

　指定による

・製造所の

　指定による

・X-2

・X-1

種別

・Y-1 ※地下外壁防水

・

・

・製造所の

　指定による

・

・製造所の

　指定による

・

・

・適用する

・適用しない

※屋内防水

・

・Y-2

5 ケイ酸質系塗布膜

防水 防水層の種別

種別 施工箇所 種別 施工箇所

・C-UP※C-UI

脱気装置6

防水種別 種類 設置数量

D-1  D-2  D-3  D-4

DI-1  DI-2  AS-T3

AS-T4  AS-J1

ASI-T1  ASI-J1

X-1

※ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類製造所の

　仕様による

・

・防水層の主材料の製造所の

　仕様による

・

※ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ類製造所の

　仕様による

・　　　個/㎡

・防水層の主材料の製造所の

　仕様による

・　　　個/㎡

シーリング7

下表以外は，標準仕様書表9.7.1による

ングは17章による

ただし，外壁タイル接着剤張りの場合のシーリングは11章に，カーテンウォールの場合のシーリ

シーリング材の種類（記号）施工箇所

シーリング材の目地寸法　※標準仕様書9.7.3(a)(1)～(3)による　・　

施工
10

１

石
工
事

石材の割付け　※標準仕様書10.1.3(a)(1),(2)による　・図示

粗面仕上げの場合ののみ込み部分の仕上げ　　　　　　・図示　・　

屋内の床を本磨きとする場合のワックスがけ

・行う（適用箇所　・全て　・　　　　　　　　）

・行わない

石材等２

天然石

石材の
種類

・１等品

・２等品

（mm）

※1.5～12

・

※大理石

・花こう岩

・平もの

・役もの

・片面

・両面

形状品質施工箇所

※正方形に

　近い矩形

・

寸法

（mm） （mm）

厚さ 表面

仕上げ
備考

施工箇所
種石の

種類

種石の

大きさ(mm)
形状

仕上

げ面

寸法 表面
備考

仕上げ

テラゾタイル

テラゾブロック

種類

種石の種石の 表面

※大理石

・花こう岩

※1.5～12

・

・300型

・400型

備考寸法による区分施工箇所
大きさ(mm) 仕上げ

　取り付用モルタル，既調合の目地モルタル，石裏面処理材，裏打ち処理材

外壁湿式工法3

　※石材施工業者の指定する製品　・　

受金物　材質　※SS400　・　

　　　　形状及び寸法　　・L-75×75×6(mm)の加工　長さ=100mm

　　　　　　　　　　　　・L-75×75×6(mm)の加工　長さ=150mm

　　　　　　　　　　　　・　

石裏面処理　・適用する　・適用しない

裏打ち処理　・適用する　・適用しない

下地ごしらえ　※流し筋工法

　　　　　　　・あと施工アンカー工法

　　　　　　　・あと施工アンカー・横筋流し工法

ドレンパイプの材質　　・樹脂ネット製パイプ　クロスメッシュ巻き　25～35φ

　　　　　　　　　　　・　

アンカーの材質及び径　※SS400 M12　・　

あと施工アンカーの材質及び寸法（　　　　　　　　　　　）

　　　伸縮調整目地　　位置　※標準仕様書表11.1.1による　　　　・図示

　　　　　　　　　　　シーリング材　　・適用する　・適用しない

目地　一般目地　　　　目地幅(mm)　　　※6以上　・　

　　　　　　　　　　　シーリング材の目地寸法　※標準仕様書9.7.3(a)(3)による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・図示

　　　　　　　　　　　　・L-75×75×6(mm)の加工　長さ=150mm

　　　　　　　　　　　　・　

取付け方式　・スライド方式　・ロッキング方式

石裏面処理　・適用する　・適用しない

裏打ち処理　・適用する　・適用しない

だぼ用の穴の位置　※標準仕様書10.5.2(b)(1)による　・図示

外壁の工法

建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法
※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応

した工法）

・適用しない

アンカーの材質及び径　※ステンレス(SUS 304) M10　・　

あと施工アンカーの材質及び寸法（　　　　　　　　　　）

目地　目地幅(mm)　※8以上　・　

シーリング材　・適用する（※標準仕様書9.7による　・図示）
・適用しない

床及び階段の石張り

床石張りの裏面処理　・適用する　・適用しない

階段張りの裏面処理　・適用する　・適用しない

目地　一般目地　　　目地幅(mm)　　・図示　　　・　

　　　　　　　　　　シーリング材　・適用する　・適用しない

　　　伸縮調整目地　位置　※床面積30㎡程度ごと，細長い通路の場合6m程度ごと及び他部材
　　　　　　　　　　　　　　との取り合い部

受金物　材質　※SS400　・　

内壁空積工法4

　　　　形状及び寸法　　・L-75×75×6(mm)の加工　長さ=100mm

石裏面処理　　　・適用する　・適用しない

裏打ち処理　　　・適用する　・適用しない

下地ごしらえ　　※あと施工アンカー・横筋流し工法　・あと施工アンカー工法

アンカーの材質及び径　※SS400 M12　・　

あと施工アンカーの材質及び寸法　（　　　　　　　　　　　　）

目地　一般目地　　　　目地幅(mm)　※6以上　　・　

　　　　　　　　　　　シーリング材　　・適用する　・適用しない

　　　伸縮調整目地　　位置　※6mごと　・図示

　　　　　　　　　　　シーリング材の目地寸法　※標準仕様書9.7.3(a)(3)による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・図示

乾式工法5

6

　　　　　　　　　　　　　・図示

の石張り

アーチ，上げ裏等7

取付け工法　・内壁空積工法　・乾式工法

取付け金物　※標準仕様書10.2.2(c)による　・　

　引金物，だぼ，かすがい及び受金物　※標準仕様書10.2.2(a)による　・　

　吊金物及び化粧吊りボルト

　　・設ける　吊金物　　　※ステンレス(SUS 304)径6mm長さ80mm（加工物）　

　　　　　　　　　　　　　・　

　　　　　　　吊りボルト　※ステンレス(SUS 304)M10化粧ナット付き　

　　　　　　　　　　　　　・　

　　・設けない

石裏面処理　・適用する　・適用しない

裏打ち処理　・適用する　・適用しない

アンカーの材質及び径　・SS400 M12　・ステンレス(SUS 304) M10　・　

あと施工アンカーの材質及び寸法（　　　　　　　）

目地　一般目地　　　　目地幅(mm)　※6以上　　・　

　　　伸縮調整目地　　位置　※他の部位との取合い部　・図示

笠木，甲板等の

石張り

8

取付け工法　・外壁湿式工法　・乾式工法

取付け金物　※標準仕様書10.2.2(c)による　・　

　引金物，だぼ，かすがい及び受金物　※標準仕様書10.2.2(a)による　・　

石裏面処理　・適用する　・適用しない

乾式工法の場合の取付け代　※標準仕様書10.5.3(b)による　・　

石裏の補強用モルタル　・適用する　・適用しない

あと施工アンカーの材質及び寸法（　　　　　　　）

アンカーの材質及び径　・ステンレス(SUS 304) M10　・　

11

タ
イ
ル
工
事

1 伸縮調整目地及び

ひび割れ誘発目地 位置　※標準仕様書表11.1.1による　　・図示

セメントモルタルに2

よる陶磁器質タイル

張り

タイルの形状，寸法等

(11.2.2,3,7)

施工箇所

Ⅰ類Ⅱ類Ⅲ類施ゆう無ゆう

うわぐすり
よる区分

吸水率に

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

有 無 標準特注 有 無

役物 色
害性

耐凍 耐滑

り性

備
考

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない

見本焼き　・行う　・行わない

モルタル塗りのコンクリート素地面の処理

　　　　・目荒し工法（高圧洗浄）

　　　　・　

壁タイル張りの工法

　外装タイル　　・密着張り　　・改良積上げ張り　　・改良圧着張り

　内装タイル以外のユニットタイル　　・マスク張り　　・モザイクタイル張り

・既製調合モルタル

　モルタル下地としたタイル工事に使用する張付け用モルタルとして，セメント，細骨材，

　混和剤等を予め工場において所定の割合に配合した材料とする。

・既製調合目地材

接着剤による

陶磁器質タイル張り

3

タイルの形状，寸法等

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない

見本焼き　・行う　・行わない

接着剤のホルムアルデヒド放散量

　　　　　※規制対象外　・　

外装壁タイル接着材張りにおける目地のシーリング材

　打継ぎ目地　　　　※ポリウレタン系シーリング材　　・　

　ひび割れ誘発目地　※ポリウレタン系シーリング材　　・　

　伸縮調整目地　　　※変成シリコーン系シーリング材　・　

モルタル塗りを行うコンクリート素地面の処理

　その他の目地　　　※変成シリコーン系シーリング材　・　

　　　　・MCR工法

　　　　・目荒し工法（高圧洗浄）

　　　　・　

先付け

陶磁器質タイル型枠4

タイルの形状，寸法等

断熱材Ｇ

形状

寸法

（mm）

・

・

・

再生材

の適用

Ｇ

施工箇所

Ⅰ類Ⅱ類Ⅲ類施ゆう無ゆう

うわぐすり
よる区分

吸水率に

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

有 無 標準特注 有 無

役物 色
害性

耐凍 耐滑

り性

備
考

形状

寸法

（mm）

・

・

・

再生材

の適用

Ｇ

施工箇所

Ⅰ類Ⅱ類Ⅲ類施ゆう無ゆう

うわぐすり
よる区分

吸水率に

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

有 無 標準特注 有 無

役物 色
害性

耐凍 耐滑

り性

備
考

形状

寸法

（mm）

・

・

再生材

の適用

Ｇ

標準的な曲がりの役物は一体成形とする

試験張り　・行う　・行わない

見本焼き　・行う　・行わない

タイル型枠先付けの種類

種　類 適用タイル タイル型枠先付け面のせき板の種別

・タイルシート法

・目地桝法

・桟木法

・小口タイル

大形タイル

・二丁掛けタイル

・標準仕様書6.8.3(b)(2)

・金属製タイル先付け用パネル

・

(10.2.2)(10.4.2,3)(9.4.2～4)(表9.4.1～3) (9.5.3)(表9.5.1,2) (11.1.3)(表11.1.1)

(10.2.2)(10.5.2,3)(表10.2.4)

(9.6.1,3)(表9.6.1,2)

(9.2.3)(9.3.3)(9.5.3)

(11.3.2～4,7)

(10.6.2,3)

(9.7.2)(表9.7.1)

(10.2.2)(10.7.1,2)

(10.1.3,5)

(11.4.2,3)(表11.4.1)

(10.2.1,3)(表10.2.1,2)

(10.2.2)(10.7.1,3)

(10.2.2,3)(10.3.2,3)
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特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS

　　　　　　・行わない

※規制対象外　・　

　　適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　 　）

　しない

（加工：　・天然木化粧加工

・適用しない

（※A種 ・B種）

（※A種 ・B種）

1

　しない

・適用

　する

（　 　）

金属成形板張り6表面仕上げ
12

木
工
事

(12.1.4)

表面仕上げの種別

・A種

・B種

・C種

適用箇所

製材2 Ｇ

（mm）

※２級　・　

※２級　・　

樹種施工箇所 等級 形状 含水率
間伐材等

の適用

※A種　・B種 

※A種　・B種 

・

・「製材の日本農林規格」による造作用針葉樹製材

・「製材の日本農林規格」による下地用針葉樹製材

・

含水率
間伐材等

の適用

※A種　・B種 ・

・※A種　・B種 

形状等級

寸法

（mm）

寸法

（mm）
樹種施工箇所

・「製材の日本農林規格」による広葉樹製材

※１等　・　

※１等　・　

含水率
間伐材等

の適用
形状等級

寸法

（mm）
樹種施工箇所

※10以下　・　

※10以下　・　

・

・

・「製材の日本農林規格」以外の製材

間伐材等寸法

の適用
含水率難燃処理防虫処理材面の品質樹種施工箇所

（　　　　）

造作材の場合

（　　　　）

造作材の場合

・適用する

・適用する

・適用しない ・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する ※A種

・B種

・

※A種

・B種

・

・

・

・代用樹種を使用できない箇所（　　　　　　　　　　　　）

造作用集成材3 Ｇ

ホルムアルデヒド放散量

※規制対象外　・　

施工箇所 樹種 見付け材面の品質
間伐材等
の適用

寸法
（mm）

・「集成材の日本農林規格」による造作用集成材

※1等　・2等 ・

・

芯材：

化粧薄板：

芯材：

化粧薄板：

・

・

・「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材

施工箇所

樹種
寸法
（mm）

化粧薄板の厚さ
（mm）

見付け材面
の品質

間伐材等
の適用

化粧薄板：

芯材：

化粧薄板：

芯材：

施工箇所

※1等　・2等 ・

・

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり構造用集成柱

・「集成材の日本農林規格」による化粧ばり造作用集成材

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり造作用集成材

寸法 含水率(％)

・「集成材の日本農林規格」以外の化粧ばり構造用集成柱

化粧薄板：

芯材：

化粧薄板：

芯材：

寸法
（mm）

化粧薄板の厚さ
（mm）

間伐材等
の適用

樹種施工箇所

樹種
見付け材面の

品質
含水率(％)

間伐材等
の適用

寸法
（mm）

※15以下　・　

※15以下　・　

・

・

施工箇所 樹種
（mm）

化粧薄板
の厚さ(mm)

見付け材
面の品質

※15以下

・

※15以下

・

・

・

化粧薄板：

芯材：

化粧薄板：

芯材：

※15以下

・

※15以下

・

・

・

施工箇所 樹種
寸法
（mm）

化粧薄板
の厚さ(mm)

見付け材
面の品質

含水率(％)
間伐材等
の適用

間伐材等
の適用

4 造作用単板積層材Ｇ

ホルムアルデヒド放散量

※規制対象外　・　

・「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材

・

施工箇所
厚さ

（mm）
表面の化粧加工

間伐材等
の適用

・

防虫処理

・適用する

・適用しない

・適用しない

・適用する

・有り

・無し　（等級：　　　　）

・塗装加工）

（加工：　・天然木化粧加工

・有り

・塗装加工）

・無し　（等級：　　　　）

・「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材

施工箇所 含水率(％) 防虫処理
間伐材等
の適用

厚さ
（mm）

・有り

(加工：・天然木化粧加工

・塗装加工）

・無し（　　　）

表面の化粧加工

・有り

（加工：・天然木化粧加工

・塗装加工）

・無し（　　　）

※14以下

・

※14以下

・ ・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

・　

・　

5 床張り用合板等

合板のホルムアルデヒド放散量

・普通合板Ｇ

・

・・適用する

・適用しない
・2類

・1類 ・

施工箇所
厚さ
（mm）

表板の
樹種名

接着の
程度

板面の
品質

防虫処理
間伐材等
の適用

※5.5

・

※1類

・2類

広葉樹

※2等以上

・1等

針葉樹

※C-D以上

・

・適用しない

・適用する ・

・構造用合板Ｇ

施工箇所
間伐材等
の適用

　する

・適用

・

※12

・

　以上

※C－D

・特類

※1類

・1級

　以上

※2級

係数比
断面
有効

（mm）
厚さ

品質
板面の

程度
接着の

樹種名
表板の

等級

・適用

　しない

・適用

　する

・適用

防虫
処理

強度
等級

・適用

　する

・適用

・適用

　しない

・

・

・1類

・特類・1級

・2級 ・ ・

・パーティクルボード

施工箇所
表裏面の状態
による区分

Ｇ

・

・

※13タイプ

曲げ強さによ
る区分

・

※P又はM

接着剤によ
る区分

難燃性に
よる区分

・

・

※15

厚さ
（mm）

6 接着剤

・構造用パネル

・１級　・２級　・３級　・４級

・１級　・２級　・３級　・４級

厚さ(mm)等級施工箇所

接着剤に含まれる可塑剤は，難揮発性のものとする。

ホルムアルデヒド放散量

7 防腐・防蟻処理

・防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材

・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

保存処理性能区分

・Ｋ２　　・Ｋ３　　・Ｋ４

・Ｋ２　　・Ｋ３　　・Ｋ４

適用部位

・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

処理の方法適用部位

※標準仕様書12.3.1(3)(ⅱ)①～④による　・　

・

・ボード原料接着材への薬剤混入による防腐・防蟻処理

　※規制対象外　・　

　適用部位：（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

13

屋
根
及
び
と
い
工
事

1 長尺金属板葺

施工箇所
板及びｺｲﾙ
の種類

塗膜の耐久性，めっき付
着量等の種類及び記号

厚さ
（mm）

屋根葺形式 備考

※JIS G 3322

　の屋根用ｺｲﾙ

・

・心木なし瓦棒葺

・平葺

・立平葺

・蟻掛葺

・横葺

・

下葺材料　・アスファルトルーフィング940

　　　　　・改質アスファルトルーフィング下葺材

　　　　　　　（・一般タイプ　　・複層基材タイプ　　・粘着層付タイプ）

工法

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力及び

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

　　　　　　　　積雪荷重に対応した工法）

　　・適用しない

雪止め　・設置する　図示（　　　　　　）

折板葺2

耐火
性能

・30分

・無し

 ・

形式

山高，山ﾋﾟｯﾁ
による区分

山高 山ﾋﾟｯﾁ

耐力による
区分

材料に
よる区分

厚さ
(mm)

※重ね形，

　はぜ締め形

・かん合形

 ・

（　）種

 ・

※鋼板製

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ
　合金板製

・有り

・無し

軒先
面戸
板

施工箇所

材料　板及びコイルの種類（　　　　　　　　　）

　　　塗膜の耐久性，めっき付着量等の種類及び記号（　　　　　　　　　）

断熱材　・有り（種別：　　　　　　　　　厚さ(mm)：　　　防火性能：　時間）

　　　　・無し

工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力及び

　　・適用しない

　　　　　　　　積雪荷重に対応した工法）

粘土瓦葺3

施工箇所

種類

製法によ
る区分

形状によ 寸法によ
る区分る区分

大きさ 産地
の種類
役物瓦

雪止め瓦

・適用しない

・適用する

・適用する

・適用しない

瓦桟木　　　　材質　※杉又はひのき　・　

　　　　　　　寸法　※幅21×高さ15(mm)　・　

棟補強用心材　材質　※杉又はひのき　・　

　　　　　　　寸法　※幅40×高さ30(mm)　・　

工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力及び

　　　　　　　　積雪荷重に対応した工法）

　　・適用しない

瓦桟木の留付け工法　　※図示　・　

棟の工法　　・7寸丸伏せ棟又はF型用冠瓦伏せ棟　・のし一体棟　・のし積み棟　・　

とい4

といの材種　　・配管用鋼管　・硬質ポリ塩化ビニル管　・　

ロックウール保温筒及びフェノールフォーム保温筒のホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　・　

鋼管製といの防露巻き

・適用する（工法：※標準仕様書　表13.5.5による　・　　　　　）

・適用しない

ルーフドレン

・ろく屋根用（・縦型　　・横型）

・バルコニー用

・バルコニー中継用

種　　別 施工箇所

ステンレスの表面

仕上げ

1
14

金
属
工
事

施工箇所（手すり，タラップ，建具以外）

アルミニウム及び

アルミニウム合金

の表面処理

2

施工箇所
（成形板，笠木，建具以外）皮膜の種類

皮膜又は複合

※AA15　・　

※AA15　・　

※Ｂ　・　

※Ｂ　・　

※AA6　・　

※AA6　・　

・鏡面仕上　程度

・No.2B　程度

※HL程度

種　類

種　別

・A-1種

・A-2種（・ｱﾝﾊﾞｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

・B-1種

・B-2種（・ｱﾝﾊﾞｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

・C-1種

・C-2種（・ｱﾝﾊﾞｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

・D種

・

陽極酸化皮膜の着色方法　　※二次電解着色　　・三次電解着色

鉄鋼の亜鉛めっき3

施工箇所（手すり，タラップ以外）種　別表面処理方法

溶融亜鉛めっき

電気亜鉛めっき

・A種

・B種

・C種

・D種

・E種

・F種

軽量鉄骨天井下地4

野縁等の種類

　屋外　※25型　・19型

　屋内　※19型　・25型

・屋外の軒天井，ピロティ天井等

　　工法

　　　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

　　　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力

　　　　・適用しない

　　　　　　　　　　に対応した工法）

　　　　　周辺部の端からの間隔　・図示　・　

　　　　　野縁の間隔　　　　　　・図示　・　

　　　　　野縁受，吊りボルト，インサートの間隔及び周辺部からの距離　　※図示　・　

　補強方法　※図示　・　

・吊りボルトの間隔が900mmを超える場合

　補強方法　※標準仕様書14.4.4(h)(1)～(2)による　・図示

・天井のふところが1.5m以上3.0m以下の場合

・天井のふところが3.0mを超える場合

　補強方法　※図示　・　

　補強方法　※図示　・　

　補強箇所　・図示　・　

・天井下地材における耐震性を考慮した補強

軽量鉄骨壁下地5

　※図示　・　

スタッドの高さが5.0mを超える場合

　・図示

　※標準仕様書表14.5.1によるスタッドの高さによる区分に応じた種類

スタッド，ランナーの種類

表面処理

種別 皮膜等の種類

・B－1種

板幅
（mm）

・B-2種（・ｱﾝﾊﾞｰ

・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ

系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

※B　・　

※B　・　

※AA6　・　・C－1種

・C-2種（・ｱﾝﾊﾞｰ

・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ・ﾌﾞﾗｯｸ

系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

※AA6　・　

・D種　

・ ・

種別 製法 形状
板厚

（mm）

・押出し

・ロール

・プレス

・
ﾊﾟﾈﾙ形

ｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚ

ﾙ形

・

・ｱﾙﾐﾆｳﾑ

取付け用下地　※標準仕様書14.4による ・図示

手すり及びタラップ8

　　　　　・鋼製　　　　　　　　 （表面処理　・溶融亜鉛めっきC種　・　　　　　　）

タラップ　・ステンレス製　SUS 304（表面処理　※研磨なし　・　　　　　）

　　　　　・鋼製　　　　　　　　 （表面処理　・溶融亜鉛めっきC種　・　　　　　　）

手すり　　・ステンレス製　SUS 304（表面処理　※HL程度　・No.2B程度　・　　　）

伸縮調整継手　・設ける（施工箇所　・図示　・　　　　　　　）

　　　　　　　・設けない

7 ｱﾙﾐﾆｳﾑ製笠木

種類　・250形　・300形　・350形　・100形

表面処理　種別（　　）種　皮膜等の種類（※標準仕様書表14.2.1による　・　　　　　　）

　　　　　着色（・アンバー　　・ブロンズ　　・ブラック系　　・ステンカラー）

笠木の固定金具の工法等

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

　　　　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力

　　　　　・適用しない

　　　　　　　　　　　及び積雪荷重に対応した工法）

(14.8.2,3)

15

左
官
工
事

モルタル塗り1

既製目地材　・設ける　施工箇所（　　　　　）　形状（※図示　・　　　　　）

　　　　　　・設けない

床目地　　　・設ける（工法　※押し目地　・　　　　　　）

　　　　　　・設けない

外壁タイル張り下地の下地モルタルの接着力試験

　　　　　　・行う

・防水剤

床コンクリート

直均し仕上げ

2

・フリーアクセスフロア（支持調整式）範囲

・フリーアクセスフロア（置敷式）範囲

・

1mにつき10以下

3mにつき7以下

備　考平たんさ（mm）施工箇所

下表以外は標準仕様書表6.2.5及び標準仕様書15.3.2による

セルフレベリング材

塗り

3

・せっこう系　　・セメント系

建物内部に使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

仕上塗材仕上げ4

仕上塗材の種類

※規制対象外　・　

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

種類 呼び名
防火
材料

仕上げの形状及び工法等

・外装薄塗材Si

・可とう形外装薄塗材Si

・外装薄塗材E

・可とう形外装薄塗材E

・防水形外装薄塗材E

・外装薄塗材S

・内装薄塗材C

・内装薄塗材L

・内装薄塗材Si

・外装厚塗材C

・内装薄塗材W

・内装薄塗材E

・外装厚塗材E

・外装厚塗材Si

・内装厚塗材C

・内装厚塗材L

・内装厚塗材G

・内装厚塗材E

・内装厚塗材Si

・複層塗材CE

・可とう形複層塗材CE

・複層塗材Si

・複層塗材E

・複層塗材RE

・防水形複層塗材E

・防水形複層塗材CE

・防水形複層塗材RS

・防水形複層塗材RE

・吹付用軽量塗材・軽量骨材仕上塗材

・複層仕上塗材

・厚付け仕上塗材

・薄付け仕上塗材 ・砂壁状

・ゆず肌状（・吹付け　・ローラー塗り）

・さざ波状

・平たん状

・凹凸状（・吹付け　・こて塗り）

・着色骨材砂壁状（・吹付け　・こて塗り）

・砂壁状じゅらく

・京壁状じゅらく

　吸放湿性　　・適用する　・適用しない

　耐湿性　　　・適用する　・適用しない

・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし

　吸放湿性　・適用する　・適用しない

　上塗材　　・適用する　・適用しない

・ゆず肌状　　・凸部処理　　・凹凸状

上塗材

　耐候性　※耐侯形３種　・　

　溶　媒　※水系　・溶剤系

　樹　脂　※アクリル系　・　

　外　観　※つやあり　・つやなし　・ﾒﾀﾘｯｸ

・こて塗用軽量塗材 ・

・

ＡＬＣパネルの

場合の下地処理

5

内壁目地部の形状　※Ｖ形目地付き　・　

マスチック塗材塗り6

種別　・Ａ種　・Ｂ種（仕上材塗り:EP-G ※B種　・A種）

ロックウール吹付け7

ロックウールのホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　

接着剤のホルムアルデヒド放散量　　　　※規制対象外　・　

吹付け厚さ（mm）　　・図示　・25　・　

(12.2.1) (13.4.2,3) (14.6.2,3)(表14.2.1)

(12.2.1)(12.5.1)(12.6.1)(12.7.1)

(14.7.2,3)(表14.2.1)(表14.7.1)

(13.5.2,3)(表13.5.5)

(12.2.1) (15.2.2,5)

(14.2.1)

(12.2.2,3)

(6.2.5)(15.3.2)

(14.2.2)(表14.2.1)

(12.3.1,2)

(15.4.2)(表15.4.1)

(15.5.2)(表15.5.1)

(14.2.3)(表14.2.2)

(13.2.2,3)

(14.4.2～4)(表14.4.1)

(12.2.1)

(13.2.2)(13.3.2,3)(表13.2.1)

(15.5.4)

(15.6.2)

(14.5.3)(表14.5.1)

(15.8.2)

建築工事特記仕様書№５
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屋根 カラーガルバリウム鋼板 0.4㎜

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS

1 防火戸 (16.1.3) 9 ステンレス製建具 (16.2.2)(16.4.2)(16.6.2～4) 16 軽量シャッター (16.12.2～4） 1 取付方法，性能等 (17.1.3)(17.2.2)(17.3.2)16 17

建
具
工
事

※建具表による　・　 性能等級 開閉形式　※手動式　・上部電動式（手動併用）
カ
ー
テ
ン
ウ
ォ
ー
ル
工
事

取付方法　・層間方式　・柱，梁方式　・方立方式　・スパンドレル方式　・　

　簡易気密型　　　　　　　　　　・適用する 耐風圧強度（　　）N/㎡ 性能

2 見本の製作等 (16.1.4) 　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） スラットの材質 耐震性能 耐温度差性
水密性 気密性 遮音性 断熱性 耐火性能

建具見本の製作　　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　　　　　　　　　　　・適用しない 　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） 水平方向(kH) 垂直方向(kV) (℃)

　　　　　　　　　・行わない 　外部に面する建具の耐風圧性 　 ・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　） 　　　めっき付着量（※Z06又はF06　・　　　　　） ・1.0 ・0.5 ・30分 ・80

建具見本の程度　　・工事に使用するものとして，あらかじめ製作する 　　　　　　　　　　　　　　　  ・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　） 　・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板及び鋼帯） ・ ・ ・1時間 ・70

　　　　　　　　　・納まり等が分かる程度のもの 　　　　　　　　　　　　　　　  ・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 　　　めっき付着量（※AZ90　・　　　　　） ・60

特殊な建具の仮組　・行う（建具符号：　　　　） 　　　　　　　　　　　　　　　  ・　 スラットの形状　・インターロッキング形　・オーバーラッピング形

　　　　　　　　　・行わない 　・防音ドアセット・防音サッシ　　遮音性の等級（　　） 耐風圧性能

　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） 17 オーバーヘッドドア (16.13.2,3） 　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

3 防犯建物部品 (16.1.6) 　・断熱ドアセット・断熱サッシ　　断熱性の等級（　　）Ｇ セクション材料 耐風圧 開閉方式 収納形式 　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応
ガイドレールの材質

・適用する（適用箇所は建具表による　・　　　　　） 　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） による区分 区分(Pa) による区分 による区分 　　　　　　　　した工法）

・適用しない 　・耐震ドアセット　　　　　　　　面内変形追随性の等級（　　） ※スチールタイプ ・125 ※バランス式 ・スタンダード形 ※溶融亜鉛めっき鋼板 　　・適用しない

　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） ・アルミニウムタイプ ・100 ・チェーン式 ・ローヘッド形 ・ステンレス鋼板

4 アルミニウム製建具 (16.2.2,4,5)(表14.2.1) 鋼板（屋外）　　　　　　　　　　※SUS 430JIL，SUS 443J1，SUS 304　・　 ・ファイバーグラス ・75 ・電動式 ・ハイリフト形 主要部材の耐風圧性能（ガラスを除く）

性能等級 鋼板（屋内）　　　　　　　　　　※SUS 430，SUS 430JIL，SUS 443J1，SUS 304　・　 　タイプ ・50 ・バーチカル形 支点間距離(h) 耐風圧性能 状　態

　外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：※建具表による　・　　　　） 表面仕上げ　　　　　　　　　　　※ＨＬ　　　・鏡面　　　　・　 ・たわみ量が±(1/150)×h 部材の脱落，ガラスの破損及び

　　　　　　　　　　・Ｂ種（建具符号：※建具表による　・　　　　） ステンレス鋼板の曲げ加工　　　　※普通曲げ　・角出し曲げ 18 ガラス (9.7) (16.14.2～4) (表16.14.1） 4m以下 　かつ絶対量20mm以下であること 主要部材に有害な歪みが起こらないこと。

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：※建具表による　・　　　　） 適用は以下によるほか，ガラスの種類・厚さは建具表による。 ・

　・防音ドアセット，防音サッシ　　  遮音性の等級（　　） 10 木製建具 (16.7.2～4) ・合わせガラス 4mを超える ・

品　種 構成種類 性　能　                              　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） 建具材の加工，組立時の含水率　※Ｂ種　・　

・フロート板合わせガラス　・断熱ドアセット，断熱サッシ　　  断熱性の等級（　　）Ｇ 建物内部の木製建具に使用する表面材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量 層間変位追従性
・フロート合わせガラス ・Ⅰ類

・熱線吸収，フロート板合わせガラス　                              　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） 　※規制対象外　・　 建築物の構造種別 層間変位量(h=支点間距離) 変位後の状態

・網入磨き，フロート板合わせガラス　・耐震ドアセット　　　　　　　　  面内変形追随性の等級（　　） ・フラッシュ戸 ・Ⅱ-1類　・Ⅱ-2類 ・±(1/200)×h以上 部材の脱落，ガラスの破損及び
・網入磨き合わせガラス 鉄骨造

・網入磨き，熱線吸収板合わせガラス　                              　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） 　表面材の合板の種類 ・Ⅲ類 ・ 主要部材に有害な歪みが起こらないこと。

枠の見込み寸法　・建具表による　・　 合板の種類 樹種・規格等 備　考 鉄筋コンクリート造 ・±(1/300)×h以上 シーリングは補修程度の損傷であること。

表面処理 ・普通合板Ｇ 表面の樹種 ・強化ガラス 鉄骨鉄筋コンクリート造

　外部に面する建具　・B-1種　・B-2種　・　 　生地，透明塗料塗り 材料板ガラスによる種類 種　類 性　能

　　　　　　　　　　皮膜等の種類（※標準仕様書表14.2.1による　・　　） 　　（※ﾗﾜﾝ合板程度　・　　　 　） ・フロート強化ガラス シーリング材
・フロートガラス

　　　　　　　　　　着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー） 　不透明塗料塗り ・熱線吸収強化ガラス ・Ⅰ類　・Ⅲ類 　下表以外は標準仕様書表9.7.1による

　屋内の建具　　　　・C-1種　・C-2種　・　 　　（※しな合板程度 ・　 　　　） ・型板ガラス ・型板強化ガラス シーリング材の種類
被着体の組合せ

　　　　　　　　　　皮膜等の種類（※標準仕様書表14.2.1による　・　　） 板面の品質（　　　） 記号 主成分による区分

　　　　　　　　　　着色（・アンバー　・ブロンズ　・ブラック系　・ステンカラー） 接着の程度（・1類　・2類 ） ・熱線吸収板ガラス ガラス
金属

結露水の処理方法　※図示　・　 ・天然木化粧合板Ｇ 樹種名（　　　　　　　　　） 品　種 性　能 色　調 石，タイル

水切り板，ぜん板　※図示　・　 接着の程度（・1類　・2類 ） ・熱線吸収フロート板ガラス ガラス ガラス
・１種　　・２種 ・ブルー　・グレー　・ブロンズ

・特殊加工化粧合板Ｇ 化粧加工の方法 ・熱線吸収網入磨き板ガラス カーテンウォール板間目地

5 網戸等 (16.2.3) （・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装）

種　類 材　種 線　径 網　目 表面性能（　　　　    　）タイプ ・複層ガラス ガラスの取付け

※合成樹脂製 ※0.25mm以上 ※16～18メッシュ 接着の程度（・1類　・2類 ） 品　類 断熱性 日射熱遮へい性 　構造ガスケット

・防虫網 ・ガラス繊維入り合成樹脂製 ・ ・ ・１種  U1 　　・適用する　（施工箇所　・図示　・　　　　　　）

・ステンレス(SUS 316)製 表面板の厚さ　※表16.7.6による　・　 ・断熱複層ガラス ・２種  U2 　　　　材質　・クロロプレン系　・EPDM系　・シリコーン系

・防鳥網 ステンレス(SUS 304)線材 1.5mm 網目寸法15mm ・かまち戸 ・３種 ・U-3-1　・U-3-2 　　　　形状　・H型　・Y型　・C型

　　かまち樹種（　　　）　鏡板樹種（　　　） ・４種  E4 　　　　寸法(mm)　ガラス板厚（　　），支持枠の厚さ（　　），ウェブの寸法（　　）
・日射熱遮へい複層ガラス

6 樹脂製建具 (16.3.2～5) 　　見込み寸法　※36mm　・建具表による　・　 ・５種  E5 　　・適用しない

性能等級 ・ふすま 断熱材Ｇ

　外部に面する建具　・Ａ種（建具符号：※建具表による　・　　　　） 　　張りの種別（・Ⅰ型　・Ⅱ型） ・熱線反射ガラス 　種類（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　・Ｂ種（建具符号：※建具表による　・　　　　） 　　上張り　・鳥の子　・新鳥の子又はビニル紙程度　押入等の裏側は雲花紙程度 品　類 日射遮へい性 耐久性 　厚さ(mm)（　　　）

　　　　　　　　　　・Ｃ種（建具符号：※建具表による　・　　　　） 　　縁仕上　・塗り縁　・生地縁（素地）　・生地縁（ウレタンクリヤー塗装） ・熱線反射ガラス ・１種  A種 　施工箇所　・図示　・　

　・防音ドアセット・防音サッシ　　　遮音性の等級（・T-1　・T-2） 　　見込み寸法　※19.5mm　・建具表による　・　 　　色調（・ブルー　・グレー） ・２種 ・A種　・B種

　                              　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） ・戸ぶすま ・高性能熱線反射ガラス 耐火材料
・３種  B種

　・断熱ドアセット，断熱サッシ　　  断熱性の等級（・H-4　・H-5　・H-6　・　）Ｇ 　　見込み寸法　※30mm　・建具表による　・　 　　色調（・ブロンズ　・シルバー） 施工部位 種　別 規格帯

　                              　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） ・紙張り障子 ・ファスナー部

枠の見込み寸法　　　・建具表による　・　 　　見込み寸法　※30mm　・建具表による　・　 　反射被膜面　・内面　・外面 ・取付けブラケット

表面色　　　　　　　※標準色　・特注色 枠，くつずりの材料　・建具表による　・　 　映像調整　　・行わない　・行う ・パネル目地部

水切り板，ぜん板　　※図示　・　 ・層間ふさぎ

ガラス　　　　　　　※複層ガラス　・　 11 建具用金物 (16.8.2,3) ・倍強度ガラス

金物の種類・見え掛り部の材質等 材料板ガラスによる種類の名称 色　調

7 鋼製建具 (16.2.2)(16.4.2～4)(表16.4.2) 　※標準仕様書表16.8.1及び適用は建具表による　　・　 ・フロート倍強度ガラス － 性能の確認方法及び判定方法

性能等級 樹脂製建具に使用する丁番　※標準仕様書表16.8.3による　・　 ・熱線吸収倍強度ガラス ・グレー　・ブルー　・ブロンズ 　・行う　　・行わない（資料による承諾）

　簡易気密型　　　　　　　　　  　・適用する 握り玉，レバーハンドル，押板類，クレセントの取付位置　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 　・建具表による　・　 ガラスの留め材及び溝の大きさ 2 メタルカーテン (17.2.2,3,5)

ガラス溝の大きさ(mm)　　　　　　　　　　　　　　　　　・適用しない 錠前類 建具の種類 ガラス留め材 ウォール カーテンウォールの材料

　外部に面する建具の耐風圧性　　　・S-4（建具符号：・建具表による　・　　　　） 　・建具表による　・　 ・シーリング材 ※標準仕様書表16.14.1による 材　料 規格等 表面処理 映像調整

　　　　　　　　　　　　　　　　　・S-5（建具符号：・建具表による　・　　　　） クローザ類 ・ガスケット ・図示 ※標準仕様書16.2.3による ・A-1種　・A-2種　・　 ・行う
アルミニウム製

　　　　　　　　　　　　　　　　　・S-6（建具符号：・建具表による　・　　　　） 　・建具表による　・　 ・グレイジングチャンネル形 ・ ・ 皮膜等の種類（※標準仕様書 ・行わない

　　　　　　　　　　　　　　　　　・　 ・ ※アルミニウム製 表14.2.1による　・　　）

　・防音ドアセット・防音サッシ　　　遮音性の等級（　　） 12 鍵 (16.8.4) 鋼製及び鋼製軽量 ・シーリング材 ※標準仕様書表16.14.1による 着色（・ｱﾝﾊﾞｰ　・ﾌﾞﾛﾝｽﾞ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） マスターキー　・製作する　・製作しない ・ ・図示　・　 ・ﾌﾞﾗｯｸ系　・ｽﾃﾝｶﾗｰ）

　・断熱ドアセット・断熱サッシ　　　断熱性の等級（　　）Ｇ その他の鍵　　※各室３本１組　　・　 ステンレス製 ・シーリング材 ※標準仕様書表16.14.1による ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） 鍵箱　　　　　※有り　・無し ・ ・図示　・　

　・耐震ドアセット　　　　　　　　　面内変形追随性の等級（　　） 製品及び取付位置の寸法許容差　※標準仕様書表17.2.1～3による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） 13 自動ドア開閉装置 (16.9.2,3) 19 ガラスブロック (16.14.5） ガラス溝の寸法，形状　※製作所の仕様による　・　

自動ドア 性　能 防　錆 センサーの種類 凍結防止 表面 色　調 目地幅(mm) 伸縮調整
呼び寸法 厚さ 防火性能

鋼板 ・SSLD-1 ※標準仕様書表16.9.1による ・マットスイッチ 形状 クリア 乳白 平積み 曲面積み 目地(mm) 3 PCカーテンウォール (17.3.2～5)

材　料 めっき付着量 厚　さ ・SSLD-2 ・ ・光線（反射）スイッチ ・125×125 80 ・ ・ ※8～15 外側 カーテンウォールの材料

・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） ※Z12又はF12　・　 ※標準仕様書 ・DSLD-1 ・熱線スイッチ ・行う ・160×160 ・95 ・ ・ ・15～25 ※15以下 ※6m以下 ※無し 　コンクリート　※標準仕様書17.3.2(a)(ⅰ)～(ⅳ)による　・　

・JIS G 3317（溶融亜鉛-5％アルミニウム合 ※Y08　・　 表16.4.2による ・DSLD-2 ・適用する ・音波スイッチ （適用箇所は ・125 ・ ・ ・ 　ごとに ・有り 　鉄筋　※SD295A（・D13　・D10）
・正方形

　金めっき鋼板及び鋼帯） ・ ・SWD-1 ※標準仕様書表16.9.2による ・適用しない ・光電スイッチ 　建具表によ ・200×200 ・95 ・ ・ 内側 　10～25 　補強鉄線の径(mm)　※3.2　・4.0　・5.0　・6.0

・SWD-1 ・ ・電波スイッチ 　る） ・125 ・ ・ ※6以上 ・図示 　配筋　※図示

・タッチスイッチ ・行わない ・320×320 95 ・ ・ ・ ・ 先付けの材料　・サッシ枠　・ゴンドラ用ガイドレール

8 鋼製軽量建具 (16.2.2)(16.5.2～4) ・押しボタンスイッチ ・250×125 80 ・ ・ 表面仕上げ材　・磁器質タイル
・長方形

性能等級 ・図示 ・ペダルスイッチ ・320×160 95 ・ ・ 　　　　　　　・石材（・花こう岩　・大理石　・　　）

　簡易気密型　　　　　　　　　  ・適用する ・多機能トイレスイッチ 　　　　　　　・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　　） 曲面積みの曲率半径は，ガラスブロックの幅寸法の10倍以上とする。 構造ガスケットを用いる場合のアンカー溝の寸法及び寸法許容差(mm)

　　　　　　　　　　　　　　　　・適用しない 14 自閉式上吊り (16.10.3) 壁用金属枠及び補強材　・設ける（形状　※図示　　・　　　　　　） 　・h=-1～+2，W1及びW2=±1

　・防音ドアセット・防音サッシ　　遮音性の等級（　　） 引戸装置 性能　※標準仕様書表16.10.1による　・　 　　　　　　　　　　　・設けない 製品及び取付位置の寸法許容差　※標準仕様書表17.3.1～2による　・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） 力骨　材質　※ステンレス鋼(SUS 304)　・　

　・断熱ドアセット・断熱サッシ　　断熱性の等級（　　）Ｇ 15 重量シャッター (16.11.2,3) 　　　寸法　※径5.5mm　・　

　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） シャッターの種類　・管理用シャッター　耐風圧強度（　　）N/㎡ 　　　形状　※はしご形状複筋及び単筋　・　

　・耐震ドアセット　　　　　　　　面内変形追随性の等級（　　） 　　　　　　　　　・外壁用防火シャッター　耐風圧強度（　　）N/㎡ 化粧目地モルタルの色（　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　　　　（建具符号：・建具表による　・　　　　） 　　　　　　　　　・屋内用防火シャッター 金属製化粧カバー　材質　・ステンレス製　・アルミニウム製

鋼板　　　　　　　　　　　　　　※亜鉛めっき鋼板　・ビニル被覆鋼板　・カラー鋼板 　　　　　　　　　・防煙シャッター 　　　　　　　　　寸法　※図示　・　

鋼板の厚さ　　　　　　　　　　　※標準仕様書表16.5.1による　・　 開閉機能による種類　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式 　　　　　　　　　形状　※図示　・　

召合せ，縦小口包み板の材質　　　※鋼板　・　 シャッターのシャッターケース　・設ける　・設けない 工法

スラット及びシャッターケース用鋼板 　建築基準法に基づき定まる風圧力に対応した工法

　鋼板の種類　　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） 　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の風圧力に対応

　　　　　　　　　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯） 　　　　　　　　した工法）

　めっきの付着量　※Z12又はF12　・　 　　・適用しない

目地部の力骨の補強方法

　※ガラスブロック製造所の仕様による　・図示　・　
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厚さ・　

・帯電防止

1 接着剤

4

種　類

　ボード1等

屋内で使用する塗料のホルムアルデヒド放散量

材料118

塗
装
工
事

　※規制対象外　・　

・防火材料　※屋内の壁，天井仕上げは防火材料とする

　　　　　　・次の箇所を除き防火材料とする（箇所：　　　　　　　　）

素地ごしらえ2

塗　装

下地面等 種　別

不透明塗料塗りの場合

透明塗りの場合
木部

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

モルタル面及びプラスター面

コンクリート面及びＡＬＣパネル面

コンクリート面及び押出成形セメント板面

せっこうボード面及び

その他ボード面

目地：継目処理工法

目地：継目処理工法以外

※A種　・B種

※B種　・A種

※C種　・A種　・B種

・A種　・B種

※B種　・A種

※B種　・A種

・A種　・B種

※A種　・B種

※B種　・A種

錆止め塗料塗り3

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

見え掛り部分

見え隠れ部分

鋼製建具

鋼製建具以外

塗料の種別工程の種別下地面等

※A種　・B種

※B種　・A種

※A種　・B種

※B種　・A種

・A種

・B種

塗装4

※1種　・2種

※1種　・2種

※1種　・2種

※1種　・2種

－

－

上塗り等級（ ）級

上塗り等級（ ）級

上塗り等級（ ）級

－

－

－

－

－

－

－

－

種　別 塗料の種類

－

※B種　・A種

－

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※A種　・B種

－

－

※Ａ種　・B種　・C種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

※B種　・A種

木部屋外

木部屋内

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

鉄鋼面

亜鉛めっき鋼面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面及び押出成形ｾﾒﾝﾄ板面

ｺﾝｸﾘｰﾄ面等

屋内の鉄鋼面

・合成樹脂エマルションペイント塗り(EP)

・合成樹脂エマルション模様塗料塗り(EP-T)

・ウレタン樹脂ワニス塗り(UC)

・ラッカーエナメル塗り(LE)

・オイルステイン塗り(OS)

・木材保護塗料塗り(WP) 屋外

・つや有合成樹脂

　(EP-G)

　ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

・耐候性塗料塗り
　(DP)

・アクリル樹脂系非水分散型塗料塗り(NAD)

・クリヤラッカー塗り(CL)

・合成樹脂調合

ペイント塗り(SOP)

屋上，屋根面の金属面に塗装する場合の塗料は高日射反射率塗装　　とする。

19

内
装
工
事

接着剤のホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　　　　・　

接着剤に含まれる可塑剤は，難揮発性のものとする。

ビニル床シート2

・無地

・マーブル柄 ・耐動荷重性

※2.0

・

・無地

・柄物

・防滑性

・耐薬品性

区　分

発泡層のない

もの

発泡層のある

もの

※FS（複層）

・

・

備考厚さ(mm)特殊機能色　柄施工箇所JIS記号・種類

工法　　※熱溶接工法　　・突付け（施工箇所：　　　　　　　　　　　　　　）

特殊機能

　帯電防止　　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

　　　　　　　　又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10 ～10 Ω程度2 10

　　　　　　　・　

ビニル床タイル3

・

・

JIS記号・種類 施工箇所 色柄 寸法（mm） 特殊機能 厚さ（mm） 備考

・FT

（複層）

・KT

（コンポジション）

・FOA

（置敷き）

・無地

・柄物

・無地

・柄物

・無地

・柄物 ・

・500×500

・450×450

・300×300

・450×450

・300×300 ・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

・帯電防止

・防滑性

※2.0

・2.5

・3.0

・

・3.0

※2.0

特殊機能

　帯電防止　　・帯電防止性能評価値（JIS A 1455）1.2以上～3.2未満

　　　　　　　　又は体積電気抵抗値（JIS A 1454）1×10 ～10 Ω程度

　　　　　　　・　

ビニル幅木

　材質　　　　・軟質　　　　・硬質

　高さ（mm）　　※60　 ・70　・100

　厚さ（mm）　　※1.5以上　・　

ゴム床タイル5

　色柄　　　　　（　　　　　　　　　　　　　）

　厚さ（mm）　　・3.0　・4.5　・6.0　・9.0

　寸法（mm）　　（　　　　　　　　　　　　　）

カーペット敷き6

帯電性種　別 パイル形状 織り方 色柄等 備　考

・A種

・B種

・C種

・ｶｯﾄﾊﾟｲﾙ

・ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

・ｶｯﾄ､ﾙｰﾌﾟ併用

・ｳｨﾙﾄﾝｶｰﾍﾟｯﾄ

・ﾀﾞﾌﾞﾙﾌｪｰｽｶｰﾍﾟｯﾄ

・ｱｷｽﾐﾝｽﾀｰｶｰﾍﾟｯﾄ

・無地

・柄物

　（標準品）

・適用する

（性能：※人体帯

　電圧3kV以下

　・　　　　　）

・適用しない

・織じゅうたん

・適用する

（性能：※人体帯

　電圧3kV以下

・適用しない

　・　　　　　）

・タフテッドカーペット

帯電性工　　法パイル長さ（mm）パイル形状

・カットパイル

・ループパイル

・レベルループパイル

・カット，ループ併用

・5～7　・　

・4～6　・　

・4　 　・　

・

※全面接着工法

　下敷き材　　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ8mm　・　

・グリッパー工法

備　考

　下敷き材(グリッパー工法の場合)　

・ニードルパンチカーペット

　　※反毛フェルト（JIS L 3204）の第2種2号　呼び厚さ8mm　・　

　厚さ（mm）　（　　）

　帯電性　　　　・適用する（性能：※人体帯電圧3kv 以下　・       　）

　　　　　　　　・適用しない

　備考　　　　　（　　　　　　）

・タイルカーペット

パイル形状 備　考寸法（mm） 総厚さ（mm）種　類 施工箇所

※第一種

・第二種

・第一種

・第二種

・第一種

・第二種

※6.5

・

※6.5

・

※6.5

・・

※500×500

・

※500×500

・

※500×500※ループパイル

・カットパイル

・カット，ループ併用

　タイルカーペットの敷き方　　平場　　　　※市松敷き　・模様流し　・　

　　　　　　　　　　　　　　　階段部分　　※模様流し　・市松敷き　・　

　見切り，押え金物　　・適用する（材質，形状等　　※図示　・　　　　　　）

　　　　　　　　　　　・適用しない

合成樹脂塗床7

・厚膜型塗床材

　ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗床材

　弾性ｳﾚﾀﾝ樹脂系塗床材

・厚膜型塗床材

・薄膜流し展べ工法

・厚膜流し展べ工法

・樹脂ﾓﾙﾀﾙ工法

※平滑仕上げ　　

・防滑仕上げ　　

・つや消し仕上げ

・平滑仕上げ

・防滑仕上げ　

仕上げの種類工　法施工箇所種　類

工程

塗布量（kg/㎡）　

　・　　

表面仕上げ　

　・平滑　 ・防滑　

溶剤　　

　・水性色 ・溶剤系 ・無溶剤系

仕上げ色 　

　・標準色 ・　

　合成樹脂塗床材のホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　　・　

・ｱｸﾘﾙ樹脂塗床材

（JIS K 5970）

・薄膜型塗床材

フローリング張り8

単層フローリング

・フローリング

間伐材等
の適用

・

・

・

・

・

仕上塗装

・塗装品

・無塗装品

・塗装品

・無塗装品

・塗装品

・無塗装品

303×303

・

・

板長さ　300以上

幅 75 

板長さ　300以上

幅 75 

板長さ　500以上

幅 75 

大きさ
（mm）

厚さ
（mm）

・15

・

・12以上

・

・12以上

・

15

・

※なら

・

・

・

※なら

・

※なら

・

※なら

樹　種工　法

・釘留め工法

　(根太張り)

・釘留め工法

　(直張り)

・接着工法

・接着工法

・接着工法

・フローリング

　ブロック1等

・モザイク

　パーケット1等

複合フローリング

種　類 工　法

・無塗装品

・塗装品※天然木化粧 ・釘留め工法

　(根太張り)

・釘留め工法

　(直張り)

※なら

・

樹　種
大きさ(mm)

・A種

・B種

※C種

種別 防湿処理

・適用する

・適用しない

仕上塗装
間伐材等
の適用

・

　複合フローリングのホルムアルデヒド放散量　　※規制対象外　・　

・接着工法 ※なら

・

板厚

・8以上

・

板幅

・75以上

・

板長さ

900以上

・

　接着工法の場合の緩衝材　※合成樹脂発泡シート　・　

　現場塗装仕上　・行う（施工箇所　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　※ウレタン樹脂ワニス塗り

　　　　　　　　　　　・オイルステインの上，ワックス塗り

　　　　　　　　　　　・生地のままワックス塗り

　　　　　　　　・行わない

畳敷き9

種別　・A種　・B種　・C種　・D種（畳床：・KT-Ⅰ ・KT-Ⅱ ・KT-Ⅲ ・KT-K ・KT-N）

下地の種類　・標準仕様書　表12.6.1による床組

　　　　　　・ポリスチレンフォーム床下地(ノンフロン　  )

畳表及び畳床はホルムアルデヒド，アセドアルデヒド及びスチレンを発散しないか，

発散が極めて少ない材料を使用したものとする。

せっこうボード，

その他ボード及び

合板張り

10

種　類 厚さ（mm），規格等

・硬質木毛ｾﾒﾝﾄ板

・中質木毛セメント板

・普通木毛ｾﾒﾝﾄ板

・硬質木片ｾﾒﾝﾄ板

・普通木片ｾﾒﾝﾄ板

・けい酸ｶﾙｼｳﾑ板

・ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板

・ﾛｯｸｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ1号

・ｸﾞﾗｽｳｰﾙ吸音ﾎﾞｰﾄﾞ32K

・せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・不燃積層せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・ｼｰｼﾞﾝｸﾞせっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・強化せっこうﾎﾞｰﾄﾞ

・せっこうﾗｽﾎﾞｰﾄﾞ

・化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（木目）

・化粧せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）

・普通合板

・天然木化粧合板

・特殊加工化粧合板

・ﾒﾗﾐﾝ樹脂化粧板

・ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ樹脂化粧板

・ﾐﾃﾞｨｱﾑﾃﾞﾝｼﾃｨﾌｧｲﾊﾞｰﾎﾞｰﾄﾞ

・単板張りﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ

・化粧ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄ

・ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（素地）

・ﾊｰﾄﾞﾎﾞｰﾄﾞ（化粧）

・ｲﾝｼｭﾚｰｼｮﾝﾎﾞｰﾄﾞ

HW

MW

NW

HF

NF

0.8FK

1.0FK

DR

RW-B

GW-B

GB-R

GB-NC

GB-S

GB-F

GB-L

GB-D

GB-D

MDF

HB

IB

JIS記号

・15　・20　・25　・　

・15　・20　・25　・　

・12　・15　・18　・21　・　

・30　・　

ﾀｲﾌﾟ2（無石綿）　・6　・8

・ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ（・9 （不燃）・12・　）

・凹凸ﾀｲﾌﾟ（・12（不燃）・15・　）

・25（ｶﾞﾗｽｸﾛｽ包）　・　

・12.5（不燃）・15（不燃）・　

　　　　　 化粧有（ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ模様）

・25　・　

9.5（不燃）化粧無（下地張り用）

・12.5（不燃）・15（不燃）

9.5

9.5（準不燃）

12.5（不燃）　幅440mm程度

模様（・柾目　・板目）専用下地材有り

表面の材種

　生地，透明塗料塗り

　（※ﾗﾜﾝ程度　・　　　 　　）

　不透明塗料塗り

　（※しな程度 ・　 　　　　）

接着の程度（　　　）

・防虫処理

樹種名（　　　　　　　　　）

接着の程度（・1類　・2類 ）

厚さ(mm)（　　　）

・防虫処理

化粧加工の方法

（・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ・ﾌﾟﾘﾝﾄ ・塗装）

表面性能（　　　　    　）タイプ

接着の程度（・1類　・2類 ）

厚さ(mm)（　　　）

・防虫処理

JIS K 6903 による厚さ（※1.2・　　）

・3　・7　・9　・12　・　

・無研磨板　・研磨板

・10　・12　・15　・18　・　

・単板ｵｰﾊﾞｰﾚｲ  ・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｵｰﾊﾞｰﾚｲ

・塗装

・10（難燃）・12（難燃）・　

・無研磨板（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）

・研磨板　（・ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ　・ﾃﾝﾊﾟｰﾄﾞ）

・内装用　・外装用

・2.5　・3.5　・5　・7

A級（・天井仕上　・内装仕上　・　　）

・9　 ・12 　・15 　・18

  　施工箇所　　　・図示　・　

せっこうボード等の下地は図示による。

遮音シール材　　　・適用する（・シーリング材　・ジョイントコンパウンド）

　　　　　　　　　・適用しない

合板類，MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　・　

合板類の張付け　　※B種　・A種　

せっこうボードの目地工法　・仕上げ表による

壁紙張り11

ホルムアルデヒド放散量　※規制対象外　・　

紙
施工箇所

壁紙の種類

防火種別 備　考

・不燃・準不燃

・不燃・準不燃

・不燃・準不燃

・不燃・準不燃

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

・

繊維 プラスチック 無機質 その他

モルタル及びプラスター面の素地ごしらえ　　　　　　　※B種　・A種

コンクリート及びＡＬＣ面の素地ごしらえ　　　　　　　※B種　・A種

せっこうボード面及びその他ボード面の素地ごしらえ　　※B種　・A種

断熱材12

ロックウール，グラスウール，フェノールフォーム，ユリア樹脂又はメラミン樹脂を使用した断熱

材及び接着剤のホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　・　

・断熱材打込み工法

種　類

・

・

・25　・　

・25　・　

・

・

・・

・　

・接地部分

・保温板（2種b）

・保温板（3種b）

・

厚さ（mm） 施工箇所

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

・ﾋﾞｰｽﾞ法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ断熱材

　（ｽｷﾝ層なし）

・押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ保温材

　（ｽｷﾝなし）

・硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材

・A種硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ保温材

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ断熱材

・ﾌｪﾉｰﾙﾌｫｰﾑ保温材

（3種2号を除く）

・断熱材現場発泡工法

　　断熱材の種類　※A種1　　 ・B種1

　　厚さ（mm）　　・25　・30　・　

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

(18.1.3) (19.2.2) (19.5.2～6)(表19.5.1～5)

(19.2.2,3)

(18.2.2～7)

(19.5.2,3)

(19.2.2)

(18.3.2,3)

(19.9.2,3)

(18.4.1～18.14.2)

(19.2.2)

(19.2.2)

(19.6.2)(表19.6.1)

(19.3.3,4)(表19.3.1,2)

(19.7.2,3)(表19.7.1)

(19.8.2,3)

(19.9.2､3)

(19.4.2､3)(表19.4.1～8)

(19.4.2)

A-07

建築工事特記仕様書№７

・15　・20　・25　・18　

厚さ(mm)（　5.5㎜　）

板面の品質（　1等　）

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事



取付箇所　（　設備図　）　

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS

　※水セメント比55％以下，単位セメント量の最小値300kg/㎡を満足する調合強度

外　壁

・ビニル製

ロールスクリーン13

14

・図示

・

きれ地の種別，

品質，特殊加工等

120

ユ
ニ
ッ
ト
及
び
そ
の
他
の
工
事

フリーアクセス

フロア 備　考表面仕上げ材所定荷重耐震性能高さ(mm)寸法(mm)構　法施工箇所

・支柱調整式

・置敷式 ・500×500

・

・1.0G

・0.6G

・3,000N

・5,000N

・帯電防止床タイル

・タイルカーペット

・

寸法精度

　※標準仕様書20.2.2(b)(5)(ⅰ)～(ⅲ)による　・　

　厚さ　±0.5mm

　平坦度　パネル周辺部　1.0mm以下

　　　　　図心と各頂点を結ぶ線上部　2.0mm以下

　フリーアクセスフロア全体面積に対する設置割合　・20～30パーセント　

表面仕上材の品質，性能は，標準仕様書19章による。

構成材の材質　・アルミニウム製　・鋼製(仕上げ：　　　　)　・　

スロープ及びボーダー　・製造所の仕様による　・図示

配線用取り出しパネル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　

　配線取り出し開口　・パネル1枚につき，40mm×80mm　程度の開口1箇所以上

　　　　　　　　　　・図示

空調用吹き出し（吸い込み）パネル　・なし　・あり（形式，施工箇所：図示）

可動間仕切2

・スタッド式

（内蔵）

・スタッド式

（露出）

・スタッド

　パネル式

・パネル式

表面仕上材構成機材の種類
総厚さ
（mm）

構造形式
スタッド パネル 材質

（mm） 仕上げ
(dB/500Hz) 性能
遮音性能 防火

パネル表面厚さ

・鋼板

・

・0.6

・0.8

・メラミン樹脂

　焼付又はアク

　リル樹脂焼付

・壁紙張り　

・0

・12

・20

・28

・36

・不燃

パネル内に取付ける建具 ・あり（※図示　・　　　） ・なし

表面仕上材を壁紙張りとする場合の品質，性能は標準仕様書19章による

パネルの材料のホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　・　

移動間仕切3

走行方向
(dB/500Hz)

・平行方向

　移動式

・二方向

　移動式

・手動式

・電動式

・部分電動式

・プッシュ式

・ハンドル式

・

操作方法
操作方法

圧縮装置の
（mm）
総厚さ 表面仕上材

材質 パネル表面仕上げ

遮音性

・焼付塗装

・壁紙張り

・

・

・鋼板 ・36未満

・36以上

パネル表面仕上げの壁紙張りの品質，性能　標準仕様書19章による

遮音性は，JIS A 6512に準拠し，中心周波数500Hzの音についての透過損失とする

ハンガーレールの取付け下地の補強

　※取付け全重量の５倍以上の荷重に対して，使用上支障のない耐力及び変形量となるように補強

　　　する。

　・図示

トイレブース4

・メラミン樹脂系化粧板

・ポリエステル樹脂系化粧板

・

表面材の材質

※幅木タイプ ・標準

・R

・アルミニウム製

・ステンレス製

・表面材と同材

材　質形　状形　状

脚　部 ドアエッジ

パネル材料のホルムアルデヒド放散量

　※規制対象外　・　

視覚障害者用

床タイル

5

・レジンコンクリート製

・コンクリート製

・レジンコンクリート製

・コンクリート製

・磁器質タイル（Ⅰ類）

・せっ器質タイル（Ⅱ類）

(11.2.2) (19.2.2)

屋内

屋外

施工箇所 種　類

・塩化ビニル製

・磁器質タイル（Ⅰ類）

・せっ器質タイル（Ⅱ類）

・300×300　・　

・300×300　・　

・300×300　・　

・300×300　・　

・7.0 ・　

・

・

・

・

寸法（mm） 厚さ（mm）

・300×300　・　

ブロックパターンは JIS T 9251 による

階段滑り止め6

・約35

・

※接着工法

・埋込み工法

・あり

・なし

・ステンレス製（SUS 304）

　　ビニルタイヤ入り

・

端部フラットエンド取付け工法幅（mm）材　種

・ステンレス製

－

手すり7

※集成材

・ステンレスパイプ

・鋼製パイプ

・クリヤラッカー

・

・

・HL

・EP-G

・

・35

・45

・

・SOP

・ビニル製ハンドレール

材　種 表面仕上げ 直径（mm） 取付箇所 備考

黒板及び

　ホワイトボード

8

　ボード

・ホワイト

・黒板

白 ・平面

・曲面

・曲面

・平面※緑

・黒

※焼付け

・

※ほうろう

寸法（mm） 色 形　式種　類

・スクリーン付き引分け

・

・スクリーン付き引分け

・

鏡9

寸法（mm）　　・図示　　・　

厚さ（mm）　　※5　　　 ・　

表示10

・ステンレス製 ・30φ ・市販品

・図示 ・ ・

・アクリル板

・

・図示

・ ・

・5

・ ・ ・

・アクリル板 ・図示 ・5

・ ・ ・

・アクリル板 ・図示 ・5

・ ・ ・

・アクリル板 ・図示 ・5

・ ・ ・

・アクリル板 ・図示 ・5

・図示

・

・

・図示

・

・図示

・

・図示

・

・図示

備　考取付高さ（mm）厚さ（mm）寸法（mm）材　質区　分

・衝突防止表示

　（・両面　・片面）

・室名札

・案内用図記号

・とびら番号

・庁舎案内板

・各階案内板

・図示

・

案内用図記号はJIS Z 8210による。

誘導標識，非常用進入口表示等は市販品とする。

色，書体，印刷等の種別，取付け形式等は図示による。

煙突ライニング11

煙突用成形ライニング材　・適用する　・適用しない

　適用安全使用温度　・400℃　　・650℃　　・　

キャスタブル耐火材　煙突用成形ライニング材の製造所の指定する製品とする

ブラインド12

・縦型

・横型

－

形　式 操作方法 種　類 スラットの材質 スラット幅 ボックス・　 寸法・　
取付箇所レールの材種（mm）

・手動

・電動

・手動

・電動

※ギヤ式

・コード式

・操作棒式

※2本操作コード

・1本操作コード式

－

※アルミニウム合

　金製

・

・アルミスラット

・クロススラット

※25

・

・80

・100

※鋼製

・

アルミニウム合

金製

・図示

・

・図示

・

　アルミスラット　焼付け塗装仕上げ

　クロススラット　消防法で定める防炎性能の表示がある特殊樹脂加工

　ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品を使用する場合

Ｇ

Ｇ

Ｇ

・ポリエステル

・

材　種 操作方式 遮光性能 寸法（mm） 取付箇所 備　考

・電動式

・スプリング式

・チェーン式

・1級

・2級

・3級

・

・図示

・

・図示

・

巻取りパイプ，ウェイトバー，操作コード又は操作チェーンその他の材料は製造所の仕様による。

カーテン

使用される繊維のうち，ポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維を使用した製品につい

ては　　とする

暗幕カーテンの両端，上部及び召合せの重なり　※300mm以上　・　

Ｇ

（暗幕）

・シングル

・ダブル

・片引き

・引分け

・手引き

・ひも引き

・電動 ・プレーンひだ，片ひだ

・箱ひだ，つまひだ

・フランスひだ

形　式 開閉操作 ひだの種類 取付箇所 備　考

カーテンレール15

材種　　※アルミニウム製　　・ステンレス製

仕上げ　　　　　　　※アルマイト　　　・　

強さによる区分　　　※　10-90　　　　 ・　

　　　　　　　　　　・片引き　　　　　・引分け

形式　　　　　　　　・シングル　　　　・ダブル

形状　　　　　　　　※角形　　　　　　・　

ブラインドボックス

及び

カーテンボックス

16

材質　　・集成材（仕上げ：　　　　　　　　　　　）

　　　　・アルミニウム製　押出し型材（市販品）

　　　　　　表面処理・C-1

　　　　　　　　　　・C-2（・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー）

　　　　　　　　　　・　

　　　　　　皮膜等の種類　※標準仕様書表14.2.1による　・　

溝幅×深さ（mm）　・90×150　※120×80　・120×150　・150×80　・図示

　　　　・鋼製（仕上げ：　　　　　　　　　　　）

寸　法

・一般形

・結露防止形

・600×600

・

・450×450

・密閉形

備　考形　式

材　種

・

寸　法

・一般形

・600×600

・ ・密閉形

形　式 外　枠 内　枠

・450×450・アルミニウム製

天井点検口17

・屋内外用

・屋内用

・額縁タイプ

・目地タイプ

・額縁タイプ

・目地タイプ

床点検口18 30 鋼製書架及び物品棚

・鋼製

材　種

・ステンレス製

・アルミニウム製 ・屋内外用

・屋内用

・鍵付き

耐震スリット19

・垂直方法

・水平方向

・完全（全貫通型）

・

・耐火型

・非耐火型

・有り

・無し

方　向 タイプ 耐火性能 防水性能 備　考

目地

・シーリング材（見え掛り部のみ）

・

※幅20×深さ10

・

※幅20×深さ10

・

目地材の材質は標準仕様書表9.7.2による

目地材

目地寸法（mm）

・シーリング材（見え掛かり部のみ）

・シーリング材（内外とも）

内　壁目　地

止水板20

エキスパンション21

ジョイント金物

施工箇所　　・図示　　　　・　

形式　　　　・差込式　　　・据置式　　　・壁張り式

材　種 クリアランス 耐火性能 備　考

・アルミニウム製

・ステンレス製

・50　　　・100

・150　　 ・　

・有り（　　　　　）

・無し

外部は防水型とする

くつふきマット22

材　種 受　け　枠 備　考

・塩化ビニル又はゴム製

・硬質アルミニウム合金製

・ステンレス鋼（SUS 304）製

・

・ステンレス鋼（SUS 304）

・硬質アルミニウム合金

・

流し台ユニット23

・流し台

・コンロ台

・つり戸棚

・水切り

材　種
寸法（mm）

Ｈ
備　考

・1200

・1500

・1800

・600

・1200

・900

・1200

・900

・600

Ｗ Ｄ

・550

・600

・650

・550

・600

・650

・450

－

・800

・850

・620

・670

・500

・700

－

市販品

トラップ付き

天板ステンレス製

市販品

バックガード有り

天板ステンレス製

市販品

市販品

ステンレス製

・1段式　・　

形状　　　　※図示　　　・　

品質・性能　JIS A 4420による

旗竿受金物25

フェンス27

29 間知石及びコンクリ

ート間知ブロック積

み積み

車止め支柱26

材種　　・ステンレス製（SUS 304）　・　

・上下式鎖内蔵型 ・ステンレス製

・　 ・　

・　・標準品

　・スプリング式

・　

・

形　式 材　種 柱径・肉厚（mm） 高さ（mm）

旗竿24

形　式 高さ（m） 操作方法 固定方法 備　考

・埋込み式

・ベース式

・バンド式

・ハンドル式

・ロープ式・同一断面型

・テーパー型

・

・アルミニウム合金製

材　質

フェンスの種類　　・ビニル被覆エキスパンドフェンス

　　　　　　　　　・樹脂塗装メッシュフェンス

　　　　　　　　　・鋼管フェンス

　　　　　　　　　・アルミフェンス

高さ　・図示　・　

プレキャスト

コンクリート

28

コンクリートの設計基準強度

　・図示

配筋

　※配筋を定めた計算書を監督職員に提出する。

　・図示

取付け方法

　※図示

　・

(20.3.3,4)

備　考質量区分種　類材　種材　種

・間知石

・コンクリート間知ブ

　ロック

・花こう岩

・凝灰岩

・

－ －

・Ａ

・Ｂ

積み方　　　 　 　　※谷積み　　　　・布積み

目塗り　　　　　　　・図示　　　　　・　

伸縮目地　　材種　　・図示　　 　　 ・　

厚さ　　　　　　　　・図示　　　　　・　

・鋼製書架

・鋼製物品棚

JIS S 1039による

規格等種　類 耐荷量による種類

・1種　・2種　・3種

・4種　・5種　・6種　・　

屋内掲示板31

表面の材質　※塩ビ発泡シート張り　　・　

枠の材質　　※アルミニウム製

洗面カウンター32

材種　　　　　　・メラミン樹脂化粧板張り（心材：集成材）　　・人工大理石

奥行き（mm）　　・約450　　・約600

防煙垂れ壁33

・

厚さ（mm） 高さ（mm） 備　考材　質

※網入り磨き板ガラス

・線入り磨き板ガラス

※6.8

・

※500 アルミ製枠付き

・可動式

・固定式

種　類 材　質 高さ（mm） 備　考

・垂直降下式

　（巻取り型）

・回転降下式

※不燃布

（不燃認定品）

鋼板製又はアルミ製

※500

・800

・

※500

・800

・

ガイドレール

　※固定式（壁埋込み型）

　・可動式（天井収納型）

表面仕上げ

　※天井材張り

　・

　降下機構　　煙感知器連動及び手動開放装置（埋込み型）

34

　※規制対象外　　・第三種

材質　　　　　・　

形状・寸法　　※図示

合板，集成材，MDF，パーティクルボード等のホルムアルデヒド放散量

収納家具

屋外掲示板35

照明器具　　※有り　　・無し

施錠　　　　※有り　　・無し

敷地境界石標36

種類　　※コンクリートブロック製（市販品）

　　　　・花こう石類（文字記号等入り）

設置方法

　建て込む。建込みは監督職員の立会いのもと行う。

コンクリートの調合　　（容積比）セメント1：砂2：砂利4程度

　根切り底を突き締めたうえ，厚さ60mmの砂利地業を行い，コンクリートで根巻きして

(12.2.2)(19.7.2)

(20.4.2,3)

(20.2.2) (20.2.8)

(20.2.9)

(20.2.10)

(20.2.3)

(20.2.11)

(20.2.12)

(20.2.4)

(20.2.13)

(20.2.5)

(20.2.14)

(20.2.14)

(20.2.6)

建築工事特記仕様書№８

A-08

・サポートタイプ

・ピクトサイン ・図示・アルミ複合板 ・3+3

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS

　・たたき出し

・

・図示　・　

　キン式）

電気伝導度（EC）の試験　　　 　　　  ・行う　　　・行わない

土壌の水素イオン濃度指数（pH）試験　 ・行う　　　・行わない

121 屋外雨水排水

排
水
工
事

ブロック系舗装7(21.2.1)(表21.2.1)

・遠心力鉄筋コンクリート管 ・Ｂ形管

・

・図示　・　

・図示　・　

外圧管（1種）

・RS－VU

・図示　・　・VP・硬質ポリ塩化ビニル管

・硬質ポリ塩化ビニル管継手

・VU

・図示　・　

・図示　・　・DV

排水管材料

基床の厚さ及び種類　　・図示　　　・　

硬質ポリ塩化ビニル管の継手に用いる材料　　※接着剤　　　　・　

側塊の形状及び寸法　　・図示　　　・　

排水桝の種類　　　　　・図示　　　・　

砂地業に用いる材料

　　　　　　　　　　　※標準仕様書（21.2.1）(g)(1)　　　・図示　　

砂利地業に用いる材料

　　　　　　　　　　　※標準仕様書（21.2.1）(g)(2)　　　・図示　

コンクリート基礎等に用いる材料

　※標準仕様書（6.14）  

　　　設計基準強度18N/mm2 とする。

　　　ただし，コンクリートが簡易な場合の調合（容積比）　セメント１：砂２：砂利４程度とする。

　・図示

・凍上抑制層 (21.2.1)(表21.2.2)

　　厚さ　　・図示　　　・　

　　材料　　・再生クラッシャラン

　　　　　　・クラッシャラン

　　　　　　・切込み砂利　

　　　　　　・川砂，海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量10％以下）

　　砂の粒度試験　　　　・行う　　・行わない

鋳鉄製ふた2

名　称 鍵 備　考適用荷重

管の種類 形　状 呼び径 備　考材　種

鋳鉄製マン

ホールふた

・有り

・無し

・T－ 2用

・T－ 6用

・T－20用

・ 

左記以外の品質等は

（公社）空気調和衛

生工学会SHASE-S209

による

・水封形

・簡易密閉形（パッキン式）

・密閉形（テーパ・パッキン式）

・中ふた付き密閉形（テーパ・パッ

種　類

グレーチング3 （21.2.1）

材　質 形　式 用　途 適用荷重
メインバー

ピッチ (付着量)
亜鉛めっき

上面形状

・鋼製

・ステンレス

　製

・受枠付き，

　ボルト固定

・

・受枠付き，

　ボルト固定

・

・溝ふた（横断用）

・溝ふた（側溝用）

・桝ふた用

・U字溝用

・U字溝用

・桝ふた用

・溝ふた（側溝用）

・溝ふた（横断用）・歩行用

・T－2用

・T－6用

・T－14用

・T－20用

・歩行用

・T－2用

・T－6用

・T－14用

・T－20用

・細目

※普通目

・細目

－

－ －

－

・（　　）

・（　　） ・凹凸形

・

・平形

・

・凹凸形

・

・平形

・

街きょ，縁石，側溝

・縁石

・Ｌ形側溝

・Ｕ形側溝

・Ｕ形側溝ふた

・

・図示　・　

・図示　・　

・図示　・　

・図示　・　

形状，寸法種　類

街きょ，縁石，側溝4 (21.3.1) (表21.3.1)

地業の材料　　　　　※標準仕様書（4.6.2）(a)による　・図示

砂利地業の厚さ　　　※100（mm）　・図示

コンクリート基礎等に用いる材料

　※標準仕様書（6.14）

　　　設計基準強度18N/mm2 とする。

　　　ただし，コンクリートが簡易な場合の調合（容積比）　セメント１：砂２：砂利４程度とする。

　・図示

・凍上抑制層

　　厚さ　　・図示　　　・　

　　材料　　・再生クラッシャラン

　　　　　　・クラッシャラン

　　　　　　・切込み砂利　

　　　　　　・川砂，海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量10％以下）

　　砂の粒度試験　　　　・行う　　・行わない

(21.2.1)(表21.2.2)

※B種　　・　

埋戻し土5

1 路床

舗
装
工
事

22
路床の材料

・フィルター層

・凍上抑制層

・盛土

・

・川砂，海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量6％以下）

・川砂，海砂又は良質な山砂（75μmふるい通過量10％以下）

・切込み砂利　

・再生クラッシャラン　　　・クラッシャラン

・建設汚泥から再生した処理土

・Ａ種　　　・Ｂ種　　　　・Ｃ種　　　　・Ｄ種 ・図示

・

・

・図示

・図示

種　別 材　料 厚　さ　(mm)

路床安定処理

　　・添加材料による安定処理

　　　　種類　　・普通ポルトランドセメント　　・高炉セメントＢ種

　　　　　　　　・フライアッシュセメントＢ種

　　　　　　　　・生石灰（　　　　　　　　）　・消石灰（　　　　　　　　）

　　　　添加量　　　　　　kg（目標CBR　・5以上　・　　　　　）

　　・ジオテキスタイル

　　　　単位面積質量　　　　・60g/㎡以上　　　　　　　　　・　

　　　　厚さ(mm)　　　　　　・0.5～1.0　　　　　　　　　　・　

　　　　引張強さ　　　　　　・98N/5cm（10kgf/5cm）以上　　・　

　　　　透水係数　　　　　　・1.5×10　cm/sec以上　　　　 ・　

試験

　　砂の粒度試験　　　　　　　　　　　　　・行う　　　　・行わない

　　路床土の支持力比（ＣＢＲ）試験　　　　・行う　　　　・行わない

　　現場ＣＢＲ試験　　　　　　　　　　　　・行う　　　　・行わない

　　路床締固め度の試験（現場密度）　　　　・行う　　　　・行わない

路盤2 (22.3.2,3,5)(表22.3.1)

路盤の厚さ　・図示　・　

路盤材料　　・砕石

　　　　　　・クラッシャラン鉄鋼スラグ

　　　　　　・　　　　　　　　・図示

試験

　　路盤締固め度の試験　　　　　　　　　　※行う　　　・行わない　

アスファルト舗装

アスファルト舗装の構成及び厚さ　※図示　・　

材料

3 (22.4.2～6)(表22.4.1～4)

　アスファルト　　　・再生アスファルト　　　　　・ストレートアスファルト

　骨材　　　　　　　・道路用砕石

　　　　　　　　　　・アスファルトコンクリート再生骨材

種　類地　域

　(22.4.4)(表22.4.4)加熱アスファルト混合物の種類

区　分

・一般地域

・寒冷地域

・密粒度アスファルト混合物（13）

・細粒度アスファルト混合物(13)

・密粒度アスファルト混合物(13Ｆ)

表層

　　　・行う　　　　　　　・行わない

シールコートの施工

試験

　アスファルト混合物等の抽出試験　　　　　・行う　　　　・行わない

舗装の平たん性　　※通行の支障となる水たまりを生じない程度　　・　

コンクリート舗装4 (22.5.2～4,6)(表22.5.1～3)

コンクリート舗装の厚さ

コンクリート舗装 歩行者用通路

車路及び駐車場

※70　　・図示　

・150　 ・図示　

厚　さ　(mm)部　位舗装の種類

-1

寒冷地の縁部立下り寸法等　　・図示

材料

目地

　種類，間隔，構造　※標準仕様書表22.5.3及び図22.5.1による　・図示　

試験

　コンクリート版厚さの試験　　　　　　　　・行う　　　　　・行わない

　舗装の平たん性　　※通行の支障となる水たまりを生じない程度　　・　

　　　　　　　　　　・　

　コンクリート　　　・標準仕様書表22.5.2による　　・　　

　早強セメント　　　・使用する　　　　　　　　　　　・使用しない

　注入目地材料　　　※低弾性タイプ　　　　　　　　　・高弾性タイプ

カラー舗装5 (22.6.2～4)(表22.6.1)

・加熱系

・常温系

・アスファルト混合物

・石油樹脂系混合物

・ニート工法

・塗布工法

・車道及び駐車場

・歩行者用通路

・無し

・アスフアルト舗装

・コンクリート舗装

・図示

・

3～5

1程度以下

厚さ(mm)基　層部　位種類・工法

材料

舗装厚さの許容差　　※標準仕様書（22.4.2(C)）による　　・　

　加熱系混合物に添加する材料　　・着色骨材（　　　　　）　・自然石（　　　　）

配合

　結合材に石油樹脂を使用する場合の顔料添加量　　・　

　ニート工法及び塗布工法の配合等　　　　　　　　・　

試験

　加熱系　標準仕様書(22.4.6(a)～(c))

　　　　　抽出試験　・行う　　　・行わない

　舗装の平たん性　　※通行の支障となる水たまりを生じない程度

　　　　　　　　　　・　

透水性

アスファルト舗装

6 (22.7.2,3,6)

材　料 厚　さ　(mm)

・図示　・　ストレートアスファルト

試験

　開粒度アスファルト混合物等の抽出試験　　・行う　　　　・行わない

　舗装の平たん性　　※著しい不陸がないもの　　　　　・　

・コンクリート平板舗装

※普通平板（N）　

・透水平板（P）　

種　類 寸法（mm） 厚さ（mm） 目地材 備　考

※300角 ※砂　　

・モルタル

・60

・・

表面加工

　・研ぎ出し

　・洗い出し

歩行者用通路に使用するコンクリート平板は　　（再生材料を用いた舗装用ブロック）とする。

透水平板は　　（透水性コンクリート）とする。

仕上がり面の平たん性　　※歩行に支障のないものとし，コンクリート平板間の段差3mm以内

　　　　　　　　　　　　・　

・インターロッキングブロック舗装

※普通ブロック（N）

・透水性ブロック（P）

・

車路

歩行者用通路 ※60　・　

※80　・　

※3.0　・　

※5.0　・　

種　類 部　位 厚さ（mm） 曲げ強度（Ｎ/mm2） 備　考

色彩，表面加工

　・標準品

　・

歩道部に使用するブロックは　　（再生材料を用いた舗装用ブロック）とする。

透水平板は　　（透水性コンクリート）とする。

仕上がり面の平たん性　　※歩行に支障のないものとし，ブロック間の段差3mm以内

　　　　　　　　　　　　・　

・舗石舗装

・小舗石（花崗岩）

・

・

・

・80

・

・うろこ張り

・

・コンクリート舗装

(※70　・　)

・アスファルト舗装

(※50　・　)

種　類 寸法（mm） 厚さ（mm） 施工方法 基層(mm)

仕上がり面の平たん性　　※歩行に支障のないものとし，舗石間の段差3mm以内

・ジオテキスタイル

　品質

　　　単位面積質量　　　　・60g/㎡以上　　　　　　　　　・　

　　　厚さ(mm)　　　　　　・0.5～1.0　　　　　　　　　　・　

　　　引張強さ　　　　　　・98N/5cm（10kgf/5cm）以上　　・　

　　　透水係数　　　　　　・1.5×10　cm/sec以上　　　　 ・　

砂利敷き8 (22.9.2)

種別　・Ａ種（施工範囲：　・図示　・通路　・　　　　）

　　　・Ｂ種（施工範囲：　・図示　・建物周囲他　・　　　　）

路面標示用塗料9

JIS K 5665（路面標示用塗料）による

・1種

・2種

・3種1号 溶融

加熱

常温

施　工種　類 適　用 色 幅（mm） 塗布厚さ（mm）

液状

粉体状

・白

・

・150

・100 ・

・1.0

　　　低揮発性有機溶剤型の路面標示用水性塗料

(22.8.2,3) (23.1.3)植栽地の確認等

植栽基盤の整備

1

2

植
栽
及
び
屋
上
緑
化
工
事

23

(23.2.2,4)

・樹木 ※Ａ種

・Ｂ種

・Ｃ種

・Ｄ種

※Ｂ種

・

※芝，地被類

・

※20

　（※50　 ・60）

樹高3ｍ未満

　（※60　 ・80）

樹高3ｍ以上～7ｍ未満

　（※80 　・100）

樹高7ｍ以上～12ｍ未満

（※100　・120　・150）

樹高12ｍ以上

有効土層の厚さ（cm）工　法植　栽 整備範囲 土壌改良材

・葉張り部分

・植栽部分

・図示

・

・植栽部分

・図示

・

・適用しない

・適用する

・適用しない

・適用する

植栽基盤の排水設備　・設ける（※図示　　・　　　　　）　

　　　　　　　　　　・設けない

植込み用土3

※現場発生土の良質土　　・客土

(23.2.3)4 土壌改良材

・バーク堆肥

　　 施工箇所　　　　※植栽範囲　　　　・図示

　　 使用量　　　　　 植栽基盤面積1㎡あたり　（　・50ｌ　　・　　　　）

・汚泥発酵肥料（下水汚泥コンポスト）

　施工箇所　　　　※植栽範囲　　　　・図示

　使用量　　　　　 植栽基盤面積1㎡あたり　（　・10ｌ　　・　　　　）

　材料

・

「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令」の別表第1の基準に適合する原料を

使用したもので，植害試験の調査の結果，害が認められないものとする

樹種，寸法，株立数等　　　※図示　・　

樹木 (23.3.2)5

6 (23.3.2,3)支柱

支柱材　　　　※丸太（間伐材）　　　・真竹　・　

防腐処理方法　※加圧式防腐処理丸太材　・　

形式　　　　　・図示　・　

幹巻き用材料

材料　　　　　※幹巻き用テープ　・わら及びこも

7 (23.3.2)

8 (23.4.2)

(23.2.3)

(22.2.2,3,5)

(21.2.1)

(21.2.1)

芝

種類

　※コウライシバ　　・ノシバ

芝張りの工法

　平地　　※目地張り　　　　・べた張り

　法面　　・目地張り　　　　※べた張り

吹付けは種 (23.4.2)9

種子の種類 発芽率 種子の量（g/㎡) 備　考

※洋芝類（採取後2年以内）

・

※発芽率80%以上

・

地被類 (23.4.2)10

樹　種 コンテナ径
コンテナ数

単位面積当たりの
芽立数

・

・

・

・

・ ・

新植，移植樹木，

芝等の枯保証

11 (23.3.4)(23.3.6)(23.4.7)

新植樹木（芝張り，吹付けは種及び地被類を含む）の枯補償の期間

移植樹木の枯損処置を行う期間

　※引渡しの日から１年　・無し

　※引渡しの日から１年　・無し

植栽基盤及び材料

屋上緑化 (23.5.2,3)12

　・屋上緑化システム

　　　土壌層の厚さ　　　・図示    ・　

　　　排水層　　　      ・軽量骨材（層の厚さ：　　　）　　・板状成形品

　　　植込み用土　　　　※改良土　　　・人口軽量土

　　　樹木の樹種並びに種類，寸法，株立数，寸法等　※図示　・　

　　　見切り材，舗装材，水抜き管，マルチング材等　※図示　・　

　・屋上緑化軽量ｼｽﾃﾑ

　　　芝及び地被類の樹種並びに種類等　※図示　・　

　　　見切り材，舗装材，水抜き管，マルチング材等　※図示　・　

工法

　建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重に対応した工法

(23.5.4)

　　　※適用する（建築基準法に基づき定まる風圧力の（・1　・1.15　・1.3）倍の）風圧力及び

　　　　　　　　　積雪荷重に対応した工法）

　　　・適用しない

　支柱　　　　・設置する（形式　・図示　　・　　　　）

　かん水装置　・設置する（種類　・　　　　・　　　　）

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ

Ｇ
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建築工事特記仕様書№９

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

　　　　　　・再生クラッシャラン　ＲＣ４０　Ｇ

西野公園便所（南）建替工事



建築面積：

延 面 積：

構　　造：

工事項目： 解体工事

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS

３
　
　
建
　
　
設
　
　
廃
　
　
棄
　
　
物
　
　
の
　
　
処
　
　
理

２
　
　
　
仮
　
　
　
　
　
設
　
　
　
　
　
工
　
　
　
　
　
事

処理及び回収
※　種類別に具体的な処理、回収計画を定め施工計画書に記載する。

・工事写真は三重県ＣＡＬＳ電子納品マニュアル、デジタル写真管理

　　○印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

2)　特記事項は、○印の付いたものを適用する。

1)　項目は、番号に○印の付いたものを適用する。

２　特記仕様

　　　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、三重県公共工事共通仕様書、

２　敷地面積

１　工事場所

Ⅰ．工事名

Ⅲ．解体工事仕様     

１　共通仕様

Ⅱ．工事概要

３　工事内容

　　　建築工事における建設副産物管理マニュアル・同解説（平成18年版）による。

　　し※印の付いたものは適用しない。

　　特記事項に記載される内容が複数ある事項については○印の付いたものを適用

１．適用基準

情報の登録等

２．工事実績

※産業廃棄物については、｢廃棄物の処理及び清掃の関する法律｣、｢建設

・請負者は受注時において工事請負代金額が500万円以上の工事について

（財）日本建設情報総合センター（以下「JACIC」)とい　う。）が運営

する工事実績情報サービス(CORINS)に、「CORINS入力システム」により

当該工事に係るデータ登録を行わなければならない。データ登録は、受

注時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し、監督員の確認を受

けたうえ、契約後10日以内にJACICに対し登録申請を行い、JACICから

「工事カルテ受領書」が請負者に届いた際には、その写しを直ちに監督

員に提出しなければならない。

　なお、工事請負代金額が2500万円以上の工事の場合は、受注時に加え

て、変更及及び完成時においても同様に「工事カルテ」を作成し、監督

員の確認を受けたうえ、登録内容の変更時にあっては、変更があった日

から10日以内に、完成時にあっては、工事完成後10日以内にJACICに登録

・再生資材の利用を図るもの

・現場において再利用を図るもの(                　　　　)

・引渡しを要するもの（              　　 　　　　　　　　）

   ・建設発生木材

 　・セメントコンクリート塊

 　・アスファルトコンクリート塊

申請しなければならない。ただし､変更時と完成時の間が10日に満たない

場合は、変更時の提出を省略できる。

工事に係る資材の再資源化等に関する法律｣及び「三重県副産物処理基準

」に基づき適正に処理すること。

・請負者は、下請負に付する場合は、別に定める三重県建設工事執行規

則施工に関し必要な書類に様式を定める要綱に従い、部分下請通知書を

監督員に提出しなければならない。

・請負者は、工事を施工するために締結した下請契約の請負代金額(当該

下請契約が二以上ある時は、それらの請負代金額の総額)が3,000万円以

上になるとき施工体制台帳を作成し、工事現場に備えると共に、別に定

める様式により監督員に提出しなければならない。

・請負者は、各下請者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し

工事現場の見やすい場所に掲げなければならない。また、請負者は、施

工体系図を別に定める様式により提出しなければならない。

・引渡を要するもの、再生資源の利用を図るものについては調書作成し

　監督員へ提出すること。

・引渡を要しないものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律、再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適切処理し、監督員

に報告する。（マニフェストＡ、Ｂ２、Ｄ票を提示し、Ｅ票は、写しを

提出すること。）

での間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して当該工事

※日曜日、祝日は休日とし、作業時間は原則として午前８時30分から午

後５時までとする。

　　処理等

３．発生材の

４．建設副産物

　　ステム利用

　　情報交換シ

５．三重県産業

６．疑義

７．工事時期

８．危険災害の

　　防止

９．工事進入路

10．工事写真

11．完成写真

12．電子納品

13．事故報告 ※工事施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報すると

14．提出書類

15．産業廃棄物

図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「建

Ⅱ　　建　築　工　事　仕　様

１．共通仕様

（以下「改修標準仕様書」という。）による。

２．特記仕様
１）項目は、番号に○印のついたものを適用する。
２）特記事項は、・印のついたものを適用する。・印のつかない場合は※印のついたものを

特　　　　記　　　　事　　　　項項　　　　目章

なお、施工条件明示書は特記仕様書に含める。

適用する。・印と※印のついた場合は、共に適用する。

「標準仕様書」及び「改修標準仕様書」の当該項目、当該図又は当該表を示す。
３）特記事項に記載の［　］、（　）及び＜　＞内の表示番号は、それぞれ「解体共通仕様書」、

１
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
般
　
　
　
　
　
共
　
　
　
　
　
通
　
　
　
　
　
事
　
　
　
　
　
項

１．再資源化等
中間処理施設又は

種類

・蛍光ランプ
HIDランプ

・硬質塩化ビニル
管・継手

建設廃棄物の

種類
・する
・しない
・する
・しない
・する
・しない

再資源化の
有無

再資源化施設の名称等

再資源化施設の
名称等

所在地
（ｋｍ）

所在地
（ｋｍ）

種　　　類 利用する場所(箇所)等

[4.4.1(c)]

[4.4.1(f)]現場利用する再資源化された建設廃棄物

３．最終処分

ものではない。なお、上記によらない場合は、監督職員と協議すること。
また、処理、処分に先立ち処分場等の受入の可否を確認すること

・（安定型)

１～３の処理、処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定する

４．処分に注意を

[4.4.4]

・（管理型)　(遮断型）

要する
建設廃棄物

備考

備考所在地(Km)

所在地(Km)受入施設名称等

受入施設名称等

種　　類

種　　類

備考所在地(Km)種　　類 処理施設名称等
・CCA処理木材

含有石膏ボード
・ヒ素又はカドミウム

＜対象となる石膏ボード＞
小名浜吉野石膏（株）　いわき工場　昭和48年10月～平成9年4月の間に

製造されたもの

製造されたもの
日東石膏ボード（株）　八戸工場　　平成4年10月～平成9年4月の間に

２．産業廃棄物
広域認定制度
の活用

種　　　類 所在地等（ｋｍ）
[4.4.2]

建設廃棄物の

　

・コンクリート

・コンクリート及び
鉄から成る建設資材

・アスファルト、
コンクリート

・金属類

・小型二次電池

・木材

１．仮囲い
・  万能鋼板  （H=          ）
・  単管シート（H=          ）
・  防音パネル（H=          ）
・  パネルゲート  （W=          H=          ）×      箇所
・  シートゲート  （W=          H=          ）×      箇所

・  防音シート（H=          ）

２．騒音、防塵等
の対策

[2.2.1]
・　防音シート

３．交通誘導員

４．監督職員
事務所 ・  既存建物内の一部を使用する。

・  備え付ける備品  （                             ）

・  波形鉄板  （H=          ）

 　　　　　　　　・ 利用できない
 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償）

 構内既存の施設　※ 利用できる（ ※ 有償　・ 無償）
 　　　　　　　　・ 利用できない

※　指定しない　　・　指定する（図示）

内部足場 <2.2.1>・・　脚立、足場板等

５．工事用水

６．工事用電力

７．工事用通路

８．足場その他

築物解体工事共通仕様書(平成24年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。
ただし，「解体共通仕様書」に記載されていない事項は，「公共建築工事標準仕様書（平成28
年版）」(以下「標準仕様書」という。）及び「公共建築改修工事標準仕様書(平成28年版）」

※請負者は受注時において延べ面積が80㎡以上かつ500万円以上の解体

工事については、工事着手前に「再生資源利用計画書」及び「再生資源

利用促進計画書」を監督員に提出する。また､工事完了後にはJACIC（

（財）日本建設情報総合センター）が運用する「建設副産物情報交換シ

ステム」へ実績報告を行うこと。

※本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課

税対象となった場合には完成年度の翌年度の４月１日から８月３１日ま

の発注者に対して支払請求を行うことができる。　なお、この期間を超

えて請求することはできない。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェ

ストの数量の集計）を超えて請求することはできない。

※設計図書に明記のない場合、または、疑いを生じた場合は、監督員と

協議しその指示を受けてから施工すること

※工事期間中、現場内入場者、近隣居住者および周辺建物に危害を与え

　ぬよう注意すること。万一、紛争が生じた場合は、請負者が誠意をも

　って解決すること。

※重機搬出入時、発生材搬出時、仮設材搬出入時には交通整理のための

　誘導員を配置すること。

※重機搬出入、産業廃棄物搬出経路については、事前に施工計画書を提

　出し監督員の承認を得ること。また、工事現場から搬出入する土砂に

　より工事用進入路を汚した場合は速やかに清掃を行うこと。

※着工前：解体建物・敷地周辺・付近道路・工作物の撮影を行うこと。

※工事中：随時撮影を行うほか、監督員の指示による。

※上記すべてｶﾗｰｻｰﾋﾞｽ版で一部提出すること。

※台紙貼り１部（ｶﾗｰｻｰﾋﾞｽ版）

※全景写真のほか、監督員の指示による。

　情報基準（案）に基づき納品すること。

（提出部数　※３部　・　　部）

・工事完成図書については、工事完成図書電子納品要領（営繕版）に

　基づき電子納品すること。

（提出部数　※３部　・　　部）

　ともに事故発生報告書（三重県公共工事共通仕様書第13号様式）を

　監督員に速やかに提出すること。また、事故発生後の措置について

　監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況、聴取、調査、

　検証等に協力すること。

※施工計画書、仮設計画書、工事写真、工事日報、マニフェスト(Ｅ票)

　の写し､その他監督員の指示するものとする。

※施工計画書には、工事現場から産業廃棄物処理場までの運搬経路、産

　業廃棄物処理契約書の写し、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物

　処理業者許可書の写し、その他監督員の指示するものを添付すること。

　　技術者

16．電気保安

・  設ける  （位置、延長等は図示）

・  設けない

※　設ける（適用範囲、高さ等は図示)
・　防音パネル

・　設けない

・  設ける

※  設けない

※ 鉄筋コンクリートを現地で破砕し，再生材クラッシャラン（0～40）とし
 　て利用する場合は，標準仕様書(表22.3.1)の再生材クラッシャランによる
　 こととし，すりへり減量を50％以下にすること。

[4.5.1]

・適用する　　　　　・適用しない

　　廃棄物税

外部足場
・　Ｂ種　施工個所面にくさび緊結式足場を設ける。
※　Ａ種　施工個所面に枠組足場を設ける。

・　Ｃ種　仮設ゴンドラを使用する。
・　Ｄ種　移動式足場を使用する。

防護シート
・　設けない

（・　防音シート　　・　その他)・　設ける

・　図示による

９．その他

材料の運搬 ・　Ａ種 ・　Ｂ種 ・　Ｃ種
・　Ｅ種※　Ｄ種

・  酸素・アセチレン・軽油等の危険物は所定の位置に施錠できる小屋等に
保管すること。

・  作業通路は，指定通路表示を行い，足場等の堅固なもので頭上の保護を
行うこと。

・  建物周辺は，粉塵防止や火災発生に備えて散水を行うこと。
・  工事に関係部分の出入の表示を行うこと。

　 足場を設ける場合は、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労
 働省平成21年4月策定）」によるものとし、設置については「手すり先行工
 法による足場の組立て等に関する基準」及び「働きやすい安心感のある足場
 に関する基準」によること。

<表2.2.1>

　工程表・施工計画書・仮設計画書等は，工事契約後速やかに監督職員に

３．
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１．解体工法

２．施工計画書等 [1.2.1，2]

※  解体工法は，低振動・低騒音型の機械器具等の選定を心がけ，防音

３．杭 杭の解体

杭の解体工法

４．樹木等

５．地下埋設物の
埋設配管

地下埋設物及び埋設配管の解体

６．解体後の整地 解体後の埋戻し及び盛り土

※　Ｂ　種 ・　Ｃ　種
(3.2.3)(表3.2.1)

・　Ｄ　種

・　図示（　　　／　　　図による）
・　現状ＧＬ

・
・　図示による

m3

[3.9.2]

　　シートや散水等により騒音・振動の減少、粉塵の防止に努めること。
※  解体方法及び手順は，「分別解体等に係る施工方法に関する基準
　（建設リサイクル法規則第２条）」による。

提出し，承諾を得ること。

・　引き抜き工法（・　振動　　　・　ケーシング　　　・　　　　　)
・　粉砕による解体

・　行う　（※杭頭から　　　ｍまで　　　・全長　）

樹木の伐採伐根及び移植

・　行う　（　　　／　　　図による）
[3.11.1]

[3.12.1]
・　行う
　　埋戻し及び盛土の材料
　　・　Ａ　種
　　・　構造物撤去等により自現場で発生するコンクリート塊を現場内
　　　　で破砕したもの（粒径４０㎜以下）を使用する。
　　　　埋戻し範囲
　　Ｃ種の場合
　　　建設発生土受入れ量
　　　発生場所
　　　受入条件

整地の高さ

５
　
　
特
別
管
理
産
業
廃
棄
物
の
処
分
等

１．施工調査

２．特別管理産業
廃棄物等の

計画
所在地等（ｋｍ）処分場の名称特別管理産業

廃棄物の種類

仕様等（型式、厚さ、数量）材　料　名 調査の範囲

・　工事対象範囲
※　図示

[5.1.2]

[5.1.3][1.2.2(a)][5.4.1]

３．PCBを含む
機器類等

PCB（ポリ塩化ビフェニール）含有機器
・　無
・　有（数量：　　） [5.4.3]

PCB含有シーリング材
・　無

[5.4.4]・　有（施工範囲は図示）

PCBを含有する機器等については、飛散、流出がないように適切な容器に
納め、適切な場所に保管し、工事完了後、監督職員に引き渡す。

４．廃油 [5.4.5]

５．廃酸
廃アルカリ

・熱源の残油の処理（オイルタンク及び配管内含む）
・タンク内部の清掃　行う

・臭化リチウム改修、破壊処理
　対象機器（　　　　　　　　）

[5.4.6]

６．ダイオキシン
類

回収・処理方法 ※図示による [5.4.7]

・特別管理産業廃棄物  ※有(     　　　　　　     )　・無

     処理方法(  　　　　　　　　　　　　　　　　 )

[3.10.1]

[1.3.3]

[4.4.1(a)(b)]

・ガラス

解体工事特記仕様書№１

A-10

三重県亀山市野村２丁目　地内

65,846.84 ｍ2

・  構内に新設する  （規模       20 ㎡程度）

・　行う　（　　　／　外構図による）

プレハブ造　平屋建

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事

　約6.4 m2

　約6.4 m2

西野公園便所（南）建替工事

・　配置する　　 ・　配置しない

　　　建築物解体工事共通仕様書（平成31年版）、



前 野 建 築 設 計
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一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号
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特
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事
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設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS
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の
　
除
　
去

１．一般事項

<9.1.1(d)>

※　行う　（調査結果は図面等に記録し、監督職員に提出すること。
調査の結果、設計図書と異なる場合は監督職員と協議する。)

調査箇所　　　※　図示 ・　（　　　　　）

調査事項
※　アスベスト含有建材等の使用部位
※　アスベスト含有建材等の種類、厚さ
※　施工範囲と工事範囲区分
※　廃棄物などの搬出方法
・

・　行わない。

　石綿等の取扱については、石綿障害予防規則(平成17年2月24日厚生労働省令
第21号)(以下、「石綿則」という。)を遵守すること。

施工調査

<9.1.1(d)>

・　行う（分析結果は監督職員に提出する。）
分析方法

・　行わない
アスベスト含有分析

４．アスベスト
含有保温材等
の除去 ・　行わない

アスベスト含有保温材の除去工事

養生等
※　養生シート等を用いて区画し、場外への飛散防止を行う。

掻き落とし、破砕、切断による除去方法
※　行わない

によること。

除去工法
※　粉じん飛散抑制剤などにより湿潤化したあとに、手ばらしによること。
※　除去物については改修標仕<9.1.3(b)>により、密封処理とする。

・　行う…この場合は改修標仕<9.1.3>「アスベスト含有吹き付け材の除去」

・　行う　（適用範囲　・図示　　　・　　　　　　　　　）

除去作業者の教育

特別管理産業廃棄物管理責任者の選出
排出業者は、特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を有するものを

選任し管理しなければならない。

<9.1.2(d)>

ただし、アスベスト含有成形板の処理工事を除く。

更衣室など見やすい箇所に次の表示及び掲示を行う。
※　アスベスト作業主任者名と職務内容

※　喫煙・飲食の禁止
※　「アスベスト除去作業中」の表示
※　アスベストの有害性
※　取り扱い上の注意事項
※　使用すべき保護具

周辺住民の見やすい箇所に以下の表示を行う。
※　「建築物等の解体等の作業に関するお知らせ（労働基準監督署への

届出内容、粉じん飛散抑制装置、曝露防止措置等）」

※　関係者以外立入禁止

<9.1.2(f)>
表示及び掲示

<9.1.2(g)>
作業内容に応じた、呼吸用保護具、保護めがねを使用すること。

保護具、保護衣

除去したアスベスト含有物の保管、運搬等
※　他の内装材、廃棄物等と分別保管
※　保管場所での飛散防止を施す。また、アスベスト成形版を運搬する

場合は、運搬車両の荷台全体をシート等で覆い、飛散防止に努める。
※　アスベスト等の保管場所である旨の表示を行う。

<9.1.2(c)>

２．除去工事
共通事項

専門工事業者
アスベスト含有建材の除去を直接行う専門業者については、工事に

相応した技術を有することを証明する書類を監督員に提出する。

<9.1.2(a)>

作業主任者の選出

技能講習を終了したものの中から、「石綿作業主任者」を選任しなければ
石綿作業主任技能講習又は平成18年3月以前の特定化学物質等作業主任者

ならない。

<9.1.2(b)>

３．アスベスト
含有吹付け材
の除去

アスベスト含有吹き付け材の除去工事

・　行わない

<9.1.3(b)>

作業場等の隔離等
※　作業場は以下によるものとし負圧除じん機にて負圧状態により

飛散防止をすること。

隔離シートの性能
※　床面
※　壁面 ※　0.08mm以上のプラスチックシート等

※　0.15mm以上のプラスチックシート等で二重

ただし、（財）日本建築センターの「建設技術審査証明事業」による
「吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術（除去）」の審査証明書

防止処理技術を有する工法とすることができる。その際には監督員の
（以下、「審査証明書」という。）を取得している工法と同等の飛散

承諾を得ること。

<9.1.3(a)>

セキュリティーゾーンの設置

※ 洗浄室 負圧

※　下表による
適用
※

室名
更衣室

状態
※　更衣ロッカー
※　呼吸用保護具保管箱

※　新品の保護具
※　洗顔、うがい設備

・

※ 前室 負圧
・
※　エアシャワー（温水シャワー）

・　高性能真空掃除機
・　使用済み保護衣保管かご

<9.1.3(a)>

ただし、（財）日本建築センターの「建設技術審査証明事業」による
「吹き付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術（除去）」の審査証明書

防止処理技術を有する工法とすることができる。その際には監督員の
（以下、「審査証明書」という。）を取得している工法と同等の飛散

承諾を得ること。

除去物及び汚染等
処理方法

※　密封処理（二重袋梱包）
隔離養生に用いたシート、使用した使い捨て保護衣、高性能真空

掃除機フィルタ、除じん機フィルタについても密封処理を行う。
・　セメント固化

<9.1.3(b)>

作業者は、就業時に石綿則第27条に基づく教育を受けた者とする。
また、一般健康診断、石綿健康診断及びじん肺健康診断を受診した者と

し、肺機能に異常のない者とする。

・　行う　（適用範囲　・図示　　　・　　　　　　　　　）

施工記録報告書の提出
１．施工計画書
２．工事記録及び工事写真
３．産業廃棄物処理記録（廃石綿）
４．施工調査等記録（条規施行調査、含有分析、粉じん濃度測定等）
５．作業者の作業記録、各種健康診断記録、安全衛生教育記録
６．その他必要事項
提出部数 ３部作成

・（試料数：　　　）

（例）アスベスト粉じん濃度測定方法
測点３ 測点１，２，４，６，７，８ 測点５

数計機器 位相差・分散顕微鏡
メンブレン ２５mm ４７mm
フィルタの直径
試料の吸引流量 １Ｌ／min ５Ｌ／min １０Ｌ／min
試料の吸引時間 ５min １２０min ２４０min
試料の透明化 アセトン固定－有機物灰化－屈折率浸液法
計数条件 総合倍率４００倍、アスベスト繊維総数、通常５０視野
計数アスベスト 幅３μｍ未満、長さ５μｍ以上、アスペクト比（長さ／幅）

３以上
定量限界 ５０本／Ｌ ０．４７本／Ｌ ０．３本／Ｌ

記録する項目
ア．測定結果
イ．測定時間
ウ．測定位置（測定高さとともに図面上に記載する。）
エ．サンプリング条件

（メンブレンフィルタ直径、吸引時間、吸引空気量）
オ．マウンティング法
カ．顕微鏡視野面積、計数視野数
キ．測定時（各測定場所ごと）の

天候、温度、湿度、外気の風速及び風量

測定機関 <9.1.1(e)>
都道府県労働局に登録されている作業環境測定機関

材　料　名 定性分析 定量分析
・（試料数：　　　） ・（試料数：　　　）
・（試料数：　　　） ・（試料数：　　　）
・（試料数：　　　） ・（試料数：　　　）

・（試料数：　　　）

アスベスト粉じん濃度測定 <9.1.1(e)>

適
用

測定 測定時期 測定場所 測定点 室　　名　　等
名称 （各施工箇所ごと）

・ 測定１ 処理作業前 処理作業室内 ※２点　　・　点
（注１） ※２点　　・　点

※２点　　・　点
※２点　　・　点

・ 測定２ 施工区画周辺 ※２点　　・　点
又は敷地境界 ※２点　　・　点

・ 測定３ 処理作業中 処理作業室内 ※２点　　・　点
（注１） ※２点　　・　点

※２点　　・　点
※２点　　・　点

・ 測定４ セキュリティ ※１点　　・　点
ゾーン入口 ※１点　　・　点
（空気の流れを ※１点　　・　点
　確認） ※１点　　・　点

・ 測定５ 負圧・粉じん装 ※１点　　・　点
置の排出吹出口 ※１点　　・　点
（除じん装置の ※１点　　・　点
　性能確認） ※１点　　・　点

・ 測定６ 施工区画周辺 ※２点　　・　点
又は敷地境界 ※２点　　・　点

・ 測定７ 処理作業後 処理作業室内 ※２点　　・　点
シート ※２点　　・　点
撤去前 ※２点　　・　点

※２点　　・　点
・ 測定８ 施工区画周辺 ※２点　　・　点

又は敷地境界 ※２点　　・　点
・ 測定９ 処理作業後 処理作業室内 ※２点　　・　点

シート ※２点　　・　点
撤去後 ※２点　　・　点

※２点　　・　点
測　定　点　総　計 点

注１:周囲状況により上記によりがたい場合は、監督職員と協議する。

※　行う（測定する時期・場所等は下表による）
「JIS K 3850-1　空気中の繊維状粒子測定方法－第1部－
：光学顕微鏡法及び走査電子顕微鏡法」による位相差、分散顕微鏡法
による。

・　行わない

　※　JIS A 1481-2「建材製品中のアスベスト含有測定法
　　　－第2部:試料採取及びアスベスト含有の有無を
　　　判定するための定性分析方法」
　・　JIS A 1481-3「建材製品中のアスベスト含有測定法
　　　－第3部:アスベスト含有率のＸ線回折定量分析方法」

<9.1.4(a)>

<9.1.4(b)>

<9.1.4(c)>

５．アスベスト
含有成形板の
処理

アスベスト含有成形板の除去工事

・　行わない

除去工法

養生

※　作業場は、散水等により湿潤化し、手ばらしによること。
※　やむを得ず破壊しなければならない場合には、十分に湿潤化した

状態で行うこと。
※　除去物については、粉じんの飛散防止に努め、特に破砕されたアスベ

ベスト含有成形板については、湿潤化の上、丈夫なプラスチック袋に
入れる等の飛散防止措置を講ずること。

・　行う　（適用範囲　・図示　　　・　　　　　　　　　）

※　作業場は、養生シート等を用いて区画する。

７
　
　
特
　
殊
　
な
　
建
　
築
　
副
　
産
　
物
　
の
　
処
　
理

１．特定物質

・　行わない

分析調査
・　行う　（対象は図示による）

・フロン回収、破壊処理
対象機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

[7.3.1]

[7.3.2]

対象機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
[7.3.2]・ハロン回収

<9.1.3(c)><9.1.4(d)><9.1.5(C)>

<9.1.5(a)>

<9.1.5(b)>

解体工事特記仕様書№２

A-11
前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事
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◆前面道路幅員＝

◆前面道路レベル差＝平均地盤面

◆道路斜線：Ａ点＝道路ＣＬレベル

道路斜線チェック（セットバック緩和なし）

車いす駐車場区画位置案内看板（別工事）

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称 A-12

1/1000全体配置図、付近見取図

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

野球場

亀山スポーツ研修センター

内郡橋

古部野橋

プール

プール

Ｗ

西野体育館

テ
ニ
ス
コー

ト

国道１号

県道白木西町線

西野公園

付 近 見 取 図

西野公園便所（南）建替工事

凡　　例

既設建物を示す

計画建物を示す

敷地内通路１．５ｍを示す

地盤レベルを示す（ＫＢＭ±０より）

ＫＢＭ ＫＢＭ位置を示す

-1980

※造成行為に該当する全体的な土地の切盛は無し。

敷地外の側溝へ放流。

敷地内の通路排水は敷地内側溝から

※延焼の恐れのある部分内に計画建物はありません。

車路を示す

※全ての建物は敷地が接する全ての道路斜線において十分余裕がある。

U-450

道路境界線

北

全 体 配 置 図 1/1000
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最高の軒高さ：３. ４００ｍ

勾配１／２０以下

ポール間空き距離：１，２８０

-905

車いす駐車場看板（別工事）

接道長さ２１４．５３ｍ
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前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

配置図

A-13

1/100

地盤レベルを示す（ＫＢＭ±０より）

凡　　例

既設のままを示す

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

計画建物を示す

1/100

北

西野公園便所（南）建替工事

便所（南）配置図

-905

Ｍ

既設下水接続桝

既設下水接続桝

-905

注）１．スロープは、踊り場及び敷地内の通路との色の明度、

-905

-905

　　　　色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすい構造とすること。

　　２．敷地内通路にかかる段差は２ｃｍ以内すりつけとすること。

注）２．敷地内通路にかかる段差は２ｃｍ以内すりつけとすること。

　　３．側溝の蓋部分には手掛等の隙間が生じないようにすること。（別工事）

　　３．側溝の蓋部分には手掛等の隙間が生じないようにすること。（別工事）



項 建物求積図、建物求積表、平均地盤算定根拠一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝
NS.1/200縮 尺図 面 名 称平成31年 3月 8日

外部仕上表、内部仕上表事
前 野 建 築 設 計会社

株式記 前田　祐作
A-14図面番号西野公園便所（南）建替工事工 事 名 称設 計 年 月 日

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号 一級建築士　第360917号特

Ａ

ろい１

Ａ１

ろ
ろい

い

Ａ

１
１

Ａ

（便所（南）：駐車場側）

平均地盤面算定図 1/200（便所（南）：駐車場側）

建物求積図 1/200

＝　KBM-0.905   平均地盤高さ

　　　　  　  　 ＝　-24.7065　/　27.30　＝ -0.905

平均地盤面の計算 ＝　数値の計　/　総長さ

-0.905×27.30 = +24.7065

㎡=＋＋延 床 面 積
平均地盤面算定表

㎡=＋建 築 面 積

-0.905-0.905
面 積 表

=×1.82
平 均 地 盤 面 算 定 根 拠 図 1/200

=×1.82

=×1.82

29.811=8.19×3.64

求 積 表

-0.905-0.905

ＫＢＭ±０

　明確に判る資料を提出して、監督員とその使用について協議し、承諾を得なければならない。

※「亀山市産材」以外の木材を調達しなければならない場合は、その木材の調達理由が

・アスベスト使用なしＯＳ・木材は亀山市産材を使用すること。 オイルステイン塗Ｋ５６５８

＜不燃＞：ＮＭ－８５８５塗料一般・クロルピリホス使用なしＣＬ・木材は三重の木認証工場で加工したもの以上とする。・参考メーカー品番及び認定番号は同等品以上とする。 クリアラッカー塗Ｋ５５３１

Ｍ－３０７
＜不燃＞：ＮＭ－２１８３抗菌メラミン化粧不燃板ァ３張石膏ボードＰＢ・内部塗料は、Ｆ☆☆☆☆品　家具等Ｆ☆☆☆☆品木材保護塗料ＷＰ・使用建築材料：特記なき限りＪＩＳ・ＪＡＳ認定品を使用すること。・設備機器取付範囲下地材は建築工事とする。

ＪＡＳＳ—１８

　（天井、壁、建具仕上材、接着剤、下地共）　（タテ、ヨコ重ね部分Ｌ＝２００以上とする）
＜不燃＞：ＮＭ—８６１９ＰＢ（石膏ボード）ァ１２．５名称記号名称ＪＩＳ番号記号・木材は設計ＧＬ＋１０００の範囲まで防腐防蟻処理（現場塗布）を行うこと。

・土間コンクリート下は、ポリエチレンフィルムァ０．１５敷 ・使用建材：Ｆ☆☆☆☆

【防火認定番号】【記号略号】【シックハウス対応策】＜特記事項＞ 【仕上記号略号】

サイン耐水ＰＢァ１２．５木組下地
Ｗ２

ピクト抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張耐水合板ァ１２（流シのべ工法）防滑仕様
木組表シ　ＯＳ塗シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗木組下地Ｗ３３５０床材同仕上ＢＢ１土間コンクリート金コテ押エＦ１多機能便所

防湿気密シート張（重ね部分気密テープ張）エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ）
木組下地Ｗ１

窯業系サイディングァ１４　ヨコ張

サイン耐水ＰＢァ１２．５木組下地
２，５１０塩ビ化粧ケイカル板ァ６張木組下地Ｃ２Ｗ２

ピクト抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張耐水合板ァ１２（流シのべ工法）防滑仕様
シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗木組下地Ｗ３３５０床材同仕上ＢＢ１土間コンクリート金コテ押エＦ１女子便所

防湿気密シート張（重ね部分気密テープ張）エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ）
木組表シ　ＯＳ塗木組下地Ｗ１

窯業系サイディングァ１４　ヨコ張

サイン耐水ＰＢァ１２．５木組下地
２，５１０塩ビ化粧ケイカル板ァ６張木組下地Ｃ２Ｗ２

ピクト抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張設備用合板ァ１２（流シのべ工法）防滑仕様
シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗木組下地Ｗ３３５０床材同仕上ＢＢ１土間コンクリート金コテ押エＦ１男子便所

防湿気密シート張（重ね部分気密テープ張）エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ）
木組表シ　ＯＳ塗Ｃ１木組下地Ｗ１

窯業系サイディングァ１４　ヨコ張

仕 上下 地仕 上下 地仕 上下 地Ｈ仕 上仕 上下 地 廻縁記号記号記号記号記号
備 考室名札ＣＨ室 名

天 井壁 （ 梁 上 部 ）壁 （ 梁 下 部 ）巾 木床

内 部 仕 上 表 （ 便 所 （ 南 ） ： 駐 車 場 側 ）

工 事 種 別 防湿気密シート張（重ね部分気密テープ張）新築

窯業系サイディングァ１４　ヨコ張
外 壁主 要 用 途 ＜内壁＞屋外便所

透湿防水シート張（重ね部分防水テープ張）
ベ ン チ敷 地 面 積 木製　ＷＰ塗窯業系サイディングァ１４　ヨコ張（コーナー役物共）㎡６５，８４６．８４

シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗
犬 走 り道 路 幅 員 コンクリート刷毛引　目地＠３０００内外１５．８０ｍ

野地板：硬質木毛セメント板ァ１８

アスファルトルーフィング９４０
ア プ ロ ー チ庇そ の 他 コンクリート刷毛引法２２条地域、都市計画公園

（ポリエチレンフォームァ２．０裏張）

目地＠３０００内外カラーガルバリウム鋼板ァ０．４
根 廻 り防 火 指 定 指定なし

コンクリート打放補修　撥水材塗布段付ハゼ式横葺屋根　有効幅：１８２

シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗
開 口 部用 途 地 域 アルミサッシ第二種住居地域

野地板：硬質木毛セメント板ァ１８

アスファルトルーフィング９４０
軒 　 天屋 根工 事 場 所 ＮＭ－８６９７カラーガルバリウム鋼板屋　根三重県亀山市野村二丁目　地内

（ポリエチレンフォームァ４．０裏張）

タテ樋：硬質塩化ビニル管φ７５（カラー）カラーガルバリウム鋼板ァ０．４
樋工 事 名 称 認定使用材料部 位西野公園便所（南）建替工事

軒　樋：塩ビ角型（前高型）Ｗ１２０（カラー）段付横葺屋根　有効幅：２２８

主 要 構 造 部 関 係 ・ ・ ・ そ の 他外 部 仕 上 表設 計 概 要

-
0.
9
0
5

-
0.
9
0
5

-
0.
9
0
5

-
0.
9
0
5

-
0.
9
0
5

27,300

3,640 8,190 3,640

9
0
5

3
,
6
4
0

8,190

1
,
8
2
0

1,820 1,8204,550

-
0.
9
0
5

-
0.
9
0
5

1,820 1,820

-
0.
9
0
5

-
0.
9
0
5

1,820 1,8204,550

1,000
1,110

4,550
1,000

1,440

1.00

1.00

1.820

1.820

33.45

3
,
6
4
0

5
0
0

5
0
0

1
2
0

1
2
0

8,190500 500

1
,
8
2
0

1
2
05
0
0

Ａ

4.55 8.281

38.09

木組表シ　ＷＰ塗

Ｃ１

Ｃ１



【便所南】平面図、立面図、断面図

落シ口 軒樋：塩ビ角型（前高型）Ｗ１２０（カラー） 落シ口

ケラバ水切：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工

強化ガラスァ５＋飛散防止フィルム張（カラー、防虫）

棟包：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工

軒樋：塩ビ角型（前高型）Ｗ１２０（カラー）

屋根：段付横葺屋根　有効幅：２２８
　　　カラーガルバリウム鋼板ァ０．４

ＯＰＥＮ
落シ口

軒樋：塩ビ角型（前高型）Ｗ１２０（カラー）

庇：段付ハゼ式横葺屋根　有効幅：１８２
　　カラーガルバリウム鋼板ァ０．４

強化ガラスァ５＋飛散防止フィルム張（カラー、防虫）

ＯＰＥＮＯＰＥＮ

１／２０ １／２０

凡 例

窯業系サイディングァ１４　ヨコ張
屋　根：段付横葺屋根　有効幅：２２８ 外　壁： タテ樋：硬質塩化ビニル管φ７５（カラー）

（コーナー役物共）
Ｙ３

　庇　：段付ハゼ式横葺屋根　有効幅：１８２ 軒　樋：塩ビ角型（前高型）Ｗ１２０（カラー） 根廻り：コンクリート打放補修

Ｙ２

１０

６
Ｙ１

Ｙ０

Ｘ１ Ｘ１Ｂ Ｘ３ Ｘ４
Ｘ１Ａ Ｘ３Ａ

Ｘ４ Ｘ３ Ｘ２ Ｘ１ Ｙ３ Ｙ２ Ｙ１ Ｙ０

※見掛り木部はＷＰ塗とする。 ※見掛り木部はＷＰ塗とする。

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４

１０

６

多機能便所 １０
１．５

Ｙ３

Ｙ２

女子便所男子便所

Ｙ１

+100

Ｙ０
Ｘ１ Ｘ１Ｂ Ｘ３ Ｘ４ Ｙ０ Ｙ１ Ｙ２ Ｙ３

+10 Ｘ１Ａ Ｘ３Ａ

+30～+10 +30～+10

※見掛り木部はＷＰ塗とする。 ※見掛り木部はＷＰ塗とする。

Ｘ１ Ｘ１Ｂ Ｘ３ Ｘ４ １０
Ｘ１Ａ Ｘ３Ａ

６

１０
１．５

男子便所 多機能便所 女子便所 多機能便所

凡 例

タテ樋を示す

消火器（ＡＢＣ粉末１０型）（床置）

設計ＧＬからのレベルを示す±0

無窓階とする
Ｙ３ Ｙ２ Ｙ１ Ｙ０Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４

1/100屋根伏図

1/100 1/100
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1/100平面図

1/100断面図

最高の高さ 最高の高さ

庇梁天端
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最高の高さ 最高の高さ

庇梁天端
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最高の高さ 最高の高さ

母屋天端 母屋天端

梁天端 梁天端

ＦＬ ＦＬ

便所南(駐車場側)
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特 一級建築士　第360917号一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 西野公園便所（南）建替工事 図面番号 A-15

前田　祐作記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
平成31年 3月 8日 図 面 名 称 縮 尺 1/100

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

500 500

500

2
,
02
0

1
,6
2
0

2
,
7
30

9
1
0

8,190

910 1,8209101,820

2,7302,960 2,500

1,820 1,140

1,500

5
0
0

1
,
8
2
0

3
,
6
4
0

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

8,190

910 1,8209101,820

5
0
0

5
0
0

500 500

3,640 1,8208,190

1,820910910

8,190

1,820

8,190

1,8201,820

3,640 1,820

1,820 1,820

3,6401,820

9102,7302,960 2,500 2,730

2,730 2,500 2,960

1
,
8
2
0

3
,
6
4
0

1
,
8
2
0

1
,
82
0

2,730

2,730

2,730

1
,
1
2
4

1
,
2
9
0

1
6
6

1
,
2
9
0

1
,
1
2
4

1
6
6

500 500 2
,
4
0
0

1
0
0

1
0
0

10
0

3
,
4
0
0

1
0
0

4
,
6
9
0

3
,
4
0
0

1
0
0

4
,
6
9
0

10
0

2
,
42
0

22.99ｍ2

6.83ｍ2

1
,
2
9
0

3
,
4
004
,
6
9
0

母屋天端

1
,
1
2
4

1
6
6

梁天端

1
,
2
9
0

3
,
4
0
04
,
6
9
0

母屋天端

1
,
1
2
4

1
6
6

梁天端

1
,
2
9
0

3
,
4
0
04
,
6
9
0

母屋天端

1
,
1
2
4

1
6
6

梁天端

1
,
2
9
0

3
,
4
00 4
,
6
9
0

母屋天端

梁天端

1
,
1
2
4

1
6
6

Ａ Ａ

Ａ－Ａ断面図 Ｂ－Ｂ断面図

500500

120 120

2
,
5
2
0

3
64

庇梁天端

ベンチベンチ

北

Ｂ
Ｂ

南面立面図

北面立面図

西面立面図

東面立面図

1
,
2
4
0



母屋天端

４５×７５　ＷＰ塗

４５×７５　ＷＰ塗

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

1/30

3
64

Ｙ３ Ｙ２ Ｙ１ Ｙ０

5,460

9102,730

1,8203,640

50 70

1/50断面詳細図

X5通まで2,500

8,190

X4通まで1,820

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３

2,960

9101,820

1/50矩計図

5001,8201,820500 500

1/50妻側詳細図

5001,8201,820500

梁天端

1,730

７５×９０　ＷＰ塗７５×９０　ＷＰ塗

格子：３０×４５＠１００　ＷＰ塗

鼻隠シ：２４×７０　ＷＰ塗
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棟包：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工

屋根：

野地板：硬質木毛セメント板ァ１８

アスファルトルーフィング９４０

カラーガルバリウム鋼板ァ０．４

段付横葺屋根　有効幅：２２８

（ポリエチレンフォームァ４．０裏張）

４５×７５　ＷＰ塗

４５×７５　ＷＰ塗

貫：３５×１０５加工　ＷＰ塗

60

屋根：

野地板：硬質木毛セメント板ァ１８

アスファルトルーフィング９４０

カラーガルバリウム鋼板ァ０．４

段付横葺屋根　有効幅：２２８

（ポリエチレンフォームァ４．０裏張）
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母屋：ＷＰ塗 5.55.5

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

妻面鼻隠シ：２４×１９０加工　ＷＰ塗

シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗

シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗

鼻隠シ：２４×１００　ＷＰ塗

格子：３０×４５＠１００　ＯＳ塗

垂木：ＯＳ塗

格子：３０×４５＠１００　ＯＳ塗

４５×７５　ＯＳ塗

ケラバ唐草：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工

強化ガラスァ５＋飛散防止フィルム張（カラー、防虫）

140

４５×６０　ＯＳ塗束：ＯＳ塗 水切：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工壁：シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗

束：９０×９０　ＷＰ塗

壁：シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗４５×７５　ＯＳ塗格子：３０×４５＠１００　ＷＰ塗付梁：ＯＳ塗
付梁：４５×１５０　ＯＳ塗 付梁：４５×１５０　ＯＳ塗鼻隠シ：２４×７０　ＷＰ塗 ４５×７５　ＷＰ塗軒樋：塩ビ角型（前高型）Ｗ１２０（カラー） 見切：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工 見切：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工

見切：４５×１５０加工　ＷＰ塗４５×１９０加工　ＷＰ塗 見切：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工

壁：窯業系サイディングァ１４　ヨコ張

付梁：４５×１５０　ＯＳ塗

梁：ＷＰ塗
天井：化粧ケイカル板ァ６張

外壁：窯業系サイディングァ１４　ヨコ張
　　　（コーナー役物共） 貫：３５×１０５加工　ＷＰ塗
　　　透湿防水シート張（重ね部分防水テープ張）

付柱：ＯＳ塗

壁：窯業系サイディングァ１４　ヨコ張 壁：窯業系サイディングァ１４　ヨコ張 壁：窯業系サイディングァ１４　ヨコ張
　　防湿気密シート張（重ね部分気密テープ張） 　　防湿気密シート張（重ね部分気密テープ張）

貫：３５×１０５加工　ＷＰ塗
金物：柱脚金物見切：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工 見切：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工

水切：カラーガルバリウム鋼板ァ０．４加工 根回り：コンクリート打放補修　撥水材塗布
段鼻：磁器質タイル（タレ付）１００×１００

床：エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ）巾木：床材同仕上
　　（流シのべ工法）防滑仕様
　　土間コンクリート金コテ押エ
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女子便所 男子便所 多機能便所

梁天端

梁天端

梁天端

立上り天端

ＦＬ ＦＬ

　　防湿気密シート張（重ね部分気密テープ張）

妻面鼻隠シ：２４×１９０　ＷＰ塗
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西野公園便所（南）建替工事 A-16

便所南(駐車場側)

【便所南】矩計図、断面詳細図
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格子：３５×１０５　ＷＰ塗

梁：ＷＰ塗
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段鼻：磁器質タイル（タレ付）１００×１００  

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式
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面台：ステンレスァ１．５加工
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段鼻：磁器質タイル（タレ付）１００×１００  

多機能便所

1,500

排水目皿

8,190

1,820 910 910 1,820

1/50 凡　　例

設計ＧＬからのレベルを示す±0

消

シーリングを示す

170 4,380 170

▲

▲

▲
▲

▲

▲ ▲

▲▲

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

展開記号

グレーチング（細目）ノンスリップ仕様：Ｗ１２００×Ｄ２００

木枠Ａ

男子便所

床見切：ステンレス製　Ｗ４０
230

Ｘ４Ｘ３Ｘ１ＢＸ１

2,730

2,730

Ｘ１Ａ Ｘ３Ａ

Ｘ４Ｘ３Ｘ１ＢＸ１ Ｘ１Ａ Ｘ３Ａ

Ｘ１ Ｘ４Ｘ３Ｘ２

Ｘ１ Ｘ４Ｘ３Ｘ２

230

消

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

4
0

85
0

Ａ

木枠Ａ

排水目皿

97
0

木枠Ａ

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

▲

▲

▲

▲

■

937 40

9
6
0

8
6
0

820

Ｂ

１Ｈ
Ｄ

Ｄ
１Ｊ

Ｄ
１Ｋ

Ｄ
１Ｌ

1
2
0

　　　　　モルタル金コテ押エ
排水パン：ステンレス３０４　

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

犬走り：コンクリート刷毛引　目地＠３０００内外

木枠：杉４５×１９５加工　ＯＳ塗

▲

■▲

■

▲

▲

格子：３０×４５＠１００　ＷＰ塗（外部） 格子：３０×４５＠１００　ＯＳ塗（内部）

凡　　例

付梁：

▲

４５×１５０　ＯＳ塗

1/50天井伏図

木枠：■ Ａ部詳細図参照

化粧ケイカル板ァ６張

1/50.20

グレーチング（細目）ノンスリップ仕様：Ｄ５００×Ｌ８４５

消火器（ＡＢＣ粉末１０型）（床置）

※消火器本体は別途

ピクトサイン設置場所

+100

西野公園便所（南）建替工事 A-17

スロープ１/２０スロープ１/２０

便所南(駐車場側)

【便所南】平面詳細図、天井伏図

便所（南）平面詳細図

立上り５ｃｍ以上

Ｃ２

Ｃ２

1,500

3
,
6
4
0

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

1
,
3
5
0

1
5
0

格子：３５×１０５　ＷＰ塗

1
,
2
4
0

柱：ＷＰ塗



面台：ステンレスァ１．５加工

１Ｈ
Ｄ

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称
前田　祐作

一級建築士　第360917号

1/50平成31年 3月 8日

男子便所 1/50

Ｘ２

2,960

Ｘ１

ＦＬ

梁天端

3
,
3
0
0

ＢＢ１

土間コンクリート金コテ押エ

エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ）

（流シのべ工法）防滑仕様Ｆ１

床材同仕上　Ｈ３５０

シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗

木組下地

Ｗ１

木組下地　設備用合板ァ１２

耐水ＰＢァ１２．５

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

Ｃ１

Ｃ２
木組下地

化粧ケイカル板ァ６張

仕上凡例

ＦＬ

梁天端

Ｆ１グレーチング（細目）ノンスリップ仕様：

Ｗ１

Ｗ１

ＢＢ１ＢＢ１

Ｘ２

2,960

Ｘ１

Ｆ１

ＯＰＥＮ
Ｗ１

ＢＢ１

Ｙ２

1,8201,820

Ｙ１Ｙ３

3,640

Ｗ１

ＯＰＥＮ

Ｗ１

ＢＢ１ＢＢ１

2,960

ＢＢ１

Ｗ１ Ｗ１

ＢＢ１

Ｆ１

2,960

ＯＰＥＮ

木枠Ａ 木枠Ａ

面台：ステンレスァ１．５加工

Ｄ
１Ｊ

2
,
5
0
0

8
0
0

Ｗ１

Ｗ３

木枠Ａ

ＯＰＥＮ

ＢＢ１

Ｘ１ Ｘ１Ｘ２ Ｘ２

2,500

多機能便所 1/50

1,8201,820

3,640

3
,
3
0
0

ＢＢ１

Ｆ１

男子便所 1/50

3
,
3
0
0

ＢＢ１

Ｙ１ Ｙ２ Ｙ３ Ｘ２ Ｘ３

9101,820

2,730

Ｙ３ Ｙ２

Ａ面 Ａ面 Ｃ面 Ｃ面

Ａ面

Ｂ面

Ｂ面Ｄ面

Ｗ３

Ｗ２

Ｗ３

Ｗ２
Ｗ２

Ｗ１

Ｗ１

Ｗ１

Ｗ２

Ｗ３

Ｗ１

Ｆ１

2
,
5
0
0

面台：ステンレスァ１．５加工

Ｄ
１Ｌ

Ｃ２

Ｄ５００×Ｌ８４５

防湿気密シート張（重ね部分気密テープ張）

窯業系サイディングァ１４　ヨコ張

木組表シ　ＯＳ塗

強化ガラスァ５＋飛散防止フィルム張（カラー、防虫）

西野公園便所（南）建替工事 A-18

便所南(駐車場側)

【便所南】展開図№１

非常通報装置

3
8
0

洗浄装置

Ｌ型手すり

ペーパーホルダー

6
5
0

ＢＢ１

可動式手すりレバー水栓



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称
前田　祐作

一級建築士　第360917号

1/50平成31年 3月 8日

女子便所 1/50

多機能便所 1/50

2,500

Ｘ３ Ｘ２

910 1,820

2,730

Ｙ２ Ｙ３

3
,
3
0
0

ＦＬ

梁天端

Ｃ面 Ｄ面

Ｗ３
Ｗ３

Ｗ１

Ｗ１

ＢＢ１

Ｆ１

女子便所 1/50

2,730 2,730

3
,
3
0
0

ＦＬ

梁天端

ＦＬ

梁天端

3
,
3
0
0

Ｗ１

ＢＢ１ ＢＢ１

Ａ面

Ｆ１

ＯＰＥＮ

木枠Ａ

Ｗ１

Ａ面

Ｂ面

1,8201,820

3,640

ＢＢ１

Ｗ１Ｗ１ 面台：ステンレスァ１．５加工

Ｄ

Ｗ１

ＯＰＥＮ

ＢＢ１

Ｃ面

Ｗ１１Ｋ

Ｘ２

2
,
5
0
0

8
0
0

木枠Ａ

Ｗ３

Ｗ１Ｗ１

ＢＢ１

Ｆ１

Ｘ２

Ｃ面

2,730

ＯＰＥＮ

Ｘ１

木枠Ａ

Ｘ１

2,730

Ｗ２

1,8201,820

3,640

Ｄ面

Ｘ３ Ｘ４ Ｘ３ Ｘ４

Ｙ３ Ｙ２ Ｙ１ Ｙ３Ｙ２Ｙ１

Ｗ３

ＯＰＥＮ

2
,
5
0
0

ＢＢ１

Ｗ１ Ｗ１

ＢＢ１

土間コンクリート金コテ押エ

エポキシ樹脂無溶剤形（厚膜タイプ）

（流シのべ工法）防滑仕様Ｆ１

床材同仕上　Ｈ３５０

シナ合板ァ５．５　ＣＬ塗

木組下地

Ｗ１

木組下地　設備用合板ァ１２

耐水ＰＢァ１２．５

抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張

Ｃ１
木組表シ　ＯＳ塗

Ｃ２
木組下地

化粧ケイカル板ァ６張

仕上凡例

Ｗ３

Ｗ２

Ｆ１

Ｃ２

防湿気密シート張（重ね部分気密テープ張）

窯業系サイディングァ１４　ヨコ張

強化ガラスァ５＋飛散防止フィルム張（カラー、防虫）

西野公園便所（南）建替工事 A-19

【便所南】展開図№２

便所南(駐車場側)

表示錠

ＢＢ１

7
50

8
5
0

カガミ



1
5
0

1,100

150

有効開口：950以上

アングルピース、水切、付属金物一式

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計

1/100

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

8,190

1,820910 910 1,8209101,820

2,7302,960 2,500

1,820 1,140

1,
8
2
0

3
,
6
4
0

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

女子便所

多機能便所

男子便所
ＡＷ ＡＷ

ＡＷ

ＴＢ

ＴＢ

１０

１１

１０ １０

１１

1/100.50

１０

1/50

符 号 名 称 数 量 ＡＷ ＦＩＸアルミサッシ

※ビル用サッシ

ＡＷ ＦＩＸアルミサッシ
１０

２
１１

１ １

※外付けタイプ

１０

２００

４０扉

枠

2
,
10
0

１０

アングルピース、水切、付属金物一式

740365

9
0
0

1
,
1
0
0

アルミ陽極酸化塗装皮膜（Ｂ－２種）

７０

トイレブースＴＢ

9
0
0

1
,
1
0
0

符 号 名 称 数 量

アルミ陽極酸化塗装皮膜（Ｂ－２種）

７０

ＦＬ

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子

30

3
,
1
8
0

2
0

1
,
1
6
0

１

アルミＲエッジ、アルミ頭ツナギ、アルミ笠木、天井レール、ラバトリヒンジ、

上部：高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

下部：高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：パーティクルボード）

４０

2
0

2
,
0
0
0

１２
トイレブースＴＢ符 号 名 称 数 量

ＦＬ

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子

ＦＬ

金 物

仕 上

見 込 　 硝 子

姿 図

姿 図

姿 図 2
0

2
,
0
0
0

４０

上部：高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

下部：高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：パーティクルボード）

アルミＲエッジ、アルミ頭ツナギ、アルミ笠木、天井レール、ラバトリヒンジ、

Ｘ１ Ｘ４Ｘ３
Ｘ３Ａ

Ｘ１Ｂ
Ｘ１Ａ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４

１２
ＴＢ

スライドロック、戸当り、フロアサポート、付属金物一式

表示付スライドロック（非常解錠付）、戸当り、フロアサポート、付属金物一式

1
,
6
3
8

3
0

3
,
1
5
0

2
0

1
,
1
3
0

1,159

1,159

1,079

１
１１

トイレブースＴＢ

1
,
6
38

2
0

2
,
0
0
0

アルミＲエッジ、アルミ頭ツナギ、アルミ笠木、天井レール、ラバトリヒンジ、

上部：高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：ペーパーコア）

下部：高圧メラミン樹脂化粧板（芯材：パーティクルボード）

４０

表示付スライドロック（非常解錠付）、戸当り、フロアサポート、付属金物一式

1,638

3
0

3
,
0
6
0

2
0

1
,
0
4
0

１

1,638 1,57140

1,57140

建具符号図

ＬＳＨＤ

ＬＳＨＤ
片引軽量スチールハンガードア

表示付打掛錠（レバータイプ：非常解錠付）、自閉制御装置、オイルダンパー、大型引手、

ガイドローラー、スチール三方枠（焼付塗装仕上）、付属金物一式

亜鉛メッキ鋼板ァ０．６（焼付塗装仕上）

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

強化ガラスァ５＋飛散防止フィルム張（カラー、防虫） 強化ガラスァ５＋飛散防止フィルム張（カラー、防虫） 強化ガラスァ５＋飛散防止フィルム張（カラー、防虫）

A-20西野公園便所（南）建替工事

【便所南】建具符号図、建具表

建 具 表 （ 便 所 南 ）



工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計

各 部 詳 細 図

Ｄ
２

Ｄ 面 台 詳 細 図 1/10
１●

Ｈ 数 量Ｄ Ｗ記 号 室 名

5020

壁：抗菌メラミン不燃化粧板ァ３張
　　耐水ＰＢァ１２．５

巾木：床材同仕上

　　　ァ１．５加工　ＨＬ仕上
面台：ステンレス３０４

H

2
5

シーリング：１０×１０

シーリング：１０×１０

　　耐水合板ァ１２

米栂：４５×９０＠４５５

米栂：４５×９０

米栂：４５×９０

3
5
0

ＦＬ

1
0
0228

228

228

228

20 20※ ※

1
0
0

H
-3
5
0

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

ケラバ唐草：カラーガルバリウム鋼板

　　　　　　ァ０．４加工

　　　　　　ァ０．４加工

軒先唐草：カラーガルバリウム鋼板

　　　ァ０．４加工

棟包：カラーガルバリウム鋼板

シーリング

下地材：亜鉛メッキ鋼板

　　　　ァ１．０加工

　　　　（防水テープ裏張）

シーリング

　　　　（防水テープ裏張）

　　　　ァ１．０加工

下地材：亜鉛メッキ鋼板

壁立上り雨押エ：カラーガルバリウム鋼板

　　　　　　　　ァ０．４加工

谷カバー：カラーガルバリウム鋼板

　　　　　リベット又はビス止メ

　　　　　ァ０．４加工イナズマ谷：カラーガルバリウム鋼板

　　　　　　ァ０．４加工

壁捨テ谷捨板：カラーガルバリウム鋼板

　　　　　　　ァ０．４加工

　　　　　　　　ァ０．４加工

壁捨テ谷雨押エ：カラーガルバリウム鋼板

本体立上加工

1/10.30

1/30
Ｄ
３

ベ ン チ 詳 細 図ピ ク ト サ イ ン （ 平 付 ） 詳 細 図

姿図 姿図 姿図

平面図

8

ビス止メ

※表示：ＵＶ印刷

※基材：ＳＵＳ３０４ァ０．５　ＨＬ

2
0
0

200

2
0
0

200

ＵＶ印刷（赤） ＵＶ印刷（青）

2
0
0

200

お使いください

ご自由に

どなたでも

ＵＶ印刷

180 20

9080
3

12.5
12

120

１

１

１２０

１２０ １，２００

男子便所

男子便所

女子便所

多機能便所

１１２０ １，２００

１１２０

１Ｈ
Ｄ

Ｄ

Ｄ

１Ｊ

１Ｋ

１，０００

１，６９０

１，６００

１，６４０

２，３２０
Ｄ

１Ｌ

１，４００

1/30

断面図

10

立面図

500 250250

1,000

300 300

4
4
6

4
1
0

3
6

コンクリート打放シ補修

【２箇所】

杉９０×９０　ＷＰ塗

各部詳細図

A-21西野公園便所（南）建替工事

軒 先 断 面 図 ケ ラ バ 断 面 図 棟 断 面 図

壁 立 上 り 断 面 図 谷 断 面 図 壁 捨 テ 谷 断 面 図

便
所
南

便所南

【各１箇所】

タモ集成材　ＷＰ塗

1,000

平面図

4
0
0

1
0

400

D13

D13

D10@200

Ｒ５０加工

Ｒ１０加工



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

1/20

1/20.100

北

工事前

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

北

工事後

西野公園便所（南）建替工事 A-22

【便所南】外構図

Ｂ

1,
00
0

875

875

1,
00
0

解体建物

１

２

３

土

片面歩車道境界ブロック：Ｗ１５０×Ｈ２００　撤去

片面歩車道境界ブロック：
Ｗ１５０×Ｈ２００　撤去

土

1,000

1,000
1,
00
0

90
0

4,
60
0

1,200

ハンドホール

Ｄ

Ｃ

Ａ7,620

４

Ｅ

Ｆ

ＨＤ

１０００

１０００ １２５０

１６５０

１２５０６５０

記号

３

２

１

Ｌ

３７００

３７００

９００

１１５０＋

９００＋

撤去生垣（ｍｍ）

４ １０００３４００ ７００

-905

片面歩車道境界ブロック：
Ｗ１５０×Ｈ２００　撤去

磁器質タイル　撤去

アスファルト舗装撤去範囲を示す

土撤去範囲を示す 既設のままを示す

撤去範囲を示す

すき取りを示す ※
新築建物の基礎に樹木の根が干渉した場合、

監督員と協議し、根などの対処を行うこと

凡例

Ｇ

記号 Ｈ

７，９００

５，６００

直径

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｃ４８０

Ｃ６１０

Ｃ３３０

６，４００

撤去樹木サイズ表（ｍｍ）：広葉樹木

Ｅ

Ｆ

Ｃ３３０

Ｃ３３０

切り株

切り株

Ｇ

-1025

-1185

-1195

-985

-750

-945

凡例

アスファルト舗装を示す

既設のままを示す

整地を示す

犬走り・スロープ範囲を示す

（土間コンクリート）

-1025 計画レベルを示す

2,
20
0

Ｃ５４０

Ｃ５４０

８，１５０

８，１５０

2,
20
0

1/100便所（南）外構図

既設浄化槽撤去（機械設備工事）
想定寸法：直径Ｗ２３００、Ｌ８５００、Ｈ２５００
撤去後整地（建築工事）

1,800

150

アスファルト舗装詳細図 1/20 土間コンクリート＋縁石

10
0
1
20

土間コンクリート刷毛引き仕上

Ａ断面図

600

180

150

2
0
0

縁石断面図 縁石正面図

2
0
0

12
0

1
0
0

Ｂ断面図

土間コンクリート刷毛引き仕上

プライムコ－ト　ＰＫ－３

路床

1
3
0 3
0

1
0
0

路盤：再生クラッシャラン

　　　ＲＣ－４０　ァ１００

歩道

再生アスファルト混合物

1/100便所（南）外構図

150

-945

-1195
計画建物

土

1,
69
6

土

土

片面歩車道境界ブロック：Ｗ１５０×Ｈ２００

5,
46
0

片面歩車道境界ブロック：Ｗ１５０×Ｈ２００

乗入ブロック：Ｗ１５０×Ｈ２００

7,230

１
／

２
０

2,
20
0

-805

１
／

２
０

１
／

２
０

1,500

-905

5,600

1,275

1,
50
0

-905

-905

-905

-905

片面歩車道境界ブロック：Ｗ１５０×Ｈ２００

片面歩車道境界ブロック：Ｗ１５０×Ｈ２００

-930

Ａ
Ｂ

-1025

-1185

-985

-750

Ｍ

給水メーター

1,950
1,800

-905

既設下水接続桝

既設下水接続桝

-905

-905

2,
20
0

乗入ブロック：Ｗ１５０×Ｈ２００

磁器質タイル１５０×３００角張

スロープ １／１２

注）２．敷地内通路にかかる段差は２ｃｍ以内すりつけとすること。

　　３．側溝の蓋部分には手掛等の隙間が生じないようにすること。（別工事）

注）１．スロープは、踊り場及び敷地内の通路との色の明度、

　　　　色相又は彩度の差が大きいことにより識別しやすい構造とすること。

　　２．敷地内通路にかかる段差は２ｃｍ以内すりつけとすること。

　　３．側溝の蓋部分には手掛等の隙間が生じないようにすること。（別工事）



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

参考図

1/100

北

1/100

仮囲いを示す

凡例

1/100

足場・・・枠組本足場　建地Ｗ＝６００

凡例

　　　　　シート養生

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

（解体時） （建設時）

西野公園便所（南）建替工事 A-23

【便所南】仮設図

便所（南）外構図便所（南）外構図

計画建物

土

土

解体建物

4.7ｍ

20
.7
ｍ

22
.0
ｍ

9.2ｍ

Ｍ 1,500

20
.7
ｍ

22
.0
ｍ

9.2ｍ

4.7ｍ

浅層地盤改良の範囲を示す

（詳細は構造図による）

Ａ型バリケード　Ｗ１２００×Ｈ８００



～

前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

1/100

磁器質タイル張

カラーベスト

野地板

記号

土間コンクリートコテ押エ

部　位

屋 　 根

室　名

便　所

外 部 仕 上 表 （ 既 設 便 所 ）

内 部 仕 上 表 （ 既 設 便 所 ）

Ｈ 記号

７０ プレハブ軸組　Ｗ５０

記号

アルミ製

記号 廻縁
備 考

アルミ

ＣＨ

２６１５

乾式タイル張
外　壁

部　位

根廻り

開口部

部　位

アルミサッシ

部　位

樋

仕 上仕 上仕 上仕 上

下 地 仕 上 仕 上 下 地 仕 上 下 地 仕 上

天 井壁巾 木床

ステンレス鋼板　ァ０．６　エンボス加工 フレキシブルボードァ４張

屋根押エ：アルミ製　Ｈ５０

ケラバ包：アルミ製　Ｈ１００

タイル押エ：アルミ製　Ｌ－５０×２５
コンクリートコテ押エ　Ｈ＝１５０

２３４５

3,230

2
,
0
3
0

+150

+150

+50

30

１ 階 平 面 図 1/100

凡 例

+50

2
,
0
3
0

1
90

490490 3,230

1
9
0

1/100屋 根 伏 図

凡 例

扉Ａ扉Ｂ

扉Ａ

扉Ｂ

壁芯を示す

設計ＧＬよりのレベルを示す

建物周囲アスファルト天端を設計ＧＬ±０とする

扉：ステンレス鋼板ァ０．６　エンボス加工

扉：ステンレス鋼板ァ０．６　エンボス加工

Ｗ５００×Ｈ１２００

Ｗ６００×Ｈ１９００ 壁芯を示す

屋根庇先を示す

アルミ押エＨ５０

屋根：カラーベスト

2
,
7
00

190 190

1
5
0

1
5
0

490490

ＯＰＥＮ

2
,
4
3
0

2
,
4
3
0

ＯＰＥＮＯＰＥＮ

490 490

1
5
0

2
,
7
00

190 190

1
5
0設計ＧＬ 外壁：乾式タイル張

外壁：乾式タイル張

ケラバ包：アルミ製　Ｈ１００ ケラバ包：アルミ製　Ｈ１００
最高高さ

軒先高さ 軒先高さ
最高高さ

ケラバ包：アルミ製　Ｈ１００

外壁：乾式タイル張

2,030

1/100東 立 面 図北 立 面 図 1/100

3,230 3,230

1/100南 立 面 図

2,030

1/100西 立 面 図

開口枠：アルミ製　　－５０×２５ 開口枠：アルミ製　　－５０×２５ 根廻り：コンクリートコテ押エ 外壁：乾式タイル張

ポリカ
タイル押エ

タイル押エ

タイル押エ

ケラバ包：アルミ製　Ｈ１００

タイル押エ

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日 【便所⑤】仕上表、平面図、立面図（解体）

便所⑤

西野公園便所（南）建替工事 A-24



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称
前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日 敷地求積図 1/1200
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526
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003

３２

３４

３３

３１
２０

２２

２１

２３

２５

２７

２９

２６

３０

３５

２８

２４１５

１８ １９

１４

１３１１

１０

１２

９

１６

１７

７

６

８

４

５

３

２

１

1

2
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4
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6
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

8.355

17.731

29.622

71.657

81.387

99.466

127.660

74.894

148.738

130.317

37.673

134.395

31.170

18.435

18.296

193.110

193.110

18.296

155.985

76.720

231.256

232.232

245.400

118.147

257.072

238.010

257.072

221.554

232.164

231.708

155.452

46.784

143.235

101.306

111.094

1.192

2.825

3.181

15.208

11.656

21.044

24.808

6.108

21.956

36.797

6.605

7.984

6.458

2.595

1.704

39.468

67.561

155.058

7.577

22.199

8.565

2.830

27.421

10.611

16.712

16.386

141.046

29.418

3.364

42.543

35.588

25.397

17.388

15.851

42.136

9.959

50.090

94.228

1089.760

948.647

2093.163

3166.989

457.453

3265.692

4795.275

248.830

1073.010

201.296

47.839

31.176

7621.666

13046.705

2836.941

1181.898

1703.107

1980.708

657.217

6729.113

1253.658

4296.187

3900.032

36258.977

6517.676

781.000

9857.553

5532.226

1188.173

2490.570

1605.801

4681.057

4.980

25.045

47.114

544.880

474.324

1046.582

1583.495

228.727

1632.846

2397.637

124.415

536.505

100.648

23.920

15.588

3810.833

6523.353

1418.471

590.949

851.554

990.354

328.609

3364.557

626.829

2148.094

1950.016

18129.489

3258.838

390.500

4928.777

2766.113

594.087

1245.285

802.901

2340.529

65846.844

面　　積倍　面　積高　　さ底　　辺番号

計

合計 65,846.84㎡

西野公園便所（南）建替工事 A-25



測定面の高さ = 4(m)  緯度 = 34.86°  [ 冬至 ]  測定時間:８時～１６時

-1.089ｍ

-1.089ｍ

-0.820ｍ

-0.835ｍ

-0.905ｍ

-1.190ｍ

-0.680ｍ

-1.000ｍ

-1.815ｍ

-0.188ｍ

-1.030ｍ

（ｍ）

日影

建物高さ

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日 日影図 1/700
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-870 -1210
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-1045

-855

-810
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-870 -1210
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隣
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+57
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道路中心線
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県道白木西町線

-2200

-600

-1600

-3400

+1000

5,000

29,400
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58,800
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ラ
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ラ
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法42条1項1号 道路

国
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バ
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法
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条
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 道

路

法42条1項1号 道路
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,8
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0
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３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１

２

ダッグアウト

ダッグアウト

倉庫

東屋

トイレ

東屋

倉庫

倉庫

東屋

トイレ

自転車置場

プール管理棟

体育館

倉庫

本部席

プール機械室

倉庫

は、10ｍ2以下のため建築物の数には含めないが、全体延床面積には含む

は、今回の申請建物

は、奥行きが1.0ｍ以内のため建築物に含めない

2.95

2.95

2.7

3.4

3.2

2.0

2.1

15.45

3.05

6.2

2.5

Ａ

地盤からの

建物平均

最高高さ(ｍ)

建物別平均

建物別平均
（ＫＢＭより）

日影平均

地盤高さ
（ＫＢＭより）

Ａ＋Ｂ－Ｃ

名称

-1050

用途地域：第二種住居地域

規制時間：2.5時間、4時間

-188

-1035

+40

+40

12

Ｂ Ｃ

13.829752

真北

10

+0.340ｍ

+0.010ｍ

+0.057ｍ

2.2

4.365

7.0

日影最高の高さ:6.815m

日影最高の高さ:7.860m

日影最高の高さ:5.178m

日影最高の高さ:15.358m

方位角倍率図

[ 緯度 = 34
.86ﾟ 

][ 冬
至 ]

太陽方位角
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影倍率表  [ 緯度 = 34.86ﾟ ][ 冬至 ]

時 刻 太陽　高度 太陽方位角  影長倍率 Ｘ 倍 率 Ｙ 倍 率

 8:00  8ﾟ34' -53ﾟ28' 6.640 -5.335 3.953

 8:30  13ﾟ21' -48ﾟ25' 4.216 -3.153 2.798

 9:00  17ﾟ45' -42ﾟ56' 3.124 -2.128 2.288

 9:30  21ﾟ42' -36ﾟ57' 2.513 -1.510 2.008

10:00  25ﾟ07' -30ﾟ26' 2.133 -1.081 1.839

10:30  27ﾟ54' -23ﾟ24' 1.888 -0.750 1.733

11:00  29ﾟ59' -15ﾟ55' 1.734 -0.475 1.667

11:30  31ﾟ15' -8ﾟ03' 1.647 -0.231 1.631

12:00  31ﾟ41'  0ﾟ00' 1.620 0.000 1.620

12:30  31ﾟ15'  8ﾟ03' 1.647 0.231 1.631

13:00  29ﾟ59'  15ﾟ55' 1.734 0.475 1.667

13:30  27ﾟ54'  23ﾟ24' 1.888 0.750 1.733

14:00  25ﾟ07'  30ﾟ26' 2.133 1.081 1.839

14:30  21ﾟ42'  36ﾟ57' 2.513 1.510 2.008

15:00  17ﾟ45'  42ﾟ56' 3.124 2.128 2.288

15:30  13ﾟ21'  48ﾟ25' 4.216 3.153 2.798

16:00  8ﾟ34'  53ﾟ28' 6.640 5.335 3.953
日影平均地盤高さ＝KBM-0.803

西野公園便所（南）建替工事 A-26

-0.895ｍ

4.69

5

日影最高の高さ:4.588m

-0.806ｍ

2.667

2.686

3.371

4.591

2.816

2.126

3.346

5.181

1.906

7.863

15.361

2.041

6.818

2.276

2.667

2.0

1.9

日影長さ表  [ 緯度 = 34.86ﾟ ][ 冬至 ]

高さ＝15.361(m) 　測定面高さ＝4(m)

計算高さ＝11.361(m)

時 刻  影長倍率  日影長さ(m) 

 8:00 6.640 75.437

 8:30 4.216 47.898

 9:00 3.124 35.492

 9:30 2.513 28.550

10:00 2.133 24.233

10:30 1.888 21.450

11:00 1.734 19.700

11:30 1.647 18.712

12:00 1.620 18.405

12:30 1.647 18.712

13:00 1.734 19.700

13:30 1.888 21.450

14:00 2.133 24.233

14:30 2.513 28.550

15:00 3.124 35.492

15:30 4.216 47.898

16:00 6.640 75.437

日影長さ表  [ 緯度 = 34.86ﾟ ][ 冬至 ]

高さ＝4.591(m) 　測定面高さ＝4(m)

計算高さ＝0.591(m)

時 刻  影長倍率  日影長さ(m) 

 8:00 6.640 3.924

 8:30 4.216 2.492

 9:00 3.124 1.846

 9:30 2.513 1.485

10:00 2.133 1.261

10:30 1.888 1.116

11:00 1.734 1.025

11:30 1.647 0.973

12:00 1.620 0.957

12:30 1.647 0.973

13:00 1.734 1.025

13:30 1.888 1.116

14:00 2.133 1.261

14:30 2.513 1.485

15:00 3.124 1.846

15:30 4.216 2.492

16:00 6.640 3.924

2.5

4.0

8.0

8.
0 8.

0

8.
0

8.0

8.
0

8.5

8.
5

8.
5

8.
5

8.
5

8.5

8.
5

9.0

9.
0

9.
0

9
.
0
9.
0

9.0

9.
0

9.5

9.
5

9.5

9
.
5
9.
5

9.5

9.
5

10.0

1
0
.
0

10.0

1
0.
01
0.
0

10.0

10
.0

10
.0

10.5

1
0
.
5

10.5

10
.
510

.5

10.5

10
.5

11.0

1
1
.
0

11.0

11.0

11
.
011

.0

11.0

11
.0

11.
5

1
1
.
5

11.5

11.5

1
1
.
511

.5

11.5

11
.5

12.
0

1
2
.
0

12.0

12.0 12.0

1
2
.
012

.0

12.0

12
.0

12
.5

12.5

12.5 1
2
.
5

13.0

13.0

13.0

13.5

13.5

13.5

14.0

14.0

14.0

14.0

14.5

14
.5

14.5

14.5

15
.0

15
.0

15.0

15.0

15
.5

15
.5

15.5

16.0

16.0

16.0

16
.
0



5.400

4.400

-10.692

-7.986

1/600

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日
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１. ダッグアウト 1/600
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① ①② ③ ④

12,240 3,730 12,240 3,730

31,940

-34.790㎡ / 31.94ｍ ＝ -1.089ｍ

-{0.405×12.24＋(0.405＋1.145)×3.73×1/2＋1.965×12.24＋

(0.405＋1.145)×3.73×1/2}＝-34.790㎡

1/600２. ダッグアウト
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-(1.19×2.10×6)＝-14.994㎡
-14.994㎡ / 12.60ｍ ＝ -1.190ｍ
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１０. トイレ

+0.010×30.94＝0.3094㎡
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1/600１２. プール管理棟
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(0.055＋0.06)×24.10×1/2＋0.06×(3.1＋6.5＋3.5＋2.1)＋(0.06＋0.055)×

4.0×1/2＋0.055×(2.0＋11.0＋11.0)＝3.847㎡
3.847㎡ / 67.30ｍ ＝ 0.057ｍ
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１１. 自転車置場
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8
1
5

37,000 6,000 12,000 4,000 18,000 4,000 12,000 6,000 37,000 6,000 12,000 17,000 6,200 10,500 5,600 10,500 6,200 17,000 12,000 6,000

9
0
0

8
0
0

9
6
0

9
7
0

9
6
0

9
5
0

8
6
5

1
,
0
0
5

8
1
0

8
5
5

1
,
0
4
5

8
4
0

8
5
0

9
2
0

9
5
0

8
6
0

8
7
0

9
1
0

8
1
5

8
1
5

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ①

1/600１３. 体育館

245,000

ＫＢＭ±０

ＫＢＭ±０

1/600

1,200 1,200

1
,
8
1
5

1
,
8
1
5

①

②

③①

④

１４. 倉庫

-(1.815×1.0×2＋1.815×1.2×2)＝-7.986㎡

1,000 1,000

4,400

-7.986㎡ / 4.40ｍ ＝ -1.815ｍ

1
,
8
1
5

1
,
8
1
5

① ② ③ ④ ①

1/600１５. 本部席

-(1.815×3.70×2＋1.815×24.0×2)＝-100.551㎡

3,700 24,000 3,700 24,000

55,400

-100.551㎡ / 55.40ｍ ＝ -1.815ｍ

ＫＢＭ±０

1
,
0
3
0

1
,
0
3
0

① ② ③ ④ ①

1/600１７. 倉庫

-(1.03×9.0×2＋1.03×4.8×2)＝-28.428

9,000 4,800 9,000 4,800

27,600

-28.428㎡ / 27.6ｍ ＝ -1.030ｍ

8
5

4
0

4
0

1
1
5

① ② ③ ④ ①

1
,
0
3
5

1/600１６. プール機械室

11,2003,590 7,8007,610 7,800

38,000

KBM -1.089ｍ

KBM -1.089ｍ

KBM -0.820ｍ

KBM -0.835ｍ

KBM -0.905ｍ

KBM -1.190ｍ

KBM -1.980ｍ

KBM -0.680ｍ

KBM +0.340ｍ

KBM +0.010ｍ

KBM -1.000ｍ

KBM +0.057ｍ

KBM -1.815ｍ

KBM -1.815ｍ

KBM -0.188ｍ

KBM -1.030ｍ

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７
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１

２

建物平均地盤高さ

全体平均地盤面算定表 1/600.700

１／７００

日影平均地盤高さ

-{(0.815＋0.80)×37.0×1/2＋(0.80＋0.90)×6.0×1/2＋(0.90＋0.96)×12.0×1/2＋(0.96＋0.97)×   ×1/2＋(0.97＋0.96)×18.0×1/2＋(0.96＋0.95)×4.0×1/2＋　　　　　　　　　　　　＋(0.865＋1.005)×6.0×1/2＋(1.005＋0.81)×37.0×1/2＋(0.81＋0.855)×   ×1/2＋
(0.855＋1.045)×12.0×1/2＋(1.045＋0.84)×17.0×1/2＋(0.84＋0.85)×6.2×1/2＋(0.85＋0.92)×10.5×1/2＋(0.92＋0.95)×5.6×1/2＋(0.95＋0.86)×10.5×1/2＋(0.86＋0.87)×6.2×1/2＋(0.87＋0.91)×17.0×1/2＋(0.91＋0.815)×12.0×1/2＋0.815×6.0}＝
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A-27西野公園便所（南）建替工事
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657.020-529.281

-529.281㎡ / 657.020ｍ =-0.806ｍ　日影平均地盤高さ　KBM-0.806ｍ
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図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
前田　祐作

一級建築士　第360917号

浅井　真直

二級建築士　三重県　第10621号

S-01

NS平成31年 3月 8日

特　　記　　事　　項項　　目 特　　記　　事　　項 項　　目
構造関係共通事項

１．建物概要等 １．軽微な変更への対応
構-2 構-3

総
　
則

建物概要
あ
　
ら
　
か
　
じ
　
め
　
の
　
検
　
討

（あらかじめの検討） 施工の関係上やむを得ず発生する可能性の高い変更等（位置の変更）
構-1

備考

総
　
則

１．１　適用範囲 　施工誤差を考慮して構造耐力上支障がない検討が行われている部分（変更に係る部材及び当

　(１) 構造関係共通図（配筋標準図）は，鉄筋コンクリート及び鉄骨鉄筋コンクリート造等における鉄筋の加工，組立等 工事名称 　該部材に接する部材以外に応力度の変更のない場合であって，変更に係る部材及び当該部材

　 　　の一般的な標準図とする。 工事場所 三重県亀山市野村二丁目　地内 　に接する部材が令第82条各号に規定する構造計算によって確かめられる安全性を有するもの

　(２) 構造関係共通図（鉄骨標準図）は，鉄骨造及び鉄骨鉄筋コンクリート造における鉄骨の加工，組立の一般的な標準 延べ面積 　に限る）

　　 　図とする。 建築面積

　(３) 構造関係共通図（配筋標準図，鉄骨標準図）以外については，図面及び監督職員の指示による。 地上（　1 　）階　地下（　　　）階 階数に算入しない階 　・くいの芯ずれを考慮した検討
階数

塔屋（　　　）階 　・ 無し　・ 有り（　　　　　）　　　 　　　許容誤差（　　　　　　　　　　）

１．２　優先順位 　　　あらかじめの検討範囲
高さ関係

　(１) 設計図書間で配筋方法に相違がある場合の優先順位は以下のとおりとする。 　　　　※図示による（　　　　　　　　　　　）　・　

 　  １．建築工事特記仕様書（構造関係） ・ 新築　・ 増築　・ 改築　・ 移転 　・小ばりの位置の変更を見込んだ大ばり等の検討
工事種別

　   ２．図面　　　２-１　下記２－２以外の図面 ・ 大規模の修繕　・ 大規模の模様替 　　　位置の変動寸法（　　　　　　　　　　）

   　　　　　　　２-２　構造関係共通図（配筋標準図，鉄骨標準図） 　　　あらかじめの検討範囲

  　 ３．国土交通省大臣官房官庁営繕部制定「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（平成28年版）」 　　　　※図示による（　　　　　　　　　　　）　・　

構造概要 　・大きさの変更を見込んだスラブ等の検討（屋根床版含む）

１．３　特記仕様 備考 　　　許容される大きさ，荷重の条件（　　　　　　　　　　）

項目は，番号に・印のついたものを適用する。 (　　)階～(　1　)階(　木　)造 (　　)階～(　　)階(　　　)造 　　　あらかじめの検討範囲
構造種別 地上 地下

特記事項は，・の付いたものを適用する。 (　　)階～(　　)階(　　　)造 (　　)階～(　　)階(　　　)造 　　　　※図示による（　　　　　　　　　　　）　・　

・印の付かない場合は※印のついたものを適用する。 　・はり貫通孔の大きさと位置の変更を見込んだ検討X方向
架構形式

・印と※印の付いた場合は共に適用する。 　　　大きさに変動寸法（　　　　　　　　　　）Y方向

耐震構造 ・ 耐震構造　　・ 制振構造 　　　位置の変動寸法（　　　　　　　　　　）
１．４　用語の定義 方式 ・ 免振構造（免振層の位置　・ 基礎下免振　・ 中間階免振（　　）階 ） 　　　あらかじめの検討範囲
（１）設計図とは，建築構造図のうち特記仕様書，構造関係共通図以外の図面をいう。 ・ 直接基礎（ ・ 独立　・ 連続　・ べた　・ 　　） 　　　　※図示による（　　　　　　　　　　　）　・　

適用範囲は図示による（２）異形鉄筋の径（本文，図，表において「Ｄ，ｄ」で示す）は，呼び名に用いた数値とする。 基礎方式 ・ 杭基礎（ ・ 場所打ちコンクリート杭　・ 既製コンクリート杭 ） 　・壁開口の位置の変更を見込んだ検討
（　　　　　　　　　　　　）

（３）長さ，厚さ等の単位は，特記なき限り㎜とする。 ・ 耐震構造　鋼管杭　・　 　　　開口の移動範囲（　　　　　　　　　　）

耐震安全性の分類 ・ Ⅰ類（1.5）　　・ Ⅱ類（1.25）　　・ Ⅲ類（1.0）　　 　　　　ただし構造計算及びモデル化において耐力壁の剛性・耐力が変わらず，荷重が増加し
１．５　記号等 　　　　ない移動範囲に限る
設計図中で使用する記号は，表1～表8，図1を標準とする。 　　　あらかじめの検討範囲

表1　鉄筋の断面表示 ２．構造設計条件等 　　　　※図示による（　　　　　　　　　　　）　・　

径 計算方法 　・スラブの開口及び段差の変更を見込んだ検討
Ｄ１０ Ｄ１３ Ｄ１６ Ｄ１９ Ｄ２２ Ｄ２５ Ｄ２９ Ｄ３２

区分 X方向 X方向 備考 　　　開口の移動範囲（　　　　　　　　　　）

許容応力度計算（令第82条各号＋令第82条の4）【ルート１】 　　　　ただし構造計算及びモデル化においてスラブの断面及び配筋，開口補強が変わらず，
建　　築

許容応力度等計算　　 　　　　　　　　　　　【ルート２】 　　　　荷重が増加しない範囲に限る

保有水平耐力計算　　 　　　　　　　　　　　【ルート３】 X方向，Y方向の適用する 　　　あらかじめの検討範囲

表2　各階伏図における記号 限界耐力計算 計算法に○を記載する 　　　　※図示による（　　　　　　　　　　　）　・　

記　号 説　　　　明 記　号 説　　　　明 その他の計算法（　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　・間柱の位置の変更を見込んだ検討

特別な検証法（時刻歴応答解析による） 　　　位置の変動寸法（　　　　　　　　　　）
※S スラブの配筋種別 杭の位置

大臣認定（認定番号　　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　　あらかじめの検討範囲

　　指定性能評価機関名（　　　　　　　　　　　　　　） 　　　　※図示による（　　　　　　　　　　　）　・　
スラブ厚さ 試験杭の位置

　　評価　・ 高層評価　・ 免振評価　・ その他

　（評価番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） １．コンクリートの単位
構-4階段の配筋種別 打増しの範囲 3

施
　
工
　
方
　
法
　
等
　
計
　
画
　
書
　
関
　
連
　
等

水量測定 （１）単位水量の測定は，150mに1回以上及び荷下し時に品質の異常が認められた時に実施する。

外力等 （２）単位水量の上限値は，標準仕様書6.3.2(2)(ⅲ)による。
S0 土間コンクリート スラブ開口

備考 （３）単位水量の管理目標値は次の通りとして，施工する。
3

設計用一次固有周期 （　　0.117　　）秒 　　　１）測定した単位水量が，配合計画書の設計値（以下，「設計値」という。）±15kg/m
コンクリートブロック壁（ＣＢ壁） ボーリング位置

地震地域係数（Z） Z=　・ 1.0　・ 0.9　・ 0.8　・ 0.7 　　　　　の範囲にある場合はそのまま打設する。
3

地盤の種別 第（　2　）種地盤　Tc=（　　　）秒 　　　２）測定した単位水量が設計値±15を超え±20kg/mの範囲にある場合は，その運搬車の
梁・スラブの上がり下がりの範囲 （±　　） FLからの上がり下がり 地震力

標準せん断力係数 X方向 Y方向 　　　　　生コンは打設してよいが，水量変動の原因を調査し，生コン製造者に改善を指示す
3

EW○○ 一次設計 Co=（　　 0.2　　　） Co=（　　 0.2　　　） 　　　　　る。その後，設計値±15kg/m以内に安定するまで，運搬車の3台毎に1回，単位水

EKW○○ 耐力壁の種別 二次設計 Co=（　　　　　　　） Co=（　　　　　　　） 　　　　　量の測定を行う。　

ERW○○ 地表面粗度区分 基準風速（Vo） 速度圧（q） 　　　３）測定した単位水量が設計値±20を超える場合は，その運搬車は打込まずに持ち帰ら風圧力（施行令
　　　　第87条） ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ （　　34 　　）m/s 　　　　　せるとともに，水量変動の原因を調査し，生コン製造者に改善を指示する。その後，

3

　　　　　単位水量が設計値±20kg/m以内になるまで全運搬車の測定を行い，更に設計値±15
3地表面粗度区分 基準風速（Vo） 平均速度圧（q）風圧力（施行令表3　梁貫通孔記号 　　　　　kg/m以内に安定するまで，運搬車の3台毎に1回，単位水量の測定を行う。　　　 第82条の4）

径 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ （　　34 　　）m/s 　　　４）３）の不合格生コンを確実に持ち帰ったことを確認する。50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400区分
区域 ・ 多雪区域　・ 多雪区域以外 （４）単位水量管理についての記録を書面（配合計画書，製造管理記録，打ち込み時の外気温，

建　　築 設計垂直積雪量 （　　40 　　）cm 　　　コンクリート温度等）と写真により提出する。
積載荷重 2

単位荷重 （　　20　 　）N/m/cm （５）単位水量の測定方法は，高周波誘電加熱乾燥法（電子レンジ法），エアメータ法又は静

表4　スリーブ材質の凡例 垂直積雪量の低減 ・ 低減する　・ 低減しない 　　　電容量測定法による。また，試験機関は該当コンクリート製造所以外の機関とする。

管名 鋼管 溶融亜鉛めっき鋼板 硬質塩化ビニル管（薄肉管） つば付き鋼管（黒管）

GA記号（建築用）  SP（白管） VU RS ３．地盤調査資料

調査報告書

表5　高力ボルト径の記号 表6　普通ボルト径の記号 ・当該敷地の既住調査報告書のみによる

径 径 ・当該敷地の既住調査報告書及び今回工事に含まれる地盤調査報告書によるM12 M24 M12 M24M16 M20 M22 M16 M20 M22区分 区分
　　※工事着手前に当該敷地内で（　　　　）図に示す地盤調査を行う

高力ボルト
普通ボルト 調査内容（既住調査内容含む）（F10T，S10T）

溶融亜鉛めっき高力ボルト ・サウンディング
（F8T相当）

　※標準貫入試験

　　・スウェーデン式サウンディング試験

表7　溶接方法，溶接継手及び溶接面の分類記号 　　・オランダ式二重管コーン貫入試験

記号 　　・　

突合わせ継手 Ｂ ・土質試験

完全溶込み溶接 Ｔ型継手 Ｔ 　・物理的性能試験

かど継手 Ｌ 　（・ 土粒子密度試験　・ 含水比試験　・ 粒度試験　・ 液性限界，塑性限界試験
溶　接　継　手

隅肉溶接 Ｆ 　　・ 細粒分含有率試験　・ 湿潤密度試験　・　　　　　　　　　　　　　　　　）

部分溶込み溶接 Ｐ 　・力学的性能試験

フレア溶接 ＦＬ 　（・ 一軸圧縮試験　・ 圧密試験　・ 直接せん断試験　・ 三軸圧縮試験

片面溶接 １ 　　・ 振動三軸試験　・ 中空ねじりせん断試験　・　　　　　　　　　　　　　　）
溶　接　面

両面溶接 ２ 　・現場浸水試験

　・孔内水平載可試験

表8　溶接の補助記号 　・弾性波速度検層

区　　　　分 補助記号 　・常時微動測定

　・平板載荷試験溶接面現場溶接 現　　場　　溶　　接
溶接継手 　・

全　　周　　溶　　接

全周溶接 ４．液状化対策全　周　現　場　溶　接
・有り

断面溶接の長さ及び間隔 Ｌ－Ｐ 　範囲　・ 工法　・ 仕様　・ 計測　・ 試験等Ｌ－Ｐ

　※図示による（　　　　　　　　　　　　　　）全周現場溶接
断続溶接の間隔

・無し断続溶接の長さ

引出線基準線 基準線引出線
（折線）

６０° ６０° ６０°

※特記無き限り，完全溶込溶接の溶接方法・溶接面は適切な溶接方法等による。

図1　溶接記号の記載例

構造特記

（　　　　　　ラーメン　　　　　　）構造

（　　　　　　ラーメン　　　　　　）構造

（　33.49　）㎡

（　38.82　）㎡

高さ（　4.740　）m

軒高（　3.450　）m

西野公園便所（南）建替工事

西野公園便所（南）建替工事
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　　　2．フックありの場合のＬ  は，図3.1に示すようにフック部分　を含まない。

1ｈ

鉄筋の折曲げ内法直径及びその使用箇所は，表1.1を標準とする。

表1.1　鉄筋の折曲げ内法直径

SD295B，SD345

SD295A
SD390

折曲げ内法直径(D)

角度

折曲げ
折 曲 げ 図

D16 D19 D19
～D38～D38以下

6d
以
上

D
d

D
d

4d以上

D
d

8d
以

上

d

D

4
d
以

上

d

D

4d
以

上

180°

135°

90°

135°

及び

90°

(幅止め筋)

3d以上 4d以上 5d以上

（注）1．片持スラブ先端，壁筋の自由端側の先端で90°フックまたは135°フックを用いる場合は，余長を4d以上

　　 　　とする。

　　　2．90°未満の折曲げの内法直径は特記による。

壁

壁

柱

ただし，最上階の柱頭の四隅は

フックを付ける。

（ａ）鉄筋の重ね継手

　（１）径が異なる鉄筋の重ね継手の長さは，細い鉄筋の径による。

　（２）鉄筋の重ね継手の長さは，表3.1による。

表3.1　鉄筋の重ね継手の長さ

コンクリートの

設計基準強度

Ｆｃ(Ｎ/ｍｍ2)

鉄筋の
（フックなし） （フックあり）

Ｌ1ｈＬ1

種類

18

21

24，27

30，33，36

45d

SD295A

SD295B

40d

35d

35d

18

21

24，27

30，33，36

SD345

21

24，27

30，33，36

50d

40d

45d

35d

50d

45d

40d

35d

30d

25d

25d

35d

30d

30d

25d

35d

35d

30d

（注）1．Ｌ ，Ｌ ：フックなし重ね継手の長さ及びフックあり重ね継手の長さ1

1ｈ

　　　3．軽量コンクリートの場合は，表の値に５ｄを加えたものとする。

Ｌ1ｈ

図3.1　フックありの場合の重ね継手の長さ

　（３）鉄筋の重ね継手の長さとは，フックありなしにかかわらず４０ｄ以上（軽量骨材を使用する場合は５０ｄ以上）と

　　　　表3.1の重ね継手の長さのうち大きい値とする。

　（４）隣り合う継手の位置は，表3.2による。

　　　　ただし，壁の場合及びスラブ筋でＤ１６以下の場合は除く。

重
ね
継
手

フックありの場合

フックなしの場合

ａ

Ｌ1ｈ

Ｌ1ｈ

Ｌ1ｈ Ｌ1ｈａ

1ｈ ａ＝0.5Ｌ1ｈ

Ｌ

Ｌ

ａ ａ

1

1

1Ｌ 1Ｌ

ａ＝0.5Ｌ

ａ＝0.5Ｌ1 ａ＝0.5Ｌ1

圧
接
継
手

溶
接
継
手

機
械
式
継
手

a≧400mm，かつ，a≧(ｂ+40)mm

カップラー

ｂ

ａ

圧接継手・溶接継手

ａ≧400mmａ

(ｂ) 鉄筋の定着

表3.2　隣り合う継手の位置

表3.3　鉄筋の定着の長さ

2
Ｆｃ(Ｎ/ｍｍ　)
設計基準強度

コンクリートの
鉄筋の
種類 Ｌ Ｌ1 2

Ｌ3

Ｌ Ｌ1ｈ 2ｈ

直線定着の長さ フックあり定着の長さ

Ｌ3ｈ

スラブ小梁小梁 スラブ

18

21

24，27

30，33，36

45d

40d

35d

35d

40d

35d

30d

30d

30d35d

30d 25d

25d 20d

20d25d

18

SD345

SD295A
SD295B

21

24，27

30，33，36

SD390

21

24，27

30，33，36

50d

45d

40d

35d

50d

45d

40d

40d

35d

35d

30d

40d

40d

35d

20d

10d

かつ

150mm

以上

35d

30d

30d

25d

35d

35d

30d

30d

25d

25d

20d

30d

30d

25d

10d －

（注）1．Ｌ ，Ｌ　：2．以外の直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ。1 1ｈ

　　　2．Ｌ ，Ｌ　：割裂破壊のおそれのない箇所への直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ。2 2ｈ

　　　3．Ｌ　：小梁及びスラブの下端筋の直線定着の長さ。（基礎耐圧スラブ及びこれを受ける小梁は除く）3

　　　 　　　　なお、片持小梁及び片持スラブの場合は、20d及び10dを25d以上とする。

　　　4．Ｌ　：小梁の下端筋のフックあり定着の長さ。3ｈ

　　　5．フックあり定着の場合は，図3.2に示すようにフック部分　 を含まない。また，中間部での折曲げは行わない。

　　　6．軽量コンクリートの場合は，表の値に５ｄを加えたものとする。

定着起点

1 2 3Ｌ ，Ｌ　又はＬ
1ｈＬ　，Ｌ　又はＬ2ｈ 3ｈ

フックあり定着の長さ直線定着の長さ

図3.2　直線定着の長さ及びフックあり定着の長さ

定着起点

　(１) 鉄筋の定着の長さは，表3.3及び図3.2による。

次の部分に使用する異形鉄筋の末端部にはフックを付ける。

　（１）柱及び梁（基礎梁を除く）の出隅部

　（２）梁主筋の柱内折曲げ定着又は小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の方法は，図3.3により，次の（ⅰ），

　　　（ⅱ）及び（ⅲ）をすべて満足するものとする。

　　　（ⅰ）全長は表3.3に示す直線定着の長さ以上

　　　（ⅱ）余長は８ｄ以上

　　　（ⅲ）仕口面から鉄筋外面までの投影定着長さは表3.4に示す長さとする。ただし，梁主筋の柱内定着においては，

　　　　　　原則として，柱せいの3/4倍以上とする。

Ｌ

全長

余長

Ｌ

全長

　（ただし，柱せいの3/4倍以上）

余長

ａ

ｂ

小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ

図3.3　折曲げ定着の方法

表3.4　鉄筋の投影定着長さ

鉄筋の種類

18

21

24，27

30，33，36

SD295A
SD295B

20d

15d

15d

15d

15d

15d

15d

15d

Ｌａ Ｌｂ

コンクリートの

設計基準強度

Ｆｃ(Ｎ/ｍｍ　)2

SD345

18

21

24，27

30，33，36

20d

20d

20d

15d

20d

20d

15d

15d

21

24，27

30，33，36

20d

20d

20d

20d

20d

15d

SD390

（注）1．Ｌ ：梁主筋の柱内折曲げ定着の投影定着長さ。（基礎梁，片持ち梁及び片持ちスラブを含む。）

　　　2．Ｌ ：小梁及びスラブの上端筋の梁内折曲げ定着の投影定着長さ。（片持ち小梁及び片持ちスラブを除く。）

　　　3．軽量コンクリートの場合は，表の値に５ｄを加えたものとする。

ａ

ｂ

　（３） 溶接金網の継手及び定着は，図3.4による。

 　　　　　なお，Ｌ　は表3.1に，Ｌ　及びＬ　は表3.3による。21 3

ＬＬ

１節半以上，かつ，150mm以上

鉄筋
１節半以上，かつ，150mm以上

Ｌ Ｌ

鉄筋

12

重ね継手 定着（スラブの場合） 定着（壁の場合）

3 1

図3.4　溶接金網の継手及び定着

　（４）スパイラル筋の継手及び定着は，図3.5による。

d

≧6d

50d

d

≧6d

50
d

d

≧6d

d

≧6d

1.5巻き
以上の
添巻き

中間部

（重ね継手）（柱頭部又は柱脚部）

末端部

図3.5　スパイラル筋の継手及び定着

(ａ) 鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さは，表4.1による。

　　 ただし，柱及び梁の主筋にＤ２９以上を使用する場合は，主筋のかぶり厚さを径の1.5倍以上確保するように最小かぶり

　　 厚さを定める。

表4.1　鉄筋及び溶接金網の最小かぶり厚さ（単位：mm）

40

最小かぶり厚さ

スラブ，

耐力壁以外の壁

構造部分の種別

屋外

屋内

柱，梁，耐力壁

仕上げなし

仕上げあり

仕上げあり

仕上げなし

仕上げあり

仕上げなし

擁壁，耐圧スラブ

柱，梁，スラブ，壁

基礎，擁壁，耐圧スラブ

土に接し
ない部分

土に接す
る部分

煙突等高熱を受ける部分

20

30

30

30

30

40

40

60

＊

*

60

（注）1．＊印のかぶり厚さは，普通コンクリートに適用し，軽量コンクリートの場合は特記による。

　　　2．「仕上げあり」とは，モルタル塗り等の仕上げのあるものとし，鉄筋の耐久性上有効でない仕上げ

　　　（仕上げ塗材，塗装等）のものを除く。

　　　3．スラブ，梁，基礎及び擁壁で，直接土に接する部分のかぶり厚さには，捨コンクリートの厚さを含ま

 　　　ない。

　　　4．杭基礎の場合のかぶり厚さは，杭天端からとする。

　　　5．塩害を受けるおそれのある部分等，耐久性上不利な箇所は，特記による。

(ｃ) 鉄筋組立後のかぶり厚さは，最小かぶり厚さ以上とする。

(ｂ) 柱，梁等の鉄筋の加工に用いるかぶり厚さは，最小かぶり厚さに１０ｍｍを加えた数値を標準とする。

(ｄ) 鉄筋相互のあきは図4.1により，次の値のうち最大のもの以上とする。
● ●

　　　(１) 粗骨材の最大寸法の1.25倍

　　　(２) ２５ｍｍ

　　　(３) 隣り合う鉄筋の平均径（呼び名の数値）1.5倍

Ｄ あき Ｄ

間隔

図4.1　鉄筋相互のあき

（Ｄは，鉄筋の最大外径）

(ｅ) 鉄骨鉄筋コンクリート造の場合，主筋と平行する鉄骨とのあきは（ｄ）による。

(ｆ) 貫通孔に接する鉄筋のかぶり厚さは（ｃ）による。

●●

構造関係共通事項（配筋標準図）
４.１　最小かぶり厚さ

２.１　異形鉄筋の末端部

１.１　鉄筋の加工

３.１　継手及び定着

床版

梁

壁

図2.1　末端部にフックを必要とする出隅部の鉄筋（ ● 印）

　（２）煙突の鉄筋（壁の一部となる場合を含む）

　（３）杭基礎のベース筋

　（４）帯筋，あばら筋及び幅止め筋

床版壁

梁

壁

SD390

鉄筋コンクリート造配筋標準図№１
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：継手の好ましい位置

Ｌ2

柱

梁 梁

図5.1　梁筋の基礎梁内への定着

（ａ） 一般事項

　（１）梁筋は，連続端で柱に接する梁筋が同数の時は柱をまたいで引き通すものとし，鉄筋の本数が異なる場合は図5.1

　　　　のように反対側の梁に定着する。外端部や隅部等では折り曲げて定着する。

　（２）梁筋を柱内に定着する場合は，7.1(b)(4)による。

（ｂ） 独立基礎で基礎梁にスラブが付かない場合の主筋の継手，定着及び余長は，図5.2による。

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

0 0

継手長さ

 /4

15d(余長)

継手長さ

 /4  /2

0

02

ａ ａ

2

≧100

2 2

ａａ

（注）1．図示のない事項は，7.1による。

　　　2．　　　　　　印は，継手及び余長位置を示す。

　　　3．破線は，柱内定着の場合を示す。

　　　4．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

 /2  /4 /4

0

0 0 0

　　　ただし，耐圧スラブが付く場合は，（ｄ）による。

（ｃ）独立基礎で基礎梁にスラブが付く場合の主筋の継手，定着及び余長は，図5.3による。

図5.2　主筋の継手，定着及び余長（その１）

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ  /2  /4 /4

継手長さ 15d(余長)15d(余長)

20d(余長) 継手長さ
20d(余長)

二段筋

0 00

0

2

Ｌ

Ｌ

Ｌ

ａ Ｌ

ａ

2

ａ

2

ａ

2

　　　2．　　　　　　印は，継手及び余長位置を示す。

（注）1．図示のない事項は，7.1による。

　　　3．破線は，柱内定着の場合を示す。

（ｄ）連続基礎及びべた基礎の場合の主筋の継手，定着及び余長は，図5.4による。

 /2  /4 /4

0

0 0 0

図5.3　主筋の継手，定着及び余長（その２）

：継手の好ましい位置

ガス圧接を例として示す

ガス圧接を例として示す

　　　4．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

（注）1．図示のない事項は，7.1による。

　　　2．　　　　　　印は，継手及び余長位置を示す。

　　　3．破線は，柱内定着の場合を示す。

　　　4．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

15d(余長)

継手長さ20d(余長)

継手長さ

 /2  /4 /4

二段筋

0

0 0 0

2

ａ

2 2

ａ

ａ

2

 /2  /4 /4

0

0 0 0

ガス圧接を例として示す

：継手の好ましい位置

図5.4　主筋の継手，定着及び余長（その３）

（ａ） 一般事項

   (１) あばら筋の径及び間隔は，特記による。

   (２) あばら筋組立の形及びフックの位置は，7.2(b)による。

   　  ただし，梁の上下端にスラブが付く場合で，かつ，梁せいが1.5ｍ以上の場合は，図5.5によることができる。

≧8d
d

Ｌ

コンクリート打継ぎ面
1ｈ

一般の場合 重ね継手とする場合

図5.5　あばら筋組立の形及びフックの位置

 　　ただし，梁せいが1.5ｍ以上の場合は特記による。

　(１) 継手の中心位置は，梁上端から500mm以上，1,500mm以下，かつ，3ho /4（h は柱の内法高さ）以下とする。

　(２) 継手，定着及び余長は図6.1による。

　　　 ただし，柱頭定着長さＬ を確保できない場合は，特記による。

0
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0

0

0

0
0

h
≧

3
h
/
4

h
h

≦
3
h
/4

5
00

以
上

，
か

つ
，

1
,5

0
0
以

下
50

0
以

上
，

か
つ

，
1,

5
0
0以

下

0
0

Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ

上階の鉄筋
が多い場合

下階の鉄筋
が多い場合

h
/
2
+1

5
d

h
/
2+

1
5d

1
5
d

1
5
d

かぶり厚さ

≧150 ≧150

2

2
2

2

定着継手

（注）1．柱の四隅にある主筋で，重ね継手の場合及び最上階の柱頭にある場合には，フックを付ける。

　　　2．隣り合う継手の位置は，表3.2「隣り合う継手の位置」による。

　　　3．継手及び定着は，すべての階に適用できる。

図6.1　柱主筋の継手，定着及び余長

FL

GL

打増し厚さ10mm

打増し厚さ10mm

図6.2　柱打増し部

（ｂ）柱打ち増し部

　(２) 土に接する柱周囲の打増しは図6.2による。

　(１) 打増し部分に，壁，梁，スラブ筋等がとりつく場合は，壁，梁，スラブ筋等の定着長さには，打増し部分を含まない。

   (１) Ｈ形の135°曲げのフックが困難な場合は，Ｗ－Ⅰ形とする。

   (２) 溶接する場合の溶接長さＬは，両面フレア溶接の場合は5d以上，片面フレア溶接の場合は10d以上とする。

   (３) ＳＰ形において，柱頭及び注脚の端部は，1.5巻以上の添巻きを行う。

①Ｈ形
≧6d

d

（イ） （ロ） （ハ） （ニ）

≧8d

②Ｗ-Ⅰ形

Ｌ

（イ） （ロ） （ハ）

Ｌ Ｌ

(注)溶接は，鉄筋の組立前に行う。

⑤ＳＰ形（スパイラル筋） ⑥丸形

P
＠

P
＠

≧6d

P＠
P
＠

≧6d

（イ） （ロ）

≧6d

≧40d

d

Ｌ

（イ） （ロ）

図6.3　帯筋組立の形

一般の場合

P ＠

1.5P ＠

P ＠

1.5P ＠

1.5P ＠

帯筋

梁面より割り付ける。

太い鉄筋又は同径のものを２本
重ねたものとする。

上下の柱断面寸法が異なる場合，
帯筋は，一般の帯筋より１サイズ

1

1

1

2

2

図6.4　帯筋の割付け

（注）1．図示のない事項については，一般の場合に同じ。

　　　2．柱に取り付く梁に段差がある場合，帯筋の間隔を1.5P ＠または1.5P ＠とする範囲は，その柱に1 2

　　　　 なお，P ＠，P ＠は，特記された帯筋の間隔を示す。

　　　　 取り付くすべての梁を考慮して適用する。

1 2

（ａ) 帯筋の種類及び間隔は，特記による

（ｂ) 帯筋組立の形は図6.3により，適用は特記による。

（ａ) 一般事項

（ｃ) フック及び継手の位置は交互とする。

（ｄ) 帯筋の割付けは，図6.4とし，それ以外の場合は特記による。

（ｂ) 腹筋及び幅止め筋は，7.2による。

（ｃ) あばら筋の割付けは，7.2(c)による。

５.２　基礎梁のあばら筋

６.１　柱

６.２　帯筋５.１　基礎梁
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　　　 3．梁内定着の端部下端筋が接近するときは，　　　　　　のように引き通すことができる。

　（１）梁の上がり下がりは，ＦＬを基準とした寸法値とする。

　（２）地中梁下の砂利地業厚さ及び捨コンクリート地業厚さは，特記による。

　（３）打増し部分に，スラブ，壁，梁筋等が取り付く場合のスラブ，壁，梁筋等の定着長さには，打増し部分を含まない。

（ｂ)　大梁主筋の継手及び定着の一般事項

（ａ)　一般事項

　（１）継手中心位置は，次による。

　　　　上端筋：中央　 /2以内

　　　　下端筋：柱面より梁せい（Ｄ）以上離し，　/4を加えた範囲以内

　（２）継手中央部の位置，定着長さ及び余長は，図7.3及び図7.4による。

　（３）梁主筋は，連続端で柱に接する梁の主筋が同数の時は，柱をまたいで引き通すものとし，鉄筋の本数が異なる場合

　　　　には，図7.1のように反対側の梁に定着する。外端部や隅部では折り曲げて定着する。

0

0

Ｌ

柱

梁 梁

2

図7.1　梁主筋の梁内定着

　（６）段違い梁は，図7.2による。

　（５）梁にハンチを付ける場合，その傾斜は特記による。

　（４）梁主筋を柱内に折り曲げて定着する場合は次による。

　　  　なお，定着の方法は，3.1（b)(2)による。

　　　　上端筋：曲げ降ろす。

　　　　下端筋(一般)：原則，曲げ上げる。

　　　　下端筋(ハンチ付き)：原則，曲げ上げる。

柱

梁 梁

D≦100

吊上げ筋は，一般のあばら筋より
１サイズ太い鉄筋又は同径のもの
を２本重ねたものとする。

図7.2　段違い梁

(ｃ) ハンチのない場合の重ね継手，定着及び余長は，図7.3による。

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ
Ｌ

Ｌ

Ｌａ

Ｌ

Ｌａ

ＬａＬａ

Ｌ

15d(余長)

二段筋

 /4  /2  /4

継手長さ

最上階

一般階

上端筋

下端筋

D

15d(余長)

20d(余長)

D /4

00

0

0

0

2

2

2

2

ａ

2

2

2

ａ
ａ

2

2

15d(余長) 継手長さ 15d(余長)

（注） 1．梁主筋の重ね継手が，梁の出隅及び下端の両端にある場合（基礎梁を除く）

　　　　　には，フックを付ける。

　　　 2．　　　　　　印は，継手及び余長を示す。

　　　 3．破線は，柱内定着の場合を示す。

　　　 4．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

図7.3　大梁の重ね継手，定着及び余長

（ｄ) ハンチのある場合の重ね継手，定着及び余長は，図7.4による。

（注） 1．梁主筋の重ね継手が，梁の出隅及び下端の両端にある場合（基礎梁を除く）

　　　　　には，フックを付ける。

 　　　2．　　　　　　印は，継手及び余長を示す。

　　　 4．破線は，柱内定着の場合を示す。

　　　 5．梁主筋ののみ込み長さ（柱せいの3/4倍以上）

図7.4　ハンチのある大梁の定着及び余長

図7.8　あばら筋の割付け　(その3)

(注)　1．あばら筋は，柱面の位置から割り付ける。

　　　2．図中Ｐ＠,Ｐ'＠は，特記されたあばら筋の間隔を示す。

P'＠P＠

D

≦P'P'＠ ＠

 /4 /4 0

0

0

図7.7　あばら筋の割付け　(その2)

（ａ)　あばら筋，腹筋及び幅止め筋の一般事項

　（１）あばら筋の種類，径及び間隔は，特記による。

　（２）腹筋に継手を設ける場合の継手長さは，150mm程度とし，定着長さは図7.6による。

　　　  ただし，腹筋を計算上考慮している場合の継手長さ及び定着長さは，特記による。　（３）幅止め筋及び受け用幅止め筋は，D10－1,000＠程度とする。

（ｂ)　あばら筋組立の形及びフックの位置

　（１）形は，図7.5(イ)とする。

　　　  ただし，Ｌ形梁の場合は，(ロ)又は(ハ)，Ｔ形梁の場合は，(ロ)～(ニ)とすることができる。

　（２）フックの位置

　　　Ⅰ．(イ)の場合は，交互とする。

　　　Ⅱ．(ロ)の場合は，Ｌ形ではスラブの付く側，Ｔ形では交互とする。

　　　Ⅲ．(ハ)の場合は，床板の付く側を90°折曲げとする。

≧6d

d

≧8d ≧8d

≧6d

≧8d

（イ） （ロ） （ハ） （ニ）

図7.5　あばら筋組立の形

（ｃ) あばら筋の割付け

　（１）間隔が一様でハンチのない場合は，図7.6による。

　（２）間隔が一様でハンチがある場合は，図7.7による。

≒30P＠≒30

≦P＠

D

(注)　1．あばら筋は，柱面の位置から割り付ける。

　　　2．図中のＰ＠は，特記されたあばら筋の間隔を示す。

図7.6　あばら筋の割付け　(その1)

P＠
≦P＠

P＠
≦P＠

P＠
≦P＠

D

（注)　1．あばら筋は，柱面の位置及びハンチに切り替わる位置から割り付ける。

 　　　2．図中のＰ＠は，特記されたあばら筋の間隔を示す。

　（３）梁の端部で間隔の異なる場合は，図7.8による。

（ｄ)　腹筋及び幅止め筋

　（１）一般の梁は，図7.9による。

2-D10

2-D10

D
腹筋
2-D10

幅止め筋

2-D10

2-D10

2-D10

1,200≦D＜1,500900≦D＜1,200600≦D＜900

図7.9　腹筋及び幅止め筋

（ａ)　連続小梁の場合は，図7.10による。

Ｌ

ＬＬｂ

Ｌ

15d(余長) 15d(余長) (定着)

20d(余長) 20d(余長) 20d(余長) 20d(余長)

外端 連続端
連続端

15d(余長)15d(余長)

 /4  /2  /4  /4  /2  /4

 /6 7   /12  /4  /4  /2  /4

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

00

2

2

3ｈ

（注)　1．図示のない事項は，5.1及び7.1に準ずる。

 　　　2．　　　　　　印は，余長位置を示す。

図7.10　小梁主筋の継手，定着及び余長(その1)

（ｂ)　単独小梁の場合は，図7.11による。

Ｌｂ Ｌｂ

Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

20d(余長)20d(余長)

15d(余長)

端部 端部

15d(余長)

 /4  /2  /4

2   /3 /6  /6

0 0 0

0 0 0

0

3ｈ

2 2

3ｈ

Ｌ

上端筋
下端筋

2

立面平面

直交する梁へ斜めに定着する場合

≒45°

図7.11　小梁主筋の継手，定着及び余長(その2)

（注)　1．図示のない事項は，5.1及び7.1に準ずる。

 　　　2．　　　　　　印は，余長位置を示す。

（ｃ)　あばら筋は，7.2による。

（ａ）片持梁主筋の定着及び余長

　（１）先端に小梁のない場合は，図7.12による。

一般階 最上階

Ｌ

Ｌａ

Ｌ

Ｌ

15d 2  /3

3ｈ

2

Ｌ

Ｌ

Ｌ

15d 2  /3

3ｈ

2

(注)　1．図示のない事項は，7.1による。

　　　2．　　　　　　印は，余長位置を示す。

　　　3．先端の折曲げの長さは，梁せいからかぶり厚さを除いた長さとする。

図7.12　片持梁主筋の定着及び余長

（ｂ）あばら筋は，7.2による。

図7.13　片持梁主筋の定着

　（２）先端に小梁がある場合は，図7.13による。

先端小梁
(頭つなぎ梁)

片持梁

垂直断面水平断面

Ｌ

Ｌ

片持梁筋
折下げ

片持梁

先端小梁

片持梁筋
折下げ

2

2

小梁外端部 小梁連続端部

(注)　1．図示のない事項は，(１)による。

　　　2．先端小梁終端部の主筋は，片持梁内に水平定着する。

　　　3．先端小梁の連続端は，片持梁の先端を貫通する通し筋としてよい。

（ａ）一般事項

　（２）幅止め筋は，縦横ともD10－1,000＠程度とする。

　（３）打増し部分に，壁スラブ等が取り付く場合の壁，スラブ筋等の定着長さには，打増し部分を含まない。

Ｌ

Ｌ

≦P＠
P＠

≦P＠

≦P＠

P＠

≦P＠

主筋位置

梁

主筋位置

主筋位置

梁

柱

主筋位置

1

2

(注)　図中のＰ＠は，特記された壁筋の間隔を示す。

図8.1　壁の配筋

（ｂ）壁の配筋は表8.1により，種別は特記による。

表8.1　壁の配筋

縦筋及び横筋種別 断面図　　　　(㎜)

W12

W15A

W15B

W18A

W18B

W20A

W20B

D10-200@シングル

D10-150@シングル

D10-100@シングル

D10-200@ダブル

D10-150@ダブル

D10-200@ダブル

D10-150@ダブル

150

120

180

200

(注)　壁筋の配筋順序は，規定しない。

（ｃ）片持スラブ形階段を受ける壁の配筋は表8.2により，種別は特記による。

表8.2　片持スラブ形階段を受ける壁の基準配筋

種別

KW1

KW2

縦筋

横筋

縦筋

横筋

D13-200@ダブル

D13-200@ダブル

D13-150@ダブル

D13-200@ダブル

180

200

断面図　　　　(㎜)縦筋及び横筋
種別(表10.1)

縦筋の配筋

KA1

KA3

KA2

KA4

(注)　縦筋は，横筋の外側に配筋する。

（ｄ）土圧を受ける壁の配筋は，構造図による。

（ｅ）壁の交差部及び端部の配筋は図8.2による。

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ Ｌ Ｌ Ｌ

Ｌ Ｌ

Ｌ

継手 2-D13

1-D131-D13

1-D13

1-D13

2-D13
1-D13 1-D131-D13

2

2

2

2 2 2 2

1 2

2

交差部　(水平断面)

図8.2　壁の交差部及び端部の配筋

2-D13 4-D131-D13 2-D13

端部　(垂直及び水平断面) 外壁の端部　(垂直及び水平断面)

７.１　大梁

７.２　あばら筋等

７.３　小梁

７.４　片持梁

８.１　壁

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌａ

Ｌａ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌ

Ｌａ

Ｌａ

Ｌ

二段筋

最上階

15d(余長) 15d(余長)

一般階

※

 /2  /4 /4 00 0

0

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

1

1

2

　（１）壁配筋の重ね継手の長さはＬ ，定着の長さはＬ とし，鉄筋の継手位置は，柱・梁以外とする。21
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工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
前田　祐作

一級建築士　第360917号

浅井　真直

二級建築士　三重県　第10621号
鉄筋コンクリート造配筋標準図№４ NS平成31年 3月 8日

（注)　1．   ≧  とする。

図9.9　出隅及び入隅部の補強配筋

（ａ)　壁開口部の補強

　（１）耐震壁を除く壁開口部の補強筋は，A形は表8.3，B形は表8.4とし，適用は特記による。

　　　　なお，耐震壁の補強筋は，特記による。

表8.3　壁開口部補強筋（A形）

補強筋

縦横 斜め
壁の種別

W12，W15

W18，W20

1-D13 1-D13

2-D132-D13

表8.4　壁開口部補強筋（B形）

補強筋

縦横 斜め
壁の種別

W12，W15

W18，W20

2-D13

4-D13

1-D13

2-D13

　（２)　壁開口部補強筋の定着長さは図8.3による。

1Ｌ

1Ｌ 開口

1

Ｌ

1
Ｌ

図8.3　壁開口部補強筋の定着長さ

　（３)　コンセントボックス等を壁に埋め込む場合の補強は，特記による。

（１）スラブ及び土間コンクリートの上がり下がりは，ＦＬを基準とした寸法値とする。

（２）土間スラブ下の砂利地業厚さ及び捨てコンクリート厚は，特記による。

（３）土間コンクリート補強筋（Do）の配筋及びコンクリート厚さは，特記による。

（４）スラブの配筋（Ｓ形配筋）は表9.1及び図9.1により，配筋種別及びスラブ厚さは，特記による。

表9.1　S形配筋

短辺方向

柱 大梁 柱

小
梁

大
梁

長
辺

方
向

（配力筋)長辺方向

（主筋)短辺方向

図9.1　スラブの配筋

（５）配筋の割付けは，中央から行い，端部は定められた間隔以下とする。

（６）鉄筋の重ね継手長さは，Ｌ とする。1

（７）定着長さ及び受け筋は，図9.2による。

  　　ただし，引き通すことができない場合は，図9.3により梁内に定着する。

2Ｌ受け筋（D13)

受け筋（D13)
3Ｌ

図9.2　スラブ筋の定着長さ及び受け筋（その1)

ｂＬ
受け筋
（D13)

3Ｌ

2Ｌ

受け筋
2Ｌ

ｂＬ（D13)

3Ｌ

2Ｌ

ｂＬ受け筋（D13)

3Ｌ

（ハ)（ロ)（イ)

ｂＬ

2Ｌ受け筋（D16)

2Ｌ

耐圧スラブの場合

図9.3　スラブ筋の定着長さ及び受け筋（その2)

一般スラブの場合

片持スラブの配筋は，次による。

　（１）片持スラブの配筋（ＣＳ形配筋）は，表9.2並びに図9.4及び図9.5により，配筋種別及びスラブ厚さは，特記による。

表9.2　CS形配筋

配筋

種別

短辺方向 （主筋)

全域

長辺方向 （配力筋)

全域

短辺方向 （主筋)

全域

長辺方向 （配力筋)

全域

配筋

種別

S 1

S 2

S 3

S 4

S 5

S 6

S 7

S 8

S 9

S10

S11

S12

S13

S14

D13-100@

同上

同上

D13-150@

同上

同上

D10，D13-150@

D13-100@

D13-150@

D10，D13-150@

D13-150@

D10，D13-150@

D10-150@

D10，D13-150@

D10，D13-150@

同上

D10，D13-200@

同上

同上

D10-200@

同上

D10-150@

D10-200@

D10，D13-200@

D10-200@

D10-250@

D10-200@

D10-250@

（注)　上端筋，下端筋とも同一配筋とする。

配筋種別 主筋 主筋配筋種別

CS1

CS2

CS3

CS4

上

下

上

下

上

下

上

下

上

下

上

下

上

下

CS5

CS6

CS7
D10，D13-150@

D10，D13-300@

D10，D13-200@

D10-200@

D13-150@

D13-200@

D13-100@

D13-300@

D10-200@

D10-400@

D10，D13-200@

D10-200@

配力筋
D10-200@

2Ｌ

Ｌ

8d
以

上

先端部補強筋
2-D13 10d以上

主筋

受け筋
D13
D16

（ ≦1,000)
（ ＞1,000)

配力筋
D10-200@

ａＬ

Ｌ 2Ｌ

8d
以

上

先端補強筋 10d以上
2-D13

主筋

受け筋
D13
D16

（ ≦1,000)
（ ＞1,000)

（段差あり）（段差なし）

（注)　１．先端の折曲げ長さＬは，スラブ厚さよりかぶり厚さを除いた長さとする。

図9.4　片持スラブの配筋（CS1 から CS5）

主筋
受け筋 D13配力筋

D10-200@
2Ｌ

Ｌ

先端部補強筋

2-D13

≦600

主筋
受け筋 D13配力筋

D10-200@

2Ｌ

Ｌ
2Ｌ

先端部補強筋

2-D13

≦600

（段差あり）（段差なし）

（注)　１．先端の折曲げ長さＬは，スラブ厚さよりかぶり厚さを除いた長さとする。

図9.5　片持スラブの配筋（CS6 及び CS7）

　（２）先端に壁が付く場合の配筋は図9.6による。

先端壁の縦筋の径
2Ｌ及び間隔に合わせる

1
0
0以

下

先
端

壁
厚

以
上

2 1
0
0
以

下

Ｌ

2-D13

1
0
0以

下

先
端

壁
厚

以
上

2Ｌ

2-D13

垂れ壁のない場合 垂れ壁のある場合

図9.6　先端に壁が付く場合の配筋

　（３）出隅部

　　（ⅰ）補強の配筋は特記により，配筋方法は，図9.7による。

　　（ⅱ）出隅受け部分（図9.9の斜線部分）の補強筋は特記による。

出隅部
1/2

2

/
2

1

出隅受け部

1

1/2 Ｌ

3 一般スラブ配力筋Ｌ

2

3/
2

1

Ｌ

出隅部分

1
Ｌ の補強筋

出
隅

部
分

の
補

強
筋

補強筋の定着
1

1

出隅部分補強配筋 出隅受け部配筋

1 2 （注)　1．   ≧  とする。1 2

　　 　2． 出隅受け部配筋は柱又は梁にＬ  定着する。1

図9.7　片持スラブ出隅部の補強配筋

（ａ）スラブ開口部の補強

　　　スラブ開口部の補強は，特記による。

　（ⅰ）スラブ開口の最大径が700mm以下の場合は，図9.8により，開口によって切られる鉄筋と同量の鉄筋で周囲を補強

　　　  し，隅角部に斜め方向に2-D13（  ＝2L )シングルを上下筋の内側に配筋する。1

図9.8　スラブ開口部の補強配筋

1Ｌ
1Ｌ

n2本開 口

Ｌ

1

n2

Ｌ 2
1

n1本
n1
2

（　　)本

（　　)本

　（ⅱ）スラブの開口の最大径が両方向の配筋間隔以下で，鉄筋を緩やかに曲げることにより，開口部を避けて配筋でき

　　　  る場合は，補強を省略することができる。

（ｂ）屋根スラブの補強

　　　屋根スラブの出隅及び入隅部分には，図9.9により，補強筋を上端筋の下側に配置する。

5-D10（ ＝1,500)

5-D10（ ＝1,500)

（ｃ）土間スラブの打継ぎ補強

　　  基礎梁とスラブを一体打ちとしないで，打継ぎを設ける場合の補強は，図9.10による。

　　　ただし，土間スラブとは，土に接するスラブでＳ形の配筋によるものをいう。

2Ｌ

22 ＬＬ

ａａ D13 D13

3Ｌ

2Ｌ2Ｌ

中間部 端部

スラブ筋と同径，
同材質，同間隔

（注）ａ≦300の場合

図9.10　打継ぎ補強配筋

（ｄ）土間コンクリート補強

　　　土間コンクリートの補強筋は，特記による。

　　　なお，基礎梁との接合部は図9.11による。

2Ｌ 2Ｌ

ａａ D13D13

2Ｌ
2Ｌ

土間コンクリート
補強筋の鉄筋径及
び間隔に合わせる。

土間コンクリート補強筋

中間部 端部

（注)　ａ≦300の場合

図9.11　土間コンクリートと基礎梁との接合部配筋

片持スラブ形階段の基準配筋は，表10.1及び図10.1により，寸法及び配筋種別は，特記による。

表10.1　片持スラブ形階段の配筋

2Ｌ

2Ｌ
3Ｌ

2Ｌ

図10.1　片持スラブ形階段配筋の定着

（注)　1． 片持スラブ形階段を受ける壁配筋は，8.1（ｃ)による。

　 　　2． 階段主筋は，壁の中心線を越えてから縦に下ろす。

　　　 3． スラブ配力筋の継手及び定着の長さは，表3.3「鉄筋の定着長さ」のＬ とする。3

配筋種別

配筋図

配筋種別

配筋図

KA3 KA4

KA2KA1

D13
D13

t

t
D13

t t

D13
t

2-D13
D13

t

D10-300@ D10-300@

D13 2-D13

D10-300@D10-300@

D10-300@D10-300@

８.２　壁の補強

９.１　スラブ ９.２　片持スラブ

９.３　スラブ等の補強

１０.１　片持スラブ形階段
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事

項

特
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図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
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一級建築士　第360917号

浅井　真直

二級建築士　三重県　第10621号
NS

S-06

平成31年 3月 8日

KB7

KB6

KB5

KB4

KB3

D16-100@

D16-125@

D16-150@

D13,D16-150@

D13-100@

D13-150@KB2

D13-200@KB1

上端筋，下端筋とも(全域)配筋種別

二辺固定スラブ形階段の基準配筋は，表10.2並びに図10.2及び図10.3により，寸法及び配筋種別は，特記による。

表10.2　二辺固定スラブ形配筋

Ｌ2

Ｌ 2

Ｌ 2

Ｌ 3

Ｌ 2

ｂＬ

ｂＬ

Ｌ3

Ｌ 2

Ｌ 2

0

t

D13

D13

D10

D10

D10

t
D10-200@

D10-300@

D10-200@

150

t

図10.2　二辺固定スラブ形階段配筋(その1)

ｂＬ

Ｌ2

Ｌ 3

Ｌ 3

Ｌ 2

0

t

D10

150

0

(注)　下図の場合にも二辺固定スラブ形階段配筋を準用する。

図10.3　二辺固定スラブ形階段配筋(その2)

D10

D10-300@

（ａ）梁貫通孔は，次による。

　（１）梁貫通孔補強筋の名称等は，図11.1による。

　（２）孔の径は，梁せいの1/3以下とする。

　（３）孔の上下方向の位置は梁せい中心付近とし，梁中央部下端は梁下端よりD/3（Dは梁せい）の範囲には設けてはならない。

　（４）孔は，柱面から，原則として，1.5D以上離す。ただし，基礎梁及び壁付帯梁は除く。

　（５）孔が並列する場合の中心間隔は，孔の径の平均値の３倍以上とする。

　（６）縦筋及び上下縦筋は，あばら筋の形に配筋する。

　（７）補強筋は，主筋の内側とする。また，鉄筋の定着長さは，図11.2による。

　（８）孔の径が梁せいの1/10以下，かつ，150㎜未満のものは，鉄筋を緩やかに曲げることにより，開口部を避けて配筋できる

　　　　場合は，補強を省略することができる。

　（９）溶接金網の余長は1格子以上とし，突出しは10㎜以上とする。

　（11）溶接金網の割付け始点は，横筋であばら筋の下側とし，縦筋では貫通孔の中心とする。

　　　　なお，リング筋は，溶接金網に４箇所以上溶接する。

　（10）溶接金網の貫通孔部分には，鉄筋1-13φのリング筋を取り付ける。

横筋

斜め筋

あばら筋

下縦筋

縦筋

上縦筋

縦筋

溶接金網

突出し

余長

かぶり

貫通孔外径

かぶり
余長

突出しあばら筋斜め筋

図11.1　梁貫通孔補強筋の名称等

45°45°

D

Ｌ1

Ｌ 1

Ｌ 1

図11.2　補強筋の定着長さ 図11.3　他の開孔を設けない範囲

（ｂ）梁貫通孔の補強形式は表11.1～表11.3により，配筋種別は特記による。

表11.1　H形配筋

配筋

種別
斜め筋 縦筋 横筋 上下縦筋 配筋図

なしH1

H2

2-2-D13 なし なし

H3

H4

4-2-D13

4-2-D16

4-2-D22

4-2-D19

4-2-D16

H7

H6

H5

2-2-D13

2-2-D13 2-2-D13 2-2-D13

4-2-D13 2-2-D13 3-2-D13

(注) は，一般部分のあばら筋を示す。

表11.2　M形配筋

2-6φ-100@

(注) は，一般部分のあばら筋を示す。

配筋
種別 縦筋 溶接金網 配筋図

なし

M1

M2

M3

M4 6-2-D13

4-2-D13

4-2-D13

2-2-D13

表11.3　MH形配筋

MH1

MH2

なし

2-2-D13

なし

溶接金網縦筋斜め筋 配筋図
種別
配筋

MH3

MH4

MH5

MH6

MH7 4-2-D19

4-2-D16

4-2-D16

4-2-D13

2-2-D13

2-2-D13

2-2-D13 2-6φ-100@

4-2-D13 2-6φ-100@

(注) は，一般部分のあばら筋を示す。

（ａ）控壁は，次による。

　（１）控壁の配筋図，特記による。

　（２）配筋は，図11.4による。

Ｌ2

Ｌ 2

t

D16
D13

D10
D10-200@

コンクリートブロック帳壁

図11.4　控壁の配筋(水平，垂直とも)

(ｂ)　帳壁が土間コンクリート上に設置される場合の補強は，図11.5による。

コンクリートの厚さ

D10 D10-200@

コンクリートブロック帳壁

800

図11.5　壁付き土間コンクリートの補強配筋

パラペットの配筋は図11.6による。

コンクリート厚さ，縦筋は特記による。

Ｌ2

先端補強筋

先端補強筋

2-D13

4-D13

2-D13

Ｌ 2

先端補強筋

2-D13

2-D13

図11.6　パラペットの配筋

宅地造成等規制区域外での高さ2m以下の擁壁の鉄筋の定着長さは図12.1により，コンクリートの厚さ及び配筋は構造図による。

Ｌ2

Ｌ 2

Ｌ 2

Ｌ 23Ｌ

逆Ｔ型Ｌ型

図12.1　擁壁の鉄筋の定着長さ

１１.１　梁貫通孔１０.２　二辺固定スラブ形階段

１１.２　コンクリートブロック帳壁との取合い

１１.３　パラペット

１２.１　擁壁

斜め筋

下縦筋

あばら筋

上縦筋

横筋

縦筋

D

D/2

余長突出し 突合せ溶接

リング筋リング筋

溶接金網

あばら筋

斜め筋 縦筋

MH形及びM形

H形

鉄筋コンクリート造配筋標準図№５

西野公園便所（南）建替工事



※上記以外の増打については伏図の寸法とする
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ベース筋：3-D13

設計ＧＬ

Ｘ１ Ｘ２ Ｘ３ Ｘ４

使用材料

躯体　　　Ｆｃ＝２１Ｎ／ｍｍ２

コンクリート 土間　　　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ２

捨て　　　Ｆｃ＝１８Ｎ／ｍｍ２

Ｙ３ Ｙ３
Ｄ１６以下　　　ＳＤ２９５Ａ

鉄 筋
Ｄ１９以上　　　ＳＤ３４５

Ｙ２ Ｙ２F2 F2 F1 Ａ
Ａ

Ｙ１ Ｙ１

F1 F1 F1

Ｂ

F3 F3 F3 F3

Ｙ０ Ｙ０

Ｂ

凡　　例Ｘ１ Ｘ１Ｂ Ｘ３ Ｘ４
Ｘ１Ａ Ｘ３Ａ

土間コンクリートァ１５０

Ｄ１０＠２００　シングル

土間コンクリートァ１２０

Ｄ１０＠２００　モチアミシングル

砕石ァ１００（転圧）

土間立上り部を示す　（立上り天端＝ＧＬ＋５００）

立上り天端増打部を示す　（増打天端＝ＧＬ＋５００）

土間リブを示す

設計ＧＬよりのレベルを示す

犬走りコンクリート部（意匠図による）は、基礎梁に
差筋アンカーＤ１０＠２００とする

土間コンクリート部は、布基礎に差筋アンカーＤ１０＠２００とする。

１ １
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※浄化槽撤去時に、土質を確認し監督員に報告すること
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設 計 年 月 日
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事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
前田　祐作

一級建築士　第360917号

浅井　真直

二級建築士　三重県　第10621号
1/100

梁伏図、小屋伏図

１０５×１０５　スギ（無等級材）

凡 例

通 し 柱

特 記 事 項

１　．　特記なき場合、仕様木材は、すべて三重県産材とし、亀山市内の製材業者を優先とする
２　．　
３　．　
４　．　
５　．　
６　．　
７　．　
８　．　

９　．　

土台は現場にて防腐剤塗布とする
筋かい端部、面材耐力壁の仕様は、平１２建告第１４６０号第１－ホによる

ホールダウン金物は、特記なき限り土台では座金付ボルトとする

壁体の側面にある場合は、　側に１５ｍｍ寄せて取付けること
ホールダウン金物　 印が壁体内にある場合は、通芯に取付、

アンカーボルト設置箇所は以下のとおりとする

　ただし、ホールダウンアンカーが取付された場合は省略することができる

　ただし、ホールダウンアンカーが取付された場合は省略することができる

・筋違を設けた耐力壁の部分は、両端の柱の下部にそれぞれ近接した位置とする

・構造用合板を張った耐力壁の部分は、両端の柱の下部にそれぞれ近接した位置とする

・土台切れの箇所、土台継手及び土台仕口箇所の上木端部に設け、当該箇所が出隅の場合は
　できるだけ柱に近接させる
・上記以外の部分においては、間隔２．７ｍ以内とする

１０．　土台・梁の継手は腰掛け鎌継ぎとする

アンカーボルトは特記なき限り柱心より２００ｍｍとする
独立柱の柱脚はＰＢ－３３（Ｃマーク金物）とする
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柱
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仕 口
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(-xxx)レ ベ ル 差 一般梁天端からのレベル差を示す
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頭つなぎ材 B1

特記なき場合、梁巾は１０５、梁せいは１５０とする

１１．　特記なき場合、継手の始端は、柱芯より３００ｍｍとする
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凡 例

梁 xxx 梁せいを示す　スギ（無等級製材）

継 手 継手を示す

頭つなぎ材

筋違３０×９０ たすき掛け耐力壁Ｖ１

B1 １０５×１０５　スギ（無等級製材）

筋かい端部、面材耐力壁の仕様は、平１２建告第１４６０号第１による
１　．　
２　．　
３　．　
４　．　特記なき仕口は、大入蟻掛け＋羽子板ボルトとする

梁の継手は腰掛鎌継ぎとする

特記なき場合、継手の始端は、柱芯より３００ｍｍとする５　．　

特記なき場合、梁巾は１０５、梁せいは１５０とする

特 記 事 項

６　．　
７　．　
８　．　
９　．　

（と）１５ｋＮホールダウン・引寄金物（接合金物）
（は）Ｔ字型かど金物（接合金物）
（い）かすがい＋短ほぞ差し（接合金物）
特記無き場合、柱梁接合部（接合金物）は（い）とする

１０　．　

独立柱の柱脚はＰＢ－３３とする

平成31年 3月 8日
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便所（南） 木造 33.49

・野球場グラウンド改修工事（仮称）

●
● 一般事項 　工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各適用基準に準拠し、監督員指示の 　を監督員に提出する。 ○ 防火対象物使用開 (１)消火器の設置届については、電気設備にて設置届を提出する必要がある場合は、消火器について特  記  仕  様  書

一
般
共
通
事
項

下に入念かつ誠実に施工すること。 　また、品質が求められる水準以上であれば、県内生産品の優先使用に努め、「みえ・グリーン 始届等 も併せて届出すること。ただし、機械設備にて設置届を提出する必要がある場合は機械設備に

　設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、図面上 　購入基本方針」に準ずること。建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から 含めるものとする。

Ⅰ．工事概要 の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書とおりに施工することで将来不具合が発生 　購入するよう努めること。 (２)防火対象物使用開始届については書類の作成（電気設備図面の用意及び電気設備に関する部分の

しうると判断される場合については、その都度、監督員と協議すること。なお設計図書とおりの施工で 　三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用すること。ただし、認定製品が 記述）を行うこと。

　１．工事場所 あっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、改善策を講じること。 　入手できない場合は、監督員との協議による。

　他工事との取り合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努めること。 　（認定製品の品名：　　　　　　　　　　　　　　） ● 既設との取合い 本工事施工に伴う既設設備の軽微な加工及び改造は、本工事とする。

　２．建物概要 なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示により手直し施工を

建築基準法による 消防法施行令 行うこと。 　下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を ● 工事用仮設物 構内への設置　　・できる（施設管理者と協議）　　・できない
建　物　名　称 構　造 階　　　　数 備　　考

延べ面積(㎡) 別表第一の区分 　使用するように努める。

平屋建（地下　　階　塔屋　　階） ● 施工体制台帳等の 工事を施工するために下請契約を締結した場合、下請契約の代金の金額に係らず施工体制台帳、 　（認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス・　　　　　　） ● 工事用電力、水、 (１)本工事に必要な工事用電力、水等の費用は受注者の負担とする。

平屋建（地下　　階　塔屋　　階） 提出 施工体系図を提出する。 その他 (２)本工事で新規受電または既設電気回路に接続し、通電した時から工事の範囲の電力料金も

階建（地下　　階　塔屋　　階） ● 機器類の能力等 機器類の能力、容量等（電動機出力は除く）は原則として表示された数値以上とする。 本工事に含まれる。

● 施工中の安全確保 低騒音型、低振動型の建設機械の使用に努めること。 また、本受電後，引渡しまでの電気主任技術者の設定及びこれに伴う費用負担も本工事に含まれる。

及び環境保全 ● 鋼材検査証明書 本工事に使用する鋼材は鋼材検査証明書を提出すること。

● 工事中等の保安管理 新築、増築等で自家用電気工作物の範囲が変更になった場合、工事着手から引渡しまでの電気保安

● 工事保険等 (１)建設業退職金共済に加入 ● 工程表 関連業者間にて十分協議し実施工程表、月間工程表を作成して監督員に提出すること。 管理等にかかる費用は本工事に含まれる。

１）建退共制度の発注者用掛金収納書を契約後１ヶ月以内に契約者に提出する。 なお、月間工程表には埋設・隠蔽・高所等の施工確認項目の該当時期を印すること。

（（注）延べ面積は建築基準法による表記 ） ２）当該建設現場に「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を掲示する。 ● 搬入計画 大型機器、重量物等の搬入前に、搬入経路の有効寸法（扉、天井高さ、搬入経路上の曲がり等）、

３）未加入下請業者に対して加入を指導する。 ● 工事写真 建設大臣官房官庁営繕部監修「工事写真の撮り方（改訂第3版）－建築設備編－」によるほか、 障害物（足場等）、養生方法、運送車両、揚重機械、搬入機械の種類、台数及び数量、雨天の場合の

　３．工事種目（●印の付いたものが対象工事種目） (２)建設労災補償共済に加入 監督員の指示により撮影し電子納品及び以下のものを提出する。なおＣＤの提出部数は「電子納品」 処置、受入検査の方法等を記載し監督員に提出する。

建物別及び屋外 工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別 建設労災補償制度への加入証明書等を契約後１ヶ月以内に契約者に提出する。 を参照とする。

工　事　種　目 屋　外 ①全写真をサムネールにて印刷（Ａ４版用紙に両面印刷にて１５枚程度／ページ）　１部 ● 製品確認 発注者及び受注者の協議により仕様を決定し、製作するような規格品でない製品並びに監督員が指定

● 電灯設備 一式 ● 足場 ○ 別契約の関係受注者が定置したものは無償で使用できる。 ②代表写真（不可視部分や材料、寸法写真、拡大写真、撤去処分品、搬出状況等） する製品については、試験及び検査等を行う機器が整備された施設内において、監督員等が製品の確

○ 動力設備 一式 ● 本工事で設置する。 　を抽出しＬ判相当サイズで印刷。（Ａ４版用紙に両面印刷にて３枚／ページ）　　１部 認をするものとする。

○ 電気自動車用充電設備 一式 　 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドライン 　③黒板抜きの完成写真をＬ判相当サイズで印刷。（Ａ４版用紙に両面印刷にて３枚／ページ）　１部

○ 電熱設備 一式 　 の別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置き ● 機材等の検査及び 検査及び試験を行うべき機材等は、設計図書によるほか、監督員の指示による。

○ 雷保護設備 一式 　 方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 ● 施工条件 監督員及び関係部局と協議調整し決定すること。 試験

○ 受変電設備 一式 ● 内部足場（ ○　　種　○　　種 ）　○ 外部足場（ ○　　種　○　　種 ） １）施工可能日

○ 電力貯蔵設備 一式 　 ・指定なし ● 完成確認及び完成 機器の動作確認、電圧、極性、相回転等確認できるように電源を確保すること。

○ 発電設備 一式 ● 三重県産業廃棄物税 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、請負者が課税対象となった場合には完成年度 　 ・一部指定あり（振動・騒音等作業、重機搬入等入退場、停電作業等） 検査時等の電源確保　

○ 構内情報通信網設備 一式 書を添付しの翌年度の４月１日から８月31日までの間に三重県産業廃棄物税支払い請求書に産業廃棄物 　 ・指定あり

○ 構内交換設備 一式 税納付証明て当該工事の発注者に対して支払請求を行うことができる。 　 　指定日（・施設の休業日　　・打ち合わせによる　　・その他（　原則　月～金　）） ● 完成時の操作説明 オートリフター、タイマー、総合盤、動力盤等操作の必要な機器については、使用開始前に操作説明

○ 情報表示設備 一式 なお、この期間を超えて請求することはできない。 ２）施工可能時間帯 を行うものとする。

○ 映像・音響設備 一式 また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請求することはできない。 　 ・指定なし また、必要に応じて簡易な操作説明書、操作注意事項書を作成し、機側に備えるものとする。

○ 拡声設備 一式 　 ・一部指定あり（振動・騒音等作業、重機搬入等入退場、停電作業等）

● 誘導支援設備 一式 ● 電気工作物の種類 ・一般電気工作物　　・自家用電気工作物　　・事業用電気工作物 　 ・指定あり ○ 不正軽油の使用の 市工事の施工に当たり、工事現場で使用し、又は使用させる車両（資機材の搬出入車両を含む。）

○ テレビ共同受信設備 一式 　　 指定時間（・　8時30分　～　17時00分　　・打ち合わせによる　　・その他（　　　　　）） 禁止 並びに建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第144条の32(製造等の承認を受ける義務等）

○ 監視カメラ設備 一式 ● 電気工事士 電気工事士法の区分により施工するものとし、契約電力が５００kW以上の電気工作物においても、 ３）概成工期 の規定に違反する燃料をいう。）を使用してはならない。

○ 駐車場管制設備 一式 第一種電気工事士により施工するものとする。 　 ・適用する（工事期日より（　　　　　）日前）　　・適用しない 受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

○ 防犯・入退室管理設備 一式 ４）その他 また、受注者は下請負者等に同調査に協力するよう管理及び監督しなければならない。

○ 火災報知設備 一式 ○ 有資格者の配置 (１)非常用予備発電設備の工事別責任者は、発電設備自家用発電設備専門技術者据付工事部門(Ｋ)の 　 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。また、

○ 中央監視制御設備 一式 　　有資格者とする。 受注者は下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理及び

○ 構内配電線路 一式 　　また、非常用予備発電工事に従事する者は、非常用予備発電装置の工事に係る「特殊電気工事 ○ 埋蔵文化財調査 埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。 監督しなければならない。

○ 構内通信線路 一式 　　資格者認定証」の交付を受けた者とする。 ・発掘調査等の実施あり

○ (２)太陽光発電設備の設置工事等に従事する者は、太陽光発電システム設置工事に関する研修事業 ・発見された場合、発掘調査等の実施あり ● その他 設計図書に定められていない事項は監督員に報告し、指示を受けるものとする。

○ 　　（一般社団法人太陽光発電協会）の受講及び太陽光発電設備の製造者が実施する施工士の資格を

○ 有する者とする。 ○ 部分引渡し等 部分引渡し等がある場合は協力すること。 ● 他工事 ・下水道管埋設工事（仮称）

○ (３)消防設備の工事に従事する者は、当該設備に関する甲種消防設備士の資格を有する者とする。 ・部分引渡しの予定あり　　・部分使用の予定あり

○ (４)電話設備、その他施工に資格が必要なものにあっては、関係法令に基づいた有資格者を配置し、 　該当部分（　　　　　　　　　　　　　）

　　施工するものとする。

● 事故の発生時 工事施工中に事故が発生した場合には直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により工事事故

　４．指定部分　　　○ 無　　　○ 有（対象部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ● 電気工事業の業務 電気工事の施工場所ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で 報告書を監督員が指示する期日までに、監督員に提出しなければならない。

　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 指定部分工期　　　　　　年　　　月　　　日 の適正化に関する 定める事項を記載した標識を掲げなければならない。 なお、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取調査、

法律 検証等に協力すること。

　５．県内企業優先使用

　　　本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を亀山市内に本店（建設業法において規定する主たる ● 電気主任技術者 自家用電気工作物等で電気主任技術者が選任されている施設で工事を行う場合は、電気保安技術者を ● 建設副産物 (１)請負額500万円以上の工事について、再生資源の利用又は建設副産物の搬出がある場合、受注者は

　　　営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。 との調整 選任し、電気主任技術者に工事内容の説明を行い、指導を受けるものとする。 　　工事の着手までに「再生資源利用計画書」（建設資材を搬入する場合）及び「再生資源利用促進

また、工事期間中の電気工作物の保安業務も行う。 　　計画書」（建設副産物を搬出する場合）を施工計画書に綴じ込んで監督員に提出する。

　６．不当介入を受けた場合の措置 　　また、工事が変更又は完了した場合には「再生資源利用実施書」（建設資材を搬入した場合）

　　　暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除処置要綱第２条第１項第１項第１０号）を受けた場合の ● 現場事務所等に備 下記の図書（最新版のもの）を備え付ける。 　　及び「再生資源利用促進実施書」（建設副産物を搬出した場合）を作成し、監督員に提出する。

　　　措置について え付ける図書 ①国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書」 　　なお、計画書及び実施書の提出とともにＪＡＣＩＣが運営する「建築副産物情報交換システム」

　　　(１)受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除処置要綱第２条第１項第１項第８号）による不当介入を受けた 　（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編） 　　へのデータ入力も併せて行う。

　　　　　場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上 ②国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築設備工事標準図」 (２)請負額500万円以上の工事について、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に従い、

　　　　　必要な協力を行うこと。 　（電気設備工事編・機械設備工事編） 　　再資源化等が完了した後に報告書を提出すること。

　　　(２)(１)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。 ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書」

　　　　　なお、発注者への報告は文書で行うこと。 　（建築工事編・電気設備工事編・機械設備工事編） ● 発生材の処理等 (１)引き渡しを要するもの

　　　(３)受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、 ④国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築工事監理指針」、「電気設備工事監理指針」、 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　発注者と協議を行うこと。 　「機械設備工事監理指針」 上記以外の引き渡しを要するものについては別途、監督員が指示する。

⑤工事写真の撮り方－建築設備編－ (２)特別管理産業廃棄物

　７．総合評価方式 ⑥その他、監督員の指示する図書及び工事の容量計算等に必要な図書 ・変圧器　　・コンデンサ

　　総合評価方式の工事において、技術提案の不履行があった場合は、本工事の完成年度の翌年度に総合評価方式で発注する案件 ・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　（以下「発注工事」という。）で、貴社の評価点において発注工事の技術評価点（満点）の１割を減点する。また、同一年度に ● 施工計画等 受注者は施工に先立ち、次の書類を提出し監督員と打合せを行う。 　現場内の監督員の指定する場所へ保管するものとする。

　複数工事で不履行があった場合は不履行工事件数に応じて、発注工事の技術評価点（満点）を減点する。 なお、書類の作成においては、関連する関係者と充分に調整すること。 　なお施工に際して、ＰＣＢ等特別管理産業廃棄物及び疑わしき機器等を発見した場合は受注者

①総合施工計画書 　にて含有の確認を行い、監督員に報告し対応を協議するものとする。

　８．主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間 　包含工事の場合は、電気設備工事施工計画書とする。 (３)現場内において再利用を図るもの

　　 （国総建第７４号　平成２１年６月３０日　国土交通省総合政策局建設業課長） ②工種別施工計画書（施工要領書） ・発生土

　　　(１)現場施工に着手するまでの期間 　各種工種ごとに作成し、停電及び搬入計画書も作成する。 ・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるま ③施工図（プロット図、平面図、展開図、各種詳細図） (４)再資源化を図るもの

　　　　　での期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日につ 　主要機器、重量機器、3㎏超過吊器具類等については、固定方法、吊り方法等の詳細図を作成し、 ・アスファルトコンクリート塊　　・セメントコンクリート塊　　・建設発生木材

　　　　　いては、請負契約締結後、監督員との打合せにおいて定める。 　充分な耐震性能を確保する施工方法を提案すること。 (５)発注者へ引き渡すものについては「現場発生品調書」を提出すること。

④耐震計算書、幹線計算書等 また、再利用を図るものについても調書を作成し、監督員へ提出すること。

　　　(２)検査終了後の期間 ⑤照度分布図、センサー動作範囲図など (６)引き渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、

　　　　　工事完成後検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後片付け等のみが残っている 再生資源の利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い

　　　　　期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工 ● 品質計画 品質計画については、監督員の承諾を受けること。 適正に処理し、監督員に報告すること。（マニフェストＡ、Ｂ２、Ｄ票は監督員に提示し、Ｅ票は

　　　　　事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 写しを提出する）

● 測定機器の校正等 試験に使用する計測器類は２年以内の校正証明書（写）又は有効期限内の精度保証書（写）

等を提出する。 ● 電子納品 (１)工事写真は電子媒体も提出すこと。

Ⅱ．工事仕様 提出部数　　・２部　　・（　　　　　）部

　１．共通仕様 ● 機材等 工事に使用する材料及び機器等については、次の書類を提出する。 (２)工事完成図書は電子媒体も提出すこと。

　　　１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、 ①使用機材届出書 提出部数　　・２部　　・（　　　　　）部

　　　　　●印の付いたものを適用する。 ②機器明細図 (３)竣工図・施工図のＣＡＤデータ（オリジナルと「ｄｘｆ」または「ｐ２１」）及び

　　　　　●「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成28年版）」（以下「標準仕様書」という。） 　仕様機材届出書に記載のものの他、監督員の指示による。 ＰＤＦを格納する。

　　　　　○「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成28年版）」（以下「改修標準仕様書」という。） ③各種計算書 また、機器完成図と取扱説明書のＰＤＦを格納すること。

　　　　　●「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（平成28年版）」（以下「標準図」という。） 　設計図書による他、監督員の指示による。

　　　２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、機械設備工事及び建築工事はそれぞれの特記仕様書を適用する。 ④機材の品質・性能証明 ● 官公署への手続き 工事の着手、着工、完成にあたり、関係官公署への必要な届出、手続き等を遅滞なく行う。

　　　　　なお、機械設備工事の特記仕様書は（　　／　　）図、建築工事の特記仕様書は（　　／　　）図による。 　機器及び材料等の選定にあたっては後述の「電気設備工事指定資機材適用規格及び なお、当該手続きに係る費用は受注者の負担とする。

　メーカーリスト」、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿」又は ・消防設備関係　　・電気工作物関係　　・受電関係　　・通信関係　　・建設工事関係

　２．特記仕様 　これらと同等以上のものとする。 ・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　　　項目及び特記事項は、●印の付いたものを適用する。 　なお、設備機材については、設計図書に定める品質及び性能を有することの証明資料

　（「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」（(社)公共建築協会）による場合は評価書の写し）
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（１）電気方式

（２）既設等との取合い　　・無し　　・盤改造　　・配線接続　　・電源供給　　・その他（　　　）

●
●

施
工
仕
様

既設設備等の改修を含む場合、他の設備、施設運営に影響をきたさないよう、現地工事着工前に充分な既設設備等の調査

インサート インサートの取付けに使用した釘等は除去し、錆止め塗装を行う。○

あと施工アンカー○

　　　　　　・金属系アンカー（・打込み方式　　・締付け方式）

　　　　　　・その他のアンカー類（　　　）

基礎の配線ピット

防火区画等の貫通部は、関係法令に適合したもので、貫通部に適合した方法で、防火処理を行う。防火区画等の貫通

管路等の外壁貫通 外壁を貫通する管路等は、屋内に水が浸入しないように防水処置を施す。

基礎に配線ピットを設ける場合、ピットの寸法はふ設するケーブル径の最大のものの曲げ半径、条数、

将来増設の作業性、事故時の対応、排水等を考慮する。

引込部の耐震処置 建物への配管引き込み部の耐震処置　　・行う　　・行わない

最上階の埋込配管 最上階のコンクリート屋根スラブへの埋込配管は、原則として行わない。

露出配管 （１）雨線外など水気のある場所に施設する場合は、Ｕ字配管を行わない。

（２）附属品は、ねじ込み形を使用する。

（３）壁面配管で人が容易に触れるおそれのある部分（２ｍ以下）の配管には、突起のない支持金物

　　　又は保護カバーを使用する。

（２）性能及び施工確認　　・行う　　・行わない

（１）種類　・接着系アンカー（・カプセル方式　　・注入方式）

（４）通路部分では床配管を避け、天井配管の場合は原則２.１ｍ以上とする。

（５）監督員の指示がある場合は、上記に係わらずその指示に従う。

屋上の露出配管等 屋上の露出配管は、防水層を傷つけないようにふ設する。

○

○

●

○

○

○

○

合成樹脂管 （１）合成樹脂管の管端には、ブッシングを取り付ける。

（２）原則として屋外の露出には使用しない。（ＰＦ管）

○

（１）露出配管、露出ボックス、鋼製プルボックス等のうち下記の部分には、塗装を施す。金属製電線管等の

塗装 　　　１）屋外、屋内（電気室、機械室、ＥＰＳ、居室、廊下）、その他建築意匠上必要な箇所。

調査を行うこと。

　　　２）図面に特記なき場合は、溶融亜鉛メッキ鋼材製のポール及びアームは塗装しなくてもよい。

　　　　　ただし、図面に指示がある場合はその指示による。

　　　３）湿気、水気のある場所及びコンクリート埋込みの金属製位置ボックスの内面には絶縁性防錆

　　　　　塗料を充分に塗布すること。（監督員が指示した場所は除く。）

　　　４）仮枠貫通部の金属配管には錆止め塗装を施すこと。

（２）塗装はエッチングプライマー１種の下地処理のうえ、監督員の指定する色にて調合ペイント２回

　　　塗りとする。ただし、指定場所及びその他建築意匠上、必要な箇所の露出プルボックスは指定色

　　　焼付塗装とする。

屋外ボックスへの

配管接続

屋外で露出配管をボックスに接続する場合は、カップリングを溶接等行い接続部から雨水等が浸入

しない方法とする。ただし、既設ボックスに接続する場合はロックナットとボックスの間に

ゴムパッキン等を取付け、接続部からの雨水等が浸入しないようにする。

○

○

予備配管等 （１）埋込型分電盤からの立上り予備配管は、予備回路が４回路以下は（ＰＦ２２）を１本、５回路

　　　以上は（ＰＦ２２）を２本施工する。

　　　スラブ天井の場合は、天井又は梁下２００mmまで立上げ、位置ボックスを取付ける。

　　　また、二重天井の場合は、天井まで立上げ、位置ボックスを取付ける。

（２）防犯主装置、自動火災報知受信機、ＭＤＦ、警報盤等の間に移報のための空配管を行う。

長さ１ｍ以上の入線しない電線管等には、１.２㎜以上のビニール被覆鉄線を挿入する。呼び線

予備スリーブ 梁下に配管・配線スペースがない梁には、１スパンに２本程度を予備スリーブとして埋込む。

なお、防火区画貫通スリーブは、防火区画処理を行うこと。

ボックス類 位置ボックス及びジョイントボックス類は、図面に特記なき場合、原則として金属製とする。

軽量間仕切に位置ボックスを固定する場合は、ボルト等により堅固に固定する。軽量間仕切の

ボックス

プルボックス （１）屋外形及び特別に製作された特殊形状又は大きいもの（一辺が６００㎜以上のもの）は、

　　　製作図を提出すること。

（２）屋外形プルボックスと露出配管等の接続部は、カップリング溶接等による。ただし、

　　　既設プルボックスに接続する場合は防水パテ等でシーリングを行う。

（３）屋外形プルボックスはボックス内に支持ボルトが突出しない構造とし、取付部にはコーキングを

　　　行う。

ボルト・ナット類 屋外に使用する支持金物及びボルト、ナット類で特記のないもの

・ステンレス　　・溶融亜鉛メッキ仕上げ

環境に配慮した電線 電線、ケーブル及び通信線はＥＭ（エコマテリアル）ケーブルを使用すること。

の採用

ケーブル及び配線 （１）表示

　　　下記の箇所で、ケーブル等に行き先等表示札（ケーブル種別及びサイズ、行き先、施工年、用途、

　　　施工者名等を表示。）を取り付ける。

①　ケーブルがスラブを貫通する部分

②　ケーブル分岐部分

③　変電所内のケーブル引出し部分

④　分電盤、実験盤、端子盤、拡声アンプ及び防災盤等の引込み部分

⑤　屋内の直線部分は、３０ｍごと

⑥　プルボックス内

⑦　屋外の共同溝等の直線部分は、５０ｍごと

⑧　屋外の地中管路より建物内への引込み部分

⑨　マンホール及びハンドホールごと

（２）ケーブル余長

・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所

・２箇所　　・４箇所　　・（　　　　　）箇所

開口部布設のケーブ

ル保護

高圧ケーブル端末処

理

貫通穴等の開口部にケーブルを通す場合には、ケーブル損傷を防ぐためシール材を充填するなどの

ケーブル保護を行うこと。

高圧ケーブルの端末処理部、直線接続部等に処理者銘板（屋内外共で、線名、作業日、氏名等を表示。）

を取り付ける。

配線器具の設置 （１）配線器具（コンセント、スイッチ等）には電圧、用途などの表示を行う。

　　　なお、表示内容については、監督員と調整を行う。

（２）特殊コンセントはプラグ付とする。

（３）電源の種類により色を区別する。

（４）公共住宅の住戸部分に設置するスイッチ・コンセントは原則として表示付とし、特記なき

　　　スイッチはワイドスイッチとする。

（５）配線器具を取り付ける場所が金属の場合は、絶縁枠を使用する。

（６）プレートは、図面に特記なき場合、新金属製とする。

（７）カバープレートは、原則として新金属製とする。

　　なお、器具を実装しない位置ボックスには用途表示をすること。

（８）フロアプレートは、水平高低調整型（空転防止リング付）とする。

照明器具の設置 （１）コードペンダント以外の放電灯及び水気のある場所の器具は接地する。なお、金属配管の場合は、

　　　配管を利用してもよい。（乾燥した場所のコンパクト形器具（２７Ｗ以下）を除く。）

（２）接地線は電灯配線と同一太さのケーブルの１芯（緑色）を使用する。ただし、監督員の指示に

　　　より１.６mmの絶縁電線（緑線）を添えることもできる。

（３）照明器具を設置する前に、照度分布図を作成し監督員の承諾を得ること。

（４）照明器具取付完了後、照度測定を行う。照度計は一般形ＡＡ級とする。

（５）天井下地材より支持をする場合は、ワイヤ等により脱落防止の措置を行う。

（６）照明器具には、製造年及び安定器の種類の表示を行う。

　　　例　「２０１０年　初期照度補正型」　→　［２０１０／ＰＫ］

（７）パイプ吊りの照明器具は振れ止めを施工する。

照明制御装置の設置 照明器具の人感センサー制御を行う部屋には、注意プレートを設置する。

換気扇 手や物が届く箇所やカーテン等が付く箇所には、格子ガードを付けること。

また、金属製パネルに設置する場合は、絶縁枠等を使用する。

分電盤、制御盤、キ （１）図面ホルダー内には、完成図及び回路の行き先がわかる図面を備える。

ュービクル等 　　　また、既設分電盤・制御盤等を改造した場合は、図面を修正するものとする。

（２）屋外キャビネットで露出配管をボックスに接続する場合は、カップリングを溶接等行い接続部

　　　から雨水等が浸入しない方法とする。ただし、既設ボックスに接続する場合はロックナットと

　　　ボックスの間にゴムパッキン等を取付け、接続部からの雨水等が浸入しないようにする。

受変電設備、発電設 （１）保守点検、防火上有効な空間、維持管理の空間を考慮する。

（２）屋内に設置する場合は、床の強度計算書、換気計算書等を監督員に提出する。備の設置場所

（３）屋外に設置する場合は、機器及び基礎の質量を求め、地盤の許容地耐力を確認し、

　　　結果を監督員に提出する。

　　　なお、地盤改良を行う場合は、工法について監督員と協議する。

（４）基礎の高さは周囲の状況を考慮する。

（５）電気室には水管、蒸気管、ガス管、ダクト等を通過させない。

（１）フレキシブルジョイント取付位置は、施工前に所轄の消防署と十分に打合せを行う。発電設備の燃料配管

○

○

○

○

○

○

●

●

●

○

○

●

●

●

●

●

○

○

（２）配管の接続は、機器の取外し又は保守点検を考慮し施工する。

（１）放送区域の各部からスピーカーまでの水平距離は１０ｍ以内とする。

（２）階段等にスピーカーを設置する場合は、垂直距離１５ｍ以内とする。

非常放送設備の

スピーカー設置

（１）計算書の提出電波関係の計算及び

　　　電界強度測定結果による計算書を提出測定

　　　・施工前　　・躯体上がり時　　・その他（　　　　　　　　　　　）

（２）測定の実施

　１）項目

（３）増幅器からスピーカーまでの配線及び非常電話の配線は、各系統ごとに独立させ、共通線方式は

　　　用いない。

　　　全受信チャンネルの電界強度、受像画質、等価Ｃ／Ｎ、ビット誤り率の測定及び映像写真の撮影を

　　行う。

　２）測定時期

　　　・施工前　　・躯体上がり時　　・施工後　　・その他（　　　　　）

　３）報告書提出部数

　　　・２部　　・（　　　　　）部

（１）掘削、埋戻し土工事

　１）掘　削　　・機械堀り　　・手堀り

　２）埋戻し　　・山砂　　・根切り土（良質土を使用、配管周りは山砂）

　　　　　　　　・Ａ種　・Ｂ種　・Ｃ種　・Ｄ種

（２）特記なき地中埋設配管の深さは、ＧＬ―６００㎜以上とする。

（３）根切りの種類は、マンホール、ハンドホール、屋外受変電設備及び自家発電装置の基礎等は

　　　総掘り、埋設管路等は布掘り、外灯基礎、電柱等はつぼ掘りとする。

（４）機械掘削は根切り底を乱さないようにする。

ハンドホール、

マンホール

地中配線路の表示杭 下記の箇所に、地中配線路の表示杭を設置する。

　　①　建物への引込口及び送出口付近

　　②　マンホール・ハンドホール付近

　　③　地中線路の曲折箇所

　　④　道路横断箇所

　　⑤　直線部分では３０ｍ程度に１個

　１）地中線路及びハンドホール等沈下が考慮される場合は、沈下対策を施す。

　２）地耐力

　　　①地耐力は、建築基準法施行令第93条の短期応力度とする。

　　　②衝撃係数は、設置場所に応じた衝撃係数とする。

　３）高さ９００㎜を超えるものにあっては、タラップ付とする。

　　　なお、タラップの取付は４５０㎜間隔以内とし、原則として接地を施すこと。

●

機
器
仕
様

【電力設備】

電灯設備

　１）種別

　　　①幹線　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）

　　　②分岐　　・単相２線式（２００／１００Ｖ）

　２）周波数　　６０Hz

（３）機器類　　　　　　　・一般照明器具　　・照明制御装置　　・外灯（単独設置）　　

　　　　　　　　　　　　　・コンセント等　　・分電盤、制御盤等

　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　）

（４）一般照明器具　　　１）形式　　・公共型　　・一般型

　２）灯具　　・Ｈｆ蛍光灯　　・ＬＥＤ灯　　・ＨＩＤ灯　　・その他（　　　）

　３）用途　　・屋内用　　・屋外用　　・防災用

　４）環境　　・普通地域　　・塩害地域

　５）照明器具は、認証書又は認定書、試験成績書を提出すること。

　６）蛍光灯の点灯管にグローランプを使用するものは、電子点灯管に交換するものとする。

　７）ＨＩＤランプを使用する下面開放形器具及びランプの破損による飛散により怪我をする恐れの

　　　ある場合は、飛散防止を施したランプとする。

（５）照明制御装置

　１）センサー類　　・明るさセンサー　　・人感センサー　　・タイマー　　・調光スイッチ

　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　）

　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　）

　２）調光方式　　　・連続調光　　・段階調光　　・ＯＮ／ＯＦＦ制御

　　②配線用遮断器又はカットアウトスイッチが内蔵できるものとする。

　　①材質　　・アルミニウム製　　・鋼製　　・溶融亜鉛メッキ　　・その他（　　　　　　　　　）

（６）外灯（単独設置）

　１）照明用ポール

　２）基礎　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　）

　３）灯具　　・水銀灯　　・ナトリウム灯　　・Ｈｆ蛍光灯　　・ＬＥＤ灯

　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

　４）安定器　　・一般形高力率形（ＢＨ）　　・低始動電流形　　・その他（　　　　　　　　）

　５）電源　　・商用電源（６０Hz）（・２００Ｖ　　・１００Ｖ）

　　　　　　　・単独電源（・太陽電池式　　・風車式）

　　　　　　　　　　　　（点灯時間（　　　　　）時間、不日照保証日数（　　　　　）日）

　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　）

　６）制御　　・ＥＥスイッチ　　・タイマー　　・その他（　　　　　　　）

　７）接地　　・単独接地（・本工事　　・別途工事　　・既設利用）　　・共用　　

　　　　　　　・その他（　　　　　）

（７）コンセント等　　・一般型　　・防水型

　　　　　　　　　　　・ハイテンションアウトレット（・固定型　　・上下動型（アップ式を含む））

（８）分電盤、制御盤等

　１）銘板には、施工年月、請負者名、施工者名を記載する。

　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。

　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。

　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。

　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付けできない場合を除く。）

　　　とする。

　６）配線用遮断器の定格電流は、予備を含めた負荷電流以上とし、定格遮断容量は、系統に流れる

　　　短絡電流の値以上とする。

動力設備 （１）電気方式

　１）種別

　　　①幹線　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　②分岐　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　２）周波数　　６０Hz

（２）既設との取り合い　　・無し　　・盤改造　　・配線接続　　・その他（　　　　　　　　　　）

（３）機器類　　　　　　　・分電盤、制御盤等　　・その他（　　　）

（４）負荷設備　　　　　　・給水　・排水　・消火　・空調　・換気　・排煙　・昇降機

　　　　　　　　　　　　　・その他（　ホイストクレ－ン　）

（５）負荷設備への接続　　図面に特記明示がない場合、負荷設備への接続は本工事とする。

（６）電動機等の接地　　　・専用接地　　・金属管接地（７.５kW以下）

（７）電動機等の力率の　　本工事に含む制御盤には各負荷に力率改善コンデンサを取り付ける。

　　　改善　　　　　　　　

（８）保護継電器　　　　　過負荷、欠相、逆相継電器は熱動式とする。

（９）分電盤、制御盤等

　１）銘板には、施工年月、請負者名、施工者名を記載する。

　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付けできない場合を除く。）

　　　とする。

　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。

　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。

　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。

　６）配線用遮断器の定格電流は、予備を含めた負荷電流以上とし、定格遮断容量は、系統に流れる

　　　短絡電流の値以上とする。

　７）電流計は赤指針付（定格電流指示）とする。

雷保護設備

　３）接地極　　・接地極埋設　　・建築構造体利用　　・測定用補助接地極

（１）避雷針

　１）受雷部　　・突針　　・棟上導体　　・笠木等の別途施工物

　２）避雷導線　・引下げ導体　　・建築構造体利用

　４）接地抵抗の測定

　　　①測定方法　　・電位差計方式　　・電圧降下法

　　　②測定回数　　・３回　　・（　　　　　）回

　５）接地埋設標を設置する。

（２）雷サージ保護

　１）耐雷トランス　　・設置（・単相用　　・動力用）　　・設置しない

（３）電源回路の保護

　１）低圧用ＳＰＤに使用する配線用遮断器は警報接点付とする。

　２）主幹機器の２次側に設ける場合の配線用遮断器は、定格遮断容量５kA以上とする。

（４）通信回線の保護　　　電話回線、制御回線などの通信回線に侵入するおそれがある場所は、

　　　雷サージから機器を保護するため通信用ＳＰＤを設置する。

接地設備

　２）ＳＰＤ　　・低圧用（・クラスⅠ　　・クラスⅡ）　　

　　　　　　　　・通信用（・カテゴリＣ　　・カテゴリＤ）

　２）施工　　・各種単独　　・共用有り（　）

（１）接地工事　　　　　

　１）種別　　・Ａ種　　・Ｂ種　　・Ｃ種　　・Ｄ種

（２）接地抵抗の測定

　１）測定方法　　・電位差計方式　　・電圧降下法

　２）測定回数　　・３回　　・（　　　　　）回

（３）接地埋設標等　　　　接地には接地埋設標等を施工し、接地極の位置がわかるようにする。
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（４）地域係数は１.０とする。

（３）重量が１００㎏以下の軽量な機器(標準仕様書の運用を受けるものは除く)については、

　　　取付下地を入念に　施工し、機器製造者の指定する方法で取付けを行うこと。

（２）設計用鉛直地震力

　　　設計用水平地震力の1／2とし、水平地震力と同時に働くものとする。

（１）設計用水平地震力

　　　機器の重量［kN］に、設計用標準水平震度を乗じたものとする。

　　　なお、特記なき場合は、設計用標準水平震度は、次による。

設計用標準水平震度

中間階

地下、1階

上層階、
屋上及び塔屋

機器種別

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

機器

防振支持の機器

水槽類

○　特定の施設 ○　一般の施設

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

1.5 1.0 1.0 0.6

0.6

0.4

0.6

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

0.6

1.0

1.5

1.0

1.5

2.0

1.5

1.0

1.0

1.5

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

【備考】・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合

　　　　　は3階、13階以上の場合は上層4階とする。

　　　　・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの

　 　重要機器は次のものを示す。

　 　　○ 配電盤　○ 発電装置（防災用）  ○ 直流電源装置　　　　○ 交流無停電電源装置

　 　　○ 交換機　○ 自動火災報知受信機　○ 中央監視制御装置　　○　　　　　　　　　

耐震措置○ 設備機器の固定は、次に示す事項を除き、すべて「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」

（独立行政法人建築研究所監修）による。

○

使用すること。

既設のコンクリート床、壁などの配管貫通部の穴開けは、原則としてダイヤモンドカッターをはつり

はつり工事は、事前に以下の調査を行い、監督職員に報告を行うこと。

（○走査式埋設物調査　　○Ｘ線調査（費用は別途とする））

　１）地中線式の場合、マンホール、ハンドホール内でケーブル余長を見込む箇所数

　２）架空線式の場合、電柱上でケーブル余長を見込む箇所数

（１）地中埋設管路

（２）貫通及びはつり

　１）項　　目　　・埋設配管　　・構造物　　・その他（　　　　　　　）

　２）調査範囲　　・埋設ルート　　・その他（　　　　　　　　　　　　）

　１）項　　目　　・鉄筋　　・配管　　・その他（　　　　　　　　　　）

　２）調査範囲　　・施工部分　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

施工前の測定等● 改修工事にあたっては、工事範囲の既設機器の動作確認及び絶縁測定等を着工前に行い、

監督員に報告すること。

（３）既設との取合い

　２）調査範囲　　・施工部分　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　１）項　　目　　・接続箇所　　・増設箇所　　・その他（　　　　　　）

前田　祐作

一級建築士　第360917号
西野公園便所（南）建替工事



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

NS電気設備工事　特記仕様書（３）

E-03

【受変電設備】

受変電設備 （１）電気方式

　１）種別　　・三相３線式（・６.６kV 　　・２００Ｖ）

　　　　　　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）　　・単相２線式（１００Ｖ）

　２）周波数　　６０Hz

（２）既設との取合い　　・無し　　・改造（機器取替、追加等を含む）　　・増設　　・配線接続

（３）機器類　　　　　　・盤類　　・交流遮断器　　・断路器　　・変圧器　　・進相コンデンサ

　　　　　　　　　　　　・直列リアクトル

　　　　　　　　　　　　・配線用遮断器　　・低圧電磁接触器　　・高圧気中開閉器　　

　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

（４）盤類

　２）中通路　　・有　　　・無

　　　　　　　　・開放型　　・壁面型

　　　　　　　　・高圧閉鎖配電盤（ＪＥＭ）（・ＣＷ　　・ＰＷ　　・ＭＷ））

　３）特記事項　　（　　　　　　　　　　　）

（４）交流遮断器

　　　①操作方式　　・手動ばね操作　　・電動ばね操作　　・電磁操作

　　　②引外し方式　　・コンデンサ引外し　　・直流電圧引外し

　２）主遮断器の定格遮断電流は、電気事業者の計算値以上とする。

（５）断路器

　２）形式　　・双投　　・単投

（６）変圧器

　２）設置　　・屋外型　　・屋内型

　３）その他　　・温度計付（・置き指針付　　・置き指針なし）　　・温度計なし

（７）進相コンデンサ

　３）その他　　・警報接点付　　・警報接点なし

（８）直列リアクトル

　２）容量　　　・６％リアクトル　　・１３％リアクトル

　３）その他　　・警報接点付　　　　・警報接点なし

（９）配線用遮断器　　　　定格遮断容量は、短絡電流値以上のものとする。

（10）低圧電磁接触器　　　低圧進相コンデンサ制御用電磁接触器の定格使用電流は、

　２）開閉器及び地絡方向継電器外箱　　・ステンレス製　　・鋼板製

（11）高圧気中開閉器

　３）定格電流　　・２００Ａ　　・（　　　　　）Ａ

　４）定格投入遮断電流　　・１２.５kA 　　・（　　　　　）Ａ

（12）設備不平衡　高圧受電の三相３線式における不平衡の制限は、設備不平衡率が３０％以下

（13）キュービクル等

　３）表示ランプ等がある場合は、ランプテストボタンを取付ける。

　２）図面ホルダーは、Ａ４サイズ以上（キャビネットのサイズ等により取付けできない場合を除く。）

　４）接地用端子又は接地線用銅帯は点検のしやすい場所に設ける。

　５）絶縁抵抗測定用接地端子は盤内の作業のしやすい場所に設ける。

（14）基礎

（15）配線ピット及び蓋

　２）ピット蓋の加工が必要な場合は、本工事にて行うこと。

（16）設置場所　　　　　　・屋内　　・屋外（・地上　　・屋上）

（17）消火器　　　　　　　・有（ＡＢＣ１０型　収納箱共）　　・無　　・その他（　　　　　　　）

【電力貯蔵設備】

直流電源設備 （１）用途　　　・非常用照明器具電源　　・受電変設備制御電源　　・その他（　　　　）

（２）容量　　　　（　　　　　）kVA

（３）整流装置

　　　　　　　　　・単相２線式（・１００Ｖ　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　２）入力周波数　　６０Hz

　３）出力電圧　　直流（・１２Ⅴ　　・２４Ｖ　　・４８Ｖ　　・（　　　　　）Ⅴ）

　４）整流装置は、蓄電池を充電するための電流並びに監視及び制御等で消費される電流を考慮して

　　　選定する。

（４）蓄電池

　１）種類　　・鉛蓄電池（・ＨＳ　　・ＭＳＥ　　・長寿命形ＭＳＥ）

　　　　　　　・アルカリ蓄電池（・ＡＨ　　・ＡＭＨ）

　２）最低蓄電池温度　　・５℃　　・１５℃　　・２５℃　　・－５℃　　・（　　　　　）℃

交流無停電電源設備 （１）用途　　　　　　　　（　　　　）

（２）容量　　　　　　　　（　　　　　）kVA

（３）給電方式

　　　・常時インバータ給電方式　　・ラインインタラクティブ方式　　・常時商用給電方式

　　　・その他（　　　　）

（４）整流装置等

　１）入力電圧　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　・単相２線式（・１００Ｖ　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　２）入力周波数　　６０Hz

　３）出力電圧　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　・単相２線式（・１００Ｖ　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　４）出力周波数　　６０Hz

　５）整流装置、インバーター装置は、接続する負荷の特性を配慮し選定する。

（５）蓄電池

　１）種類　　・鉛蓄電池（・ＨＳ　　・ＭＳＥ　　・長寿命形ＭＳＥ）

　　　　　　　・アルカリ蓄電池（・ＡＨ　　・ＡＭＨ）　・その他（　　　　　　　　　）

　２）最低蓄電池温度　　・５℃　　・１５℃　　・２５℃　　・－５℃　　・（　　　　　）℃

　１）形式　　　・閉鎖型（・キュービクル式配電盤(ＪＩＳ)

　１）真空遮断器（ＶＣＢ）

　１）極数　　・３極　　・単極

　１）形式　　・油入　　・モールド

　１）形式　　・低圧　　・高圧

　１）形式　　　・放電抵抗　　　　　・放電コイル（力率制御がある場合は必須）

　　　　　　　　　　　　　コンデンサ定格電流の１.５倍以上とする。

　１）制御電源用変圧器及び避雷器内蔵

　　　　　　　　　となるようにする。

　１）銘板には、施工年月、請負者名、施工者名を記載する。

　　　とする。

　　　・本工事（・２１N/㎜2　　・１８N/㎜2）　　・別途工事　　・既設利用　　

　　　・その他（　　　　　　　）

　１）施工　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　）

　１）入力電圧　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

○

○

○

【発電設備】

燃料式発電設備 （１）用途

　１）用途　　・防災電源専用（防災認定品）　　・防災電源兼用（防災認定品）　　・一般用

　２）区分　　・常用　　・非常用

（２）設置場所　　　　　　・屋内　　・屋外（・普通地域　　・塩害地域）

○

（３）機器　　　　　　　　・発電装置　　・燃料槽　　・給油ボックス　　・燃料配管

　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　）

（４）発電装置

　１）発電装置の選定にあたっては、設置場所及び過去の気象データを考慮し選定する。

　２）種類　　・ディーゼル発電装置　　・ガスエンジン発電装置　　・ガスタービン発電装置

　３）形式　　・簡易形　　・オープン式

　　　　　　　・キュービクル式（・８５dB（A）/1m　　・７５dB（A）/1m）

　４）始動時間（停電検出後）　　・１０秒以内　　・４０秒以内　　・（　　　　　）秒以内

　５）連続運転時間　　・２時間以上　　・１０時間以上　　・２４時間以上　　・７２時間以上

　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　）

　６）発電機

　　　①電気方式　　・三相３線式（・６.６kV 　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　　・単相３線式（２００／１００Ｖ）

　　　　　　　　　　・単相２線式（・１００Ｖ　　・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　②定格周波数　　６０Hz

　　　③定格出力　　（　　　　　）kVA

　７）原動機

　　　①定格出力　　・（　　　　　）kW以上　　・（　　　　　）ps以上

　　　②冷却方式　　・ラジエター方式　　・冷却水循環式　　・その他（　）

（５）燃料

　１）種類　　　　　　・軽油　　・灯油　　・Ａ重油　　・その他（　　　　　　　） 

　２）引渡時燃料　　　・満タン　　・指定なし　　・その他（　　　　　　　）

（６）燃料槽

　１）形式及び容量　　・パッケージ搭載タンク（　　　　　）リットル

　　　　　　　　　　　・燃料小出槽（　　　　　）リットル　　・主燃料槽（　　　　　）リットル

　２）燃料小出槽　　・屋外型（・ステンレス製　　・鋼板製）　　

　　　　　　　　　　・屋内型（・ステンレス製　　・鋼板製）

　３）主燃料槽

　　　①設置場所　　・屋内　　・屋外（地上）　　・地下埋設（・タンク室内埋設　　・直埋設）

　　　②形式　　・二重殻タンク　　・一重殻タンク

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　）

　　　③設置工事　　・本工事　　・別途工事　　・その他（　　　　　　　）

　　　④タンク室工事　　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　　）

太陽光発電設備

　２）油量指示計　　・有　　・無

（８）基礎　　　　・本工事（・２４N/㎜2 　　・１８N/㎜2） 　・別途工事　　・既設利用

　　　　　　　　・その他（　　　　　　　）

（９）消火器　　　・有（ＡＢＣ１０型　収納箱共）　　・無　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）太陽電池アレイ

　１）発電能力　　公称出力（　　　　　）kW

　２）架台は、JIS　C　8955「太陽電池アレイ用支持設計標準」による。

　１）電気方式　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　・単相２線式（・２００Ｖ　　・１００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

（１）機器　　　　　　　・太陽電池アレイ　　・パワーコンディショナ　　・情報処理装置

（７）給油ボックス

　１）材質　　・ステンレス製　　・鋼板製　　・その他（　　　　　　　　）

　２）定格周波数　　６０Hz

（３）パワーコンディショナ及び系統連系保護装置

　３）設置場所　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・自立運転

　５）機能　　　　・系統連系（・高圧連系　　・みなし低圧連系　　・低圧連系）

　４）設置方式　　・壁掛型　　・自立型　　・その他（　　　　　　　　　　　　）

　６）系統連系に要する技術要件は、関係法令を確認し、電気事業者と十分協議する。

（４）情報処理装置

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２）記録作成　　・日報　　・月報　　・年報

　１）装置　　　　・データ処理装置　　・データ表示装置　　・気温計　　・日射計

（５）仕様詳細　　　　　　仕様詳細については「太陽光発電設備特記仕様書」による。

風力発電設備 （１）機器　　　　・風車　　・制御盤　　・系統連係保護装置　　・情報処理装置

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（２）風車

　１）発電能力　　定格出力（　　　　　）kW

　２）架台は、積載荷重、風圧荷重等に耐えるものとする。

（３）制御盤

　１）電気方式　　・三相３線式（・２００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　　　　　　　　　・単相２線式（・２００Ｖ　　・１００Ｖ　　・（　　　　　）Ｖ）

　２）定格周波数　　６０Hz

　３）設置場所　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　４）設置方式　　・壁掛型　　・自立型　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・自立運転

　６）系統連系に要する技術要件は、関係法令を確認し、電気事業者と十分協議する。

　５）機能　　　　・系統連系（・高圧連系　　・みなし低圧連系　　・低圧連系）

（４）情報処理装置

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１）装置　　　　・データ処理装置　　・データ表示装置　　・風速計　　・風向計　　・気温計

　２）記録作成　　・日報　　・月報　　・年報

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（５）仕様詳細　　仕様詳細については「風力発電設備特記仕様書」による。

○

○

【通信・情報設備】

構内情報通信網設備

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（１）伝送速度　　・１０ＢＡＳＥ　　・１００ＢＡＳＥ　　・１０００ＢＡＳＥ

　　　　　　　　　・ファイアーウォール

　　　　　　　　　・時刻同期装置　　・ネットワーク管理装置　　・無線ＬＡＮ　　

　　　　　　　　　・機器収納ラック　　・アウトレット

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）ネットワーク網

　　　　　　　　　・広域網（ＷＡＮ）　　・構内網（ＬＡＮ）

（４）ケーブル

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１）幹線系　　　・ＵＴＰケーブル　　・ＳＴＰケーブル　　・光ファイバーケーブル

　２）支線系　　　・ＵＴＰケーブル　　・ＳＴＰケーブル　　・光ファイバーケーブル

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○

　３）フロア系　　・ＵＴＰケーブル　　・ＳＴＰケーブル　　・その他（　　　　　　　　　　）

（５）アウトレット

　　　　　　　　　・壁コンセント

　　　　　　　　　・ローテンションアウトレット（・固定型　　・上下動型（アップ式を含む））

（２）機器　　　　・リピータ　　・スイッチ　　・ＨＵＢ　　・ルータ　　・メディアコンバータ　　

構内交換設備

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（１）機器　　　　・交換装置　　・電話機　　・端子盤類　　・アウトレット

（２）交換装置

　１）種別　　　　・構内交換装置（・デジタルＰＢＸ　　・ＩＰ－ＰＢＸ　　・ＶｏＩＰサーバ

　　　　　　　　　・ボタン電話装置

　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

　２）方式　　　　・局線応答方式　・局線中継台方式　・分散中継台方式　・ダイヤルイン方式

　３）停電保障時間

　　　　　　　　　・３０分以上　　・（　　　　　）時間以上

　４）本配電盤（ＭＤＦ）

　　　　　　　　　・自立フレーム（・片面形　　・両面形）　　・交換機一体型　　・壁掛型

（３）電話機　　　・一般電話機　　・多機能電話機　　・コードレス電話機　　・ＰＨＳ

（４）端子盤類

　２）中継端子盤には実装数の２０％以上、室内端子盤には１０Ｐ以上の接続端子板スペースを見込む。

　１）端子盤　　　・中継端子盤（ＩＤＦ）　　・室内端子盤

（５）アウトレット

　　　　　　　　　・ローテンションアウトレット（・固定型　　・上下動型（アップ式を含む））

　　　　　　　　　・壁コンセント

情報表示設備 （１）設備　　　　・マルチサイン装置　　・時刻表示装置　　・警報等表示装置

（２）マルチサイン装置

　１）機器　　　　・情報表示盤　　・操作制御装置

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２）情報表示盤　・発光ダイオード式　　・プラズマ式　　・液晶式

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　３）操作制御装置は、入力制御、表示制御、電源制御等の機能を有する。

　４）通信方式　　・専用通信線　　・ＴＣＰ／ＩＰ

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）時刻表示装置

　２）親時計

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１）機器　　　　・親時計　　・子時計　　・電源装置　　・単独時計

　　　　　　　　　・長波標準電波受信（・アンテナ設置　・既設利用）

　　　②時刻修正　・ＦＭ放送受信（・アンテナ設置　　・既設利用）

　　　①形式　　　・壁掛型　　・自立型　　・ラックマウント型（ラック架組込）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　③回線数　　（　　　　　）回線

　　　④機能　　　・電子チャイム（　　　　　）曲　　・時報

　　　　　　　　　・プログラムタイマー（・年間　　・週間）

　　　　　　　　　　（引渡し時は機器の説明及びプログラムの入力を行うこと。）

　３）子時計

　４）電源装置　　運転可能時間（・１０時間　　・（　　　　　）時間）

　５）単独時計

　　　③時刻修正機能　　・有り　　・無し

○

○

（４）警報等表示装置

　１）機器　　　　・表示盤　　・検出装置

　　　①方式　　　・アナログ式　　・デジタル式

　　　②設置場所　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　　　①方式　　　・アナログ式　　・デジタル式

　　　②設置場所　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　２）表示盤

　３）検出装置

　　　②施工　　　・本工事　　・別途施工　　・既設使用　　・その他（　　　　　　　　　　）

　　　①表示方式　・表示窓式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　②施工　　　・本工事　　・別途施工　　・既設使用　　・その他（　　　　　　　　　　）

　　　①検出方式　・電極　　・無電圧接点　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　４）図面に特記明示がない場合、検出装置への接続は本工事とする。

映像・音響設備 （１）設備　　　　・映像機器　　・音響機器　　・操作装置

（２）映像機器

　１）表示機器　　・プロジェクタ（・前面投射式　　・背面投射式）

　　　　　　　　　・スクリーン（・反射マット形　　・反射ビーズ形　　・反射ストライプ形

　　　　　　　　　　　　　　　　・透過形　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　））

　　　　　　　　　・スクリーン巻上装置（・電動式　　・手動式）

　　　　　　　　　・プラズマディスプレイ

　　　　　　　　　・液晶ディスプレイ

　２）付属機器　　・録画再生装置（・ＨＤＤ　　・ＤＶＤ　　・ＶＨＳ　　・その他（　　　　　））

　　　　　　　　　・テレビチューナー（・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　　・ＣＳ　　・その他（　　　　））

　　　　　　　　　・カメラ　　・パソコン

　　　　　　　　　・その他の機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（３）音響機器

　１）増幅器

　　　①出力　　（　　　　　）Ｗ

　　　③出力インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形

　２）付属機器　　・グラフィックイコライザー　　・オーディオミキサー　　・電源制御器

　　　②方式　　　・ステレオ　　・モノラル

　　　　　　　　　・録音再生装置（・ＣＤ　　・カセットテープ　　・その他（　　　　　　　））

　　　　　　　　　・ラジオチューナー（・ＦＭ　　・ＡＭ　　・その他（　　　　　　　　　　））

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　出力インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形

（２）増幅器　　　・非常放送兼用（仕様は非常放送装置を参照）

　２）設置　　　　・固定式　　・可動式　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　１）形状　　　　・卓型　　・キャビネットラック型　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

（１）機器　　　　・増幅器　　・付属機器　　・操作装置　　・スピーカー拡声設備

（４）操作装置

　３）スピーカー　・天井分散配置方式　　・集中配置方式　　・併用方式　　・その他（　　　　　）

　　　　　　　　　・その他の機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・マイクロホン（・コード式　　・ワイヤレス式）

　　　　　　　　　・専用　　出力　（　　　　　）Ｗ

（３）付属機器　　・オーディオミキサー　　・リモコンマイク　　・電源制御器

　　　　　　　　　・録音再生装置（・ＣＤ　　・カセットテープ　　・その他（　　　　　　　　））

　　　　　　　　　・アナウンスレコーダ（・チャイム　　・独自メッセージ　　・プログラムタイマ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））

　　　　　　　　　・マイクロホン（・コード式　　・ワイヤレス式）　　

　　　　　　　　　・ラジオチューナー（・ＦＭ　　・ＡＭ）

　　　　　　　　　・スピーカー切替装置　　・その他の機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（４）操作装置　　・卓型　　・キャビネットラック型　　・壁掛型　　・その他（　　　　　　　　）

（５）スピーカー　・非常放送兼用（仕様は非常放送装置を参照）

　　　　　　　　　・専用　　結線　　・１Ｗ　　・３Ｗ　　・（　　　　　）Ｗ

　　　　　　　　　インピーダンス　　・Lo形　　・Hi形

　　　　　　　　　設置場所　　・屋内　　・屋外　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

誘導支援設備 （１）設備　　　　・音声誘導装置　　・インターホン　　・トイレ等呼出装置

（２）音声誘導装置

　２）設置場所　　・屋外（防雨形）　　・屋内

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・タイムスケジュールにより停止及び開始を可能とする

　３）機能　　　　・自動火災報知設備より火災報知信号を受信した場合停止する

　１）検出方式　　・磁気式　　・無線式　　・画像認識式　　・その他（　　　　　　　　　　　　）

　６）送信機　　　・壁掛形　　・卓上形　　・埋込形　　・その他（　　　　　）

　５）制御装置　　・壁掛型　　・卓上形　　・複合盤組込　　・その他（　　　　　）

　４）機器　　　　・制御装置　　・送信機　　・受信機　　・その他（　　　　　）

　７）受信機　　　・スピーカー式　　・イヤホン式　　・その他（　　　　　　）

（３）インターホン

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　１）用途　　　　・内部受付用　　・外部受付用　　・夜間訪問用　　・身体障害者用　　・保守用

　４）通話方式　　・同時通話式　　・交互通話式　　・その他（　　　　　　）

　２）機能　　　　・音声通話　　・映像モニタ

　３）通話網　　　・親子式　　・相互式　　・複合式

　５）機器　　　　・親機　　・子機　　・その他（　　　　　　　　　　　　　　）

　６）親機

　　　①形状　　　・壁掛型　　・卓上形　　・複合盤組込　　・その他（　　　）

　　　②送受話器　・電話機形　　・マイク形　　・その他（　　　　　　　）

　７）子機

　　　①形状　　　・壁掛形　　・卓上形　　・埋込形　　・その他（　　　　　）

　　　②送受話器　・電話機形　　・マイク形　　・その他（　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

（４）トイレ等呼出装置

　１）用途　　　　・トイレ呼出　　・受付呼出　　・非常通報　　・ナースコール

　２）機器　　　　・親機　　・呼出スイッチ　　・警報装置　　・その他（　　　）

　３）親機　　　　・壁掛型　　・卓上型　　・複合盤組込　　・その他（　　　　）

　４）呼出スイッチ　　

　　　　　　　　　・押ボタン式　　・引紐式　　・その他（　　　　　　）

　５）警報装置　　・光　　・音声　　・ブザー　　・ベル　　・その他（　　）

テレビ共同受信設備　（１）受信放送　　・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＦＭ　　・ＣＡＴＶ　　・その他（　　　　）

（２）機器　　　　・増幅器　・混合器　・分波器　・分岐分配器　・機器収容箱　・アンテナ

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　）

（３）アンテナ

　１）放送　　　　・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＦＭ　　・その他（　　　）

　２）マスト　　　・地上波用（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　　・その他（　　　　　　））

　　　　　　　　　・衛星用（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　　・その他（　　　　　　　））

　３）自立用基礎　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　）

テレビ電波障害

防除設備

（１）対象戸数　　　　　　（　　　　　）戸

（２）機器　　　　・増幅器　・混合器　・分波器　・分岐分配器　・機器収容箱　・アンテナ

　　　　　　　　　・ヘッドエンド装置　　・その他（　　　　　）

（３）アンテナ　　　　

　１）放送　　　　・ＵＨＦ　　・ＢＳ　　・ＣＳ　　・ＦＭ　　・その他（　　　　）

　２）マスト　　　・地上波用（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　　・その他（　　　　　　））

　　　　　　　　　・衛星用（・壁面取付　　・自立　　・既設利用　　・その他（　　　　　　））

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　３）自立用基礎　・本工事　　・別途工事　　・既設利用　　・その他（　　　　　）

監視カメラ設備 （１）機器　　　　・カメラ　　・モニタ装置　　・録画装置

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

（２）カメラ

　１）色方式　　　・白黒　　・カラー

　２）駆動方式　　・固定式　・遠隔可動式

　３）撮影条件　　・昼間　　・薄明時　　・夜間

　４）設置場所　　・屋内　　・屋外　　　・その他（　　　　　　　　　　　　）

（３）モニタ装置

　１）色方式　　　・白黒　　・カラー

　２）モニタ　　　・液晶　　・プラズマ　　・ＰＣ　　・その他（　　　　　　）

　３）設置　　　　・自立型　・卓上型　　　・壁掛型　・その他（　　　　　　）

（４）録画装置

　１）記録媒体　　・ビデオテープ　　・ビデオディスク　　・ハードディスク

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　２）録画時間

　　　②間隔　　　・連続　　・間欠（（　　　　　）分間隔）

　　　①時間　　　（　　　　　）時間

　３）機能　　　　・時刻修正機能

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

（５）伝送方式　　・アナログ伝送方式　　・ネットワーク伝送方式　　・その他（　　　　　）

駐車場管制設備 （１）機器　　　　・管制盤　　・検知器　　・信号警報灯　　・発券機　　・カーゲート

　　　　　　　　　・カードリーダー　　・その他（　　　　　　）

（２）管制盤　　　　　　

　２）形式　　　　・自立型　　・壁掛型　　・卓上型　　・その他（　　　　　　）

　１）機能　　　　・入場管理　　・退場管理　　・発券管理　　・その他（　　　　　　）

（３）検知器

　１）方式　　　　・赤外線式　　・ループコイル式　　・アンテナ式　　・その他（　　　　　　）

　２）検知器外箱　・ステンレス製　　・鋼板製

　３）検出対象車両　　・普通車　　・大型車　　・その他（　　　　　　　　）

　４）検出対象速度　　（　　　　　）km以下

（４）信号警報灯

　１）信号灯　　　・発光ダイオード　　・その他（　　　　　　　　　　　　　）

　２）警報灯　　　・回転灯　　・表示灯　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　３）警報音　　　・音声　　・ブザー　　・その他（　　　　　　　　　　　　）

　４）外箱　　　　・ステンレス製　　・鋼板製

（５）発券機

　　　　　　　　　・その他（　　　　　　　　　　　）

　１）発行券　　　・磁気式　　・ＩＣカード式　　・パンチカード式　　・ＲＦ－ＩＤ式

●
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○

○

○

○

○

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事
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E-04

適　用　範　囲資　機　材　名分　　類 規　格　・　メ　ー　カ　ー　等

電気設備工事指定資機材適用規格及びメーカーリスト

電線 電線、ケーブル類 一般配線工事に使用する ・ＪＩＳ規格適合品

（エコ電線・ケーブルを もので、エコ電線・ケー ・ＪＣＳ(日本電線工業会規格)規格適合品

　を優先使用） ブルのあるもの

上記以外の一般配線工事

に使用するもの

・ＪＩＳ規格適合品

耐火、耐熱電線 耐火・耐熱性を必要とす

る場所に使用するもの

・登録認定機関（(社)電線総合技術センター）また

　は指定認定機関（(社)日本電線工業会（耐火・耐

　熱電線認定業務委員会））により認定または評定

　されたもの

・(社)日本電線工業会により自主認定（評定）され

　たもの

圧着端子 一般配線工事に使用する ・ＪＩＳ規格適合品

裸圧着スリーブ もの

電線保護物類 金属管、ＶＥ、ＰＦ、Ｈ 一般配線工事に使用する ・ＪＩＳ規格適合品

ＩＶＥ、ＦＥＰ、ＣＤ、 もの ・ＪＩＳ規格のない物にあっては、電気用品の技術

合成樹脂製可とう管、可

とう電線管、フロアダク

ト、各付属品

　上の基準を定める省令の適合品

配線器具 コンセント、スイッチ 一般配線工事に使用する

もの

・ＪＩＳ規格適合品

・ＪＩＳ規格のない物にあっては、電気用品の技術

　上の基準を定める省令の適合品

照明器具 蛍光灯器具 ・ＪＩＳ規格適合品

（省エネ型を優先使用） ・(社)日本照明器具工業会標準（ＪＩＬ規格）適合

　品

　※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

非常用照明器具 ・指定認定機関による型式適合認定または型式部材

　等製造者認証、を受けたもの

・(社)日本照明器具工業会の自主評定を受け、ＪＩ

　Ｌ５５０１の適合マークが貼付されたもの

誘導灯 ・登録認定機関（(社)日本電気協会（ＪＥＡ誘導灯

　認定委員会））の認定を受け、認定証票が

　貼付されたもの

・ＪＩＳ規格適合品その他の照明器具

・(社)日本照明器具工業会標準（ＪＩＬ規格）

　適合品

安定器 高周波点灯専用形蛍光灯 ・ＪＩＳ規格適合品

電子安定器 　※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

上記以外のもの ・ＪＩＳ規格適合品

・(社)日本電球工業会規格（ＪＥＬ）適合品

センサ、照明制御部等照明制御装置 ※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

インバータ装置 可変速運転用インバータ 可変速電動機用 ※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

装置

換気扇 窓用換気扇 ・ＪＩＳ規格適合品

・ＪＩＳ規格適合品雷保護装置 避雷針設備（突針、支持

管、引下げ導線、試験用

接続端子箱、他）

サージ保護 アレスタ（避雷器） 低圧用ＳＰＤ ・ＪＩＳ規格適合品

※メーカーは｢設備機材等評価名簿｣によるデバイス

通信用ＳＰＤ ・ＪＩＳ規格適合品

盤類 分電盤、実験盤 ・ＪＩＳ規格適合品

※メーカーは｢設備機材等評価名簿｣による

・(社)日本配電制御ｼｽﾃﾑ工業会規格（ＪＳＩＡ）

　適合品

制御盤

※メーカーは｢設備機材等評価名簿｣による

消防防災用制御盤 消防用加圧送水装置、不

活性ガス消火設備及びハ

ロゲン化物消火設備に使

用するもの、火災通報装

置、総合操作盤等の消防

用設備等の認定対象品目

・登録認定機関（(財)日本消防設備安全センター

　（消防用設備等認定委員会））の認定を受け、

　認定証票が貼付されたもの　

不活性ガス消火設備等の

操作箱、新ガス系消火設

備擁制御盤、非常通報装

置等の消防防災用設備機

器の性能評定対象品目

・(財)日本消防設備安全センターの性能評定を受け、

　評定証票が貼付されたもの

キュービクル式配電盤 ・ＪＩＳ規格適合品

※メーカーは｢設備機材等評価名簿｣による

高圧スイッチギヤ ＣＷ形、ＰＷ形 ・(社)日本電機工業会規格（ＪＥＭ）適合品

※メーカーは｢設備機材等評価名簿｣による

高圧機器 高圧限流ヒューズ、高圧 ・ＪＩＳ規格適合品

負荷開閉器、高圧避雷器

※メーカーは｢設備機材等評価名簿｣による

・(社)電気学会電気規格調査会規格（ＪＥＣ）

　適合品

断路器 ・ＪＩＳ規格適合品

・(社)電気学会電気規格調査会規格（ＪＥＣ）

　適合品

・ＪＩＳ規格適合品

※メーカーは｢設備機材等評価名簿｣による

・(社)電気学会電気規格調査会規格（ＪＥＣ）

　適合品

遮断器 高圧交流遮断器

・ＪＩＳ規格適合品配線用遮断器、漏電遮断

※メーカーは｢設備機材等評価名簿｣による

・(社)電気学会電気規格調査会規格（ＪＥＣ）

　適合品

器

変圧器 高圧変圧器 特定機器 ・(社)日本電機工業会規格（ＪＥＭ）適合品の

　トップランナー変圧器

※メーカーは｢設備機材等評価名簿｣による

・ＪＩＳ規格適合品特定機器以外の変圧器

・(社)電気学会電気規格調査会規格（ＪＥＣ）

　適合品

コンデンサ 高圧進相コンデンサ 直列リアクトルを含む ・ＪＩＳ規格適合品

・(社)電気学会電気規格調査会規格（ＪＥＣ）

　適合品

※コンデンサのメーカーは「設備機材等評価名簿」

　による

低圧進相コンデンサ 直列リアクトルを含む ・ＪＩＳ規格適合品

分　　類 資　機　材　名 適　用　範　囲 規　格　・　メ　ー　カ　ー　等

計器用変成器 計器用変圧器、計器用変 ・ＪＩＳ規格適合品

流器 ・(社)電気学会電気規格調査会規格（ＪＥＣ）

　適合品

計器 電圧計、電流計、周波数 ・ＪＩＳ規格適合品

計、力率計、電力計、電

力量計（無検定、検定付

）、他

継電器 保護継電器 ・ＪＩＳ規格適合品

・(社)電気学会電気規格調査会規格（ＪＥＣ）

　適合品

絶縁監視装置 絶縁監視装置 高圧回路用、低圧回路用 ※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

直流電源装置 蓄電池 消防用設備以外に使用す ・ＪＩＳ規格適合品

るもの ※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

整流装置 防災電源用以外に使用す

るもの

防災電源用 消防用非常電源、非常灯 ・登録認定機関（(社)日本電気協会（ＪＥＡ蓄電池

等用予備電源 　設備認定委員会））の認定を受け、認定証票が貼

　付されたもの

交流無停電 交流無停電電源装置（Ｕ 定格出力３００ｋVA以下 ・ＪＩＳ規格適合品

電源装置 ＰＳ） のもの ・(社)電気学会電気規格調査会規格（ＪＥＣ）

　適合品

※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

発電設備 ディーゼル発電装置 防災電源用以外に使用す ・発電機及び原動機（ディーゼル機関）はＪＩＳ

　規格又は(社)日本電機工業会規格（ＪＥＭ）の

　適合品

のもの

ガスタービン発電装置 防災電源用以外に使用す

るもの

・発電機及び原動機（ガス機関）はＪＩＳ規格又は

　(社)日本電機工業会規格（ＪＥＭ）の適合品

消防用非常電源、非常灯　防災電源用 ・登録認定機関（(社)日本内燃力発電設備協会）の

等用予備電源 　認定を受け、認定証票（長時間形）が貼付され

　たもの

太陽光発電装置 パワーコンディショナ 出力１０kW未満のもの ・ＪＩＳ規格適合品

するものを含む）

（系統連係保護機能を有

出力１０kW以上のもの

※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

・ＪＩＳ規格適合品

（系統連係保護機能を有

するものを含む）

・ＪＩＳ規格適合品で高効率型のもの太陽電池アレイ（太陽電

池モジュール及びアレイ

接続箱）

架台 ・太陽電池アレイの製造者が推奨するもの

・太陽電池アレイの製造者が同等と認めたもの

・上記と同等であると認められるもの

構内交換装置 交換機、局線中継台、電 ・登録認定機関（(財)電気通信端末機器審査協会

源装置、電話機 　（ＪＡＴＥ）等）の技術基準適合認定を受け、

　適合表示が貼付されたもの　

拡声装置 非常用放送設備 ・登録認定機関（日本消防検定協会）の認定を受け、

使用するもの

非常用放送設備として

　認定証票が貼付されたもの

テレビ共同 アンテナ、ブースター、 右記の認定品のあるもの ・優良住宅部品（ＢＬ部品）の認定を受けたもので、

受信装置　混合器、 　ＢＬマーク証紙が貼付されたもの又は当該品であ

　ると証明できるもの分波器、分岐器、分配器

テレビ端子、他 ・ＮＨＫ共同受信施設使用機材仕様規格適合機器の

　認定を受けたもので、証明するマークが貼付され

　たもの又は当該品であると証明できるもの

・ＪＥＩＴＡデジタルハイビジョン受信マーク登録

　品の認定を受けたもので、ＤＨマークが貼付され

　たもの又は当該品であると証明できるもの

・上記と同等であると認められるもの

監視カメラ装置 カメラ、モニタ、録画装 ※メーカーは「設備機材等評価名簿」による

置、他

自動火災報知装置 知器、発信機、中継器 ・登録検定機関（日本消防検定協会）の検定を受け、

装置　、受信機、漏電火

災警報器

　検定合格証票が貼付されたもの

※メーカーは「設備機材等評価名簿」による中央監視制御装置中央監視制御設備

マンホール

ハンドホール

蓋 鋳鉄製 ※メーカーは「設備機材等評価名簿（機械設備機

　材評価名簿・鋳鉄製ふた）」による

枡 レディミクストコンクリ ・ＪＩＳ規格適合品

ート、セメント

電柱 コンクリート柱 ・ＪＩＳ規格適合品

注　・「ＪＩＳ規格適合品」と指定された資材は、工業標準化法に基づく適合の表示（製品・包装の外面、容器の外面、結束荷札

　　・「設備機材等評価名簿」とは、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業　設備機材等評価名簿（電気設備機材・機械設備

　　・「設備機材等評価名簿」に記載されていないメーカーの資機材を使用する場合は、評価基準と同じ条件を満たすことを証明

　　・特殊仕様の資機材を使用する必要がある場合は、仕様、性能等を証明する書類を監督員に提出し、承諾が得られた場合のみ

　　　使用できるものとする。

　　　する書類を監督員に提出し、承諾が得られた場合のみ使用できるものとする。

　　　期間内にある場合にのみ有効とする。

　　　機材）」の最新版をいう。ただし、納入地区及びアフターサービス地区に中部地区または近畿地区が含まれ、評価の有効

　　　ごとの納品書にＪＩＳマーク表示、またはＪＩＳ規格証明書等の添付）のあるものをいう。

●完成書類

　引き渡し時には下記の書類を提出する。

名　　　　　称

完成図（原図サイズＡ４折り）

完成図（原図サイズ）

完成図（Ａ３版縮小二つ折り）

機器完成図

・工場試験成績書

・試験結果報告書

・取扱説明書

・機器完成図

・資・機材一覧表

・システム系統図

・各種計算・検討書

・予備品・付属品一覧表

・機器銘板の写し

・検査済証

・保証書

・メンテナンス要領書

・メンテナンス参考業者一覧表

・官公庁手続き書類一覧表

・官公庁手続き書類の写し（表紙のみ）

・その他監督員の指示するもの

部数

１部

１部

１部

２部

２部

２部

完成書類

竣工図（製本）

施工図（製本）

ファイル綴

竣工図（製本）

施工図（製本）

ファイル綴

保全に関する資料

・制御システム図

・システム系統図

・資・機材一覧表

・機器完成図

・取扱説明書

・試験結果報告書

・工場試験成績書

・予備品・付属品一覧表

・機器銘板の写し

・保証書の写し

・メンテナンス要領書

・メンテナンス参考業者一覧表

・その他監督員の指示するもの

ファイル綴 ２部

＊各種書類には一覧表を作成し、インデックスも付けること。

＊各種書類には一覧表を作成し、インデックスも付けること。

工事に関する書類

・工事カルテ受領書の写し

・施工計画書

・施工要領書

・部分下請負通知書及び下請負契約書の写し

・施工体制台帳及び施工体系図

・総合評価方式技術提案履行確認協議書及び

　確認書

・工事進捗状況報告書

・各種計画書及び報告書

・排出ガス対策型建設機械使用報告書

・工事日報

・工事打合簿

・段階確認書

・工事事故報告書

・安全管理関係書類

・使用機材届出書

・工事材料搬入報告書

・機器明細図

・機材の品質及び性能証明書

・各種計算・検討書

・工場試験成績書

・試験結果報告書

・計測機器類校正証明書又は精度保証書の写し

・再生資源利用計画書及び

　再生資源利用促進計画書

・産業廃棄物処理集計表

・マニフェストＥ票の写し

・現場発生品調書

・再生資源利用実施書及び

・再資源化等完了報告書（特定建設資材廃棄物）

・工事写真（サムネール及び代表写真）

・足場施工写真

・完成写真

・検査立会者名簿

・指示事項履行報告書

・手直し結果等報告書

・その他監督員の指示するもの

　再生資源利用促進実施書

１部ファイル綴

＊各種書類には一覧表を作成し、インデックスも付けること。

官公庁手続き書類

・官公庁手続き書類一覧表

・官公庁手続き書類（本冊）

工事書類預かり書

注　・保全に関する資料は、国土交通省「施設保全マニュアル作成要領」を参照する。

　　・改修工事等は既存の完成図を修正すること。

　　・作成しがたい場合は、監督員との協議による。

　　・上記表は標準の部数であり、詳細については監督員の指示による。

　　・その他監督員の指示する書類を作成して提出すること。

　　・ファイルはチューブファイル以上とする。

　　・完成書類の著作権にかかる使用権は発注者に移譲するものとする。

　　・白焼き（青焼き不可）で文字潰れのないこと。表紙（可能な範囲で背表紙にも）に「年度、工事名、工期、竣工図（又は

　　　施工図）、請負者名」を印字（シール不可）すること。

１部ファイル綴

引渡目録

工事目的物引渡書

完成検査写真

電子納品 ２部

１部

３部

電
力
共
通

名称

積算計器

引込開閉器

分電盤 床上～中心

地上～中心

地上～窓中心

測点 名称 取付高［㎜］測点

電
灯

スイッチ

〃

床上～中心

取付高［㎜］

1,800～2,000

1,800～2,200

1,500

（上端1,900以下）

1,300

動
力

床上～中心壁掛形制御盤

開閉器箱

制御用スイッチ

〃

〃

1,500

（上端1,900以下）

1,500

1,300

端子盤（室内）

集合保安器箱

壁付電話機（一般）

床上～下端

天井下～上端

床上～中心

300

200

1,300
構
内
交
換

子時計

壁掛形親時計時
計

床上～中心
1,500

（上端1,900以下）

〃

拡
声

壁掛形スピーカ

壁付アッテネータ

〃

〃

（天井高）×0.9

（天井高）×0.9

1,300

出
退
・
マ
ル
チ
サ
イ
ン

床上～中心

〃

〃

〃 1,300

2,300

1,300

（天井高）×0.9情報表示盤

壁付発信機

ベル、ブザー、チャイム

壁付押しボタン（一般）

誘
導
支
援

「標準図」による。

1,300

900〃

床上～中心壁付インターホン(上記以外)

壁付呼出ボタン(多機能トイレ)

外部受付用インターホン(子機)

テ
レ
ビ
共
同
受
信

機器収容箱

テレビ端子直列ユニット(一般)

　　　　　〃　　　　　(和室) 〃

床上～中心

天井下～上端 200

300

150

自
動
火
災
報
知

受信機・副受信機

機器収容箱

発信機

警報ベル

表示灯

液化石油ガス検知器

床上～操作部

〃

床上～中心

〃

〃

床上～上端

800～1,500

800～1,500

800～1,500

2,300

2,100

300

注）　天井高3,000mm以上の場合及び上記取付高さでは機器の使用に支障がある場合は、監督職員と協議する。

接地抵抗値 接地極の規格・数量接地の種類

○ 共同接地

○ 共同接地

○ Ａ種

○ Ｂ種

○ Ｃ種

○ Ｄ種

○ Ｄ種

○ 高圧避雷器用

○ 交換装置用

○ 通信用（10Ω）

○ 通信用（100Ω）

○ 電話引込口の保安器

○ 測定用

記号

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

ＥＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ

Ａ・Ｃ・Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｄ

ＬＨ

ｔ

Ａｔ

Ｄｔ

Ｌｔ

Ｏ

Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

　　Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

Ω以下

10Ω以下

10Ω以下

100Ω以下

Ω以下

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=10, L=1,000 又は W=30, L=900 )×1

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=14, L=1,500 又は W=40, L=1,200 )×3連－　組

EB( D=10, L=1,000 又は W=30, L=900 )×1

EB( D=10, L=1,000 又は W=30, L=900 )×1

EB( D=10, L=1,500 又は W=30, L=1,200 )×1

　　〃　（多機能トイレ） 〃

　　〃　（バリアフリー） 1,000

コンセント（一般） 〃 300

 　 〃　　（和室）

　　〃　　（台上）

　　〃　　（車椅子用）

ブラケット（一般）

　　〃　　（踊場）

　　〃　　（鏡上） 鏡上端～中心

床上～中心

〃

〃

台上～中心

〃 150

150～200

900

2,100～2,300

2,000～2,500

150

コンセント（バリアフリー）

1,000

400〃

機器標準取付高さ

接地極一覧表

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

　　・建築工事特記仕様書を優先する。

西野公園便所（南）建替工事



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

全体配置図

北

全 体 配 置 図 1/1000

市道

隣
地

境
界

線

隣
地
境
界
線

道
路

境
界

線

道路境界線

隣
地

境
界

線

道路境界線

隣
地
境
界
線

県道

国
道
１
号
バ
イ
パ
ス

側
道
（
市
道
）

亀山スポーツ研修センター

野球場

プール

プール

テニスコート

E-05

1/1000

西野公園

西野体育館

15

14

2

9

1

10

12

17

16

13

11

4

5

7

6

8

申請建物

-835

-870 -1210

-840

-1045

-855

-810

-1000

-995

+60

-865

-960

-970

-900

-800

+40

+380

-1265

+340

-1980

-680

-1510

-1750

-1355

-905

+1045

-1190
（基準点）
KBM±0

+115
-1035

-1030
-1005

-820

-815-815

-910

+480

-975 +70

+40

-1815

-1050

-960

+180

-1965

+10

-1815

+57

+57

-188

-750

西野公園便所（南）建替工事
前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

特記事項

ハンドホール　６００×６００×６００　中耐蓋付

１、凡例

既設噴水制御盤

既設自販機（消費電力：６２０Ｗ）

自販機電源線（架空）

既設便所：撤去（建築工事）

便所：新設【便所南】

２、既設噴水制御盤から既設便所へ電源が供給されている事を確認すること

・既設噴水制御盤内ブレーカ：MCB 3P50AF/30AT （表示内容：キルナＷ.Ｃ）

・既設ブレーカ銘板表示内容を修正すること（表示内容は監督員と協議の上決定する）

・既設は、噴水制御盤内で２芯接続となっているため、３芯接続に施工し直すこと

・図中の既設噴水制御盤から既設便所への既設電源配管配線ルートは、参考とする

３、自販機電源線の取扱いについては、監督員と協議の上決定とする

既設電源配管配線ルートは、参考とする



前 野 建 築 設 計
一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

会社
株式

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

図面番号

縮 尺

特

項

事

記
設 計 年 月 日

図 面 名 称

工 事 名 称

配置図

E-06

1/20.100

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

1/100

北

西野公園便所（南）建替工事

便所（南）配置図

特記事項

ハンドホール　６００×６００×６００　中耐蓋付

１、凡例

接地工事　Ｄ種
ED

樹脂製ホーム分電盤

埋設シート

土掘削埋戻し（良質発生土）

60
0

地盤面

埋設配管

1/20掘削断面図

＜地中埋設部＞

ハンドホール
1,500

Ｍ

既設配管配線ルートは、参考とする

既設電源ケーブル：既設のまま

ED

ハンドホール内で既設電源ケーブルと接続
（ケーブル接続は、防水性能を有する工法とする）

地中埋設部は埋設表示シート（２倍長）を敷設のこと

EM-CE5.5□-3C（FEP30)

自販機電源線（架空）

既設便所：撤去（建築工事）

既設噴水制御盤へ



工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
E-07

1/100盤結線図、撤去図

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事

盤結線図

撤去図

2P2P

2P2P

2P2P

男子、多機能便所　コンセント

（温水洗浄便座換気扇）

回路番号負荷名称

男子、女子、多機能便所　照明

容量(VA)

750

負荷名称回路番号 容量(VA)

MCCB 3P 50AF/30AT

Ｌ－２ ELCB 2P 30AF/20AT×2

MCCB 2P 30AF/20AT×1

1φ3W 100V/200V

Ａ Ｂ

１

1,575合計

2P 30AF×3（スペース）

女子便所　コンセント

（温水洗浄便座）

予備

開閉器
(AF/AT)

ELCB

30/20

MCCB

30/20

ELCB

30/20

(AF/AT)
開閉器

225

600

VA

分電盤仕様

屋内用露出形（壁掛型）

樹脂製ホーム分電盤（扉付）

その他製作所標準品

予備予備

3,230

2
,
0
3
0

1/100

ＢＣ 特記事項

１、図示の照明器具、配線配管、分電盤、ボックス類は特記以外は、すべて撤去とする

２、凡例

照明器具Ｂ：直付 ＦＬ１０Ｗ×１　１台

電線は硬質塩化ビニル電線管にて保護してあるがすべて撤去とする

照明器具Ｃ：直付 ＦＬ２０Ｗ×２　１台

樹脂製分電盤

露出ボックス

＜ 撤 去 図 ＞

便 所 平 面 図

既設電源ケーブル：既設のまま

・ブレーカ主幹：

・分岐ブレーカ：

20AT×1

20AT×3



工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
E-08

NS照明器具姿図

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ｅ Ｆ Ｇ

ＬＥＤベースライト　直付型 ＬＥＤベースライト　直付型 ＬＥＤダウンライト ＬＥＤダウンシーリング

ＬＥＤブラケット ＬＥＤブラケット ＬＥＤダウンシーリング

Ｈｆ３２形高出力型２灯器具相当 Ｈｆ１６形高出力型２灯器具相当 ６０形電球１灯器具相当 ６０形電球１灯器具相当

６０形電球１灯器具相当６０形電球１灯器具相当２０形直管蛍光灯１灯器具相当

パナソニック　直付ＸＬＸ４６０ＮＥＮＴＬＥ９　同等品

一般タイプ、６９００ｌｍタイプ

消費電力４３．１W、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　直付ＸＬＸ２３０ＮＥＮＪＬＥ９　同等品

一般タイプ、３２００ｌｍタイプ

消費電力２１．８Ｗ、定格出力型、電圧１００～２４２Ｖ

本体：鋼板（白色粉体塗装）

ライトバー（カバー）：ポリカーボネート（乳白）

光源寿命：４００００時間（光束維持率８５％）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

電源装置はライトバー側に内蔵

パナソニック　ＬＧＷ７２１１０ＬＥ１　同等品 パナソニック　ＬＧＢ５１６５３ＬＥ１　同等品

パナソニック　ＬＧＢ８５０３２ＬＥ１　同等品 パナソニック　ＬＧＷＣ８０２９０ＬＥ１　同等品 パナソニック　ＬＧＷＣ５１５１０ＬＥ１　同等品

Ｓ RAＣ コール親器（２回路） トイレ呼出押ボタン（引きひも付） 天井取付熱線センサ付自動スイッチ 埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニット

Ｓ
親

熱線センサ親機（天井）明かりセンサ付　パナソニック ＷＴＫ２４８１８　同等品

Ｓ 熱線センサ親機（天井）明かりセンサ付　パナソニック ＷＴＫ２９１０Ｋ　同等品

天井木組表し部：露出取付カバー　パナソニック ＷＴＫ２０９１　同等品

41

47.948.2

1
1
0

50.6

は
ず
す

上

WQ4302K

音停止音量

埋込型（適合ボックス ２個用スイッチボックス（深型 ））形状

定格
消費電力　待機時：3Ｗ以下 最大時：５．５Ｗ以下

電源電圧　AC100V 50/60Hz

ｼﾘ-ズｺｽﾓ

UP

パナソニック　ＷＱ４３０２Ｋ　同等品

埋込プルスイッチ付押釦スイッチ（ＯＮ保持・微少電流対応形）

（パイロットランプ・防沫形プレート・リード線付）

呼出

押す

定　格 微少電流形（３０ｍＡ　１２Ｖ）

φ３４

1
2
0

70 2321.5

2
5
0

球３０

パナソニック　ＷＳ６６７７２　同等品

定　格 8A　100V AC

（明るさセンサ付）（AC100V)

（親器・8Aタイプ・広角検知形）（検知後連続動作時間約１０秒～３０分可変形）

1
4
.
2

Φ105

5
9
.
2

切
自動

ｾﾝｻ用切換ｽｲｯﾁ

連続入

１５A 250V定　格

24.925.2

50

7
4

6
9

1
1
0

24

9
1
.
4

9.5

21

パナソニック　ＷＴＣ５８２０Ｗ　同等品

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束４９０ｌｍ、消費電力４．５Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、高気密ＳＢ形、防湿型・防雨型

枠：アルミ（ホワイトつや消し）

埋込穴φ１００

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束１１００ｌｍ、消費電力１２Ｗ、電圧１００Ｖ

拡散タイプ、天井直付型・壁直付型

カバー：プラスチック（乳白）

両面化粧タイプ

Ｗ＝５８０　Ｈ＝６５　出しろ６４

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束５４０ｌｍ、消費電力７．１Ｗ、電圧１００Ｖ

壁直付型、防雨型、明るさセンサ付

拡散タイプ、ツマミネジ方式、点灯照度調整機能付

カバー：アクリル（乳白）

プラスチック（ホワイト）

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束５３０ｌｍ、消費電力５．８Ｗ、電圧１００Ｖ

防雨型、拡散タイプ、明るさセンサ付・段調光省エネ型

カバー：プラスチック（ホワイト）

点灯照度調整機能付

昼白色（５０００Ｋ）、Ｒａ８３

器具光束５８０ｌｍ、消費電力６Ｗ、電圧１００Ｖ

天井面・壁面取付専用

カバー：プラスチック（ホワイト）

送り用端子台付

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事
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一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝
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Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

女子便所

2,960 2,500 2,730

1,820 1,140

Ｕ Ｕ

多機能便所

8,190

1,820 910 910 1,820

1/50

男子便所

Ｘ４Ｘ３Ｘ１ＢＸ１

2,730
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1
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1
0

Ｙ３

Ｙ２

Ｙ１

Ｙ０

女子便所

2,960 2,500 2,730

1,820 1,140

Ｕ Ｕ

多機能便所

8,190

1,820 910 910 1,820

1/50

男子便所

Ｘ４Ｘ３Ｘ１ＢＸ１

2,730

Ｘ１Ａ Ｘ３Ａ

Ｘ１ Ｘ４Ｘ３Ｘ２

1
,
8
2
0

1
,
8
2
0

1/50

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事 E-09

便所（南）平面詳細図 便所（南）平面詳細図

便所（南）電灯設備図、コンセント設備図

便所南(駐車場側)

特記事項

EM-AE1.2-2C(PF16) 床隠ぺい配管配線

１、特記なき配線は下記による

２、凡例

EM-EEF2.0-3C(PF22)(1C:E) 床隠ぺい配管配線

コンセント ２Ｐ１５Ａ×１　接地端子付ET

ED
接地工事　Ｄ種

Ｃ

トイレ呼出押ボタン（引きひも付）

コール親機（２回路）

Ｓ Ｓ
RA

RA

RA

Ｓ Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｂ

Ｂ

Ｅ

Ｃ

Ｃ

Ｂ

Ｂ

Ｅ

ＥＡ

Ｆ

コンセント ２Ｐ１５Ａ×１（換気扇用）

親

親

親

特記事項

EM-EEF1.6-2C

天井取付熱線センサ付自動スイッチ

１、特記なき配線は下記による

２、天井木組表しの天井直付照明の配線は梁上部にステップル止めとする

　　天井仕上材張の天井埋込照明の配線は天井内コロガシ配線とする

３、凡例

EM-EEF1.6-3C(1C:E)

　　壁内立下り配線はＰＦ管にて保護する

EM-EEF2.0-3C(1C:E)2.0

Ｓ

埋込熱線センサ付自動スイッチ用操作ユニットRA

A センサ付外部照明用壁スイッチ

A 2.0
L-2

１

2.0

ET
ET

ET ET

Ａ

Ｂ

Ａ

AE

AE

ED

以降配置図参照
L-2

5.5

EM-CE5.5□-3C(FEP30)

EM-IE5.5（PF16）
Ｃ



便所（南）

特 一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号
設 計 年 月 日 工 事 名 称 西野公園便所（南）建替工事 図面番号 M-01

記 株式
会社 前 野 建 築 設 計

事
図 面 名 称 機械設備　特記仕様書１ 縮 尺 ＮＳ

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝項

亀山市野村二丁目　地内

便所（南） 木造 １

一級建築士　第360917号

前田　祐作

平成31年 3月 8日

※建築工事による

※下水道管接続に伴う排水設備工事の申請及び検査を受けること。

※給水管の改造申請書を提出すること。

どの環境に優しい（環境物品）の調達に努める。 ○ 概成工期 建築物等の使用を想定して総合試運転調整を行ううえで、関連工事を含めた各工事が支障のない状態 ● 不正軽油の 1） 一般事項特  記  仕  様  書
又、重量機器については、機器据付要領・耐震計算書もあわせて提出すること。 まで完了していること。 使用の禁止     県工事の施工に当たり、工事現場で使用し、又は使用される車両（資機材等の搬入車両を含む。）

○ 指定なし　　　○ 指定あり　（　平成　　年　　月　　日　） 　　並びに建設機械等の燃料として、不正軽油（地方税法第144条の32（製造等の承認を受ける義務等）

●Ⅰ．工事概要 官公署等への 工事に伴う関係官公署への必要な諸手続きは、受注者が遅滞なく行い、これに要する費用も負担する。 　　の規定に違反する燃料をいう。）を使用してはならない。

届出手続 1） 消火器の設置届については、機械設備にて設置届を提出する必要がある場合、届出を行うこと。 ● 仮設工事 構内既存の施設 2)　調査の協力

※建築工事による　１．工事場所 2） 防火対象物使用開始届については、書類の作成（機械設備図面の用意及び機械設備に関する 1) 便所 ● 利用できる ○ 利用できない     受注者は、県が使用燃料の採油調査を行う場合には、その調査に協力しなければならない。

部分の記述）を行うこと。 2) 工事用水 ● 利用できる（有償） ○ 利用できる（無償） ○ 利用できない 　　また、受注者は下請負者等に同調査を協力するよう管理及び監督しなければならない。

　２．建物概要 3) 工事用電力 ● 利用できる（有償） ○ 利用できる（無償） ○ 利用できない 3)　是正措置

建築基準法による 消防法施行令 ● 品質管理 工事施工に関して、着手前・施工途中・施工後の自主検査を実施すること。 ※本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は本工事に     受注者は、不正軽油の使用が判明した場合は、速やかに是正措置を講じなければならない。
建　物　名　称 構　造 階　　　　数 備　　考

延べ面積(㎡) 別表第一の区分 チェックリスト等を作成し、管理を行うこと。 　含まれる。 　　また、受注者は下請負者等に不正軽油の使用が判明した場合は速やかに是正措置を講じるよう管理

階建（地下　　階　塔屋　　階） 　　及び監督しなければならない。

階建（地下　　階　塔屋　　階） ●● 出来形管理 以下の項目について、出来形管理の対象として管理を行うこと。 足場 1) 内部足場 ○　脚立 ○　足場板

1) 各種機器据付 2) 外部足場 ○　A種（枠組足場）　 ○　B種（単管本足場）　 ○　D種（移動式足場） ● その他 1)　使用機械

・耐震強度（設計標準震度、アンカーの種類・サイズ確認・埋め込み深さ） 3) 防護シート等による養生 ○　適用する　　○　適用しない 　　低騒音型、低振動型の建設機械の使用に努めること。

・基礎寸法 ・水平、垂直等 ※設置する足場については、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省平成21年4月） 2)　測定機器の校正記録

（備考中の特定の施設、一般の施設とは耐震安全性の分類を示す。） 2) 配管・ダクト工事 により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を 　　工事で使用する測定機器に対しては適正に校正した器具を使用しなければならない。

　３．工事種目（●印の付いたものが対象工事種目） ・支持間隔 ・振れ止め支持間隔 有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等 　　測定に先立ち使用する測定機器の検査済証（写し）又は校正記録（写し）を監督員に提示すること。

建物別及び屋外 工　　　　　　事　　　　　　種　　　　　　別 3) 屋外排水工事 に関する基準」の２の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。

工　事　種　目 排水勾配 ●屋　外 ・ ・桝の深さ 電源周波数 ○50Hz　　　●60Hz

○ 空気調和設備 4) 水栓、リモコンスイッチ類の取付高さ ● 建築材料等 1)本工事に使用する建築材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか「建築材料

● 換気設備 一式 ・設備機材等品質性能評価事業」設備機材等評価名簿（最新版）及び別記記載のメーカー又はこれら ● 容量等の表示 （1）機器類の能力、容量等は表示された数値以上とする。

○ 排煙設備 ● 製品確認 発注者、受注者において仕様を決定し、製作するような規格品ではない製品については、試 と同等品以上とする。 （2）電動機出力、燃料消費量、圧力損失等は、原則として表示された数値以下とする。

○ 自動制御設備 験・検査等を行う機器が整備された施設内において、監督員等が製品の確認を行うものとする。 品質が求められる水準以上であれば、県内生産品の優先使用に努めること。

● 衛生器具設備 一式 一式 ○適用する　　　　　○適用しない 2)本工事で使用する建設資材の調達にあたっては、極力県内の取り扱い業者から購入するよう努める ○ 配管 （1）ステンレス鋼管の接合は、下記による。

● 給水設備 一式 一式 こと。 　　 　○呼び径６０Ｓｕ以下（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

● 排水設備 一式 一式 ● 耐震安全性の分類 構造体（　）類　　建築非構造部材（　）類　　建築設備（　）類 3)下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用す 　 　　○呼び径７５Ｓｕ以上（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

○ 給湯設備 ること。ただし認定製品が入手できない場合は、監督員と別途協議を行うこと。 （2）建築物導入部の変位吸収方法は、標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）による。

○ 消火設備 ● 耐震措置 耐震措置の計算及び施工方法は次によるほか、建築設備耐震設計・施工指針2014年版（独立行政 　　(認定製品の品名：                                 ) 　 　　○（ａ）　　○（ｂ）　　○（ｃ）

○ 厨房設備 法人建築研究所監修）による。 4)下記製品を本工事で使用する場合は、三重県リサイクル製品利用推進条例に基づく認定製品を使用す （3）溶接部の非破壊検査　 ○不要　○要（　　　　　　　　　　　　）

○ ガス設備 1）機器の据付け及び取付け ように努めること。

○ ごみ処理設備 　　 設計用水平地震力は、機器の質量（自由表面を有する水槽その他の貯槽にあっては有効質 　　(認定製品の品名：間伐材製工事用バリケード・看板・標示板・ガードフェンス、 ○ 試験 既設配管を含む部分の試験　○要（方法及び圧力：　　　　　　　　　）　　○不要

○ 浄化槽設備 　　 量）に、地域係数1.0及び次に示す設計用標準水平震度を乗じたものとする。 　  　                         石こうﾎﾞｰﾄﾞ、（　　　　　　　　　　　））

○ 設計用標準水平震度 ○ 絶縁継手 「機器と配管接続部」取付け箇所は図示による。

● 撤去工事 一式 一式 ○　特定の施設 ○　一般の施設 ● 建設副産物 新築増築の延べ面積が500㎡以上の工事、及び修繕または模様替えは受注額１億円以上の工事について、
機器種別

○重要機器 一般機器 重要機器 一般機器 再生資源の利用又は建設副産物の搬入がある場合、受注者は工事着手前に「再生資源利用計画書 地中埋設標等 （1）地中埋設標　　　　○要（図示の箇所）　　○不要

　４．指定部分　　　○ 無　　　○ 有（対象部分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 機器 2.0 1.5 1.5 1.0 （実施書）」（建設資材を搬入する場合）及び「再生資源利用促進計画書（実施書）」（建設副産物を （2）埋設表示用テープ　○要（排水管を除く）　○不要
上層階、　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 指定部分工期　　　　　　年　　　月　　　日 防振支持の機器 2.0 2.0 2.0 1.5 搬出する場合）を施行計画書に綴じ込んで監督員に提出すること。
屋上及び塔屋

水槽類 2.0 1.5 1.5 1.0 また、工事完了後には「再生資源利用計画書（実施書）」（建設資材を搬入した場合）及び「再生 ● 保温 標準仕様書第２編によるほか次による。ただし、各工事種目で別に指定されたものは除く。

　５．設備概要（●印のついたものを適用する）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機器 1.5 1.0 1.0 0.6 資源利用促進計画書（実施書）」（建設副産物を搬出した場合）を作成し、監督員に提出すること。 ○多湿箇所は下記による。

方式及び種別 設              備              概              要 中間階 防振支持の機器 1.5 1.5 1.5 1.0 計画書（実施書）の提出とともにＪＡＣＩＣが運営する「建築副産物情報交換システム」へのデータ 　室名：

○ 空気調和　　○単一ダクト方式　　　　　　　　　　　　　　○全空気方式 水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6 入力も併せておこなうこと。 ○共同溝内の保温種別は下記による。
空 調 方 式

　　　　　　　 ○ファンコイルユニット・ダクト併用方式　　　○ルームエアコン 機器 1.0 0.6 0.6 0.4 　ダクト：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配管：
主 要 熱 源 機 器

防振支持の機器○ 地下、1階 1.0 1.0 1.0 0.6 ● 三重県産業廃棄物税 本工事には産業廃棄物税相当分が計上されていないため、受注者が課税対象となった場合には完成年度

自 動 制 御 方 式 ○ 電気式　○電子式　○デジタル式 水槽類 1.5 1.0 1.0 0.6 の翌年度の４月１日から８月３１日までの間に別に定める様式に産業廃棄物税納付証明書を添付して当 ○ 塗装 ○塗装要（　　　　　　　　）

給 水 方 式 ○ 高置タンク方式　　●　直圧 【備考】・上層階とは2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層2階、10～12階建の場合 該工事の発注者に対して支払請求を行うことができる。なお、この期間を超えて請求することはできな

建物内の汚水と雑排水（○ 合流式　●分流式） 　　　　　は3階、13階以上の場合は上層4階とする。 い。また、産業廃棄物処理集計表（マニフェストの数量の集計）を超えて請求することはできない。 ○ はつり 既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開けは、図面に特記のない場合はダイヤモンドカッタ

ポンプ排水 ○あり（○汚物　○雑排水　○湧水）　　○なし 　　　　・中間階とは地階、1階を除く各階で上層階に該当しないもの ーを用いる。

排 水 方 式 建物外放流先 　・重要機器は次のものを示す。 ● 事故の発生時 工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員へ通報するとともに、所定の様式により事故発

　（1）汚　水　● 直放流下水管　○　合併浄化槽 　　○給水機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 生報告書を監督員が指示する期日までに監督員へ提出すること。 ○ 非破壊検査 放射線透過検査等による埋設物の調査は（○要　○不要）とする。

　（2）雑排水　● 直放流下水管　○　合併浄化槽 　　○排水機器（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） なお、事故発生後の措置について、監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、 範囲は監督職員の指示による。なお、検査費は別途とする。

消 火 設 備 ○ 屋内消火栓設備　　　　　　○スプリンクラー設備 　　○換気機器　　　　○空調機器　　　　○熱源機器　　　　○防災設備 検証等に協力すること。

の ○ 泡消火設備　　　○連結散水方式　　○連結送水管　　○フード等用簡易自動消火装置 　　○監視制御設備　　○危険物貯蔵装置　○火を使用する設備　○避難経路上に設置する機器 ○ 電線類 電線及びケーブルの規格は標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11による。

種　　　 類 ○ 不活性ガス消火設備　（　○　　　　） 2）設計用鉛直地震力は、設計用水平地震力の1/2とする。 ● 既設との 本工事施工に伴う、既存設備の軽微な加工・改造は、本工事とする。

○ 都市ガス（種別 13A、高位発熱量45.0MJ/m3(N)、　低位発熱量40.6MJ/m3(N) 取合い・養生 また、工事施工に際し、既存部分を汚損・破損等しないよう養生を行うこと。なお汚損・破損等した場 ○ 天井仕上区分 （　）書きの室名は直天井を示し、その他は二重天井を示す。
ガ ス の 種 類

　　　　　　　　　　　　　　　　　供給圧力　　　Pa、供給事業者名　○○） ○ 冷媒（フロン類） ○適用する　　　　　○適用しない 合は、機能・仕上げ共、既設にならい復旧すること。

※改修の場合は既存概要を示す。 の回収 冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編２．４．３により、次の書類の写しを ○ 他工事との工事区分 図面に特記なき場合は、工事区分表による。

Ⅱ．工事仕様 監督員に提出すること。 ○ 総合評価方式 総合評価方式の工事において技術提案、施工体制確認資料の記載内容等に不履行があった場合、本件工

　１．共通仕様 ・フロン回収行程管理表 事完成年度の翌年度に三重県が発注する総合評価方式案件（以下「発注工事」という。）において、 ○ 吊り及び支持金物 （○槽内　○　　　）の吊り金物・支持金物類はステンレス鋼製（SUS 304）とする。

　　　１）図面及び特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書 ・特定家庭用機器廃棄物管理表（家電リサイクル券） 貴社の加算点から発注工事の加算点満点の1割を減点します。　また、同一年度に複数工事で不履行が

　　　　　（機械設備工事編）（平成28年版）」（以下、「標準仕様書」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機 撤去する前にフロンを屋外機ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行うこと。 あった場合は、不履行工事件数に応じて減点します。　なお、貴社が特定ＪＶ、経常ＪＶの構成員で ○ 施工調査 ○下記によるほか、改修標準仕様書第1編1.5.1及び1.5.2による。

　　　　　械設備工事編）（平成28年版）」（以下、「改修標準仕様書」という。）及び「公共建築設備工事標準図（機械 パッケージ形空調機の移設等により、冷媒の回収が必要となる場合においても、上記に準じて ある場合についても、発注工事の加算点満点の１割を減点します。 　　　　事前調査

　　　　　設備工事編）（平成28年版）｣（以下、「標準図」という。）、「建築、電気、機械設備工事監理指針平成28年版」 冷媒の大気中への飛散を防止する措置を講じること。 　　　　　調査項目　　○

　　　　　による。 ● 市内企業優先使用 本工事に於いて、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方を亀山市内に本店（建設業法に 　　　　　調査範囲　　○図示　　○

　　　２）電気設備工事及び建築工事を本工事に含む場合、電気設備工事及び建築工事は、それぞれの工事仕様を適用する。 ● 発生材の処理等 1) 引渡しを要するもの　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） おいて規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。 　　　　　調査方法　　○図示　　○

　　　　　なお、電気設備工事の工事仕様は、（　／　）図、建築工事の工事仕様は（　／　）図による。 上記以外の引き渡しを要するものについては別途、監督員が指示する。

2) 特別管理産業廃棄物　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） ● 不当介入を受けた 暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第10号）を受けた場合 共通事項 1)● 陸上ポンプ、送排風機（エアハン含む）の電動機は、すべて全閉防まつ形とし、4極を原則とする。

　２．特記仕様 処理方法　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 場合の措置 の措置について （加圧給水ポンプユニットを除く）。

　　　章、項目、特記事項共に●印の付いたものを適用し、○印のものは適用しない。 3) 現場内において再利用を図るもの　○発生土　　○その他（　　　　　　　　　　　　　） 1)　受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第１項第8号） 2) 配管途中、要所にはフランジ接続箇所を設置し、取り外しを容易にすること。

章 項　　目 特　　記　　事　　項 4) 再資源化を図るもの　（　○ アスファルトコンクリート塊　　○ セメントコンクリート塊 　　による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時 3) 系統が分かるように、必要箇所（機械室、ＰＳ内等）に文字書き・矢印記入・バルブ札取付を

●
● 一般事項 　工事の詳細については、本設計図面及び仕様書による他、上記各適用基準に準拠し、監督員指示の ○ 建設発生木材　） 　　点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 行うこと。手書きもしくはカッティングシートとする。

一
般
共
通
事
項

下に入念かつ誠実に施工すること。 5) 発注者へ引き渡すものについては「現場発生品調書」を提出すること。また再利用を図る 2)　1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者 4) 機器・配管・支持金物には、絶縁処理を行うこと。

　設計図書に定められた内容、現場の納まり・取り合い等の不明な点や施工上の困難・不都合、図面上 ものについても調書を作成し、監督員へ提出すること。 　　に報告すること。発注者への報告は文書で行うこと。 5) 配管に空気が滞留する恐れのある箇所には、エア抜き弁を設置し、最寄りのドレン管に

の誤記及び記載漏れ等に起因する問題点及び疑義、設計図書とおりに施工することで将来不具合が発生 6) 引渡しを要しないものは、全て構外に搬出し、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、 3)　受注者は暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生 接続すること。

しうると判断される場合については、その都度、監督員と協議すること。なお設計図書とおりの施工で 資源の有効な利用の促進に関する法律、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に 　　じた場合には、発注者と協議を行うこと。 6) 屋外機器設置基礎のアンカーボルトは、構造体鉄筋より取り出す、もしくはあと施工アンカー工法

あっても使用上の不具合が発生した場合は協議の上、改善策を講じること。 よるほか、「建設副産物適正処理推進要綱」に従い適切処理し、監督員に報告すること。 の類とする。使用アンカーについては、機器仕様書、耐震クラス等を確認すること。

　他工事との取り合いについては予め当該工事関係者間において協議し、円滑な工事進捗に努めること。 （ﾏﾆﾌｪｽﾄA、B2、D、E票を提示すること。） ● 主任技術者又は 1)　現場施工に着手するまでの期間 また、重量機器にあと施工アンカー工法を採用する場合、ケミカルアンカーを使用し施工すること。

なお調整不足による意匠的な仕上がり不備や不具合が発生した場合は監督員の指示により手直し施工を 監理技術者の専任を 　請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入、又は仮設 7) 機器、配管の耐震措置及び機器、ダクトの防振・消音については、標準仕様書、標準図、施工監理

行うこと。 ● 主任技術者等 下記資格を証明する資料を監督職員に提出する。 要しない期間 工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を 指針及び建築設備耐震設計・施工指針に基づき十分考慮すること。

　○資格の区分1） 要しない。なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督員との打合せにおいて 8) 雨がかり部に取り付けるガラリのチャンバーには、水抜きを設けること。

● 提出図書 1）工事書類　： ・施工計画書 ・打合記録 ・材料搬入報告書 　　　（イ）建設業法（昭和24年法律第100号）による技術検定（以下「技術検定」という。） 定める。 9) 屋外埋設管（給水、消火、ガス）には、埋設シートを敷設し、曲がり・分岐部には、地中埋設標を

各１部ずつ ・施工要領書 ・工程表 ・安全・訓練実施記録 　　　　　　のうち、1級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 2)　検査終了後の期間 施工すること。

・機器明細図 ・工事日報 ・品質確認書類 　　　（ロ）技術士法（昭和58年法律第25号）による第二試験のうち、技術部門を機械部門（選 工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。）、事務手続後片付 10) 冷水及び冷温水管の支持材には、合成樹脂製支持受けを使用すること。

・工事写真（データ）　　等 　　　　　　択科目を「流体機械」又は「暖冷房及び冷凍機械」とするものに限る。）、水道部門 け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 11) 水栓は、節水機構付きのものを使用すること。

　　　　　　又は衛生工学部門に合格した者 なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。 12) 冷媒管等防火区画貫通部は、建築基準法・消防法に適合する工法にて防火処理を行うこと。

2）工事完成図書：・完成図（竣工図｛製本3(原寸 1部､A3(見開き) 2部｝・施工図｛製本1部｝ 　○資格の区分2） 13) 地中埋設配管については、下記の沈下対策を講ずること。

・機器完成図（ファイル等2部） 　　　（イ）技術検定のうち、1級又は2級の管工事施工管理の検定種目に合格した者 ● 火災保険等 亀山市建設工事請負契約書第52条第1項の規定により、火災保険、組立保険又はその他の保険等に加入 ・管は継ぎ手の組み合わせにより可とう性をもたせる。

・保守に関する説明書（取扱説明書・保証書）　2部 　　　（ロ）資格の区分1）の資格を有する者 し、その加入証券等を提示しなければならない。 ・接続箇所は必要に応じコンクリートで保護する。

・機器性能試験成績書　2部 ①保険の目的物　　　　　工事目的物及び工事材料（支給材料を含む） ・土間配管は、土間筋に吊り下げるなど埋設配管を保持すること。

・総合調整測定表（試験結果・測定結果等）　2部 ○ 電気保安技術者 ○適用する　　　　　○適用しない ②保険の加入期間　　　　工事着手後速やかに加入し、完成引渡しまでの間 ・呼び径100A以下はM10、125A～250AはM12、250A以上はM16のステンレス棒鋼を使用する。

・官公署届出書類控、検査済証　2部 ③保険金額　　　　　　　原則として請負金額に相当する金額 14) 屋外露出及び多湿箇所（トレンチピット等）の配管架台は、SUS又はSS溶融亜鉛メッキ仕上げと

・出来形確認書類　2部　等 ● 技能士の適用 ○配管施工（配管工事）　　○建築板金施工（ダクト製作および取付け） すること。

※ 竣工図・施工図はＣＡＤにより作成すること。 ○熱絶縁施工（保温工事）　○冷凍空気調和機器施工（冷凍空調機器の裾付） ○ 工事目的物の ○　部分引渡しあり　　　○　部分使用あり 15) 屋外設置のマンホール類には用途名を入れること。

※ 工事書類は営繕工事に係る電子納品マニュアル（デジタル工事写真編、工事完成図書編） 部分引渡し等 ・指定部分（　　　　　　　　　　　　　　）　・時期（　　平成　　年　　月　　日　） 16）合成樹脂製カバーの仕上げについては、要所にステンレスバンド及び菊座の取り付けを行うこと。

に基づき電子納品すること。 ○ 監督員事務所 ○設けない　　　　　○設ける について 17) 送風機用ベルトカバーには点検口を設けること。

※ 工事写真は営繕工事写真撮影要領（平成24年版）に従い撮影すること。

※ 建築包含工事の場合、監督員に確認のこと。 ● 施工条件 監督員及び依頼部局と協議調整し決定すること。 ○ 埋蔵文化財調査 埋蔵文化財の調査が行われる場合は協力すること。

1) 施工可能日 ○ 一部に土、日曜日、祝祭日施工あり　　　○ 指定なし ○　発掘調査等の実施あり

● 機器及び材料等 工事に使用する機器及び材料等については、予め使用機材届出書（メーカーリスト）、機器明細図、 （原則　月～金とする　　　　　　　　　　　） ○　発見された場合、発掘調査等の実施あり

現品、カタログ、その他諸資料を事前に届け出ること。尚、図面に記載の品番は、参考品番として便宜 2) 施工可能時間帯 ○ 指定なし　　　● 指定あり（　8時30分　～　17時00分　）

上メーカー品番を使用しているので、メーカー選定にあたっては、同等品以上の性能を有するもの

とする。また、国等による環境物品等の調達推進に関する法律（グリーン購入法）を考慮し、再生品な



○減油警報　○　　　　　　　　）の端子を設ける。なおフロートスイッチ部と制御盤間の配管配

○配管材料

○

空
気
調
和
設
備

設計温湿度

夏期

冬期

℃

℃

％

％

℃

℃

％

％

℃

℃

％

％

℃

℃

％

％

温度(DB) 湿度(RH)

外　　気
一 般 系 統

温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH) 温度(DB) 湿度(RH)

屋　　内　　（調　整　目　標）

鋼板製煙道 伸縮継手、掃除口及びばいじん量測定口の位置は図示による。

鋼板厚（○3.2㎜　○4.5㎜）

○低圧ダクト（○コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）　○アングルフラン

　ジ工法）とする。

○高圧1ダクト（適用範囲は図示による。）とする。

○ステンレスダクト及び塩化ビニルダクトの仕様は別図による。

取付け箇所は図示による。

（１）内貼りを施すチャンバーの表示寸法は外法を示す。

（２）空気調和機に取付けるサプライチャンバー、レタンチャンバー及びダクト系で消音内貼りし

　　　たチャンバーには点検口を設け、大きさは図示による。

（３）ガラリに直接取付けるチャンバー及びホッパーは雨水の滞留のないように施工する。

（１）防煙ダンパー　 　復帰方式（○遠隔　○　　　　　）

ダクト

風量測定口

チャンバー

ダンパー○

○

○

○

○

○

（１）蒸気管　給気管　○配管用炭素鋼鋼管（黒）

（２）ピストンダンパー 復帰方式（○遠隔　○　　　　　）

　　 　　　　　　　　　定格入力はDC24V、0.7A以下とする。

　  　　　　　　　　　○圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）　（Sch40）

  　　　　　　還管　　○圧力配管用炭素鋼鋼管（黒）　（Sch80）

（２）油管　　　　　　○配管用炭素鋼鋼管（黒）

（３）冷温水管　　　　○配管用炭素鋼鋼管（白）

（４）冷却水管　　　　○配管用炭素鋼鋼管（白）

（５）空調用排水管　　○配管用炭素鋼鋼管（白）　●硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）

（６）膨張管、空気抜き管及び膨張タンクよりボイラー等への補給水管は、配管用炭素鋼鋼管（白）

　　　とする。

（７）冷媒管　　　　　●断熱材被覆銅管

JIS又はJV　（○5K　　　○10K（図示部分））弁類○

○鋼管用伸縮管継手の種類は図示による。

○ステンレス鋼管に取付ける弁類は、ステンレス製とする。

○ファンコイルユニットと冷温水管の接続部（往・還）には、ボール弁を取付ける。

○ファンコイルユニットには、　○流量調整弁　を設置する。

取付け箇所は図示による。温度計

圧力計

瞬間流量計○

○

○

図示の位置に取付ける。

取付け箇所は図示による。

なお、瞬間流量計（○固定形　○着脱形）はピトー管方式とし、止水コック付とする。

制御盤には（○給油ポンプ制御　○満油警報　○遠隔警報　○漏えい検知警報　○返油ポンプ制御油面制御装置○

線は製造者の標準仕様とする。

図示の位置に取付ける。

○還りダクトの保温　範囲は（○　　　　　　○　　　　　　）

○外気ダクトの保温　範囲は（○　　　　　　○　　　　　　）

絶縁継手

保温及び消音内貼○

○

○膨張タンクよりボイラー等への補給水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の温水管の項による。

○建物内の空気抜き管の保温は、標準仕様書第2編3.1.4の膨張管の項による。

○空気調和機及びファンコイルユニットの排水管の保温は、標準仕様書第2編3.1.5の排水管の項

　による。

○冷媒管の保温外装は次による。

　屋内露出箇所（●保温化粧ケース（材質：　　　　））

　屋外露出箇所（●ステンレス鋼板　　　　　　　　　）

　ジ工法）とする。

ダクト○
●

換
気
設
備

○低圧ダクト（○コーナーボルト工法（長辺の長さが1,500mm以下の部分）　○アングルフラン

○高圧1ダクト（適用範囲は図示による。）とする。

○厨房系統の長方形排気ダクトの板厚は、標準仕様書第3編2.2.2.2のダクトの板厚の項より1番手

　厚いものを使用する。（範囲は図示による。）

取付け箇所は図示による。

空気調和設備の当該項目による。

○浴室（シャワー室、脱衣室を含む。）系統　○厨房系統　○

風量測定口

ダンパー

排気ダクトのシール

チャンバー

保温

○

○

○

○

○

空気調和設備の当該項目による。

○全熱交換ユニット用の外気ダクト（保温の厚さ25mm、範囲は図示による。）

○多湿箇所のダクトの保温要（保温の厚さ50mm、範囲は図示による。）

（○厨房　 ○湯沸室　　　 　）の排気ダクトの保温要（保温の仕様及び範囲は図示による。）

ダクト○ ○亜鉛鉄板　　○普通鋼板（厚1.6㎜）

○パネル　　（○天井取付　　壁取付）排煙口の形式○

○スリット形（○天井取付　　壁取付）

○ダンパー形（○天井内取付　○　　）

排煙口手動開放装置 ○電気式（遠隔操作　○要　○不要）

(開放及び復帰方式）

排煙風量測定 建築設備定期検査業務基準書　平成24年版（（一財）日本建築設備・昇降機センター）の排煙風量

の検査方法に準ずる。

○

○

○

排
煙
設
備

中央監視制御装置○ ○有り（　○新設　○既設　）　○無し

システム構成・機能

電気計装用配線

○

○

図示による。

電線及びEMケーブルは、標準仕様書第4編1.5.1表4.1.11 による。

屋外・屋内露出の電線は、図面に特記がなければ金属管配線とする。

天井内隠ぺいの配線は、図面に特記がなければケーブル配線とする。

自
動
制
御
設
備

○

自動洗浄装置●

及びその組み込み

洗浄水量は4L/回以下とし、使用状況により洗浄水量が制御できるものとする。

小便器

●

衛
生
器
具
設
備

●個別感知フラッシュ方式　（　　一体型　　）　　制御盤（　○要　　○不要　）

○要（材質：　　　　　）　（○大便器　○小便器　○　　　　）　○不要標記板○

自動水栓の●

電源供給方式

○ＡＣ電源　　●自己発電

衛生器具ユニット○

洋風便器●

○ユニットの配管材料は、図示による。

タンク式は6.5L/回以下とする。

●

○絶縁継手

●弁類

配管材料●

給
水
設
備

（1）一般配管　　　●塩ビライニング鋼管（VB）

   　　　　　　　　○ステンレス鋼鋼管（SUS 304）

（2）地中埋設配管　○塩ビライニング鋼管（VD）　●耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（HIVP）

   　　　　　　　　○ステンレス鋼鋼管（SUS 316）

（3）水道直結配管　○引き込みは水道事業者の指定により、量水器以降の地中埋設配管は

   　　　　　　　　　（○　　　　　　　　　　　）とし、他の部分は(1)による。

量水器

量水器桝○

○ ○親メーター（パルス式　　）（○貸与品　○　　　　　）

○子メーター（パルス式　　）（○買い取り　○　　　　）

○水道事業者指定品（○貸与品　○買い取り）　○標準図MC形

図示の位置に取り付ける。

JIS又はJV　 ●水道直結部分（●10K　○　　　　　　）　

　　　　　  ○その他の部分（○ 5K　○　　　　　　）

○ステンレス鋼管に取付ける弁類は、ステンレス製とする。

管の地中埋設深さ

水栓柱

建物導入部配管

引込納付金等

●

●

●

○

管の上端より原則として、一般敷地は（　40　cm）構内道路は（　60　cm）以上とする。

●合成樹脂製　○アルミニウム合金製　○人造石とぎ出し製　○ステンレス鋼製

標準図（建築物導入部の変位吸収配管要領）の ○（a）　○（b）　○（c）による。

○要（○別途工事　○本工事）　　○不要

（1）屋　　内 　汚水管　　　　　○排水用塩ビライニング鋼管　●硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）

　　　　　　　　雑排水管　　　　○排水用塩ビライニング鋼管　●硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）

　　　　　　　　通気管　　　　　○配管用炭素鋼鋼管（白）　●硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）

　　　　　　　　ポンプアップ管　○排水用ノンタールエポキシ塗装鋼管

（2）屋　　外 　第一桝まで　　　○排水用塩ビライニング鋼管

　　　　　　　　　　　　　　　　○リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管（RF-VP）

　　　　　　　　桝間　　　　　　○排水用リサイクル硬質ポリ塩化ビニル管（REP-VU）●硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）

配管材料●

● 洗面器等の排水管

満水試験継手○

○ 放流納付金等

洗面器に直結する排水管は、器具トラップより1サイズアップとする。

台所流し等の床上部分の配管は、ビニル管（RF－VP）でもよい。

○標準仕様書第2編2.4.8(f)による　○図示の箇所に取付ける。

○要（○別途工事　○本工事）○不要

配管材料○ ○ステンレス鋼鋼管（SUS 304）

JIS又はJV　（○5K　　　　○10K　　（図示部分））弁類○

○ステンレス鋼管に取付ける弁類は、ステンレス製とする。

湯沸器の給排気筒（二重管）の隠ぺい箇所は保温を行う。なお、保温の種別は標準仕様書第２編保温○

3.1.5 表2.3.5のｈ・（イ）・Ⅸとする。

配管材料○ （１）屋内消火栓　　一般 ○ステンレス鋼鋼管（SUS 304）

　　　　　　　　　　地中 ○ステンレス鋼鋼管（SUS 316）

（２）連結送水管　　一般 ○圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（Sch40）

　　　　　　　　　　地中 ○圧力配管用炭素鋼鋼管（白）（Sch40）

（３）　　　　　　　　 　○

屋内消火栓種別

屋内消火栓開閉

○

○

○易操作性１号消火栓　 　○１号消火栓　 　○２号消火栓

○１０Ｋ

屋外露出配管は標準仕様書第2編3.1.5 ｅ ・（ハ）・Ⅶによる保温を行う。

ただし、防凍保温は共通事項による。

保温○ 2

厨房用熱源○

○

図示による。

図示による。機器の機能等

概略寸法とする。機器の寸法○

配管材料○ ○都市ガス　　　ガス事業者の供給規定による。

○液化石油ガス　（1）一般

　　　　　　　　（2）地中

別途（○50kg　　○　　　　　　○　　　　　　　）×　２本充てん容器

集合装置

○

○

○ 転倒防止等

○ メーター

標準図（液化石油ガス容器廻り配管要領）による　　　本組。

標準図（液化石油ガス容器転倒防止施工要領）の（○（a）　○（b））による。

○親メーター（○貸与品　○　　　　）　　○子メーター（○買い取り　○　　　　　）

○本工事（図示による）　○別途工事　　　　　　　　　　　　　　　　）ガス漏れ警報器○

　外部警報端子（○無　　○有）

引込負担金等○ ○要（○別途工事　　○本工事）　　○不要

○横型　○竪型（液化石油ガス貯蔵能力　　　㎏）バルク貯槽○

保温材○

○ 支持金物等

保温材は、配管・ダクト等より分離する。

ダクト及び配管等の支持金物及び吊り金物は本工事にて撤去する。

石綿含有品○ 石綿含有分析調査　　○本工事　　　○別途

撤去方法　　　　　　○図示による　○発生材の処理●

　○金属類　（○機器類 　○ダクト　 ○配管　 ○その他の金属　）の処理は

　　（　○物品管理者に引き渡し　　○構外搬出適切処理　）とする。

　○特別管理産業廃棄物　 ○　　  　　　　○　　　　　　）の処理は

　　（　○別途　　○構外搬出適切処理　）とする。

　○石綿含有産業廃棄物　 ○配管用成形保温材　○フランジ用ガスケット）　の処理は

　　（　○別途　　○構外搬出適切処理　）とする。

　●上記以外のもの　　　 ○　　  　　　　○　　　　　　）の処理は

　　（　○別途　　●構外搬出適切処理　）とする。

冷媒（フロン類）○ ○本工事　　○別途

の回収 冷凍機等の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書第３編２.４.３により、次の書類を監督

職員に提出する。

　○フロン回収行程管理表の写し

　○特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）の写し

○

給
湯
設
備

○

消
火
設
備

○

厨
房
設
備

ガ
ス
設
備

○

●

撤
去
工
事

排
水
設
備

●

指定資材及び参考見積りメーカー

分類 資材名 規格・メーカー等　(アイウエオ順）

塩ビライニング鋼管管

配管用炭素鋼鋼管

塩化ビニル管

リサイクル塩化ビニル管

「水」マーク表示品　WSP規格品

JISマーク表示品

JISマーク表示品　「水」マーク表示品

JISマーク表示品　塩化ビニル管・継手協会規格品

鉛管 SHASE-S表示品

㈱イノアックコーポレーション　㈱コベルコマテリアル銅管

住友軽金属工業㈱　　因幡電機産業（株）　または同等品以上

ダクタイル鋳鉄管 「水」マーク表示品

ステンレス鋼管

耐火二層管

JISマーク表示品　「水」マーク表示品

国土交通大臣認定品

継手

冷媒用

水道用

銅管

管端防食

フランジ
ライニング鋼管継手

JPF規格品

WSP規格品

鋼管継手 外面含む JISマーク表示品

JISマーク表示品　「水」マーク表示品ビニル管継手

因幡電機産業（株）　または同等品以上

㈱イノアックコーポレーション 　東洋フイツテング㈱
銅管継手 冷媒用

ステンレス鋼管継手 JISマーク表示品　SAS規格品

国土交通大臣認定品

設備機材等評価名簿による

トーフレ㈱　東洋バルヴ㈱　日立金属㈱　㈱ベン

㈱ヨシタケ　または同等品以上

耐火二層管継手

伸縮管継手（ベローズ形、スリーブ形）

可とう継手

弁 青銅弁・鋳鉄弁

その他弁類

JISマーク表示品

㈱キッツ　東洋バルヴ㈱　日立金属㈱　㈱ベン

㈱ヨシタケ　または同等品以上

グラスウール保温材

ロックウール保温材

ポリスチレンフォーム保温材

JISマーク表示品

横型遠心ポンプ

水中モーターポンプ

（汚水用、雑排水用、汚物用)

立形遠心ポンプ

設備機材等評価名簿による。ポンプ

類

保温材

電動機 シンフォニアテクノロジー㈱　㈱東芝　㈱日立製作所

富士電機㈱　パナソニック㈱　三菱電機㈱

㈱明電舎　または同等品以上

JISマーク表示品衛生陶器・水栓

衛生器具ユニット 設備機材等評価名簿による。

設備機材等評価名簿による。FRP製パネルタンク

密閉型隔膜式膨張ﾀﾝｸ(空調用・給湯用）

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ（溶接組立形）

ｽﾃﾝﾚｽ鋼板製ﾊﾟﾈﾙﾀﾝｸ（ﾎﾞﾙﾄ組立形）

タンク

電動機

衛生

器具

桝

鋳鉄

製品

量水器

ガス

器具

ガス

警報

厨房機器

濾過

装置

厨房システム 設備機材等評価名簿による。

オルガノ㈱　栗田工業㈱　サンエイ工業㈱　㈱三協

㈱三進ろ過工業　㈱タクマ　理水化学㈱

または同等品以上

滅菌機 ㈱磯村　㈱オーヤラックス　水道機工㈱　

日本曹達㈱　または同等品以上

ガス警報システム アズビル金門㈱　富士工器㈱　富士電機㈱

パナソニック㈱　矢崎総業㈱　または同等品以上

ガス給湯器 都市ガス

ＬＰＧガス

マンホール蓋

弁桝蓋

塩ビ桝

公団型桝類

排水金物

鋳鉄製蓋

量水器

ガス配管器具

協和コンクリート工業㈱　桑名工業㈱　

㈱ネオジオ　(有)丸八産業　または同等品以上

日本下水道協会、排水設備用樹脂製マス協会

規格対象品又は準拠品

㈱オオタケファンドリー　カネソウ㈱　ダイドレ㈱

㈱中部コーポレーション　　福西鋳物㈱

㈱ホクキャスト　または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

愛知時計電機㈱　アズビル金門㈱

リコーエレメックス㈱　または同等品以上

伊藤工機㈱　㈱桂精機製作所　㈱藤井合金製作所

富士工器㈱　または同等品以上

ガス供給者の承認する製造者の製品

「ガス事業法」「液化石油ガスの保安の確保及び

取引の適正化に関する法律」に基づき省令

による証票を付したもの

消火

装置

浄化槽

簡易

水栓

ブロア

阻集器

特殊

ガス

RC造

FRP

消火栓類

消火栓ホース

スプリンクラー消火システム

不活性ガス消火システム

泡消火システム

㈱立売堀製作所　　㈱北浦製作所

㈱村上製作所　㈱横井製作所　または同等品以上

日本消防検定協会の合格表示品

設備機材等評価名簿による。

（株）神鋼環境ソリューション　㈱ダイキアクシス

㈱西原ネオ　フジクリーン工業（株）

藤吉工業（株）　または同等品以上

国土交通大臣型式認定品

クリーントイレ ㈱LIXIL  積水化学工業㈱　ネポン㈱

㈱ハウステック　パナソニック㈱　ロンシール機器㈱

または同等品以上

朝日機工㈱　㈱アンレット　新明和工業㈱　安永エ

アポンプ㈱　または同等品以上

グリス・ガソリントラップ カネソウ㈱　㈱栗本鐵工所　下田エコテック㈱

積水アクアシステム㈱　または同等品以上

合併浄化槽

特殊ガス設備 エア・ウォーター（株）　㈱セントラルユニ　日酸TAN

AKA(株）　日本エア・リキード㈱　または同等品以上

計測

機器

化学実

験装置

㈱島津製作所　電気化学工業㈱　東亜DKK㈱

または同等品以上

㈱日立製作所　富士精密電機㈱　横河電機㈱

㈱島津理化　㈱ダルトン　㈱ヤガミ

ヤマト科学㈱　または同等品以上

製缶類・熱交換製缶類 ㈱島倉鉄工所　㈱広島鉄工　㈱ベルテクノ

㈱前田鉄工所　　森松工業㈱　　　

または同等品以上

温水

発生機

真空式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

無圧式温水発生機（鋼製・鋳鉄製）

電気温水器

設備機材等評価名簿による。

愛知金属工業㈱　㈱東芝　㈱日本イトミック

パナソニック㈱　三菱電機㈱　または同等品以上

分類 資材名 規格・メーカー等　(アイウエオ順）

ボイラー 鋼製簡易ボイラー

鋳鉄製ボイラー

鋼製小型ボイラー

鋼製ボイラー

設備機材等評価名簿による。

チリングユニット

吸収冷温水機

遠心冷凍機

設備機材等評価名簿による。

冷凍機

空気

調和機

ユニット形空気調和機

ファンコイルユニット

カセット形ファンコイルユニット

コンパクト形空気調和機

パッケージ形空気調和機

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ式空気調和機

設備機材等評価名簿による。

冷却塔 冷却塔 設備機材等評価名簿による。

防振材・防振装置 倉敷化工㈱　特許機器㈱　㈱ブリヂストン

㈱明治ゴム化成　または同等品以上

ウェットマスター㈱　ピーエス工業㈱

または同等品以上

遠心送風機（多翼形送風機）

斜流送風機

軸流送風機

消音ボックス付送風機

設備機材等評価名簿による。

防振

装置

加湿器

送風機

換気扇 換気扇類 テラルクリタ㈱　㈱東芝　日立アプライアンス㈱　

パナソニック㈱　三菱電機㈱　または同等品以上

設備機材等評価名簿による。

設備機材等評価名簿による。

全熱交換器（回転形、静止形）

全熱交換ユニット

ｴｱﾌｨﾙﾀｰ（ﾊﾟﾈﾙ形・折込み形）

自動巻取形エアフィルター

電気集塵器

吹出口・吸込口

風量ユニット（定風量、変風量）

設備機材等評価名簿による。

亜鉛鉄板

ステンレス鋼板

スパイラルダクト

フレキダクト

JIS規格品

JIS規格品

大阪ラセン管工業㈱　㈱栗本鐵工所　（株）新富士空調

フジモリ産業㈱　または同等品以上

アライ実業㈱　㈱オーツカ　㈱栗本鐵工所

または同等品以上

全熱交

換器

空気清

浄装置

ダクト

付属品

ダクト

設備機材等評価名簿による。自動制御システム自動制御

【注記】 ① JISマーク、水マーク（JWWA:日本水道協会規格）、WSP(日本水道鋼管協会規格）、

SHASE-S(空気調和・衛生工学会規格）、JPF(日本金属継手協会規格）

SAS(ステンレス協会規格）の番号については、「公共建築工事標準仕様書

（機械設備工事編）」「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」による。

② JISマーク表示品と指定された資材は、工業標準化法施工規則に基づき、製品・包装

の外面、容器の外面、結束荷札ごとの納品書にJISマーク表示のあるものとする。

③ 設備機材等評価名簿とは、「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」

設備機材等評価名簿（最新版）をいう。但し、評価名簿による場合、

「納入地区及びアフターサービス地区」に中部地区又が含まれていて、

評価の有効期間内にある場合に有効とする。

設計図書に関する情報欄 （以下工事毎に内容を適応修正のこと）

建築士法第２０条第５項の規定に基づく表示

■建築設備の設計に関し建築設備士に意見を聴いていない

□建築設備の設計に関し建築設備士に意見を聴いた（意見を聴いた者）

【氏名】

【資格】

【勤務先】

【登録番号】

【意見を聴いた設計図書（図面番号）】

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
M-02

ＮＳ機械設備　特記仕様書２

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事



機械設備　器具表　機器表　桝明細

工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
M-03

ＮＳ

前田　祐作

一級建築士　第360917号

平成31年 3月 8日

西野公園便所（南）建替工事

衛生設備具 器具表

名     称

手すり

洋風便器

T112CL10

多目的流し SK500

参考品番

小便器 UFS900WR

T112CU22手すり

ＬＩＸＩＬ

KF-920AE70D12

S-17

U-A51MP

KF-701AE

CS597BCSBC-P20HM

ＴＯＴＯ

仕様・付属品

YH702紙巻器 CF-63HST (棚付二連・耐荷重)

(U620)(ｾﾝｻｰ一体形・低ﾘｯﾌﾟ・自己発電)

(腰掛便器用Ｌ型・樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ)　取付金具

(小型) 横水栓、壁給水、壁排水、他付属品

(ﾍﾞｯｾﾙ式壁掛形・水石鹸無し)　ﾚﾊﾞｰ式水栓、壁給水、壁排水、他付属品

設
置
箇
所

名称記号

通気管

排水管

給水管

凡例

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管（VB）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）

耐衝撃性硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（HIVP）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VP）

（土間内）(屋外埋設)

（便所）

（便所）

（土間内）

（土間内）

（便所）

管材

洋風便器

幼児用大便器

幼児用小便器

手すり

手すり

背もたれ

KF-312AE70 T112CP23(×2)

KFC-271T1U2 EWC385CS (ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ)　固定金具

KF-471EH70 T112HK7

(小便器用・樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ)　取付金具

(跳上型・ﾛｯｸ付・樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ)　取付金具

(洗面器用Ｐ型樹脂被覆ﾀｲﾌﾟ)　取付金具

U-401R＋KF-AA910CE40/Y92 U310GY (手すり付)　ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ、他付属品

C-P141SM CS310B (1-2歳児用)　ﾛｰﾀﾝｸ、暖房便座、他付属品

記号 名　　称 仕　　様
電源

相 電圧 容量(W)
台数 設置場所

FE-1 １

200400

ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ(SUS製)、防鳥網

φm3/h 1 100V 13.5

型式

口径風量 消費電力

付属品

標準換気扇　格子ﾀｲﾌﾟ　電気式ｼｬｯﾀｰ排気ファン

換気設備 機器表

排水桝明細

(C1200S)(掃除口付)　ﾛｰﾀﾝｸ、暖房洗浄便座、他付属品

BC-P20HM CS597BCS (C1200S)(掃除口付)　ﾛｰﾀﾝｸ、暖房洗浄便座(金属ﾌﾟﾚｰﾄ・蓋無し)、他付属品

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（VU）  (屋外埋設)

記号 蓋型番

90°曲り 90L 100-150 400

410

465

480

535

615

460

670

690

1000

塩ビ製蓋

塩ビ製蓋

塩ビ製蓋

塩ビ製蓋

塩ビ製蓋

塩ビ製蓋

塩ビ製蓋

異径 90°合流

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11 塩ビ製蓋

塩ビ製蓋

塩ビ製蓋

桝種（塩ビ製小口径桝）

90Y 100×75-150

段差付 45°合流 45YS 100-150

90Y 100×75-150異径 90°合流

段差付 45°合流 45YS 100-150 塩ビ製蓋 570

管底高

(SGL－　)

90L 100-15090°曲り

異径 90°合流 90Y 100×75-150

90°曲り 90L 100-150

段差付 45°合流 45YS 100-150

異径 90°合流 90Y 100×75-150

ﾄﾞﾛｯﾌﾟ DR 100-150

１ 雨水　90°曲り 90L 100-150 塩ビ製蓋 300

２ 塩ビ製蓋 340

３ 雨水　90°曲り 90L 100-150 塩ビ製蓋 300

４ 塩ビ製蓋 330

５ 塩ビ製蓋 350

６ 塩ビ製蓋 390

雨水　90°合流 90Y 100-150

90Y 100-150雨水　90°合流

90Y 100-150雨水　90°合流

雨水　90°曲り 90L 100-150
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１１

洗面器 L103AL-365APR (L511)(車いす用・壁掛形)　自動水栓(自己発電)、壁給水、壁排水、他付属品

手洗器

ﾍﾞﾋﾞｰｼｰﾄ

ﾍﾞﾋﾞｰﾁｪｱｰ

AC-OK-F11 YKA24R

KFA-12 YKA16R

固定金具

(ｺｰﾅｰﾀｲﾌﾟ)　固定金具

L-A74PC LSK870AP (壁掛ﾊﾞｯｸ付)　自閉式水栓、壁給水、壁排水、他付属品

１

１

１ １

１

１

２

１１耐食鏡(350×800)YM3580FCKF-S3083AS化粧鏡

洗面器 LSC721AAPNWL-531FCRS ２ ２ ４
※洗面器 LSC721AAPNW を使用する場合は水栓を変更すること。



工 事 名 称

図 面 名 称

設 計 年 月 日
記

事

項

特

縮 尺

図面番号

一級建築士　第117489号　前　野　初　像　　　　　一級建築士　第320204号　前　野　将　輝

株式
会社

一級建築士事務所　三重県知事登録　第1-699号

前 野 建 築 設 計
1/100

計

合

既設撤去衛生器具 器具表

名     称 仕様

２小便器

設
置
箇
所

壁掛洗面器

２

大型水栓1個

所

便

１

洗浄弁床置大型

１

１ １和風便器 ﾛｰﾀﾝｸ式

平成31年 3月 8日

前田　祐作

一級建築士　第360917号
西野公園便所（南）建替工事 M-04

便所南(駐車場側)

便所（南）給排水衛生設備　外構図

北

工事前

1/100

北

工事後

1/100便所（南）外構図

凡例

アスファルト舗装を示す

既設のままを示す

犬走り・スロープ範囲を示す

整地を示す

1/100便所（南）外構図

アスファルト舗装撤去範囲を示す

土撤去範囲を示す 既設のままを示す

撤去範囲を示す

すき取りを示す ※
新築建物の基礎に樹木の根が干渉した場合、

監督員と協議し、根などの対処を行うこと

凡例

ハンドホール

既設浄化槽撤去（機械設備工事）
撤去後整地（建築工事）
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既設給水管 既設給水管

25
A10

0A

既設下水管

既設下水接続桝へ接続既設給水(止水栓)へ接続
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便所南 給排水衛生設備 平面図 便所南 換気設備 平面図


